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報告第 21号

専決事項の報告について

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 18 0条第 1項の規定により専決処分をし

たので、同条第 2項の規定により議会に報告する。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方市長伏見 隆

記

1. 専決事項 損害賠償の額を定めることについて (3件）
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専決第 16号

損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 18 0条第 1項の規定により損害賠償の額の決定及び和解につ

いて、次のとおり専決処分をする。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 7日専決

1.賠償の額

2. 賠償の相手方

3. 賠償事件の内容

4. 和解の内容

枚方市長伏見 隆

記

金 334, 495円

枚方市在住者

令和 5年 10月 18日午後 2時 17分ごろ、本市観光にぎわい部職員が市立中

央図書館の市史資料室から旧田中家鋳物民俗資料館へ帰館するため公用車（軽

貨物車・大阪48 0て 79 5) を運転し、枚方藤阪線を西から東へ走行中、藤

阪駅前交差点前において、信号待ちのため停車していた前方車両との距離を詰

めた際、一瞬前方から目をそらしたためブレーキが間に合わず、枚方市所在の

法人が所有する普通乗用車に追突し、運転する枚方市在住者が負傷した事故で

ある。

(1) 本市は相手方の人身損害賠償金として金 334, 495円の支払義務があることを認める。

(2) 本市は相手方に対する(1)の賠償金の内、既払い金 134,495円を除き 200, 000円を相手

方の指定する口座に支払う。

(3) 今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議、請求の申し立てをしないことを誓

約する。
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専決第 16号参考資料
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専決第 17号

損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 18 0条第 1項の規定により損害賠償の額の決定及び和解につ

いて、次のとおり専決処分をする。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 7日専決

1.賠償の額

2. 賠償の相手方

3. 賠償事件の内容

4. 和解の内容

枚方市長伏見 隆

記

金 2, 222, 000円

枚方市所在の法人

令和 5年 10月 18日午後 2時 17分ごろ、本市観光にぎわい部職員が市立中

央図書館の市史資料室から旧田中家鋳物民俗資料館へ帰館するため公用車（軽

貨物車・大阪480て 79 5) を運転し、枚方藤阪線を西から東へ走行中、藤

阪駅前交差点前において、信号待ちのため停車していた前方車両との距離を詰

めた際、一瞬前方から目をそらしたためブレーキが間に合わず、枚方市所在の

法人が所有する普通乗用車に追突し、同車が損傷した事故である。

(1) 本市は相手方に自己責任額金 2, 222, 000円を支払う。

(2) 今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議、請求の申し立てをしないことを誓

約する。
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専決第 17号参考資料
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専決第 18号

損害賠償の額を定めることについて

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 18 0条第 1項の規定により損害賠償の額の決定及び和解につ

いて、次のとおり専決処分をする。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 7日専決

1. 賠償の額

2. 賠償の相手方

3. 賠償事件の内容

4. 和解の内容

枚方市長伏見 隆

記

金 78, 000円

高槻市在住者

令和 5年 12月 11日午後 4時 30分ごろ、本市士木部職員が公用車 (2トン

塵芥収集車・大阪80 0せ 57 0 6)を運転し、国道 1号を大阪方面に走行中、

星丘4丁目 8番地先交差点付近において、誤滞により前方の高槻市在住者所有

の小型乗用車が停止したため続けて停止したが、横断歩道の一部を塞いでいた

ためさらに前進した際、同車に追突し、同車が損傷した事故である。

(1) 本市は相手方に自己責任額金 78, 000円を支払う。

(2) 今後本件に関しては双方共裁判上又は裁判外において一切異議、請求の申し立てをしないことを誓

約する。
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専決第 18号参考資料
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議案第 93号

令和 5年度大阪府枚方市一般会計補正予算（第 10号）

令和 5年度大阪 府 枚 方 市 一 般 会 計 補 正 予算（第 10号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 617,256千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 173,253, 077千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2条 債務負担行為の変更は、 「第 2表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 3条 地方債の変更は、 「第 3表 地方債補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 4条 繰越明許費の変更は、 「第 4表 繰越明許費補正」による。

令 和 6年 (20 2 4年） 2月 19 日提出

枚方市長 伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 市 税 57,227,584 430,163 57,657,747 

(1)市民税 26,025,958 283,058 26,309,016 

(2) 固定資産税 22,280,303 57,991 22,338,294 

(3)軽自動車税 658,603 ▲17,546 641,057 

(4) 市たばこ税 2,045,449 75,052 2, 120, 501 

(5)都市計画税 4,787,872 6,755 4,794,627 

(6) 事業所税 1,429,399 24,853 1,454,252 

3. 利子割交付金 52,777 ▲1,041 51,736 

(1)利子割交付金 52,777 ▲1,041 51,736 

4. 配当割交付金 570,273 ▲91,313 478,960 

(1) 配当割交付金 570,273 ▲91,313 478,960 

5. 株式等譲渡所得割交付 631,796 ▲293,666 338,130 
金

(1)株式等譲渡所得割交付 631,796 ▲293,666 338,130 
金

6. 法人事業税交付金 785,702 69,688 855,390 

(1)法人事業税交付金 785,702 69,688 855,390 

7. 地方消費税交付金 8,723,255 100,148 8,823,403 

(1) 地方消費税交付金 8,723,255 100,148 8,823,403 

8. ゴルフ場利用税交付金 82,381 ▲3,459 78,922 

(1) ゴルフ場利用税交付金 82,381 ▲3,459 78,922 

9. 自動車税環境性能割交 119, 785 40,073 159,858 
付金

(1) 自動車税環境性能割交 119, 785 40,073 159,858 
付金

10. 地方特例交付金 444,805 ▲32,989 411, 816 

(1) 地方特例交付金 437, 131 ▲41,638 395,493 

(2) 新型コロナウイルス感補 7,674 8,649 16,323 
染症対策地方税減収
填特別交付金

11. 地方交付税 15,548,046 821,594 16,369,640 

(1) 地方交付税 15,548,046 821,594 16,369,640 

14. 使用料及び手数料 2,228,072 ▲12,246 2,215,826 

(1)使用料 1,693,723 ▲11,392 1,682,331 

(2)手数料 534,349 ▲854 533,495 

15. 国庫支出金 45,851,837 110,152 45,961,989 

(1) 国庫負担金 29,068,597 ▲596,564 28,472,033 

(2) 国庫補助金 16,700,834 708,923 17,409,757 

(3) 国庫委託金 82,406 ▲2,207 80,199 
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（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

16. 府支出金 17,268,240 ▲2,292,745 14,975,495 

(1)府負担金 9,383,012 ▲59,840 9,323,172 

(2)府補助金 4,972,930 ▲1,339,407 3,633,523 

(3)府委託金 2,912,298 ▲893,498 2,018,800 

17. 財産収入 133,984 65,864 199,848 

(2)財産売払収入 64,532 65,864 130,396 

18. 寄 附 金 195,042 92,680 287,722 

(1)寄附金 195,042 92,680 287,722 

19. 繰入金 6,703,910 13,029 6,716,939 

(1)基金繰入金 6,576,075 13,029 6,589,104 

20. 諸 収 入 1,754,413 299,224 2,053,637 

(4)収益事業収入 442,504 129,721 572,225 

(5)雑 入 1,295,639 169,503 1, 465, 142 

21. 市 債 10,605,692 1,302,100 11, 907, 792 

(1) 市 債 10,605,692 1,302,100 11, 907, 792 

歳 入 合 計 172,635,821 617,256 173,253,077 
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 議会費 654,356 ▲3,346 651,010 

(1)議会費 654,356 ▲3,346 651,010 

2. 総務費 11, 612, 460 470,221 12,082,681 

(1)総務管理費 8,098,584 552,751 8,651,335 

(2)徴税費 1,497,475 41,619 1,539,094 

(3) 戸籍住民基本台帳費 1,404,054 ▲81,704 l, 322,350 

(4)選挙費 474,878 ▲41,770 433, 108 

(5) 統計調査費 40,707 ▲675 40,032 

3. 民 生 費 86,569,582 ▲579,607 85,989,975 

(1)社会福祉費 40,297,242 ▲128,767 40,168,475 

(2)児童福祉費 31,683,083 ▲439,130 31,243,953 

(4) 災害救助費 14,454 ▲11, 710 2,744 

4. 衛生費 18,594,786 ▲1, 781, 319 16,813,467 

(1)保健衛生費 11,875, 119 ▲1,721,923 10,153,196 

(2)清掃費 6,719,667 ▲59,396 6,660,271 

5. 農林水産業費 182,091 5,830 187,921 

(1)農業費 182,091 5,830 187,921 

6. 商 工 費 1,041,059 ▲43,255 997,804 

(1)商工費 1,041,059 ▲43,255 997,804 

7. 士 木 費 20,967,685 ▲1,062,412 19,905,273 

(1) 土木管理費 362,268 ▲6, 111 356,157 

(2)道路橋梁費 3,666,168 ▲788,789 2,877,379 

(4)都市計画費 16,894,148 ▲267,512 16,626,636 

8. 消防費 4,597,736 244,860 4,842,596 

(1)消防費 4,597,736 244,860 4,842,596 

9. 教育費 14,060,735 2,483,737 16,544,472 

(1)教育総務費 4,313,516 ▲67,323 4,246,193 

(2)小学校費 2,884,444 1,150,356 4,034,800 

(3) 中学校費 2,107,271 1,563,985 3,671,256 

(4)幼稚園費 666,798 ▲5,427 661,371 

(5)社会教育費 1,641,042 ▲80,351 1,560,691 

(6)保健体育費 2,447,664 ▲77,503 2,370,161 

10. 公債費 12,048,228 ▲70,000 11,978,228 

(1)公債費 12,048,228 ▲70,000 11,978,228 

11. 諸支出金 1, 757, 103 952,547 2,709,650 

(1)諸 費 l, 757, 103 952,547 2,709,650 
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（単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

威’’ 出 合 計 172,635,821 617,256 173,253,077 
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第 2表債務負担行為補正

（単位：千円）

補 正 月ヽI9 J 補 正 後

事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

学校給食調理場改修工事
令 和 5年度から

3,270 
令 和 6年度まで

合 計 ＼ (7,000,000) ¥＼ (7,000,000) 

16,900,959 16,904,229 

（ ）著は、金融機関等に対する債務保証
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第 3表地方債補正

補 正 月̀,lj 

償 還 の 方
起 債 の 目 的 起債の

限度額
方法

利率 償還 据置
区分

期限 期間
償還の方法

私立保育園施設整備事業 178,500 

希釈放流センター施設改修事業 101, 200 

中宮浄水場更新事業（一般会計出資債） 200,000 

やすらぎの杜設備改修事業 87,800 

枚方市駅周辺地区市街地再開発事業 2,378,500 

枚方市駅前行政サービス再編事業 894,200 

京阪本線連続立体交差事業 739,500 

光善寺駅周辺市街地再開発補助事業 541,900 普通貸
政府資 半年賦及び年賦

借又は 8%  
金又は

3 0年 1 0年
元利均等、半年

証券発 以内
銀行そ

以内 以内
賦及び年賦元金

の他資 均等又は満期一
公園施設長寿命化改築等事業 8,800 行 金 括償還

自転車通行空間整備事業 42,600 

主要道路リフレッシュ整備事業 364,000 

橋梁修繕・補強事業

施設改善維持補修事業 289,000 

学校エレベーター整備事業 30,000 

総合体育館施設整備事業 35,700 

伊加賀スポーツセンター施設等改修事業 18,200 
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（単位：千円）

補 正 後

法 償還の方法

限度額
起債の

利率
方法 償還 据僅

その他 区分
期限 期間

償還の方法 その他

165,300 

58,700 

77,300 

2, 198, 500 

931,400 

304,400 

市財政の都合に
政府資 半年賦及び年賦

市財政の都合に

より償還期限を 476,800 普通貸
金又は 元利均等、半年

より償還期限を
短縮し、若しく 借又は 8% 

銀行そ
3 0年 1 0年

賦及び年賦元金
短縮し、若しく

は繰上償還又は 証券発 以内
の他資

以内 以内
均等又ば満期一

は繰上償還又は
低利に借換えす 28,800 行 金 括償還

低利に借換えす
ることができる ることができる

33,300 

125,800 

48,000 

2,549,400 

170,700 

18,700 

16,300 
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補 正 月‘IJ’ 

償 還 の 方
起 債 的の 目 起債の

限度額
方法

利率 償還 据置
区分

期限 期間
償還の方法

渚市民体育館施設等改修事業 1,000 

市立枚方宿鍵屋資料館門改修事業 ―普通貸
政府資 半年賦及び年賦

借又は 8% 
金又は

3 0年 1 0年
元利均等、半年

証券発 以内
銀行そ

以内 以内
賦及び年賦元金

老朽ため池改修事業 行
の他資 均等又は満期一

3,500 金 括償還

用排水施設等整備事業

----合 計 10,605,692 -（注） 借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直
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（単位：千円）

補 正 後

法 償還の方法

限度額
起債の

利率
方法 償還 据置

その他 区分
期限 期間

償還の方法 その他

市財政の都合に
政府資 半年賦及び年賦

市財政の都合に
より償還期限を 3,000 普通貸 より償還期限を
短縮し、若しく 借又は 8% 

金又は
3 0年 1 0年

元利均等、半年
短縮し、若しく

銀行そ 賦及び年賦元金
は繰上償還又は 証券発 以内

の他資
以内 以内

均等又ば満期一
は繰上償還又は

低利に借換えす 7,600 行 金 括償還
低利に借換えす

ることができる ることができる

2,500 

＼ 11, 907, 792 

しを行った後においては、当該見直し後の利率。
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第 4表繰越明許費補正

（単位：千円）

金 額
款 項 事 業 名

補正前 補正後

2.総務費 (1)総 務 管 理 費 庁舎施設改修工事費 45,580 

市駅前行政サービス再編関連事業 53,000 

観光まちづくり推進経費 500 

(2)徴 税 費 税総合システム改修委託 42,576 

3.民生費 (1)社会福祉費 公的介護施設等整備事業 284,087 

住民税非課税世帯等に対する
821,193 

臨時特別給付金事業

住民税均等割のみ課税世帯への
105,456 

給付金給付事業

低所得者の子育て世帯への給付金事業 237,500 

4.衛生費 (1)保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種対策事業 57,794 

(2)清 掃 費 改善・補修工事費 15,000 

農林水
5 ・産 業費 (1)農 業 費 ため池緊急防災対策情報整備事業 9,300 

老朽ため池改修経費 6,526 

7.士木費 (2)道路橋梁費 道路施設調査点検委託 5,600 

牧野高槻線及び京都守口線整備事業 94,595 

主要道路リフレッシュ整備事業 150,662 

橋梁修緒・補強事業 61,170 

交通バリアフリー道路整備事業 10,000 

有料自転車駐車場管理運営経費 736 

(4)都市計画費 空き家・空き地対策推進事業 35,000 

公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業 30,000 

連続立体交差事業関連まちづくり事業 126,938 

下水道事業会計への負担金 75,300 

- 18 -



（単位：千円）

金 額
款 項 事 業 名

補正前 補正後

牧野長尾線整備事業 5,600 

中振交野線整備事業 90,434 

御殿山小倉線整備事業 514,569 

長尾杉線整備事業 45,620 

北山通線整備事業 72,310 

収用裁決申請図書作成等業務委託 6,120 

都市計画道路完成記念式典業務委託 2,371 

枚方市駅周辺再整備事業 35,000 

枚方市駅周辺地区市街地再開発事業補助金 379,072 

9.教育費 (1)教 育 総 務 費 階段昇降車経費 6,886 

(2)小学校費 施設改善維持補修経費 1,127,643 

学校エレベーター整備事業 149,000 

学校空調設備整備事業更新詳細検討調査
14,400 

及び実施支援業務委託

学校空調設備整備事業 5,000 

(3)中学校費 施設改善維持補修経費 1,600,015 

学校エレベーター整備事業 43,700 

学校空調設備整備事業更新詳細検討調査
6,364 

及び実施支援業務委託

学校空調設備整備事業 519,218 

(6)保健体育費 施設設備整備事業 108,700 

合 計 - 15,019 7,015,554 
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凡例

歳出の概要説明欄のうち、事務経費等の内訳については下記のとおり略している。

報 償 費 ・・・..報 旅 費・....旅 交 際費・・• • •交 消耗品費……消

燃 料 費 ・・・..燃 食 糧 費・・•..食 印刷製本費…•••印 光熱水費…•••光

修 繕 料 ・・・・..修 賄材料費 … … 賄 飼 料 費 ・ . . … 飼 医薬材料費……医

通信運搬費……通 広 告 料 ・・・・..広 手数料...…手 筆耕翻訳料……筆

火災保険料、自動車損害保険料、その他保険料 ……保

委 託 料・・...委 使用料及び賃借料 ・・・…使 工事請負費 …•••エ 原材料費…•••原

備品購入費……備 負 担 金.....•負 補助金...…補 扶 助 費・・•..扶

賠 償 金 ・・・・..賠 償 還 金 ・・・・・•償 還付加算金……還加 還 付 金...•••還

投資及び出資金 •…••投 公課費……公
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歳入 歳 出 補 正予算事項別明細書
歳入

節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀‘ 金 額

（款）

1.市 税 57,227,584 430,163 57,657,747 

（項）

(1)市民税 26,025,958 283,058 26,309,016 

1.個 人 22,893,936 279,822 23,173,758 1. 現年課税分 275,018 

2. 滞納繰越分 4,804 

2.法 人 3, 132, 022 3,236 3,135,258 1. 現年課税分 4,783 

2. 滞納繰越分 ▲1,547 

（項）

(2)固定資産税 22,280,303 57,991 22,338,294 

1.固定資産税 21,946,379 57,991 22,004,370 1. 現年課税分 80,528 

2. 滞納繰越分 ▲22,537 

（項）

(3)軽自動車税 658,603 ▲17,546 641,057 

l．軽自動車税 658,603 ▲17,546 641,057 1. 現年課税分 ▲20,125 
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（単位：千円）

細 砂艮JJ

概 要 説 明
区 ハ刀 金 額

1. 均等割 3,567 1. 現年課税分 275,018 

(1)均等割 3,567 

2. 所得割 271,451 (2)所得割 271,451 

2. 滞納繰越分 4,804 

1. 滞納繰越分 4,804 

1. 均等割 34,297 1. 現年課税分 4,783 

(1)均等割 34,297 

2. 法人税割 ▲29,514 (2) 法人税割 ▲29,514 

2. 滞納繰越分 ▲1,547 

1. 滞納繰越分 ▲1,547 

1. 士 地 48,967 1. 現年課税分 80,528 

(1) 土 地 48,967 

2. 家 屋 ▲9,152 (2)家 屋 ▲9,152 

(3)償却資産 40,713 

3. 償却資産 40, 713 2. 滞納繰越分 ▲22,537 

1. 滞納繰越分 ▲22,537 

1. 環境性能割 ▲5,859 1. 現年課税分 ▲20,125 

(1)環境性能割 ▲5,859 

2. 種別割 ▲14,266 (2)種別割 ▲14,266 

2. 滞納繰越分 2,579 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

2. 滞納繰越分 2,579 

（項）

(4)市たばこ税 2,045,449 75,052 2, 120, 501 

1.市たばこ税 2,045,449 75,052 2, 120, 501 1. 現年課税分 75,052 

（項）

(5)都市計画税 4,787,872 6,755 4,794,627 

l．都市計画税 4,787,872 6,755 4,794,627 1. 現年課税分 11,635 

2. 滞納繰越分 ▲4,880 

（項）

(6)事業所税 1,429,399 24,853 1,454, 252 

l．事業所税 1,429,399 24,853 1,454,252 1. 現年課税分 28,018 

2. 滞納繰越分 ▲3,165 

（款）

3．利子割交付金 52, 777 ▲1,041 51,736 

（項）

(1)利子割交付金 52,777 ▲1,041 51,736 

l．利子割交付金 52,777 ▲1,041 51,736 1. 利子割交付金 ▲1,041 

（款）

4．配当割交付金 570,273 ▲91,313 478,960 

（項）

(1)配当割交付金 570,273 ▲91,313 478,960 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

1. 滞納繰越分 2,579 

1. 現年課税分 75,052 1. 現年課税分 75,052 

1. 上 地 10,939 1. 現年課税分 11,635 

(1) 士 地 10,939 

2. 家 屋 696 (2)家 屋 696 

2. 滞納繰越分 ▲4,880 

1. 滞納繰越分 ▲4,880 

1. 資 産 割 16,408 1. 現年課税分 28,018 

(1)資産割 16,408 

2. 従業者割 11, 610 (2)従業者割 11,610 

2. 滞納繰越分 ▲3, 165 

1. 滞納繰越分 ▲3,165 

1. 利子割交付金 ▲1,041 1. 利子割交付金 ▲l, 041 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀‘ 金 額

l．配当割交付金 570,273 ▲91,313 478,960 1. 配当割交付金 ▲91,313 

（款）

5．株式等譲渡所得割交付 631,796 ▲293,666 338,130 
金

（項）

(1)株式等譲渡所得割交付 631,796 ▲293,666 338,130 
金

l．株式等譲渡所得割交付 631,796 ▲293,666 338,130 1. 株式等譲金渡所得 ▲293,666 
金 割交付

（款）

6．法人事業税交付金 785,702 69,688 855,390 

（項）

(1)法人事業税交付金 785,702 69,688 855,390 

l．法人事業税交付金 785,702 69,688 855,390 1. 法人事業税交付 69,688 
金

（款）

7．地方消費税交付金 8,723,255 100,148 8,823,403 

（項）

(1)地方消費税交付金 8,723,255 100,148 8,823,403 

L地方消費税交付金 8,723,255 100,148 8,823,403 1. 地方消費税交付 100,148 
金

（款）

8.ゴルフ場利用税交付金 82,381 ▲3,459 78,922 

（項）

(1)ゴルフ場利用税交付金 82,381 ▲3,459 78,922 

1.ゴルフ場利用税交付金 82,381 ▲3,459 78,922 1. ゴルフ場利用税 ▲3,459 
交付金

（款）

9.自動車税環境性能割交 119, 785 40,073 159,858 
付金

（項）

(1)自動車税環境性能割交 119, 785 40,073 159,858 
付金

1.自動車税環境性能割交 119, 785 40,073 159,858 1. 自割動車税環境性 40,073 
付金 能交付金
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

1. 配当割交付金 ▲91,313 1. 配当割交付金 ▲91,313 

1. 株式等譲渡所得割 ▲293,666 1. 株式等譲渡所得割交付金 ▲293,666 
交付金

1. 法人事業税交付金 69,688 1. 法人事業税交付金 69,688 

1. 地方消費税交付金 100,148 1. 地方消費税交付金 100,148 

1. ゴルフ場利用税交 ▲3,459 1. ゴルフ場利用税交付金 ▲3,459 
付金

1. 自動車税金環境性能 40,073 
割交付

1. 自動車税環境性能割交付金 40,073 
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＾ 艮n
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 /刀¥. 金 額

（款）

10．地方特例交付金 444,805 ▲32,989 411, 816 

（項）

(1)地方特例交付金 437, 131 ▲41,638 395,493 

l．地方特例交付金 437, 131 ▲41,638 395,493 1. 地方特例交付金 ▲41,638 

（項）

(2)新型コロナウイルス感補 7,674 8,649 16,323 
染症対策地方税減収
填特別交付金

l．新染型症コロナウイルス感補 7,674 8,649 16,323 1. 新型コロナウイ 8,649 
対策地方税減収 ルス感染症補対策

填特別交付金 地方税減収填
特別交付金

（款）

11．地方交付税 15,548,046 821,594 16,369,640 

（項）

(1)地方交付税 15,548,046 821,594 16,369,640 

1．地方交付税 15,548,046 821,594 16,369,640 1. 地方交付税 821,594 

（款）

14．使用料及び手数料 2,228,072 ▲12,246 2,215,826 

（項）

(1)使用料 1,693,723 ▲11,392 1,682,331 

3．衛生使用料 267,618 ▲13,683 253,935 1. 衛生使用料 ▲13,683 

6．士木使用料 837,318 2,291 839,609 1. 土木使用料 2,291 

（項）

(2)手数料 534,349 ▲854 533,495 

3．衛生手数料 362,233 ▲854 361,379 2. し尿処理手数料 ▲854 

（款）

15．国庫支出金 45,851,837 llO, 152 45,961,989 

（項）

(1)国庫負担金 29,068,597 ▲596,564 28,472,033 
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（単位：千円）

細 ＾ 艮n
概 要 説 明

区 分 金 額

1. 地方特例交付金 ▲41,638 1. 地方特例交付金 ▲41,638 

1. 新型コロナ策ウイル 8,649 
ス感減染症対 地方
税付金収補填特別交

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 8,649 

1. 普通交付税 821,594 1. 普通交付税 821,594 

1. 火葬場使用料 ▲13,683 1. 火葬場使用料 ▲13,683 

8. 行政財産使用料 2,291 1. 行政財産使用料 2,291 

1. 現年度分 ▲854 1. 現年度分 ▲854 
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＾ 艮n
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 八刀 金 額

1．民生費国庫負担金 27,349,406 ▲86,127 27,263,279 4. 児童扶養手当負 ▲70,935 
担金

8. 児童手当等負担 ▲129,157 
金

9. 教育・保育施設 125,834 
型給付負担金

10. 地域担型保育給付 22,656 
負金

11. 国民健負康保担険基 ▲51,458 
盤安定 金

12. 低所得者減負介護担保 18, 196 
険料軽 金

14. 国民健康保険末 ▲1,263 
就学児均等割保
険料負担金

2．衛生費国庫負担金 1,296,842 ▲492, 114 804,728 1. 衛生費負担金 ▲492, 114 

3．教育費国庫負担金 422,349 ▲18,323 404,026 1. 教育費負担金 ▲18,323 

（項）

(2)国庫補助金 16,700,834 708,923 17,409,757 

l．総務費国庫補助金 7,996,411 342,564 8,338,975 1. 総務費補助金 342,564 
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細 ＾ 艮n

区 ノ刀＼ 金 額

1. 児童扶養手当負担 ▲70,935 
金

1. 児童手当等負担金 ▲129,157 

1. 教育・保金育施設型 125,834 
給付負担

1. 地域型保育給付負 22,656 
担金

1. 国民健康保険基盤 ▲51,458 
安定負担金

1. 低所軽減得者介担護保険 18, 196 
料負金

1. 国民健康等保険末就 ▲1,263 
負学児均 割保険料

担金

2. 感染症発負生動向調 ▲240,598 
査事業担金

7. 感染症患者入院医 48,636 
療費負担金

8. 新型コロナウイル ▲300,152 
スワクチン接担種対
策費国庫負金

1. 教育・保担育施設型 ▲18,323 
給付負金

2. 個人事番務費号補カード交 ▲50,110 
付 助金

4. マイナポイント事 ▲12,326 
業費補助金

6. デジタル基盤改革 ▲37,032 
支援補助金

7. 戸籍振り仮助名金法制 ▲11,990 
化対応補助

概

1. 児童扶養手当負担金

2. 児童手当等負担金

要

3. 教育・保育施設型給付負担金

(1) 私立保育所運営費負担金

(2) 私立認定こども園給付費負担金

4. 地域型保育給付負担金

(1) 私立小規模保育給付費負担金

5. 国民健康保険基盤安定負担金

6. 低所得者介護保険料軽減負担金

(1)現年度分

(2)過年度分

7. 国民健康保険末就学児均等割保険料負担金

1. 感染症発生動向調査事業負担金

2. 感染症患者入院医療費負担金

説

3. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金

1. 教育・保育施設型給付負担金

(1) 私立幼稚園給付費負担金

1. 個人番号カード交付事務費補助金

2. マイナポイント事業費補助金

3. デジタル基盤改革支援補助金

4. 戸籍振り仮名法制化対応補助金

5. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
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（単位：千円）

▲70,935 

▲129, 157 

125,834 

132,590 

▲6,756 

22,656 

22,656 

▲51,458 

18, 196 

13,946 

4,250 

▲1, 263 

▲240,598 

48,636 

▲300,152 

▲18,323 

▲18,323 

▲50, llO 

▲12,326 

▲37,032 

▲ll, 990 

454,022 



節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

2．民生費国庫補助金 2,385,605 ▲157, 113 2,228,492 1. 児童福祉費補助 ▲52,075 
金

3. 障害援者地域生活 225 
支事業費等補
助金

7. 社会福祉費補助 ▲14,000 
金

34. 事障業害者費総補助合支金援 7,581 

35. 低所得生の子援育て ▲98,844 
世帯活支特
別給補付金給付事
業費助金

3．衛生費匡庫補助金 1,762,927 ▲268,639 1,494,288 1. 衛生費補助金 ▲268,639 

5．上木費国庫補助金 4,073,510 332,646 4,406,156 1. 都市計画費補助 332,646 
金
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（単位：千円）

細 研只n 

区 ノ刀＼ 金 額

51. 物支価援付地高騰方創対応生重臨点時
454,022 

交金

6. 子ども・子育て支 ▲16,472 
援交付金

8. 保育業対補策総合支援 ▲20,638 
事費助金

10. 保育所等整備交付 ▲14,965 
金

2. 重層事的支援体制整 225 
備業交付金

1. 重層的支援体制整 ▲14,000 
備事業交付金

1. 障害費者補総合支援事 7,581 
業 助金

1. 低所得の子育て世 ▲98,844 

帯生活支援事特別給補
付金給付業 費
助金

7. 妊娠・補出産包括支 1,399 
援事業助金

18. 新型コロナウイル ▲261,371 
スワクチン接補種体
制確保事業助金

19. 二酸化策炭素排費出抑補 ▲1,400 
制対事業等
助金

21. 出産・子育て応援 ▲7,267 
交付金

1. 社交付会資本整備総合 333,136 
交金

2. デジタル田進園都市 ▲490 
国家構想推交付
金

概 要 説 明

1. 児童福祉黄補助金

(1) 子ども・子育て支援交付金

(2) 保育対策総合支援事業費補助金

(3) 保育所等整備交付金

2. 重層的支援体制整備事業交付金

▲52,075 

▲16,472 

▲20,638 

▲14,965 

225 

3. 重層的支援体制整備事業交付金 ▲14,000 

4. 障害者総合支援事業費補助金 7,581 

5. 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 ▲98,844 

1. 妊娠・出産包括支援事業補助金 1,399 

2. 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金 ▲261, 371 

3. 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 ▲l, 400 

4. 出産・子育て応援交付金 ▲7,267 

1. 社会資本整備総合交付金 333, 136 

(1)既存民間建築物耐震診断補助金（木造住宅） ▲1,000 

(2)木造住宅等耐震改修補助金 ▲16,592 

(3)道路施設調査点検事業 669 

(4) 主要道路リフレッシュ整備事業

(5) 橋梁修繕・補強事業

(6) 公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業

(7) 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転・補強事業

(8) 自転車通行空間整備事業

▲223,648 

13,023 

10,000 

▲3,055 

▲7,546 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ハ刀 金 額

7．教育費国庫補助金 466,769 459,465 926,234 1. 教育費補助金 459,465 

（項）

(3)国庫委託金 82,406 ▲2,207 80,199 

3．衛生費委託金 9,868 ▲2,207 7,661 1. 衛生費委託金 ▲2,207 

（款）

16．府支出金 17,268,240 ▲2,292,745 14,975,495 

（項）

(1)府負担金 9,383,012 ▲59,840 9,323,172 

l．民生費府負担金 9,164,920 ▲50,678 9, 114, 242 1. 盤国民健康保険基 ▲109,294 
安定負担金

2. 児童福祉費負担 1,070 
金

3. 後期険高齢者医療 ▲2,009 

保担金基盤安定負

7. 型教給育・保担育施設 43,143 
付負金

8. 地域担型保育給付 7,945 
負金

9. 低険所料得軽者減介負護担保金 9,098 
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（単位：千円）

細 ＾ 艮n
概 要 説 明

区 分 金 額

(9)枚方市駅周辺地区市街地再開発事業補助金 640,897 

(10) 連続立体交差事業関連まちづくり事業 ▲107,732 

(11) 都市再生整備計画事業 28,120 

2. デジタル田園都市国家構想推進交付金 ▲490 

5. 文化財保存事業補 ▲7,354 1. 文化財保存事業補助金 ▲7,354 
助金

2. 学校施設環境改善交付金 467,341 

10. 学校施設環境改善 467,341 3. 公立学校「青報機器活用支援体制整備費補助金 ▲522 
交付金

12. 公立学支校援体情報機整器 ▲522 
活用 制備
費補助金

1. 査国民健康・栄養調 ▲2,207 
委託金

1. 国民健康・栄養調査委託金 ▲2,207 

1. 安国民健康担保険基盤 ▲109,294 
定負金

1. 国民健康保険基盤安定負担金 ▲109,294 

2. 児童福祉費負担金 1,070 

(1)児童手当等負担金 ▲33,265 
1. 児童手当等負担金 ▲33,265 

(2) 児童発達支援センター施設給付費負担金 34,335 

3. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 ▲2,009 
2. 児童発施達支援セン 34,335 

ター設給付費負 4. 教育・保育施設型給付負担金 43,143 
担金

(1) 私立保育所運営費負担金 47,317 

1. 後険期基盤高齢安者定負医療担保金
▲2,009 (2) 私立認定こども園給付費負担金 ▲4,174 

5. 地域型保育給付負担金 7,945 

(1) 私立小規模保育給付費負担金 7,945 
1. 教育・保育施設型 43,143 

給付負担金 6. 低所毎者介護保険料軽減負担金 9,098 

(1) 現年度分 6,978 

1. 地域型保育給付負 7,945 (2)過年度分 2,120 
担金

7. 国民健康保険末就学児均等割保険料負担金 ▲631 

1. 低料軽所得減者負介担護金保険 9,098 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ／刀＼ 金 額

11. 国民健康保険未 ▲631 

就険料学児均等割保
負担金

3．教育費府負担金 211,174 ▲9, 162 202,012 1. 教育費負担金 ▲9,162 

（項）

(2)府補助金 4,972,930 ▲1,339,407 3,633,523 

2．民生費府補助金 3, 714, 501 ▲686,652 3,027,849 1. 社会福祉費補助 14,000 
金

2. 老人福祉費補助 ▲675,686 
金

4. 児童幅祉費補助 ▲25,078 
金

5. 障援害者事地域費生活 112 
支 業等補
助金

3．衛生費府補助金 936,526 ▲578,062 358,464 1. 衛生費補助金 ▲578,062 

4．農林水産業費府補助金 11,003 11,068 22,071 1. 農業費補助金 11,068 
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（単位：千円）

細 節

区 ノ刀＼ 金 額

1. 呂国子民健康保険未就 ▲631 
児均等割保険料

負担金

1. 教育・保金育施設型 ▲9,162 
給付負担

31. 重層事的支援体制整 14,000 
備業交付金

3. 大阪府地域医療介事 ▲675,686 

護業総補合助確金保基金

3. 子ども・子育て支 ▲16,472 
援交付金

5. 教付育・保金育施設型 ▲9,821 
給補助

8. 保事育対補策総合支援 1, 215 
業費助金

2. 重層事的支援付体制整 112 
備業交金

18. 新支ス感援型コロナ急ウイル
▲541,845 

染症緊金 包括
援交付

19. 新型コロナウイル ▲35,202 
ス感染症検査調費整
センター運営補
助金

20. 出産・子育て応援 ▲1,036 
交付金

22. 府衛生関係移譲事 21 
務交付金

5. 付多金面事的機業補能助支払金交 342 

32. 農付金地利用最適化交 651 

33. 大阪府農業地域補カ 775 
創造推進事業助
金

概 要 説 明

1. 教育・保育施設型給付負担金

(1) 私立幼稚園給付費負担金

▲9,162 

▲9,162 

1. 重層的支援体制整備事業交付金

2. 大阪府地域医療介護総合確保基金事業補助金

3. 児童福祉費補助金

(1) 子ども・子育て支援交付金

(2) 教育・保育施設型給付補助金

(3) 保育対策総合支援事業費補助金

4. 璽層的支援体制整備事業交付金

14,000 

▲675,686 

▲25,078 

▲16,472 

▲9,821 

1, 215 

112 

1. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

2. 新型コロナウイルス感染症検査調整センター運営費補助金

3. 出産・子育て応援交付金

4. 府衛生関係移譲事務交付金

▲541,845 

▲35,202 

▲1,036 

21 

1. 多面的機能支払交付金事業補助金

2. 農地利用最適化交付金

3. 大阪府農業地域力創造推進事業補助金

4. ため池緊急防災対策情報整備事業

342 

651 

775 

9,300 
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艮̂An 
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ／刀＼ 金 額

6．土木費府補助金 205,450 ▲76,526 128,924 1. 都金市計画費補助 ▲8,326 

2. 上木費補助金 ▲68,200 

8．教育費府補助金 47,930 ▲9,235 38,695 1. 教育費補助金 ▲9,235 

（項）

(3)府委託金 2,912,298 ▲893,498 2,018,800 

l．総務費委託金 677,730 47,794 725,524 1. 総務費委託金 47,794 

4．上木費委託金 2,233,483 ▲941,292 1,292,191 1. 都金市計画費委託 ▲669,062 

2. 士木費委託金 ▲272,230 

（款）

17．財産収入 133,984 65,864 199,848 
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（単位：千円）

細 節

区 八刀 金 額

34. ため池報整緊備急防災対 9,300 
策情 事業

1. 都市計画費補助金 ▲8,326 

1. 士木費補助金 ▲68,200 

1. 教育・保育施設型 ▲7,469 
給付補助金

3. スクールサポート ▲2,013 
スタッフ配置事業
費補助金

64. 市実町村施体医療的ケア 45 
等 制サポー
ト事業補助金

66. 地域整備クラブ活動補体 202 
制 等事業費
助金

1. 府税徴収交付金 44, 111 

3. 基幹統計調査委託 ▲675 
金

6. 知事選挙委託金 934 

7. 府議会議員選挙委 3,424 
託金

2. 連続連立体交差事業 ▲669,062 
関委託金

1. 牧野高線槻線整及び京 ▲215,850 
都守口 備事業
関連委託金

2. 枚業方高槻委線整備事 ▲56,380 
関連託金

概 要 説 明

1. 都市計画費補助金 ▲8,326 

(1) 士砂災害特別警戒区域内既存家屋移転・補強事業補助金 ▲1,526 

(2)震災対策推進事業補助金（木造住宅診断） ▲500 

(3) 震災対策推進事業補助金（木造住宅改修） ▲6,300 

2. 士木費補助金 ▲68,200 

(1)都市緑化を活用した猛暑対策事業補助金 ▲68,200 

1. 教育・保育施設型給付補助金 ▲7,469 

(1) 私立幼稚園給付費補助金 ▲7,469 

2. スクールサポートスタッフ配置事業費補助金 ▲2,013 

3. 市町村医療的ケア等実施体制サポート事業補助金 45 

4. 地域クラプ活動体制整備等事業費補助金 202 

1. 府税徴収交付金 44, 111 

2. 基幹統計調査委託金 ▲675 

(1)住宅・土地統計調査経費 ▲675 

3. 知事選挙委託金 934 

4. 府議会議員選挙委託金 3,424 

1. 連続立体交差事業関連委託金 ▲669,062 

2. 土木費委託金 ▲272,230 

(1) 牧野高槻線及び京都守口線整備事業関連委託金 ▲215,850 

(2)枚方高槻線整備事業関連委託金 ▲56,380 
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

（項）

(2)財産売払収入 64,532 65,864 130,396 

l．不動産売払収入 64,431 65,864 130,295 1. 土地売払収入 65,864 

（款）

18．寄附金 195,042 92,680 287,722 

（項）

(1)寄 附金 195,042 92,680 287,722 

l．総務関係寄附金 126,602 46,804 173,406 1. 指定寄附金 46,804 

2．民生関係寄附金 6,494 7,286 13,780 1. 指定寄附金 7,286 

3．衛生関係寄附金 7,383 14,586 21,969 1. 指定寄附金 14,586 

4．商工関係寄附金 571 2,085 2,656 1. 指定寄附金 2,085 

5．土木関係寄附金 12,036 5,547 17,583 1. 指定寄附金 5,547 

6．消防関係寄附金 34,957 4,895 39,852 1. 指定寄附金 4,895 

7．教育関係寄附金 6,999 11, 477 18,476 1. 指定寄附金 11, 477 

（款）

19．繰入金 6,703,910 13,029 6,716,939 

（項）

(1)基金繰入金 6,576,075 13,029 6,589,104 
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（単位：千円）

細 ＾ 艮n
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

1. 土地売払収入 65,864 1. 土地売払収入 65,864 

1. 指定寄附金 46,804 1. 指定寄附金 46,804 

こどもの夢を育むために

ひらかた万博推進のために

枚方宿地区の賑わい創出のために

NPO活動応援のために

1. 指定寄附金 7,286 1. 指定寄附金 7,286 

幅祉のために

1. 指定寄附金 14,586 1. 指定寄附金 14,586 

環境保全・ごみ減量のために

動物愛護のために

1. 指定寄附金 2,085 1. 指定寄附金 2,085 

地域経済活性化のために

1. 指定寄附金 5,547 1. 指定寄附金 5,547 

緑化推進のために

里山のために

1. 指定寄附金 4,895 1. 指定寄附金 4,895 

安心安全のために

1. 指定寄附金 11, 477 1. 指定寄附金 11, 477 

子どもに本を届けるために

文化財保存活用のために
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底艮n 
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

1．基金繰入金 6,576,075 13,029 6,589,104 1. 基金繰入金 13,029 

（款）

20.諸収入 1, 754, 413 299,224 2,053,637 

（項）

(4)収益事業収入 442,504 129,721 572,225 

l．競艇収入 442,504 129,721 572,225 1. 競艇収入 129,721 

（項）

(5)雑 入 1,295,639 169,503 1,465, 142 

1.雑 入 1,295,639 169,503 1,465,142 1. 雑 入 169,503 
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（単位：千円）

細 研艮n
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

8. 安心安全基金繰入 ▲12,321 1. 安心安全基金繰入金 ▲12,321 
金

2. 花と緑のまちづくり基金繰入金 ▲2,510 

9. 花と緑のまちづく ▲2,510 3. まち・ひと・しごと創生基金繰入金 ▲l, 700 
り基金繰入金

4. 財政調整基金繰入金 ▲10,436 

18. まち・ひと・しご ▲1,700 5. 新型コロナウイルス感染症対策応援基金繰入金 39,996 
と創生基金繰入金

21. 財政調整基金繰入 ▲10,436 
金

65. 新ス感型コロナウイル 39,996 
染症対策応援

基金繰入金

1. 競艇収入 129,721 1. 競艇収入 129,721 

10. 穂谷川清掃工場電 19, 811 1. 穂谷川清掃工場電力供給収入 19, 811 
力供給収入

2. 東部清掃工場電力供給収入 62,820 

23. 東部清掃工場電力 62,820 3. 北河内こども夜間救急センター診療収入 26,221 
供給収入

4. 図書館廃棄資料等売払収入 64 

39. 北河内こども夜療間 26,221 
救急センター診

5. 空き家・空き地対策推進事業返還金 ▲3,000 

収入 6. 都市公園台帳整備負担金 ▲5,000 

51. 図書館廃棄資料等 64 7. その他雑入 52,477 
売払収入

8. スポーツ振興くじ助成金 l, 110 

52. 空き進家・空き地対 ▲3,000 
策推事業返還金

9. バス待ち環境整備事業負担金 15,000 

67. 都負市公園台帳整備 ▲5,000 
担金

68. その他雑入 52,477 

69. スポーツ振膜くじ 1, 110 
助成金

80. バス負待ち環境整備 15,000 
事業担金
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節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 ノ刀＼ 金 額

（款）

21.市 債 10,605,692 1, 302, 100 11,907, 792 

（項）

(1)市 債 10,605,692 1,302,100 11, 907, 792 

2.民生債 314,800 ▲13,200 301,600 1. 民生債 ▲13,200 

3．衛生債 877,300 ▲253,000 624,300 1.衛生債 ▲253,000 

5.士木債 5,901,400 ▲822,500 5,078,900 1. 都市計画事業債 ▲623,000 

2. 土木債 ▲199,500 

6．教育債 1, 343, 100 2,384,200 3,727,300 1. 教育債 2,384,200 

16．農林水産業債 3,500 6,600 10, 100 1. 農林水産業債 6,600 

歳 入 合 計 172,635,821 617,256 173,253,077 
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（単位：千円）

細 節

区 ノ刀＼ 金 額

1. 民生債 ▲13,200 

1. 衛生債 ▲253,000 

1. 都市計画事業債 ▲623,000 

1. 上木債 ▲199,500 

1. 教育債 2,384,200 

1. 農林水産業債 6,600 

概 要 説 明

1. 民生債

(1) 私立保育園施設整備事業

▲13,200 

▲13,200 

1. 衛生債

(1) 希釈放流センター施設改修事業

(2) 中宮浄水場更新事業（一般会計出資債）

(3) やすらぎの杜設備改修事業

1. 都市計画事業債

(1) 枚方市駅周辺地区市街地再開発事業

(2) 枚方市駅前行政サービス再編事業

(3) 京阪本線連続立体交差事業

(4) 光善寺駅周辺市街地再開発補助事業

(5) 公園施設長寿命化改築等事業

2. 上木債

(1) 自転車通行空間整備事業

(2) 主要道路リフレッシュ整備事業

(3) 橋梁修繕・補強事業

▲253,000 

▲42,500 

▲200,000 

▲10,500 

▲623,000 

▲180,000 

37,200 

▲435,100 

▲65,100 

20,000 

▲199,500 

▲9,300 

▲238,200 

48,000 

1. 教育債

(1)施設改善維持補修事業

(2) 学校エレベーター整備事業

(3) 総合体育館施設整備事業

(4) 伊加賀スポーツセンター施設等改修事業

(5) 渚市民体育館施設等改修事業

(6) 市立枚方宿鍵屋資料館門改修事業

1. 農林水産業債

(1) 老朽ため池改修事業

(2) 用排水施設等整備事業

2,384,200 

2,260,400 

140,700 

▲17,000 

▲1,900 

▲1,000 

3,000 

6,600 

4,100 

2,500 
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歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（款）

L議会費 654,356 ▲3,346 651,010 ▲3,346 

（項）

(1)議会費 654,356 ▲3,346 651,010 ▲3,346 

L議会費 463,305 ▲2,808 460,497 ▲2,808 

2．事務局費 191,051 ▲538 190,513 ▲538 

（款）

2．総 務 費 11,612,460 470,221 12,082,681 ▲64,009 228,294 305,936 

（項）

(1)総務管理費 8,098,584 552, 751 8,651,335 ▲31,601 228,294 356,058 

l．一般管理費 3,166,089 182,580 3,348,669 100,414 82,166 

3．広報費 127, 772 ▲8,730 119, 042 ▲8,730 

4.自治推進費 116, 785 ▲3,116 113,669 1,279 ▲4,395 

7．財政管理費 9,046 582,350 591,396 82,350 500,000 

9．庁舎管理費 552,798 ▲7,982 544,816 ▲7,982 
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（単位：千円）

節 細 研即fJ

区 ノ刀＼ 区 ノ刀‘ 概 要 説 明

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 3. 交付金 1. 活動経費 ▲2,808 
交付金

▲2,808 ▲2,808 (1)政務活動費〔交付金〕 ▲2,808 

12. 委託料 1. 委託料 1. 議会報発行経費 ▲538 

▲538 ▲538 (1) 各種委託料 ▲538 

ア．議会報配布委託料 ▲538 

3. 職員手当等 12. 退職手当 1. 人件費 185,030 

185,030 185,030 (1) 一般職員 185,030 

2. チャレンジ雇用人件費補助金 ▲2,450 
18. 負担金補助及び 2. 補助金

交付金
▲2,450 ▲2,450 

12. 委託料 1. 委託料 1. 広報活動経費 ▲8, 730 

▲8,730 ▲8,730 (1)広報ひらかた発行経費 ▲7,678 

委 ▲7,678 

(2)諸経費 ▲l, 052 

委 ▲1,052 

18. 負担金補助及び 2. 補助金 1. 自治会館建設補助等経費 ▲4,395 
交付金

▲4,395 ▲4,395 (1) 自治会館建設補助金 ▲4,395 

2. NPO活動応援基金積立金 1,279 
24. 積立金 1. 基金積立金

(1) 指定寄附金分 1,279 
1,279 1,279 

24.積立 金 1. 基金積立金 1. 施設保全整備基金積立金 582,350 

582,350 582,350 (1) 本年度積立分 582,350 

12. 委託料 1. 委託料 1. 庁舎管理経費 ▲7,982 

▲6,665 ▲6,665 (1) 照明器具借上料 ▲1,317 

(2) 各種委託料 ▲6,665 

ア．サプリ村野給水設備更新工事実施設計委託料 ▲1,021 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

10．財産管理費 146,815 ▲50,000 96,815 ▲50,000 

11．車両管理費 28,640 ▲2,082 26,558 ▲2,082 

12．企画 費 298,105 43,607 341,712 43,607 

15．情報管理費 952,020 ▲155,528 796,492 ▲37,032 ▲118,496 
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（単位：千円）

＾ 只/J
細 節

区 ／刀＼ 区 ノ刀＼ 

金 額 金 額

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料

▲l, 317 ▲1,317 

11.役務費 4. 手数料

▲13,000 ▲13,000 

12. 委託料 1. 委託料

▲37,000 ▲37,000 

13. 使用料及び賃借 1. 使料用料及び賃借
料

▲652 ▲652 

17. 備品購入費 2. 機械器具費

▲1,430 ▲1,430 

24. 積立金 1. 基金積立金

43,607 43,607 

10. 需 用 費 1. 消耗品費

▲4,437 ▲4,437 

12. 委託料 1. 委託料

▲98,002 ▲98,002 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料

▲28,572 ▲28,572 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲24,517 ▲24,517 

概 要 説 明

イ．サプリ村野建築物定期点検業務委託料

ウ．第 2分館建築物定期点検業務委託料

工．第 3分館施設管理委託料

オ．第 3分館樹木剪定・除草等委託料

▲719 

▲594 

▲2,358 

▲1,973 

1. 不動産鑑定手数料

2. 物件調査・補償金算定委託料

▲13,000 

▲37,000 

1. 電動バイク管理経費

使▲652

2. 電気自動車導入事業経費

備▲l,430 

▲652 

▲1,430 

1. こども夢基金積立金

(1) 指定寄附金分

2. ひらかた万博推進基金積克金

(1) 指定寄附金分

35,625 

35,625 

7,982 

7,982 

l.Wi-Fi環境整備等事業経費

委▲43,588

2. 情報システム等管理・運用経費

(1) 電子計算機器賃借料

ア．汎用的電子申請サービス

イ．ガバメントクラウド（新統合DB)

ウ．新統合DBソフトウェア

(2) 各種委託料

ア．統合DBシステム標準化対応改修委託料

イ．データ入力業務委託料

ウ．行財政運営システム改修委託料

3. 端末・ネットワーク管理経費

(1) 電子計算機器賃借料

ア． O Aパソコン・プリンタ等

(2)諸経費

消 ▲4,437備▲24,517

4. システム標準化・共通化対応経費

▲43,588 

▲24,741 

▲7,287 

▲2,751 

▲2,220 

▲2,316 

▲17,454 

▲7,700 

▲4,754 

▲5,000 

▲50,239 

▲21,285 

▲21,285 

▲28,954 

▲36,960 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

22．文化振興費 1,055,433 ▲9,588 1,045,845 644 ▲10,232 

23．環境保全費 332,480 ▲18,760 313,720 5,431 ▲24,191 

（項）

(2)徴税費 1,497,475 41,619 1,539,094 44, 111 ▲2,492 

1．賦課費 657,733 ▲957 656,776 22,000 ▲22,957 

2．徴 収 費 543,943 543,943 22, 111 ▲22, 111 

3．税費総合システム 295,799 42,576 338,375 42,576 

（項）

(3)戸帳籍費住民基本台 1,404,054 ▲81,704 1,322,350 ▲74,426 ▲7,278 

l．帳戸籍費住民基本台 1,395,497 ▲81,704 1,313,793 ▲74,426 ▲7,278 
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（単位：千円）

節 細 節

区 ノ刀‘ 区 ノ刀＼ 

金 額 金 額

12. 委託料 1. 委託料

▲9,806 ▲9,806 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲1,700 ▲l, 700 

24.積立金 1. 基金積立金

1,918 1,918 

12. 委託料 1. 委託料

▲18,760 ▲18,760 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金

▲957 ▲957 

12. 委託料 1. 委託料

42,576 42,576 

12.委託料 1. 委託料

▲62,995 ▲62,995 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料

▲15,860 ▲15,860 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲2,849 ▲2,849 

概 要 説 明

委▲36,960

1. 観光まちづくり推進経費

(1) 諸経費（まち・ひと・しごと創生基金繰入金分）

備▲1,700

2. 国際交流推進事業経費

委▲9,806

3. 枚方宿地区賑わい創出基金積立金

(1) 指定寄附金分

▲l, 700 

▲1, 700 

▲9,806 

l, 918 

1,918 

1. 公共施設等への太陽光発電設備等導入調査支援事業経費 ▲4,200 

委▲4,200

2. 電カ・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費 ▲14,560 

(1)省エネ家電買い換え促進事業費 ▲14,560 

委▲14,560

1. 各種負担金

(1) 枚方税務署管内地区税務協議会分担金

▲957 

▲957 

財 源 補 正

1. 各種委託料

(1) 税総合システム改修委託料

42,576 

1. 社会保障・税番号制度関係事務経費

委▲47,925使▲14,511 

2. 住民基本台帳事務経費

(1) 各種委託料

ア．住基印鑑システムローマ字振り仮名対応改修 ▲3,080 
委託料

(2)諸経費

使▲1,349備

3. 戸籍システム経費

▲2,849 

▲62,436 

▲3,080 

▲4,198 

▲7,278 

▲11,990 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（項）

(4)選挙費 474,878 ▲41,770 433,108 ▲1,418 ▲40,352 

L選挙管理委員会 87,740 ▲783 86,957 ▲783 
費

3．知事選挙費 43,500 ▲709 42,791 ▲709 

4．府費議会議員選挙 43,098 ▲709 42,389 ▲709 

5．市長選挙費 127,343 ▲19,243 108,100 ▲19,243 

6．市議会議員選挙 164,859 ▲20,326 144,533 ▲20,326 
費
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（単位：千円）

節 細 ＾ 只n

区 ノ刀＼ 区 ノ刀＼ 概 要 説 明

金 額 金 額

(1) 戸籍システム事業費 ▲11,990 

ア．戸藉振り仮名法改正対応システム改修委託 ▲11,990 

12. 委託 料 1. 委託料 1. 選挙人名簿管理システム経費 ▲783 

▲783 ▲783 委 ▲783 

12. 委託 料 1. 委託料 1. 期日前投票・不在者投票事務経費 ▲709 

▲709 ▲709 委 ▲709 

12. 委託 料 1. 委託料 1. 期日前投票・不在者投票事務経費 ▲709 

▲709 ▲709 委 ▲709 

10. 需用 費 1. 消耗品費 1. 投票事務経費 ▲2,869 

▲3,456 ▲3,456 消 ▲2, 191使 ▲678 

2. 開票事務経費 ▲590 
11.役 務費 4. 手数料

委 ▲590 
▲772 ▲772 

3. 入場整理券発送経費 ▲2,570 

12. 委託 料 1. 委託料 委 ▲2,570 

▲10,598 ▲10,598 4. ポスター掲示場経費 ▲4,128 

(1) ポスター掲示板作製・設置・撤収委託料 ▲4,128 
13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借

料 料 5. 期日前投票・不在者投票事務経費 ▲2,209 
▲678 ▲678 

手 ▲772委 ▲l, 437 

18. 負担金補助及び 1.負担金 6. 選挙公営関係経費 ▲3,739 
交付金

▲3,739 ▲3,739 (1) ポスター作成公営負担金 ▲2,196 

(2) 通常はがき郵送料公営負担金 ▲1,543 

7. 事務経費 ▲3,138 

消 ▲l, 265委 ▲1,873 

10. 需用 費 1. 消耗品費 1. 期日前投票・不在者投票事務経費 ▲2,450 

▲613 ▲613 手 ▲707委 ▲1, 743 

2. 選挙公営関係経費 ▲15,900 
11.役務 費 4. 手数料

(1) ポスター作成公営負担金 ▲7,031 
▲707 ▲707 

(2) 自動車借上公営負担金 ▲2,772 

12. 委託 料 1. 委託料 (3) 自動車燃料代公営負担金 ▲2,445 

▲3,106 ▲3,106 (4) 運転手雇用公営負担金 ▲2,275 

(5) 通常はがき郵送料公営負担金 ▲1,377 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（項）

(5)統計調査費 40,707 ▲675 40,032 ▲675 

2．基幹統計調査費 16,783 ▲675 16,108 ▲675 

（款）

3．民生 費 86,569,582 ▲579,607 85,989,975 ▲722,685 ▲13,200 7,286 148,992 

（項）

(1)社会福祉費 40,297,242 ▲128,767 40,168,475 ▲550,208 7,286 414,155 

1．社会幅祉総務費 1,456,535 10,538 1,467,073 50 7,286 3,202 

2．老人福祉費 2,940,266 ▲679,705 2,260,561 ▲675,686 ▲4,019 

3．老人医療助成費 859 200 1,059 200 

4.障害者福祉総務 800,860 7,038 807,898 7,581 ▲543 
費
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（単位：千円）

節 細 底艮n 

区 ／刀＼ 区 分

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

▲15,900 ▲15,900 

12. 委託 料 1.委託料

▲675 ▲675 

12.委 託 料 1. 委託料

3,252 3,252 

24. 積立金 1. 基金積立金

7,286 7,286 

12. 委託料 1. 委託料

▲779 ▲779 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲3,240 ▲3,240 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

▲675,686 ▲675,686 

22. 償還金利子及び 1.償還金
割引料

200 200 

12. 委託料 1. 委託料

▲1,464 ▲1,464 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

8,502 8,502 

概 要 説 明

3. 事務経費

消 ▲613委

▲1,976 

▲1, 363 

1. 住宅・士地統計調査経費

委▲675

▲675 

1. 福祉基金積立金

(1) 指定寄附金分

2. 総合福祉会館管理運営経費

(1) 指定管理料

委 3,252

7,286 

7,286 

3,252 

3,252 

1. 総合福祉センター管理運営経費

(1) 指定管理料

委 323

(2) 維持補修工事費

工▲3,240

2. 公的介護施設等整備事業経費

(1)補助金

3. 指定管理施設改修経費

(1) 市立くずは北デイサービスセンター施設改修費

委 ▲1,102 

323 

▲3,240 

▲2,917 

▲675,686 

▲675,686 

▲l, 102 

▲1, 102 

1. 府補助金償還金 200 

1. 障害福祉システム管理経費

委 ▲l,464 

2. 新型コロナウイルス感染症対策経費 5,242 

(1) 障害福祉サービス事業者等に対するサービス継続支援事業 5,242 
費

補 5,242

3. 障害福祉分野の ICT導入モデル事業経費

▲1,464 

3,260 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

5．障害者自立支援 11, 322, 252 ▲39,250 11,283,002 ▲39,250 
費

6．支障援害者費地域生活 838,718 6,900 845,618 337 6,563 

8．国民健康保険費 3,816,309 476,987 4,293,296 ▲162,646 639,633 

10．介護保険費 5,616,258 569 5,616,827 27,294 ▲26,725 

11．後費期高齢者医療 6, 117, 313 87,956 6,205,269 ▲2,009 89,965 

22．住民税非課税世 6,243,728 6,243,728 254,871 ▲254,871 
帯等に対する臨
時特別給付金事
業費

（項）

(2)児童福祉費 31,683,083 ▲439,130 31,243,953 ▲172,477 ▲13,200 ▲253,453 

l．児童福祉総務費 11,040,849 ▲419,789 10,621,060 ▲229,804 ▲189,985 
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節 細 ＾ Rn 

区 ／刀＼ 区 ハ刀

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 2. 補助金
交付金

▲39,250 ▲39,250 

12. 委託料 1. 委託料

6,900 6,900 

27.繰出金 1. 繰出金

476,987 476,987 

27.繰出金 1. 繰出金

569 569 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

90,634 90,634 

27.繰出金 1. 繰出金

▲2,678 ▲2,678 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲150 ▲150 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

▲11, 150 ▲11, 150 

（単位：千円）

概 要 説 明

補 3,260 

1. 共同生活援助支援事業経費 ▲39,250 

(1) 運営支援補助金 ▲13,000 

(2) 重度障害者対応運営支援補助金 ▲15,000 

(3) 重度障害者対応改修補助金 ▲11, 250 

1. 重層的支援体制整備事業経費 6,900 

(1) 地域活動支援センター事業費 6,900 

委 6,900 

1. 国民健康保険特別会計への繰出金 476,987 

(1)保険基盤安定制度分（保険料軽減分） ▲111, 420 

(2)保険基盤安定制度分（保険者支援分） ▲102,918 

(3)事務費等分 35,972 

(4) 国保財政安定化支援事業 628,052 

(5)未就学児均等割保険料分 ▲2,527 

(6) 地方単独事業減額調整分 29,828 

1. 介護保険特別会計への繰出金 569 

(1)介護給付費分 ▲26,339 

(2) 事務費等分 ▲9,486 

(3) 低所得者介護保険料軽減分 36,394 

1. 後期高齢者医療特別会計への繰出金 ▲2,678 

(1)保険基盤安定制度分 ▲2,678 

2. 後期高齢者医療事業経費 90,634 

(1)療養給付費負担金 90,634 

財 源 補 正

1. 児蘊扶養手当等事業経費

(1) 児童扶養手当〔扶〕

2. 児童手当等事業経費

(1) 児童手当等〔扶〕

▲212,804 

▲212,804 

▲195,685 

▲195,685 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2．保育所費 15,318,653 108,854 15,427,507 138,948 ▲13,200 ▲16,894 

4．家庭児童相談費 40,341 40,341 ▲36 36 

5．子ども・若者医 1,814,404 ▲10,000 1,804,404 ▲10,000 
療助成費

7．青少年対策費 180,751 ▲3,430 177,321 ▲3,430 
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（単位：千円）

＾ 艮n 細 節

区 ノ刀‘ 区 ハ刀

金 額 金 額

19. 扶助費 56. 児童扶養手当

▲408,489 ▲212,804 

92. 児童手当等

▲195,685 

概 要 説 明

3. 障害児通所支援事業経費

(1) 医療的ケア児等通所支援事業費

補▲11,000

4. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1)感染拡大防止対策事業費

備▲150補▲150

▲11,000 

▲11,000 

▲300 

▲300 

10. 需用費 1. 消耗品費

▲7,475 ▲7,475 

12. 委託料 1. 委託料

224,758 224,758 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

▲108,429 ▲108,429 

1. 私立保育所等経費

(1) 保育所各種委託料

ア．保育委託料

(2) 各種補助金

ア．子ども・子育て支援事業補助金

イ．一時預かり保育事業補助金

ウ．施設整備補助金

2. 小規模保育事業経費

(1) 各種補助金

ア．私立小規模保育事業補助金

3. 病児保育経費

(1) 病児保育委託料

4. 公立保育所民営化事業経費

委▲2,216

5. 臨時保育室事業経費

(1) 運営委託料

6. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1)感染拡大防止対策事業費

消 ▲7,475補▲39,550

162,829 

226,343 

226,343 

▲63,514 

▲18,033 

▲16, 143 

▲29,338 

▲5,365 

▲5,365 

▲5,365 

2,881 

2,881 

▲2,216 

▲2,250 

▲2,250 

▲47,025 

▲47,025 

財 源 補 正

19. 扶助費

▲10,000 

10. 若者入院医療助
成費

▲10,000 

1. 若者入院医療助成費

扶▲10,000

▲10,000 

10. 需用費 I 5. 光熱水費

▲3,430 I ▲3,430 

1. 枚方公園青少年センター管理運営経費

(1)諸経費

光 ▲3,430

▲3,430 

▲3,430 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 疋r 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

8．放課後児童対策 1,563,707 ▲16,318 1,547,389 ▲17,076 758 
費

9．児章発達支援セ 646,389 ▲1,820 644,569 34,335 ▲36, 155 
ンター費

19．低所得の子援育て 724,185 ▲96,627 627,558 ▲98,844 2,217 
世帯生活支 特事
別給付金給付
業費

（項）

(4)災害救助費 14,454 ▲11, 710 2,744 ▲11, 710 

l．災害救助費 14,454 ▲11, 710 2,744 ▲11, 710 

（款）

4．衛生費 18,594,786 ▲1, 781, 319 16,813,467 ▲1,214,038 ▲253,000 78,628 ▲392,909 

（項）

(1)保健衛生費 11, 875, 119 ▲1, 721, 923 10, 153, 196 ▲1,214,038 ▲210,500 61,358 ▲358,743 

2．保健所費 2,493,136 ▲882,431 1,610,705 ▲771, 195 32,983 ▲144,219 
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（単位：千円）

節 細 節

区 ノ刀‘ 区 ／刀＼ 

金 額 金 額

11.役務費 1. 通信運搬費

▲2,318 ▲800 

8. その他保険料

▲1,518 

12. 委託料 1. 委託料

▲14, 000 ▲14,000 

12. 委託料 1. 委託料

▲1,820 ▲1,820 

11.役務費 1. 通信運搬費

▲1,066 ▲1,066 

12. 委託料 1. 委託料

▲21, 311 ▲21, 311 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

▲74,800 ▲74,800 

22. 償還金利子及び 1. 償還金
割引料

550 550 

19. 扶助費 43. 弔慰金

▲11, 710 ▲11, 710 

8. 旅 費 3. 特別旅費

▲70 ▲70 

10. 需 用 費 1. 消耗品費

▲525 ▲417 

9. 医薬材料費

▲108 

概 要 説 明

1. 放課後オープンスクエア事業経費

通▲800保▲l,518 

2. 総合型放課後事業運営委託料

▲2,318 

▲14,000 

1. 施設運営経費

(1) 各種委託料

ア．預かり業務委託料

▲1,820 

▲1,820 

▲1,820 

1. 国庫負担金等償還金

2. 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業経費

補▲74,800

3. 事務経費

通▲1,066委▲21,311 

550 

▲74,800 

▲22,377 

1. 見舞金及び死亡弔慰金

扶▲11,710 

▲11, 710 

1. 感染症予防対策経費

(1) 新型コロナウイルス感染症対策費

通▲12,006手▲10,067委▲558,704使

▲1, 050, 789 

▲586,548 

▲5,771 

(2)在宅療養者緊急対応事業費 ▲464,241 

消▲167通▲2,626委▲460,733備▲715

2. 衛生統計調査経費

(1) 国民健康・栄養調査費

▲1,298 

▲1,298 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3．予防費 6,296,667 ▲610,298 5,686,369 ▲568,297 27, 118 ▲69, 119 

5．葬儀費 370,853 ▲20,995 349,858 ▲10,500 ▲10,495 
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（単位：千円）

＾ 艮H
細 ＾ 艮n

区 ノ刀‘ 区 ノ刀＼ 

金 額 金 額

11.役務費 1. 通信運搬費

▲24,738 ▲14,671 

4. 手数料

▲10,067 

12. 委託料 1. 委託料

▲1, 019, 797 ▲1,019,797 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料

▲6,206 ▲6,206 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲751 ▲751 

22. 償割還金利子及び 1.償還金
引料

159,656 159,656 

24. 積立金 1. 基金積立金

10,000 10,000 

11.役務費 1. 通信運搬費

▲23,648 ▲23,648 

12.委託料 1.委託料

▲612,871 ▲612, 871 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金

26,221 26,221 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲18, 103 ▲18,103 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲2,892 ▲2,892 

概 要 説 明

旅
委

▲70消
▲360使

▲250医
▲435備

▲108通
▲36 

▲39 

3. 国庫負担金等償還金

4. 動物愛護基金積立金

(1) 指定寄附金分

159,656 

10,000 

10,000 

1. 母子保健事業経費

(1) 産後ケア事業費

委 3,061

2. 救急医療経費

(1) 北河内こども夜間救急センター運営費負担金

3. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1) 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

通▲23,648委▲237,723

(2)新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費

委▲300,152

4. 出産・子育て応援事業経費

委▲78,057

3,061 

3,061 

26,221 

26,221 

▲561,523 

▲261,371 

▲300,152 

▲78,057 

1. 枚方市立やすらぎの杜経費

(1)維持補修工事費

(2) 工事請負費

ア．空調設備改修工事

(3)諸経費

備▲2,892

▲20,995 

▲4,040 

▲14,063 

▲14,063 

▲2,892 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

6．公害対策費 179, 137 ▲8,199 170,938 ▲8,199 

8．上水道費 952,305 ▲200,000 752,305 125,454 ▲200,000 1,257 ▲126, 711 

（項）

(2)清 掃費 6,719,667 ▲59,396 6,660,271 ▲42,500 17,270 ▲34,166 

l．塵芥処理費 6,250,069 2,833 6,252,902 18, 124 ▲15,291 

2.し尿処理費 469,598 ▲62,229 407,369 ▲42,500 ▲854 ▲18,875 
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（単位：千円）

節 細 ＾ 艮n

区 ノ刀‘ 区 分

金 額 金 額

10. 需用費 6.修繕料

▲616 ▲616 

17. 備品購入費 2. 機械器具費

▲7,583 ▲7,583 

23. 投資及び出資金 1. 投資及び出資金

▲200,000 ▲200,000 

10. 需用費 1. 消耗品費

▲21,500 ▲21,500 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲2,300 ▲2,300 

16. 公有財産購入費 2. 土地購入費

36,129 36,129 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

▲14,082 ▲6,273 

2.補助金

▲7,809 

24. 積立金 1. 基金積立金

4,586 4,586 

12. 委託料 1.委託料

▲636 ▲636 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲61,593 ▲61,593 

概 要 説 明

1. 大気汚染測定局管理経費

(1) 常時監視等関係機器購入費

備▲7,583

(2)諸経費

修▲616

▲8,199 

▲7,583 

▲616 

1. 水道事業会計への出資金 ▲200,000 

1. ごみ処理（工場）経費（東部資源循環センター） ▲23,800 

(1) 改善・補修工事費 ▲2,300 

ア．プラント定期補修丁事 ▲2,300 

(2)諸経費 ▲21,500 

消▲21,500

2. 環境基金積立金

(1) 指定寄附金分

3. 枚方京田辺環境施設組合負担金

4. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1) 家庭ごみ収集業務継続支援事業費

補▲7,809

5. 東部清掃工場事業用地経費

(1) 士地購入費（土地開発公社）

（大字尊延寺地区）

面積 2, 707. 73m' 

冗金 30,918千円

利子 354千円

事務費 4,857千円

4,586 

▲7,809 

4,586 

▲6,273 

▲7,809 

36,129 

36,129 

1. 希釈放流経費 ▲62,229 

(1) 改善・補修工事費

ア．定期補修工事

イ．希釈放流センター設備改修工事

ウ．希釈放流センター老朽化対策工事

(2) 各種委託料

ア．管理棟給湯器更新工事実施設計委託料 ▲636 

▲61,593 

▲5,058 

▲50,000 

▲6,535 

▲636 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（款）

5．農林水産業費 182,091 5,830 187,921 11,068 6,600 ▲11, 838 

（項）

(1)農業費 182,091 5,830 187,921 11,068 6,600 ▲11,838 

l．農業委員会費 76,159 76,159 651 ▲651 

2．農業総務費 42,661 42,661 775 ▲775 

3．農業振興費 23,080 9,300 32,380 9,300 

4．農地費 38,500 ▲3,470 35,030 342 6,600 ▲10, 412 

（款）

6．商工費 1,041,059 ▲43,255 997,804 32,663 7,368 ▲83,286 

（項）

(1)商工費 1, 041, 059 ▲43,255 997,804 32,663 7,368 ▲83,286 

2．商工業振腿費 875,502 ▲43,255 832,247 32,663 7,368 ▲83,286 

（款）

7．土木 費 20,967,685 ▲l, 062,412 19,905,273 ▲685,172 ▲822,500 ▲54,067 499,327 
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（単位：千円）

節 細 ＾ 只n

区 ノ刀‘ 区 ／刀＼ 概 要 説 明

金 額 金 額

（ 財 源 補 正 ） 

（ 財 源 補 正 ） 

12. 委託料 1. 委託料 1. ため池緊急防災対策情報整備事業経費 9,300 

9,300 9,300 委 9,300 

18. 負担金補助及び 1. 負担金 1. 上地改良事業経費 ▲10,453 
交付金

▲3,470 6,526 (1) 士地改良事業補助金 ▲10,453 

2.補助金 2. 多面的機能支払交付金事業経費 457 

▲9,996 補 457 

3. 老朽ため池改修経費 6,526 

負 6,526 

12. 委託料 1. 委託料 1. 公設市場管理経費 ▲9, 163 

▲26,890 ▲26,890 (1) 各種委託料 ▲713 

ア．エレベーター保守点検委託料 ▲713 
14. 工事請負費 1. 工事請負費

(2)施設改修工事費 ▲8,450 
▲8,450 ▲8,450 

2. 地域経済活性化基金積立金 2,085 

18. 負担金補助及び 2.補助金 (1) 指定寄附金分 2,085 
交付金

▲10,000 ▲10,000 3. 商業振興対策事業経費 ▲10,000 

(1) 商店街等活性化促進事業補助金 ▲10,000 
24. 積立金 1. 基金積立金

4. 電カ・ガス・食料品等価格高騰重点支援経費 ▲26, 177 
2,085 2,085 

(1) 小規模事業者支援金給付事業費 ▲26, 177 

委 ▲26, 177 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（項）

(1)士木管理費 362,268 ▲6, 111 356,157 ▲4,581 ▲1,530 

l．士木総務費 362,268 ▲6, 111 356,157 ▲4,581 ▲1,530 

（項）

(2)道路橋梁費 3,666,168 ▲788,789 2, 877, 379 ▲557,932 ▲199,500 11, 490 ▲42,847 

l．道路橋梁総務費 1,494,858 ▲275, 911 1,218,947 ▲271,561 ▲1,000 ▲3,350 

2．道路橋梁維持費 1,331,442 ▲439,168 892,274 ▲210,625 ▲190,200 ▲38,343 

3．道路築造費 166,954 ▲18,000 148,954 ▲7,546 ▲9,300 ▲l, 154 
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（単位：千円）

節 細 脳艮n

区 ノ刀＼ 区 ノ刀＼ 

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 2. 補助金
交付金

▲6, 111 ▲6, 111 

7. 報償費 1. 報償金

▲280 ▲280 

11.役務費 1. 通信運搬費

▲2, 100 ▲100 

4. 手数料

▲2,000 

12. 委託料 1. 委託料

▲40,250 ▲40,250 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲5,000 ▲5,000 

16. 公有財産購入費 2. 上地購入費

▲178,281 ▲178,281 

21. 補償償金補填及び賠 1.補償金

▲50,000 ▲50,000 

12. 委託料 1. 委託料

4,000 4,000 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲443,168 ▲443,168 

14. I事請負費 1. 工事請負費

▲18,000 ▲18,000 

概 要 説 明

1. 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転・補強事業経費

補 ▲6,111 

▲6, 111 

1. 道路橋梁事務管理経費

(1) 上地購入費（直買）

2. 道路管理経費

(1) 各種委託料

ア．道路施設調査点検委託料

3. 牧野高槻線及び京都守口線整備事業関連経費

(1) 牧野高槻線及び京都守口線整備事業費

ア．用地補償業務委託料

イ．物件調査委託料

ウ．士壌汚染調査委託料

工．用地管理費

オ．士地購入経費

力．物件補償費

4. 枚方高槻線整備事業関連経費

(1) 枚方高槻線整備事業費

ア．立会報償金

イ．通信運搬費

ウ．不動産鑑定手数料

工．用地測量委託料

才．土地購入経費

力．物件補償費

▲8,281 

5,600 

▲8,281 

5,600 

▲216,850 

▲216,850 

▲1,000 

▲20,850 

▲10,000 

▲5,000 

▲150,000 

▲30,000 

▲56,380 

▲56,380 

▲280 

▲100 

▲2,000 

▲14,000 

▲20,000 

▲20,000 

1. 主要道路リフレッシュ整備事業経費

(1) 工事請負費

2. 橋梁修繕・補強事業経費

(1) 実施設計委託料

(2) 橋梁修繕耐震工事費

▲500,338 

▲500,338 

61, 170 

1. 道路拡幅・改良事業費

(1) 自転車通行空間整備事業

▲18,000 

▲18,000 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 疋r 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

4．交通対策費 672,914 ▲55, 710 617,204 ▲68,200 12, 490 

（項）

(4)都市計画費 16,894,148 ▲267,512 16,626,636 ▲122,659 ▲623,000 ▲64,027 542,174 

l．都市計画総務費 775,294 ▲980 774,314 ▲18,074 2,291 14,803 

2.開発費 413,224 ▲38,183 375,041 ▲24,392 ▲13,791 

3．公園費 867,431 319,426 1,186,857 10,000 20,000 301 289,125 
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（単位：千円）

節 細 節

区 八刀 区 ハ刀

金 額 金 額

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲53,200 ▲53,200 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲2,510 ▲2,510 

12. 委託料 1. 委託料

▲980 ▲980 

14. 工事請負費 1. 丁事請負費

▲3,000 ▲3,000 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

▲35,183 ▲35,183 

12. 委託料 1. 委託料

▲6,000 ▲6,000 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

30,000 30,000 

16. 公有財産購入費 2. 士地購入費

290,125 290,125 

24. 積立金 1. 基金積立金

5,301 5,301 

概 要 説 明

ア．工事請負費 ▲18,000 

1. 地域公共交通利用環境整備事業経費

(1) バス待ち環境整備事業費

ア．工事請負費

イ．庁用器具費

▲55, 710 

▲55,710 

▲53,200 

▲2,510 

1. 都市づくり情報DX推進事業経費 ▲980 

(1) システム構築委託料 ▲980 

1. 建築指導行政経費 ▲3,000 

(1) 空家等安全対策費 ▲3,000 

工 ▲3,000 

2. 住宅・建築物耐震化促進事業経費 ▲35, 183 

(1)既存民間建築物耐震診断補助金 ▲2,000 

ア．木造住宅 ▲2,000 

(2)木造住宅等耐震改修補助金 ▲33, 183 

1. 各公園維持管理等経費 ▲6,000 

(1) 各種委託料 ▲6,000 

ア．公園等管理委託料 ▲1,000 

イ．都市公園台帳整備委託料 ▲5,000 

2. 公園施設長寿命化計画に基づく改築等事業経毀 30,000 

(1) 工事請負費

3. 花と緑のまちづくり基金積立金 5,301 

(1) 指定寄附金分 5,301 

4. 土地開発公社健全化対策事業経費 290,125 

(1) 中振中央公園用地 290,125 

ア．士地購入費（士地開発公社） 290,125 

（北中振 2丁目地区）

面 積 1,376.78面

冗 金 149,670千円

利子 138,958千円

事務費 1,497千円
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

4．立体交差事業費 3, 571, 744 ▲1, 390, 119 2,181,625 ▲759,210 ▲500,200 ▲130,709 

5．東部事地域総合整 6,485 246 6,731 246 
備業費

6．公共下水道費 3,623,474 3,623,474 106,692 ▲106,692 

9．備都市計画道路整 1,319,363 ▲32,937 1,286,426 ▲29,057 ▲3,880 
事業費
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節 細 研艮n

区 ノ刀＼ 区 ノ刀‘ 
金 額 金 額

7. 報償費 1. 報償金

▲490 ▲490 

10. 需用費 1. 消耗品費

▲215 ▲215 

11. 役務費 8. その他保険料

▲9 ▲9 

12. 委託料 1.委託料

▲122,802 ▲122,802 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲38,938 ▲38,938 

16. 公有財産購入費 2. 士地購入費

▲256,867 ▲256,867 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金

▲663,641 ▲483,510 

2.補助金

▲180,131 

21. 補償償金補填及び賠 1. 補償金

▲307,157 ▲307,157 

24. 積立金 1. 基金積立金

246 246 

11.役務費 4. 手数料

▲1,200 ▲1,200 

12.委託料 1. 委託料

▲3,880 ▲3,880 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料

▲2,000 ▲2,000 

概要

1. 京阪本線連続立体交差事業経費

(1)京阪本線連続立体交差事業費

ア．立会報償金

イ．高架化関連検討業務委託料

ウ．用地交渉業務委託料

工 高架化関連測量委託料

オ．用地補償業務委託料

力．物件調査委託料

キ．草刈委託料

ク．登記委託料

ケ．文化財調査委託料

コ 高架化付帯工事費

サ．土地購入経費

シ．連続立体交差事業負担金

ス．物件補償費

(2)諸経費

消 ▲215保 ▲9 

2. 連続立体交差事業関連まちづくり事業経費

(1) 光善寺駅周辺市街地再開発事業補助金

（単位：千円）

説 明

▲1,209,988 

▲1,209,764 

▲490 

▲17,000 

▲72,000 

▲607 

▲3,000 

▲2,843 

▲3,000 

▲1,392 

▲22,960 

▲38,938 

▲256,867 

▲483,510 

▲307,157 

▲224 

▲180, 131 

▲180, 131 

1. 東部地域里山保全基金積立金

(1) 指定寄附金分

246 

246 

財 源 補 正

1. 中振交野線整備事業費

(1) 収用手数料

(2) 工事負担金

(3) 収用負担金

2. 御殿山小倉線整備事業費

(1) 工事負担金

3. 長尾杉線整備事業費

(1) 収用手数料

▲8,857 

▲500 

▲5,857 

▲2,500 

▲15,000 

▲15,000 

▲5,200 

▲700 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

10．枚整方市駅ジ周辺再 6,279,079 875,035 7, 154, 114 669,017 ▲142,800 348,818 
備事ビ ョン推

進業費

（款）

8.消防費 4,597,736 244,860 4,842,596 4,895 239,965 

（項）

(1)消防費 4,597,736 244,860 4,842,596 4,895 239,965 

l．常備消防費 4,287,433 ▲53,274 4,234,159 ▲53,274 

3．消防施設費 57,805 ▲4,390 53,415 ▲4,390 

5．災害対策費 150,476 302,524 453,000 4,895 297,629 

- 74 -



（単位：千円）

＾ 艮fl
細 ＾ 艮n

区 八刀 区 ハ刀

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

▲25,857 ▲25,857 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲49,240 ▲49,240 

16. 公有財産購入費 2. 上地購入費

▲255,740 ▲65,000 

3. 建物購入費

▲190,740 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

721,015 226,000 

2. 補助金

495,015 

21. 補償補填及び賠 1.補償金
償金

▲41,000 ▲41,000 

24. 積立金 1. 基金積立金

500,000 500,000 

18. 負担金補助及び 1.負担金
交付金

▲53,274 ▲53,274 

17. 備品購入費 2. 機械器具費

▲4,390 ▲4,390 

10.需用費 4. 印刷製本費

▲2,372 ▲2,372 

24.積立金 1. 基金積立金

304,896 304,896 

概 要 説 明

(2)用地貸借料

(3) 収用負担金

4. 事務経費

委▲3,880

▲2,000 

▲2,500 

▲3,880 

1. 枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業経費

(1) 枚方市駅周辺再整備事業費

ア．工事請負費

イ．士地購入費（直買）

ウ．補償費

(2)枚方市駅周辺地区市街地再開発事業費

補 495,015

(3)枚方市駅前行政サービス再編事業費

ア．建物購入費

イ．工事負担金

2. 枚方市駅周辺再整備推進基金積立金

(1) 本年度積立分

375,035 

▲155,240 

▲49,240 

▲65,000 

▲41,000 

495,015 

35,260 

▲190,740 

226,000 

500,000 

500,000 

1. 枚方寝屋）1|消防組合に対する負担金 ▲53,274 

1. 消防器具購入経費

備▲4,390

▲4,390 

1. 地域防災計画修正等経費

印▲2,372

2. 安心安全基金稜立金

(1) 指定寄附金分

(2) 本年度積立分

▲2,372 

304,896 

4,896 

300,000 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（款）

9．教育 費 14,060,735 2,483,737 16,544,472 453,804 2,384,200 21,801 ▲376,068 

（項）

(1)教育総務費 4,313,516 ▲67,323 4,246,193 ▲40,060 ▲27,263 

2．事務局費 3, 161, 180 ▲49,883 3, 111, 297 ▲38,249 ▲11,634 

3．教育研究費 1,085,720 ▲17,440 1,068,280 ▲1,811 ▲15,629 

（項）

(2)小学校費 2,884,444 1, 150, 356 4,034,800 208,218 l, 038, 000 8,420 ▲104,282 
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（単位：千円）

節 細 節

区 分 区 ノ刀＼ 概 要 説 明

金 額 金 額

10. 需用費 1. 消耗品費 1. 学校 ICT機器等整備事業経費 ▲l, 045 

▲814 ▲814 (1)諸経費 ▲1,045 

委 ▲1,045 
12. 委託料 l． 委 託 料

2. 私立幼稚園等経費 ▲30,000 
▲1,045 ▲1,045 

(1) 子育て支援施設等利用給付費［扶］ ▲30,000 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借 3. 校務用 ICT機器等管理運営経費 ▲11, 226 
料 料

▲11,226 ▲11, 226 (1)機器賃借料 ▲11, 226 

使 ▲11,226 
17. 備品購入費 1. 庁用器具費

4. 学校 ICT機器等整備事業経費 ▲6,798 
▲6,798 ▲6,798 

(1)諸経費 ▲6,798 

19. 扶助費 73. 子利育て支援施設
等用給付費

備 ▲6,798 

▲30,000 ▲30,000 5. 新型コロナウイルス感染症対策経費 ▲814 

(1) 感染拡大防止対策事業費 ▲814 

消 ▲814 

7. 報償費 1. 報償金 1. 学力向上推進事業経費 ▲14,055 

▲280 ▲280 委 ▲9,809使 ▲4,246 

2. 新型コロナウイルス感染症対策経費 ▲3,000 
11. 役務費 1. 通信運搬費

(1)修学旅行等負担金 ▲3,000 
▲72 ▲72 

3. 幼保小の架け橋プログラム事業経費 ▲385 

12. 委託料 1. 委託料 報 ▲280通 ▲72備 ▲33 

▲9,809 ▲9,809 

13. 使用料及び賃借 1. 使用料及び賃借
料 料

▲4,246 ▲4,246 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲33 ▲33 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

▲3,000 ▲3,000 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 疋r 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

l．小学校管理費 2,368,854 1, 151, 082 3,519,936 207,568 1,038,000 8,420 ▲102,906 

2．小学校教育振興 389,988 389,988 650 ▲650 
費

3．小学校保健衛生 125,602 ▲726 124,876 ▲726 
費

（項）

(3)中学校費 2, 107, 271 1,563,985 3,671,256 261,167 1, 363, 100 ▲60,282 

l．中学校管理費 1, 810, 186 1,565,747 3,375,933 260,817 1, 363, 100 ▲58,170 
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（単位：千円）

節 細 節

区 八刀 区 ノ刀＼ 

金 額 金 額

12. 委託料 1. 委託料

▲52,701 ▲52,701 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

1,215,002 1,215,002 

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲11, 219 ▲11, 219 

12. 委託料 1. 委託料

▲726 ▲726 

12. 委託料 1. 委託料

▲37, 022 ▲37,022 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

1,602,769 1,602,769 

概 要 説 明

1. 運営経費

(1) 遊具更新経費

備▲11,219 

2. 禁野小学校整備事業経費

(1) 設計委託料

(2) I事請負費

3. 学校園施設改善事業経費

(1) 施設改善維持補修経費

ア．実施設計委託料

イ．工事請負費

(2) 学校エレベーター整備事業経費

ア．工事請負費

4. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1) 衛生管理臨時事業費

委▲528

5. 学校水泳授業民間活用事業経費

委▲327

6. 学校空調設備整備事業経費 ▲20,371 

▲11, 219 

▲11, 219 

▲30,125 

▲11,540 

▲18,585 

1,213,652 

1,084,228 

129,424 

▲528 

(1) 空調設備維持管理業務委託料 ▲17, 139 

(2) 教室等空調設備更新詳細検討調査及び実施支援業務委託 ▲3,232 
料

▲528 

▲327 

財 源 補 正

1. 各種委託料

(1) 健康診断委託料

ア．心臓検診

▲726 

▲726 

▲726 

1. 学校園施設改善事業経費

(1) 施設改善維持補修経費

ア．実施設計委託料

イ．工事請負費

(2) 学校エレベーター整備事業経費

ア．工事請負費

1,579,473 

1,535,773 

43,700 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

2．費中学校教育振廂 240,144 240,144 350 ▲350 

3.費中学校保健衛生 56,941 ▲1, 762 55,179 ▲1,762 

（項）

(4)幼稚園費 666,798 ▲5,427 661, 371 ▲2,320 ▲3,107 

l．幼稚園費 666,798 ▲5,427 661,371 ▲2,320 ▲3, 107 

（項）

(5)社会教育費 1,641,042 ▲SO, 351 l, 560,691 ▲7,354 3,000 11, 541 ▲87,538 

l．社会教育総務費 27,461 ▲1, 142 26,319 ▲l, 142 

2．文化財保護費 442,226 ▲82,965 359,261 ▲7,354 3,000 2,977 ▲81,588 
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（単位：千円）

砂艮fl 細 研艮n 

区 ノ刀＼ 区 分

金 額 金 額

12.委託料 1. 委託料

▲l, 762 ▲1,762 

10. 需用 費 1. 消耗品費

▲935 ▲935 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

▲4,492 ▲4,492 

12. 委託料 1. 委託料

▲1, 142 ▲1, 142 

12. 委託料 1. 委託料

▲18,634 ▲18,634 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲66,483 ▲66,483 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

▲825 ▲825 

24.積立金 1. 基金積立金

2,977 2,977 

概 要 説 明

2. 学校空調設備整備事業経費 ▲13,726 

(1) 空調設備維持管理業務委託料 ▲12,299 

(2) 教室等空調設備更新詳細検討調査及び実施支援業務委託 ▲1,427 
料

財 源 補 正

1. 各種委託料

(1) 健康診断委託料

ア．心臓検診

▲1, 762 

▲1,762 

▲1,762 

1. 私立幼稚園事業経費

(1) 一時預かり事業補助金

2. 新型コロナウイルス感染症対策経費

(1) 感染拡大防止対策事業費

消▲935

▲4,492 

▲4,492 

▲935 

▲935 

1. はたちのつどい実施経費

委▲1,142 

▲1, 142 

1. 文化財保護管理経費

(1) 文化財管理委託料

ア．文化財管理用地竹林整備委託料

イ．文化財管理用地支障木伐採委託料

ウ．文化財管理用地草刈等委託料

(2) 楠莱台場跡管理事業費

委 ▲8,216負 ▲825 

2. 埋蔵文化財発掘調査経費

(1) 区両整理事業範囲内容確認調査事業費

ア．区画整理事業範囲内容確認調査委託料

3. 枚方宿鍵屋資料館管理運営経費

(1) 維持管理費

工▲742

▲13,499 

▲4,458 

▲1,899 

▲1,123 

▲1, 436 

▲9,041 

▲3, 172 

▲3, 172 

▲3,172 

▲742 

▲742 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

3．図書館費 1,171,355 3, 756 1,175,111 8,564 ▲4,808 

（項）

(6)保健体育費 2,447,664 ▲77,503 2, 370, 161 34,153 ▲19,900 1,840 ▲93,596 

l．保健体育総務費 182,231 182,231 1, llO ▲1,110 

3.スポーツ施設費 338,079 ▲22,710 315,369 ▲19,900 730 ▲3,540 
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（単位：千円）

節 細 節

区 ノ刀＼ 区 八刀

金 額 金 額

10. 需用費 1. 消耗品費

▲943 ▲943 

12. 委託料 1. 委託料

▲3,865 ▲3,865 

24.積立金 1. 基金積立金

8,564 8,564 

12. 委託料 1. 委託料

▲39 ▲39 

14. 工事請負費 1. 工事請負費

▲22,671 ▲22,671 

概 要 説 明

4. 特別史跡百済寺跡再整備事業経費

(1) 再整備工事経費

ア．施工監理委託料

イ．工事請負費

5. 文化財保存活用基金積立金

(1) 指定寄附金分

1. 施設維持補修経費

委▲3,865

2. 子どもに本を届ける基金積立金

(1) 本年度積立分

(2) 指定寄附金分

3. 市駅前行政サービス再編関連事業経費

消▲943

▲68,529 

▲68,529 

▲2,788 

▲65,741 

2,977 

2,977 

64 

8,500 

▲3,865 

8,564 

▲943 

財 源 補 正

1. 総合スポーツセンター管理運営経費

(1) 指定管理料

委 2,329

(2) 総合体育館施設整備費

ア．工事請負費

2. 渚市民体育館管理運営経費

(1) 施設整備費

ア．実施設計委託料

(2) 指定管理料

委 1,361 

3. 伊加賀スポーツセンター管理運営経費

(1) 指定管理料

委 1,471

(2)諸経費

委 ▲2,200

▲22,671 

▲22,671 

▲3,000 

▲20,342 

2,329 

▲3,000 

1,361 

▲1,639 

▲729 

1,471 

▲2,200 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

4．学校給食費 1,925,398 ▲54,793 1,870,605 34,153 ▲88,946 

（款）

10． 公債費 12,048,228 ▲70,000 11,978,228 91,955 ▲161,955 

（項）

(1)公債費 12,048,228 ▲70,000 11,978,228 91,955 ▲161,955 

1.元 金 11,502,205 100,000 11, 602, 205 100,000 

2.利 子 546,023 ▲170,000 376,023 ▲8,045 ▲161,955 

（款）

11．諸支出金 1, 757, 103 952,547 2,709,650 952,547 

（項）

(1)諸 費 1,757,103 952,547 2,709,650 952,547 

l．減債基金費 3,287 952,547 955,834 952,547 

歳出合計 172,635,821 617,256 173,253,077 ▲2,188,369 1,302,100 386,160 1, 117, 365 
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（単位：千円）

＾ 艮n 細 節

区 ノ刀＼ 区 ／刀＼ 

金 額 金 額

12. 委託料 1. 委託料

▲58,576 ▲58,576 

18. 負担金補助及び 2.補助金
交付金

3,783 3,783 

22. 償還金利子及び 1. 償還金
割引料

100,000 100,000 

22. 償割還金利子及び 3. 利子及び割引料
引料

▲170,000 ▲170,000 

24. 積立金 1. 基金積立金

952,547 952,547 

概 要 説 明

1. 施設管理経費 ▲1,039 

(1) 各種委託料 ▲1,039 

ア．山田東小学校単独調理場空調設備取替え設計 ▲1,039 
委託料

2. 運営経費 ▲6,782 

(1) 各種委託料 ▲6,782 

ア．学校給食運営システム運用業務委託料

3. 第一学校給食共同調理場運営経費

(1) 各種委託料 ▲41,645 

ア．第一学校給食共同調理場調理等業務委託料 ▲41,645 

4. コロナ禍における原油価格・物価高騰等対応経費

(1) 学校給食費支援事業費

補 3,783

5. 中学校給食における全員給食実施事業経費

(1) 第一学校給食共同調理場改修主事設計委託料

▲6,782 

▲41,645 

3,783 

3,783 

▲9, 110 

▲9,110 

1. 長期債償還金 100,000 

1. 長期債利子 ▲170,000 

1. 減債基金積立金

(1) 本年度積立分

952,547 

952,547 
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糸合 与 費 明 脊田 書

1. 一般職

(1) 総括

（単位：千円）

職員数 給 与 費

区分 共済費 合 計 備 考

（人） 報 酬 給 料 職員手当 計

補 正前
(2, 661) 

1,918 2,421,703 8,244,598 6,414,947 17,081,248 3,209,412 20,290,660 

補 正額
（一）

185,030 185,030 185,030 

補正後
(2, 661) 

l, 918 2,421,703 8,244,598 6,599,977 17,266,278 3,209,412 20,475,690 

（注） 臨時的任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員の職員数については、 （ ）外数とする。

（単位：千円）

区 八刀 補 正 月‘’1」 補 正 額 補 正 後

扶 養 手 当 174,464 174,464 

地 域 手 当 877,869 877,869 

通 勤 手 当 207,635 207,635 

炉巨 理 職 手 当 296,654 296,654 

時間外勤務手当 466,957 466,957 

夜間勤務手当

職 員 手 当 特 殊勤務手当 6,260 6,260 

の 内 訳 宿 日 直 手 当 200 200 

期 末 手 当 2,285,093 2,285,093 

勤 勉 手 当 1,534,383 1,534,383 

退 職 手 当 403,580 185,030 588,610 

住 居 手 当 140,270 140,270 

教員特別手当 4,324 4,324 

初任給調整手当 5,981 5,981 

管理職員特別勤務手当 11,277 11, 277 
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(2) 職員手当の増減額の明細

（単位：＿千円）

区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考

職員手当 185, 030 1制度改正に

伴う増減分

2その他の 185,030 扶養手当

増減分 地域手当

通勤手当

管理職手当

時間外勤務手当

夜間勤務手当

特殊勤務手当

宿日直手当

期末手当

勤勉手当

退職手当 185,030 

住居手当

教員特別手当

初任給調整手当

管理職員特別勤務手当

-87 -



事 業 名

学 校 給 食調理場改修工事
（ ムT 和 5 年 度 設 定 ハ刀 ） 

ノ 計ロ

限

補正前

補正額

補正後

補正前

補正額

補正後

-88 -

債務負担行為で翌年度以降にわたるも

又は支出額の見込み及び当該年度以降

前年度末までの支出（見込）額

度 額 期間
金 額

年度

3,270 ＼ 
3,270 

96,629,355 ＼ 31,854,199 

3,270 l¥  
96,632,625 ＼ 31,854,199 



のについての前年度末までの支出額

の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額

期間
金 額

年度 国庫支出金

＼ 3,270 

6 3,270 

＼＼＼  64,775,156 6,248,692 

＼ 3,270 

＼ 64,778,426 6,248,692 

左 の

特 定

府支出金

2,592,589 

2,592,589 

-89 -

（単位：千円）

財 源 内 訳

財 源
一般財源

地方債 そ の 他

3,270 

3,270 

12,426,800 3,628,629 39,878,446 

3,270 

12,426,800 3,628,629 39,881,716 



区 ／刀＼ 

1. 普 通 債

(1)総 務

(2) 民 生

(3)衛 生

(4)農林水産業

(5) 商 工

(6) 土 木

(7)消 防

(8) 教 ギ目

2. そ の 他

(1)地方税等
減収補填債

(2)住民税等
減税補填債

(3)臨時財政
対 策債

ノ口 計

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

前前年度末 前年度末 当該年度中 当該年度中元金
現 在 晶' 現在高見込額 起債見込額 償 還 見 込 額

補正前 45,119,048 46,955,154 8,734,200 5,588,033 

補正額 1, 302, 100 17, 486 

補正後 45, 119, 048 46,955,154 10,036,300 5,605,519 

補正前 10,026,903 9,556,325 279, 100 613,869 

補正額 19,938 

補正後 10,026,903 9,556,325 279,100 633,807 

補正前 2,270,092 2,128,308 314,800 189,362 

補正額 ▲13,200 ▲3,448 

補正後 2,270,092 2,128,308 301,600 185,914 

補正前 5,262,989 5,283,217 877,300 884,356 

補正額 ▲253,000 232,540 

補正後 5,262,989 5,283,217 624,300 1, 116, 896 

補正前 500 3,500 43 

補正額 6,600 ▲10 

補正後 500 10, 100 33 

補正前 97,150 168,450 15,000 13,276 

補正額 ▲6,576 

補正後 97,150 168,450 15,000 6,700 

補正前 13,015,567 15,345,866 5,901,400 1,947,685 

補正額 ▲822,500 ▲135,784 

補正後 13,015,567 15,345,866 5,078,900 1, 811, 901 

補正前 1,020,760 886,726 276,027 

補正額 ▲9,038 

補正後 1,020,760 886,726 266,989 

補正前 13,425,587 13,585,762 1, 343, 100 1,663,415 

補正額 2,384,200 ▲80,136 

補正後 13,425,587 13,585,762 3, 727, 300 1, 583, 279 

補正前 68,565,903 65,937,727 1,871,492 5,914,172 

補正額 82,514 

補正後 68,565,903 65,937,727 1,871, 492 5,996,686 

補正前 279,330 253,943 22,344 

補正額

補正後 279,330 253,943 22,344 

補正前 626,262 402,876 174, 104 

補正額

補正後 626,262 402,876 174,104 

補正前 67,660, 311 65,280,908 1,871,492 5,717,724 

補正額 82,514 

補正後 67,660, 311 65,280,908 1,871,492 5,800,238 

補正前 113,684, 951 112, 892, 881 10,605,692 11, 502, 205 

補正額 1,302,100 100,000 

補正後 113, 684, 951 112,892,881 11, 907, 792 11, 602, 205 
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（単位：千円）

当該年度末
現在高見込額

50, 101, 321 

1,284,614 

51,385,935 

9,221,556 

▲19,938 

9,201,618 

2,253,746 

▲9,752 

2,243,994 

5,276,161 

▲485,540 

4,790,621 

3,957 

6,610 

10, 567 

170, 174 

6,576 

176,750 

19,299,581 

▲686,716 

18,612,865 

610,699 

9,038 

619,737 

13,264,547 

2,464,336 

15,729,783 

61,895,047 

▲82,514 

61,812,533 

231,599 

231, 599 

228,772 

228,772 

61,434,676 

▲82,514 

61,352,162 

111,996, 368 

1,202,100 

113,198,468 



議案第93号参考資料

性質別経費内訳

款

(1)議会費

(2)総務費

(3)民生費

(4)衛生費

(5)農林水産業費

(6)商工費

(7)土木費

(8)消防費

(9)教育費

(10)公債費

(11)諸支出金

(12)予備費

合 計

現計予算の内訳

総 計

総計の構成比
（ ％ ） 

人 件 費 物 件 費

▲538 

185,030 ▲316,522 

181,097 

▲1,721,833 

9,300 

▲26,890 

▲178,716 

▲6,762 

▲221,887 

185,030 ▲2,282,751 

21, 250, 431 33,922,608 

21, 435, 461 31,639,857 

12.4 18. 3 

（単位：千円）

維持補修費 投資的経費 そ の 他 合 計

▲2,808 ▲3,346 

601, 713 470,221 

▲3,240 ▲757,464 ▲579,607 

▲75,461 29,594 ▲13,619 ▲1,781,319 

▲3,470 5,830 

▲8,450 ▲7,915 ▲43,255 

▲3,000 ▲978,309 97,613 ▲1, 062, 412 

251,622 244,860 

1,526,468 1, 202, 149 ▲22,993 2,483,737 

▲70,000 ▲70,000 

952,547 952,547 

1,436,317 253,434 1,025,226 617,256 

2,607,980 7, 167, 117 107, 687, 685 172,635,821 

4,044,297 7,420,551 108, 712, 911 173,253,077 

2. 3 4. 3 62. 7 100. 0 
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議案第 94号

令和 5年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算（第 5号）

令和 5年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算（第 5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 216,865千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 41,202,690千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚 方市 長 伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2. 府支出金 28,372,662 ▲36,131 28,336,531 

(1)府補助金 28,372,662 ▲36,131 28,336,531 

4. 繰入金 3,816,309 476,987 4,293,296 

（l) 一般会計繰入金 3,816,309 476,987 4,293,296 

5. 諸収入 888,308 ▲657,721 230,587 

(2)雑 入 855,208 ▲657,721 197,487 

歳 入 ムロ 計 41,419,555 ▲216,865 41,202,690 
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 総務費 663,595 663,595 

(1) 総務管理費 626,807 626,807 

5. 国民健康保険事業費納 12,102,622 12, 102, 622 
付金

(1) 医療給付費分 8,739,587 8,739,587 

(2)後期高齢者支援金等分 2,513,266 2,513,266 

(3)介護納付金分 849,769 849,769 

7. 諸支出金 74,554 438 74,992 

(1)償還金及び還付加算金 74,554 438 74,992 

9. 予備費 522,445 ▲217,303 305,142 

(1)予備費 522,445 ▲217,303 305,142 

歳 出 ムロ 計 41,419,555 ▲216,865 41,202,690 
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歳 入 歳 出 補 正予算事項別明細書
歳入

節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 八刀 金 額

（款）

2．府支出金 28,372,662 ▲36, 131 28,336,531 

（項）

(1)府補助金 28,372,662 ▲36,131 28,336,531 

L保険給付費等交付金 28,338,091 ▲35,972 28, 302, 119 2. 保険給付費等交 ▲35,972 
付金（特別交付
金）

2．事業助成補助金 34,571 ▲159 34,412 1. 事業助成補助金 ▲159 

（款）

4．繰入 金 3,816,309 476,987 4,293,296 

（項）

(1)一般会計繰入金 3,816,309 476,987 4,293,296 

l．一般会計繰入金 3,816,309 476,987 4,293,296 1. 保険基盤安定繰 ▲111,420 
入金（保険料軽
減分）

2. 保険基盤安険定繰支 ▲102,918 
入金（保者
援分）

4. 事務費等分繰入 35,972 
金

6. 未就険学児均等割 ▲2,527 
保料繰入金

7. 支匡保財政繰安定化金 628,052 
援事業入

8. 地単減事業療給負 29,828 
担金額分

（款）

5．諸収入 888,308 ▲657,721 230,587 

（項）

(2)雑 入 855,208 ▲657,721 197,487 

5.雑 入 777, 188 ▲657,721 119,467 1. 雑 入 ▲657,721 

歳 入 合 計 41,419,555 ▲216,865 41,202,690 
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（単位：千円）

細 艮^→P「

区 ノ刀‘ 金 額

2. 特別調整交付金分 ▲35,972 
（市町村向け）

1. 事業助成補助金 ▲159 

1. 保険基盤安定繰入 ▲111, 420 
金 （保険料軽減
分）

1. 保険基盤安定繰入 ▲102,918 
金 （保険者支援
分）

1. 事務費等分繰入金 35,972 

1. 未険就料繰学児入均金等割保 ▲2,527 

1. 援国保財政安定化支 628,052 
事業繰入金

1. 地減単事業療給負担 29,828 
金額分

1. 雑 入 ▲657,721 

概 要 説 明

1. 特別調整交付金分（市町村向け） ▲35,972 

1. 事業助成補助金 ▲159 

1. 保険基盤安定繰入金 （保険料軽減分）

2. 保険基盤安定繰入金 （保険者支援分）

3. 事務費等分繰入金

4. 未就学児均等割保険料繰入金

5. 国保財政安定化支援事業繰入金

6. 地単事業療給負担金減額分

(1) 地単事業減額調整分

▲111, 420 

▲102,918 

35,972 

▲2,527 

628,052 

29,828 

29,828 

1. 雑 入 ▲657,721 
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歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（款）

l．総務費 663,595 663,595 ▲35,972 35,972 

（項）

(1)総務管理費 626,807 626,807 ▲35,972 35,972 

1．一般管理費 619, 106 619,106 ▲35,972 35,972 

（款）

5．業国民健康保険事 12, 102, 622 12,102,622 
費納付金

▲159 ▲460,524 460,683 

（項）

(1)医療給付費分 8,739,587 8,739,587 ▲159 ▲500,847 501,006 

1．一般被保険者医 8,739,311 8,739,311 
療給付費分

▲159 ▲500,847 501,006 

（項）

(2)後期等高齢者支援 2,513,266 2,513,266 36,864 ▲36,864 
金分

l．一般被齢者保険者援後 2,513,159 

期等分高 支金

2,513,159 36,864 ▲36,864 

（項）

(3)介護納付金分 849,769 849,769 3,459 ▲3,459 

l．介護納付金分 849,769 849,769 3,459 ▲3,459 

（款）

7．諸支出金 74,554 438 74,992 438 

（項）

(1)償還金及び還付 74,554 438 74,992 438 
加算金

4．償還金 33,954 438 34,392 438 

（款）

9．予備 費 522,445 ▲217,303 305,142 ▲197,635 ▲19,668 

（項）

(1)予備費 522,445 ▲217,303 305,142 ▲197,635 ▲19,668 
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（単位：千円）

節 細 研艮n

区 ／刀＼ 区 分 概 要 説 明

金 額 金 額

（ 財 源 補 正 ） 

（ 財 源 補 正 ） 

（ 財 源 補 正 ） 

（ 財 源 補 正 ） 

22. 償還金利子及び 1.償還金 1. 府補助金等償還金 438 
割引料

438 438 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 r 疋 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

l．予 備 費 522,445 ▲217,303 305,142 ▲197,635 ▲19,668 

歳出合計 41,419,555 ▲216,865 41,202,690 ▲36,131 ▲657,721 476,987 
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（単位：千円）

＾ 艮n 細 節

区 ノ刀‘ 区 ハ刀

金 額 金 額

概 要 説 明
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議案第 95号

令和 5年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算（第 4号）

令和 5年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算（第 4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 146,689千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ 37,542,792千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方 市長 伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 保険料 7,490,938 ▲29,986 7,460,952 

(1) 介護保険料 7,490,938 ▲29,986 7,460,952 

2. 支払基金交付金 9,665,667 ▲56,895 9,608,772 

(1) 支払基金交付金 9,665,667 ▲56,895 9,608,772 

3. 国庫支出金 8,052,019 ▲29,820 8,022,199 

(1) 国庫負担金 6,297,312 ▲37,927 6,259,385 

(2) 国庫補助金 1,754,707 8,107 1,762,814 

4. 府支出金 5,019,534 ▲30,557 4,988,977 

(1)府負担金 4,772,967 ▲30,557 4,742,410 

6. 繰入金 6,477,677 569 6,478,246 

(1) 一般会計繰入金 5,615,625 569 5,616,194 

歳 入 ムロ 計 37,689,481 ▲146,689 37,542,792 
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 総務費 631,250 ▲2,986 628,264 

(1)総務管理費 429,579 ▲2,986 426,593 

2. 保険給付費 34,062,399 ▲210,722 33,851,677 

（l)介護サービス等諸費 30,799,123 87,812 30,886,935 

(2)介費護予防サービス等諸 1,213,969 ▲64,409 1,149,560 

(3) 高額介護サービス等費 1,449,796 ▲149,770 1,300,026 

(4)特定入所者介護サービ 569,258 ▲84,355 484,903 
ス等費

(5) その他諸費 30,253 30,253 

5. 諸支出金 609,742 912 610,654 

(1)償還金及び還付加算金 495,041 912 495,953 

6. 基金積立金 496,535 66,107 562,642 

(1)基金積立金 496,535 66, 107 562,642 

歳 出 合 計 37,689,481 ▲146,689 37,542,792 
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歳 入 歳 出 補 正予算事項別明細吾
歳入

節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 八刀 金 額

（款）

l．保険料 7,490,938 ▲29,986 7,460,952 

（項）

(1)介護保険料 7,490,938 ▲29,986 7,460,952 

L第 1号被保険者保険料 7,490,938 ▲29,986 7,460,952 1. 現年賦課分 ▲29,986 

（款）

2．支払基金交付金 9,665,667 ▲56,895 9,608,772 

（項）

(1)支払基金交付金 9,665,667 ▲56,895 9,608,772 

1．介護給付費交付金 9,199,504 ▲56,895 9,142,609 1. 現年度分 ▲56,895 

（款）

3．国庫支出金 8,052,019 ▲29,820 8,022,199 

（項）

(1)国庫負担金 6,297,312 ▲37,927 6,259,385 

l．介護給付費負担金 6,297,312 ▲37,927 6,259,385 1. 現年度分 ▲37,927 

（項）

(2)国庫補助金 l, 754,707 8,107 l, 762,814 

l．調整交付金 1, 255, 760 1,607 1,257,367 1. 現年度分 1,617 

2. 過年度分 ▲10 

5．事務費補助金 6,500 6,500 1. 事務費補助金 6,500 

（款）

4．府支出金 5,019,534 ▲30,557 4,988,977 

（項）

(1)府負担金 4,772,967 ▲30,557 4,742,410 

l．介護給付費負担金 4,772,967 ▲30,557 4,742,410 1. 現年度分 ▲30,557 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

1. 現年度分 ▲29,986 1. 現年度分 ▲29,986 

(1)特別徴収分 ▲27,917 

(2)普通徴収分 ▲2,069 

1. 現年度分 ▲56,895 1. 現年度分 ▲56,895 

1. 現年度分 ▲37,927 1. 現年度分 ▲37,927 

1. 現年度分 1,617 1. 現年度分 1,617 

(1) 介護給付費分 ▲487 

(2)特別調整交付金 2,104 
L 過年度分 ▲10 

2. 過年度分 ▲10 

(1)介護給付費分 ▲10 

6. 介助護金保険事業費補 6,500 1. 介謹保険事業費補助金 6,500 

1. 現年度分 ▲30,557 1. 現年度分 ▲30,557 
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＾ 艮H款 項 目 補正前の額 補正額 計
区 ハ刀 金 額

（款）

6．繰入 金 6,477,677 569 6,478,246 

（項）

(1)一般会計繰入金 5,615,625 569 5,616,194 

l．一般会計繰入金 5,615,625 569 5,616,194 1. 介護給付費繰入 ▲26,339 
金

4. 事務費等分繰入 ▲9,486 
金

5. 低所減得繰者保険料 36,394 
軽 入金

歳 入 合 計 37,689,481 ▲146,689 37,542,792 
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（単位：千円）

細 ＾ 艮n 概 要 説 明
区 ハ刀 金 額

1. 介護給付費繰入金 ▲26,339 1. 介護給付費繰入金 ▲26,339 

(1) 現年度分 ▲26,339 

2. 事務費等分繰入金 ▲9,486 
1. 事務費等分繰入金 ▲9,486 

3. 低所得者保険料軽減繰入金 36,394 

(1) 現年度分 27,882 

1. 低減繰所得者保険料軽 36,394 
入金

(2)過年度分 8,512 
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歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（款）

l．総務費 631,250 ▲2,986 628,264 6,500 ▲9,486 

（項）

(1)総務管理費 429,579 ▲2,986 426,593 6,500 ▲9,486 

1．一般管理費 429,579 ▲2,986 426,593 6,500 ▲9,486 

（款）

2．保険給付費 34,062,399 ▲210,722 33,851,677 ▲66,877 ▲145,388 1,543 

（項）

(1)介護サービス等 30,799,123 87,812 30,886,935 30,189 21,206 36,417 
諸費

l．介護サービス等 30,799,123 87,812 
給付費

30,886,935 30,189 21,206 36,417 

（項）

(2)介護等予防サービ 1,213,969 ▲64,409 1,149,560 ▲20,950 ▲36,355 ▲7,104 
ス諸費

l．介護予防サービ 1,213,969 ▲64,409 1,149,560 ▲20,950 ▲36,355 ▲7,104 
ス等給付費

（項）

(3)高額介護サービ 1,449,796 ▲149,770 1,300,026 ▲48,694 ▲83,426 ▲17,650 
ス等費

l．高額等介護サービ 1,449,796 ▲149,770 1,300,026 ▲48,694 ▲83,426 ▲17,650 
ス給付費

（項）

(4)特定入所者等介費護 569,258 ▲84,355 484,903 ▲27,422 ▲46,788 ▲10,145 
サービス
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（単位：千円）

節 細 ＾ 艮H

区 ノ刀‘ 区 ノ刀＼ 

金 額 金 額

17. 備品購入費 1. 庁用器具費

▲2,986 ▲2,986 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

87,812 87,812 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

▲64,409 ▲64,409 

18. 負担金補助及び 1. 負担金
交付金

▲149,770 ▲149,770 

概 要 説 明

1. 介護保険電子計算システム経費

(1)諸経費

備▲2,986

▲2,986 

▲2,986 

1. 居宅介護サービス給付費負担金

2. 施設介護サービス給付費負担金

3. 居宅介護福祉用具購入費負担金

4. 居宅介護住宅改修費負担金

5. 居宅介護サービス計画給付費負担金

6. 地域密着型介護サービス給付費負担金

841,310 

▲271,854 

▲2,945 

5,442 

▲22,120 

▲462,021 

1. 介護予防サービス給付費負担金

2. 介護予防福祉用具購入費負担金

3. 介護予防住宅改修費負担金

4. 介護予防サービス計画給付費負担金

5. 地域密着型介護予防サービス給付費負担金

▲33,155 

2,132 

▲4,711 

▲16, 140 

▲12,535 

1. 高額介護サービス費負担金

2. 高額医療合算介護サービス費負担金

3. 高額医療合算介護予防サービス費負担金

▲122,234 

▲27,029 

▲507 
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補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

l．特定入所者介護 569,258 ▲84,355 484,903 ▲27,422 ▲46,788 ▲10, 145 
サービス等給付
費

（項）

(5)その他諸費 30,253 30,253 ▲25 25 

l．審査支払手数料 30,253 30,253 ▲25 25 

（款）

5．諸支出金 609,742 912 610,654 912 

（項）

(1)加償還金及び還付 495,041 912 495,953 912 
算金

2．第 1号被保険者 9,829 912 10,741 912 
還付金

（款）

6．基金積立金 496,535 66,107 562,642 57,595 8,512 

（項）

(1)基金積立金 496,535 66,107 562,642 57,595 8,512 

l．基金積立金 496,535 66,107 562,642 57,595 8,512 

歳出合計 37,689,481 ▲146,689 37,542,792 ▲60,377 ▲86,881 569 
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（単位：千円）

節 細 節

区 ハ刀 区 八刀 概 要 説 明

金 額 金 額

18. 負担金補助及び 1.負担金 1. 特定入所者介護サービス費負担金 ▲84,355 
交付金

▲84,355 ▲84,355 

（ 財 源 補 正 ） 

22. 償割還金利子及び 6. 還付金
引料

1. 第 1号被保険者還付金 912 

912 912 

24. 積立金 1. 基金積立金 1. 介護給付費準備基金積立金 66,107 

66,107 66,107 
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議案第 96号

令和 5年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4号）

令和 5年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 307,233千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ 7,995,844千円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1表 歳入歳出予算補正」による。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚 方 市 長 伏見 隆
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第 1 表 歳入歳出予算補正

歳 入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1. 後期高齢者医療保険料 6,219,352 309, 911 6,529,263 

(1)後期高齢者医療保険料 6,219,352 309,911 6,529,263 

2. 繰入金 1,381,251 ▲2,678 1,378,573 

(1) 一般会計繰入金 1,381,251 ▲2,678 1,378,573 

歳 入 ムロ 計 7, 688, 611 307,233 7,995,844 
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歳 出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2. 合後期高齢者医療広域連 7,456,407 307,233 7,763,640 
納付金

(1) 合後期高齢者医療広域連 7,456,407 307,233 7,763,640 
納付金

歳 出 合 計 7,688,611 307,233 7,995,844 
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歳入歳出補正予算事項別明細書
歳入

節
款 項 目 補正前の額 補正額 計

区 分 金 額

（款）

l．後期高齢者医療保険料 6,219,352 309,911 6,529,263 

（項）

(1)後期高齢者医療保険料 6,219,352 309,911 6,529,263 

l．特別徴収保険料 3,074,452 ▲5,838 3,068,614 1. 現年賦課分 ▲5,838 

2．普通徴収保険料 3,144,900 315,749 3,460,649 1. 現年賦課分 312, 877 

2. 滞納繰越分 2,872 

（款）

2．繰入金 l, 381,251 ▲2,678 1,378,573 

（項）

(1)一般会計繰入金 1,381,251 ▲2,678 1,378,573 

l．一般会計繰入金 1,381,251 ▲2,678 1,378,573 2. 保険基盤安定繰 ▲2,678 
入金

し

歳 入 合 計 7,688,611 307,233 7,995,844 
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（単位：千円）

細 節
概 要 説 明

区 ハ刀 金 額

1. 現年度分 ▲5,838 1. 現年度分 ▲5,838 

(1) 現年度分 ▲5,838 

1. 現年度分 311, 681 1. 現年賦課分 312,877 

(1) 現年度分 311, 681 

2. 過年度分 1,196 (2)過年度分 1,196 

2. 滞納繰越分 2,872 

1. 滞納繰越分 2,872 

1. 保険基盤安定繰入 ▲2,678 1. 保険基盤安定繰入金 ▲2,678 
金
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歳出

補正額の財源内訳

款 項 目 補正前の額 補正額 計 特 定 財 源
一般財源

国府支出金 地 方 債 そ の 他

（款）

2．後広期域連高齢者医療 7,456,407 307,233 7,763,640 309, 911 ▲2,678 
合納付金

（項）

(1)後期域高齢合者医療 7,456,407 307,233 7,763,640 309,911 ▲2,678 
広連 納 付 金

l．後広期域連高齢者医療 7,456,407 307,233 7,763,640 309,911 ▲2,678 
合納付金

歳出合計 7, 688, 611 307,233 7,995,844 309,911 ▲2,678 
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（単位：千円）

石Rn 細 節

区 ノ刀‘ 区 ／刀＼ 概 要 説 明

金 額 金 額

18.負担金補助及び 1.負担金 1. 大阪府後期高齢者医療広域連合負担金 307,233 
交付金

307,233 307,233 
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議案第 97号

令和 5年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第 1条令和 5年度大阪府枚方市水道事業会計の補正予算（第 4号）は、次に定める

ところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条令和 5年度大阪府枚方市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に

定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第 1款 水道事業収益 6,817,820 ▲ 10,695 6,807,125 

第 1項 営 業 収 益 5,447,510 ▲ 10,695 5,436,815 

支 出

（単位：千円）

科 目 既決予定額 補 正 予 定 額 計

第 1款 水道 事業費用 6,294,427 ▲ 8,400 6,286,027 

第 1項 営 業 費 用 5,857,064 ▲ 8,400 5,848,664 

（資本的収入及び支出）

第 3条予算第 4条本文括弧書きを、 （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

3,685,540千円は、当年度消費税資本的収支調整額281,457千円、建設改良積立 金

488,625千円、過年度損益勘定留保資金 745,090千円、当年度損益勘定留保資金

2,170,368千円で補てんするものとする。）に改め、資本的収入及び支出の予定額を次の

とおり補正する。
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収 入

（単位：千円）

科 目 既決予定額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 収 入 3,642,316 ▲ 1,407,850 2,234,466 

第 1項 企 業 債 3,240,000 ▲ 1,186,000 2,054,000 

第 2項 工 事 負 担 金 190,550 ▲ 21,850 168,700 

第 5項 他 会 計 出 資 金 200,000 ▲ 200,000 

支 出

（単位：千円）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 1 計

第 1款 資 本 的 支 出 8,161,006 ▲ 2,241,000 5,920,006 

第 1項 建 至認几 改 良 費 5,685,519 ▲ 2,241,000 3,444,519 

（継続費）

第 4条継続費（配水支管更新事業、中宮浄水場更新事業 (PPP• PFI) 、送配水管更生事業、

送配水管更新事業、北中振他配水管整備事業、上野3丁目他配水管更新事業）の総額、期間

及び年割額を次のとおり改める。

（単位：千円）

款 項 事業名
補 正 目‘[J’ 補 正 後

総額 年度 年 割 額 総額 年度 年割 額

令和 令和

2 603,000 2 603,000 

配水支管
3 831,000 3 831,000 

更新事業
3,098,000 

4 534,000 
3,098,000 

4 534,000 

5 664,000 5 484,000 

6 466,000 6 646,000 

資本的 建 至認几 3 3 
支 出 改良費

4 432,000 4 432,000 

中 宮 5 1,530,000 5 

浄水場
15,750,000 6 2,867,000 17,750,000 6 1,900,000 

更新事業
(PPP・ PFI) 7 5,432,000 7 3,200,000 

8 5,489,000 8 6,100,000 

， 6,118,000 
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（単位：千円）

款 項 事業名
補 正 目‘l’j 補 正 後

総 額 年度 年 割 額 総 額 年度 年 割 額

平成 平成

27 60,000 27 60,000 

28 330,000 28 330,000 

29 3,000 29 3,000 

30 449,800 30 449,800 

令和 令和

冗 305,300 プ 305,300 
送配水管

2,758,600 2 105,000 2,788,600 2 105,000 更生事業

3 536,500 3 536,500 

4 390,000 4 390,000 

5 479,000 5 198,000 

6 100,000 6 110,000 

7 273,000 

8 28,000 

平成 平成

29 55,000 29 55,000 
資本的 建 設

30 80,000 30 80,000 
支 出 改良費

令和 令和

プE 101,000 プ 101, 000 
送配水管

1,127,000 2 15,000 1,127,000 2 15,000 更新事業

3 144,000 3 144,000 

4 150,000 4 150,000 

5 253,000 5 223,000 

6 329,000 6 359,000 

4 2,000 4 2,000 

北中振他
5 294,000 5 214,000 

配水管 703,000 6 318,000 703,000 6 398,000 
整備事業

7 73,000 7 73,000 

8 16,000 8 16,000 

上野3丁目
5 195,000 5 113, 000 

他配水管 459,000 6 157,000 459,000 6 157,000 
更新事業

7 107,000 7 189,000 
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（企業債）

第 5条予算第 7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次の

とおり改める。

（単位：千円）

起 債 の 目 的 区分 限度額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

中宮浄水場更新事業 補正前 660,000 

（ PPP ． PFI ） 補正後

送配水管整備事業
補正前 135,000 

補正後 113,000 

送配水管更新事業
補正前 374,000 

補正後
借入先の融資条件

352,000 
による。ただし、

補正前 478,000 普通貸借又
企業財政その他の

配水支管更新事業
は証券発行

8％以内 都合により繰上償
補正後 348,000 還又は、低利に借

補正前 327,000 り換えることがで

送配水管更生事業 きる。
補正後 121,000 

北中振他配水管 補正前 264,000 

整 備 事 業 補正後 192,000 

上 野 3 丁 目 他 補正前 175,000 

配水管更新事業 補正後 101,000 

（注）借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 5年度大阪府枚方市水道事業
1. 収益的収入

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

水道 事業 収益 6,817,820 ▲ 10,695 6,807,125 

営 業 収 益 5,447,510 ▲ 10,695 5,436,815 

受託工事収益 11,844 ▲ 10,695 1,149 

収 入 ムロ 計 6,817,820 ▲ 10,695 6,807,125 
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会計補正予算説明書（第 4号）
（単位：千円）

＾ 艮n
区 ノ刀＼ 金 額

概

移 設工事収益 ▲ 10,695 1.移設工事収益
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要 説 明

千円

▲ 10,695 



2. 収益的支 出

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

水道事業 費 用 6,294,427 ▲ 8,400 6,286,027 

営 業 費 用 5,857,064 ▲ 8,400 5,848,664 

乎又 託 工 事 費 16,693 ▲ 8,400 8,293 

支 出 ムロ 計 6,294,427 ▲ 8,400 6,286,027 
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（単位：千円）

＾ 艮n
区 ノ刀‘ 金 額

概 要 説 明

千円

工 事 請 負 費 ▲ 8,400 1.工事請負費（依頼工事費） ▲ 8,400 
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3. 資本的収 入

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

資 本 的 収 入 3,642,316 ▲ 1,407,850 2,234,466 

企 業 債 3,240,000 ▲ 1,186,000 2,054,000 

上水道施設改良
1,438,000 ▲ 660,000 778,000 

事 業 債

上水道事業債 1,802,000 ▲ 526,000 1,276,000 

工 事 負 担 金 190,550 ▲ 21,850 168,700 

工 事 負 担 金 190,550 ▲ 21,850 168,700 

他会 計 出 資 金 200,000 ▲ 200,000 

他会計出資 金 200,000 ▲ 200,000 

収 入 合 計 3,642,316 ▲ 1,407,850 2,234,466 
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＾ 艮n
区 ノ刀＼ 金 額

上水道施設改良
▲ 660,000 

事 業 債

上水道事業債 ▲ 526,000 

その他工事負担金 ▲ 21,850 

他会計出資金 ▲ 200,000 

（単位：千円）

概 要 説 明

千円

1.上水道施設改良事業債

中宮浄水場更新事業 (PPP• PFI) 
▲ 660,000 

1.上水道事業債

(1)送配水管整備事業

(2)送配水管更新事業

(3)配水支管更新事業

(4)送配水管更生事業

(5)北中振他配水管整備事業

(6)上野3丁目他配水管更新事業

▲ 526,000 

▲ 22,000 

▲ 22,000 

▲ 130,000 

▲ 206,000 

▲ 72,000 

▲ 74,000 

1.その他工事負担金 ▲ 21,850 

北中振 3丁目口径150mm以下配水管布設工事

1.他会計出資金

中宮浄水場更新事業

▲ 200,000 
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4. 資本的支出

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

資 本 的 支 出 8,161,006 ▲ 2,241,000 5,920,006 

建 設 改 良 費 5,685,519 ▲ 2,241,000 3,444,519 

建設改良事業費 1,765,030 ▲ 58,000 1,707,030 

配水支管更新事業費 664,000 ▲ 180,000 484,000 

中 宮 浄 水 場
1,530,000 ▲ 1,530,000 

更 新 事 業 費

送配水管更生事業費 479,000 ▲ 281,000 198,000 

送配水管更新事業費 253,000 ▲ 30,000 223,000 

北中振他配水管
294,000 ▲ 80,000 214,000 

束写 備 事 業 費

上野 3 丁 目 他
195,000 ▲ 82,000 113,000 

配水管更新事 業費

支 出 ムロ 計 8,161,006 ▲ 2,241,000 5,920,006 
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（単位： 千円）

節
概 要 説 明

区 ノ刀＼ 金 額

千円

委 託 料 ▲ 25,000 1.委託料 ▲ 25,000 

2.工事請負費 ▲ 33,000 

工 事 請 負 費 ▲ 33,000 北中振3丁目口径1501Il111以下配水管布設工事 ほか

工 事 請 負 費 ▲ 180,000 1.工事請負費 ▲ 180,000 

委 託 料 ▲ 1,530,000 1.委託料 ▲ 1,530,000 

中宮浄水場更新委託

工 事 請 負 費 ▲ 277,000 1.工事請負費 ▲ 277,000 

中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事

2.負担金 ▲ 4,000 

負 担 金 ▲ 4,000 ガス供給管等移設負担金

工 事 請 負 費 ▲ 20,000 1.工事請負費 ▲ 20,000 

2.負担金 ▲ 10,000 

負 担 金 ▲ 10,000 ガス供給管等移設負担金

工 事 請 負 費 ▲ 80,000 1.工事請負費 ▲ 80,000 

工 事 請 負 費 ▲ 82,000 1.工事請負費 ▲ 82,000 
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継 士
[
し

公叩 費 に

継続費について前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生

全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額
企業債

国 府 等 他 会 計 建設改良
補 助 金 出資金等 積 上→ 金

補正前の額 603,000 435,000 

令和
補 正 額

2 

補正後の額 603,000 435,000 

補正前の額 831,000 599,000 

3 補 正 額

補正後の額 831,000 599,000 

補正前の額 534,000 385,000 

4 補 正 額

資本的 建 至R几又 配水支管 補正後の額 534,000 385,000 

支 出 改良費 更新事業 補正前の額 664,000 478,000 

5 補 正 額 ▲180,000 ▲130,000 

補正後の額 484,000 348,000 

補正前の額 466,000 336,000 

6 補 正額 180,000 130,000 

補正後の額 646,000 466,000 

補正前の額 3,098,000 2,233,000 

計 補 正 額

補正後の額 3,098,000 2,233,000 
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関 す る 調 書

見込額及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度 当該年度 翌年 度 以 継続費の

ま で の までの支払 支払 義 務 末までの支 降の支払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務 義務発生 発 生 払 義 務 発 生 義務発生 する進捗
損益勘定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

168,000 521,302 521,302 521,302 16.8 逓次繰越

81,698 

168,000 521,302 521,302 521,302 16.8 

232,000 866,843 866,843 866,843 28.0 ” 
45,855 

232,000 866,843 866,843 866,843 28.0 

149,000 436,875 436,875 14. 1 II 

142,980 

149,000 436,875 436,875 14. 1 

186,000 806,980 806,980 26.0 

▲50,000 ▲180,000 ▲180,000 

136,000 626,980 626,980 20.2 

130,000 466,000 

50,000 180,000 

180,000 646,000 

865,000 1,388,145 1,825,020 806,980 2,632,000 466,000 85.0 

▲180,000 ▲180,000 180,000 

865,000 1,388,145 1,825,020 626,980 2,452,000 646,000 79. 1 
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全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額
企業債

国 府 等 他 会 計 建設改良
補 助 金 出資金等 積 上-」-• 金

補正前の額

令和
補 正額

3 

補正後の額

補正前の額 432,000 380,000 

4 補 正 額

補正後の額 432,000 380,000 

補正前の額 1,530,000 660,000 200,000 400,000 

5 補 正 額 ▲1,530,000 ▲660,000 ▲200,000 ▲400,000 

補正後の額

補正前の額 2,867,000 1,530,000 80,520 450,000 500,000 

6 補 正 額 ▲967,000 ▲480,000 ▲80,520 ▲190,000 

資本的 建設
中宮浄水場 補正後の額 1,900,000 1,050,000 260,000 500,000 

支出 改良費
更新事業
(PPP • PFI) 補正前の額 5,432,000 3,020,000 253,912 850,000 1,000,000 

7 補 正額 ▲2,232,000 ▲1,360,000 ▲173,392 ▲420,000 ▲100,000 

補正後の額 3,200,000 1,660,000 80,520 430,000 900,000 

補正前の額 5,489,000 3,160,000 123,068 850,000 1,100,000 

8 補 正額 611, 000 ▲50,000 130,844 ▲20,000 600,000 

補正後の額 6,100,000 3,110,000 253,912 830,000 1,700,000 

補正前の額

， 補 正額 6,118,000 3,270,000 123,068 830,000 1,700,000 

補正後の額 6,118,000 3,270,000 123,068 830,000 1,700,000 

補正前の額 15,750,000 8,750,000 457,500 2,350,000 3,000,000 

計 補 正額 2,000,000 720,000 1,800,000 

補正後の額 17,750,000 9,470,000 457,500 2,350,000 4,800,000 
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度 当 該年度 翌年度以 継続費の

ま で の までの支払 支払義務 末 ま で の 支 降の 支 払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務 義務発生 発 生 払義務発生義務発生 する進捗
損益勘定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

逓次繰越

52,000 II 

432,000 

52,000 

270,000 1,962,000 1,962,000 12.5 

▲270,000 ▲1,530,000 ▲1,530,000 

432,000 432,000 2.4 

306,480 2,867,000 

▲216,480 ▲967,000 

90,000 1,900,000 

308,088 5,432,000 

▲178,608 ▲2,232,000 

129,480 3,200,000 

255,932 5,489,000 

▲49,844 611, 000 

206,088 6,100,000 

194,932 6, 118, 000 

194,932 6,118,000 

1,192,500 1,962,000 1,962,000 13,788,000 12. 5 

▲520,000 ▲1,530,000 ▲1,530,000 3,530,000 

672,500 432,000 432,000 17,318,000 2.4 
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全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額
企業債

国 府 等 他 会 計 建設改良

補 助 金 出資金等 積 上-」-• 金

補正前の額 60,000 31,200 3,200 

平成
補 正額

27 

補正後の額 60,000 31,200 3,200 

補正前の額 330,000 300,000 

28 補 正額

補正後の額 330,000 300,000 

補正前の額 3,000 

29 補 正額

補正後の額 3,000 

補正前の額 449,800 312,000 

30 補 正額

補正後の額 449,800 312,000 

補正前の額 305,300 179,000 

令和
補 正 額

プ

資本的 建 至R几 送配水管 補正後の額 305,300 179,000 

支 出 改良費 更生事業 補正前の額 105,000 69,000 

2 補 正額

補正後の額 105,000 69,000 

補正前の額 536,500 388,000 

3 補 正 額

補正後の額 536,500 388,000 

補正前の額 390,000 217,000 

4 補 正額

補正後の額 390,000 217,000 

補正前の額 479,000 327,000 

5 補 正 額 ▲281,000 ▲206,000 

補正後の額 198,000 121,000 

補正前の額 100,000 67,000 

6 補 正 額 10,000 ▲7,000 

補正後の額 110,000 60,000 
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度 当 該年度 翌年度以 継続費の

ま で の までの支払 支 払 義 務 末までの支 降 の 支 払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務 義務発生 発 生 払 義 務 発 生 義 務 発 生 する進捗
損益励定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

25,600 50,737 50,737 50,737 1.8 逓次繰越

9,263 

25,600 50,737 50,737 50,737 1.8 

30,000 12,009 12,009 12,009 0.4 II 

327,254 

30,000 12,009 12,009 12,009 0.4 

3,000 315,540 315,540 315,540 11. 4 ” 
14,714 

3,000 315,540 315,540 315,540 11. 3 

137,800 313,691 313,691 313,691 11. 4 ” 
150,823 

137,800 313,691 313,691 313,691 11. 3 

126,300 388,029 388,029 388,029 14. 1 ＂ 
68,094 

126,300 388,029 388,029 388,029 13.9 

36,000 42,690 42,690 42,690 1. 6 II 

130,404 

36,000 42,690 42,690 42,690 1. 5 

148,500 286,001 286,001 286,001 10.4 ” 
380,903 

148,500 286,001 286,001 286,001 10.3 

173,000 449,649 449,649 16.3 ” 
321,254 

173,000 449,649 449,649 16. 1 

152,000 800,254 800,254 29.0 

▲75,000 ▲281,000 ▲281,000 

77,000 519,254 519,254 18.6 

33,000 100,000 

17,000 10,000 

50,000 110, 000 
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全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額
企業債

国 府 等 他 会 計 建設改良
補 助 金 出資金等 積 上-'--- 金

補正前の額

令和
補 正 額 273,000 198,000 

7 

補正後の額 273,000 198,000 

補正前の額

資本的 建 奎B几 送配水管
8 補 正額 28,000 15,000 

支 出 改良費 更生事業

補正後の額 28,000 15,000 

補正前の額 2,758,600 1,890,200 3,200 

計 補 正額 30,000 

補正後の額 2,788,600 1,890,200 3,200 
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当 該年度 当該年度 翌 年 度 以 継続費の

ま で の までの支払 支払義務 末までの支 降の支払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務 義務発生 発 生 払 義 務 発 生 義 務 発 生 する進捗
損益勘定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

75,000 273,000 

75,000 273,000 

13,000 28,000 

13,000 28,000 

865,200 1,408,697 1,858,346 800,254 2,658,600 100,000 96.4 

30,000 ▲281,000 ▲281,000 311,000 

895,200 1,408,697 1,858,346 519,254 2,377,600 411,000 85.3 
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全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額
企業債

国 府 等 他 会 計 建設改良
補 助 金 出 資 金 等 積 il. 一 金

補正前の額 55,000 38,000 

平成
補 正 額

29 

補正後の額 55,000 38,000 

補正前の額 80,000 56,000 

30 補 正額

補正後の額 80,000 56,000 

補正前の額 101,000 54,800 22,666 

令和
補 正 額

元

補正後の額 101,000 54,800 22,666 

補正前の額 15, 000 10,000 

2 補 正 額

補正後の額 15,000 10,000 

補正前の額 144,000 88,500 16,479 6,220 

資本的 建 至R几又 送配水管
3 補 正 額

支 出 改良費 更新事業

補正後の額 144,000 88,500 16,479 6,220 

補正前の額 150,000 99,000 16,987 

4 補 正 額

補正後の額 150,000 99,000 16,987 

補正前の額 253,000 162,000 6,666 

5 補 正額 ▲30,000 ▲22,000 

補正後の額 223,000 140,000 6,666 

補正前の額 329,000 234,000 17,000 

6 補 正 額 30,000 22,000 

補正後の額 359,000 256,000 17,000 

補正前の額 1,127,000 742,300 62,798 23,220 

計 補 正 額

補正後の額 1,127,000 742,300 62,798 23,220 
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度 当該年度 翌 年 度 以 継続費の

ま で の までの支払 支 払 義 務 末 ま で の 支 降の支払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務 義務発生 発 生 払義務発生 義務発生 する進捗
損 益勘 定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

17,000 48,467 48,467 48,467 4. 3 逓次繰越

6,533 

17,000 48,467 48,467 48,467 4.3 

24,000 58,507 58,507 58,507 5. 2 ＂ 
28,026 

24,000 58,507 58,507 58,507 5. 2 

23,534 101,661 101,661 101, 661 9.0 II 

27,365 

23,534 101,661 101,661 101,661 9.0 

5,000 20,834 20,834 20,834 1.8 ＂ 
21,531 

5,000 20,834 20,834 20,834 1.8 

32,801 140,887 140,887 140,887 12.5 II 

24,644 

32,801 140,887 140,887 140,887 12. 5 

34,013 91,353 91,353 8. 1 JI 

83,291 

34,013 91,353 91,353 8. 1 

84,334 336,291 336,291 29.8 

▲8,000 ▲30,000 ▲30,000 

76,334 306,291 306,291 27.2 

78,000 329,000 

8,000 30,000 

86,000 359,000 

298,682 370,356 461,709 336,291 798,000 329,000 70.8 

▲30,000 ▲30,000 30,000 

298,682 370,356 461,709 306,291 768,000 359,000 68. 1 
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全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額
企業債

国 府 等 他 会 計 建設改良
補 助 金 出資金等 積 上- 金

補正前の額 2,000 

令和
補 正額

4 

補正後の額 2,000 

補正前の額 294,000 264,000 

5 補 正額 ▲80,000 ▲72,000 

補正後の額 214,000 192,000 

補正前の額 318,000 286,000 

6 補 正額 80,000 72,000 

資本的 建設
北中振他 補正後の額 398,000 358,000 

支出 改良費
配水管
整備事 業 補正前の額 73,000 65,000 

7 補 正 額

補正後の額 73,000 65,000 

補正前の額 16,000 14,000 

8 補 正 額

補正後の額 16,000 14,000 

補正前の額 703,000 629,000 

計 補 正 額

補正後の額 703,000 629,000 
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度 当該年度 翌年度以 継続費の

ま で の までの支払 支払義 務 末までの支 降 の 支 払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務 義務発生 発 生 払 義 務 発 生 義 務 発 生 する進捗
損 益勘 定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

2,000 逓次繰越

2,000 

2,000 

30,000 296,000 296,000 42. 1 

▲8,000 ▲80,000 ▲80,000 

22,000 216,000 216,000 30. 7 

32,000 318,000 

8,000 80,000 

40,000 398,000 

8,000 73,000 

8,000 73,000 

2,000 16,000 

2,000 16,000 

74,000 296,000 296,000 407,000 42. 1 

▲80,000 ▲80,000 80,000 

74,000 216,000 216,000 487,000 30. 7 
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全 体 計 画

款 項 事業名 同 左 財 源 内 訳

年 度 年 割 額
企業債

国 府 等 他 会 計 建設改良
補 助 金 出資金等 積 i -」―̀ 金

補正前の額 195,000 175,000 

令和
補正額 ▲82,000 ▲74,000 

5 

補正後の額 113,000 101,000 

補正前の額 157,000 141,000 

6 補正額

資本的 建設
上野3丁目 補正後の額 157,000 141,000 

支出 改良費
他配水管
更新事業 補正前の額 107,000 96,000 

7 補正額 82,000 74,000 

補正後の額 189,000 170,000 

補正前の額 459,000 412,000 

計 補 正 額

補正後の額 459,000 412,000 
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（単位：千円）

前前年度末 前年度末 当該年度 当該年度 翌年 度 以 継続費の

ま で の までの支払 支払義務 末までの支 降の支払 総額に対 備 考

当 年 度 支払義務 義務発生 発 生 払義務発生 義 務 発 生 する進捗
損益勘定 発 生 額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）
留保資金

20,000 195,000 195,000 42.5 

▲8,000 ▲82,000 ▲82,000 

12,000 113,000 113,000 24.6 

16,000 157,000 

16,000 157,000 

11,000 107,000 

8,000 82,000 

19,000 189,000 

47,000 195,000 195,000 264,000 42.5 

▲82,000 ▲82,000 82,000 

47,000 113,000 113,000 346,000 24.6 
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議案第 98号

令和 5年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算（第4号）

（総則）

第 1条 令和 5年度大阪府枚方市病院事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第 2条 令和 5年度大阪府枚方市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 3条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額補正予 定額 計

第 1款 病院事業収益 11,422, 138千円 462千円 11,422,600千円

第 1項医業収益 9,744,988千円 ▲2,450千円 9,742,538千円

第 2項医業外収益 1,677,047千円 2,912千円 1,679,959千円

支

出

科 目 既決予定額補正予 定額 計

第 1款病院 事業費用 11,701,940千円 288千円 11,702,228千円

第 1項 医 業 費 用 11,311,991千円 288千円 11,312,279千円

（資本的収入及び支出）

第 3条 予算第 4条本文括弧書きを（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,029,706

千円は、当年度消費税資本的収支調整額189千円、建設改良積立金100,000千円、過年度損益

勘定留保資金929,517千円で補てんするものとする。）に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。

収 入

科 目 既決予定額補正予定額 計

第 1款資本的収入 1,005,205千円 2,158千円 1,007,363千円

第 3項補 助 金 4,259千円 2,158千円 6,417千円

科 目 既決予定額補正予定額 計

第 1款資本 的支出 2,057,069千円 ▲20,000千円 2,037,069千円

第 1項建設改良費 575, 118千円 ▲20,000千円 555,118千円

支 出

-148-



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4条 予算第 9条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

科 目 既 決予定額I補正予定額

(1) 給 与 費 5,645,410千円 288千円

計

5,645,698千円

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 5年度大阪府枚方市

1. 収益的収入

款 項 目 補正前の額 補正額 計

(1) 病 院 事 業 収 益 11, 422, 138 462 11,422,600 

1. 医 業 収 益 9,744,988 ▲ 2,450 9,742,538 

3.その他医 業 収 益 772,031 ▲ 2,450 769,581 

2. 医 業 外 収 益 1,677,047 2,912 1,679,959 

3.補 助 金 268,594 2,912 271,506 

収 入 合 計 11, 422, 138 462 11,422,600 
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病院事業会計補正予算説明書（第4号）

（単位：千円）

節

区 ハ刀 金 額
概 要 説 明

千円

1. その他医業収益 ▲ 2,450 

その他医 業 収 益 ▲ 2,450 

1. 国庫補助金 480 

国 庫 補 助 金 480 
医療施設運営費等補助金

2. 府補助金 2,432 

(1) 医療機関食材料費高騰対策 2,144 

府 補 助 金 2,432 
一時支援金

(2)看謹補助者処遇改善事業 288 

補助金
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2. 収益的支出

款 項 目 補正前の額 補正額 計

(1) 病 院 事 業 費 用 11,701,940 288 11, 702, 228 

1. 医 業 費 用 11, 311, 991 288 11, 312, 279 

1.給 与 費 5,645,410 288 5,645,698 

支 出 合 計 11, 701, 940 288 11, 702, 228 
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節

区 ノ刀＼ 金 額

報 酬 260 

法 定 福 利 費 28 

（単位：千円）

概 要 説 明

千円

1.報 酬

嘱託給

2. 法定福利費

(1)共済組合負担金

(2)厚生年金負担金

260 

28 

3

5

 

1

1
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3. 資本的収入

款 項 目 補正前の額 補正額 計

(1) 資 本 的 収 入 1,005,205 2,158 1,007,363 

3. 補 助 金 4,259 2,158 6,417 

1.補 助 金 4,259 2,158 6,417 

収 入 合 計 1,005,205 2,158 1,007,363 
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節

区 ノ刀＼ 金 額

国 庫 補 助 金 2,158 

（単位：千円）

概 要 説 明

千円

1. 国庫補助金

医療施設運営費等補助金

2,158 
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4. 資本的支出

款 項 目 補正前の額 補正額 計

(1) 資 本 的 支 出 2,057,069 ▲ 20,000 2,037,069 

1. 建 設 改 良 費 575, 118 ▲ 20,000 555,118 

2.施 設 改 良 費 65,000 ▲ 20,000 45,000 

支 出 合 計 2,057,069 ▲ 20,000 2,037,069 
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節

区 ノ刀＼ 金 額

委 託 料 ▲ 20,000 

（単位：千円）

概 要 説 明

千円

1. 委託料

設計委託料

▲ 20,000 
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給与費明細書

1.総括
ユ •I I..J 

職 ユ'自に‘ 数 給 与 費

法 定
区 ノ刀＼ 特 別職 一般職 合計

管理者 その他
報 酬 給料 手 当 計 福利費

（人） （人） （人）

(169) 

損益勘定
1 22 504 362,840 2,025,624 2,362,068 4,750,532 873,053 5,623,585 

補
支弁職員

正
資本勘定
支弁職員

月‘’lj 
(169) 

合 計 1 22 504 362,840 2,025,624 2,362,068 4,750,532 873,053 5,623,585 

損益勘定
260 260 28 288 

補
支弁職員

正
資本勘定
支弁職員

額

合 計 260 260 28 288 

(169) 

損益勘定
1 22 504 363,100 2,025,624 2,362,068 4,750,792 873,081 5,623,873 

補
支弁職員

正
資本勘定
支弁職員

後
(169) 

合 計 1 22 504 363,100 2,025,624 2,362,068 4,750,792 873,081 5,623,873 

（注）任期1寸職員及び会計年度任用職員の職員数については、（ ）外数とする。
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議案第 99号

令和 5年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算（第 3号）

（総則）

第 1条令和 5年度大阪府枚方市下水道事業会計の補正予算（第 3号）は、次に定める

ところによる。

（資本的収入及び支出）

第 2条予算第 4条本文括弧書きを、 （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

4,402,452千円は、当年度消費税資本的収支調整額77,748千円、減債積立金

133,740千円、過年度損益勘定留保資金2,427,622千円、当年度損益勘定留保資金

1,763,342千円で補てんするものとする。）に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。

収 入

（単位：千円）

科 目 既 決 予 定 額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 収 入 2,552,974 20,900 2,573,874 

第 1項 企 業 債 1,167,600 20,900 1,188,500 

支 出

（単位：千円）

科 目 既 決 予 定 額 補正予定額 計

第 1款 資 本 的 支 出 6,955,319 21,007 6,976,326 

第4項 固定資産購入費 ll5, 830 21,007 136,837 
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（継続費）

第 3条継続費（汚水公共下水道末普及地区整備事業）の総額、期間及び年割額を

次のとおり改める。

（単位：千円）

補正前 補正後
款 項 事業名

総額 年度 年割額 総 額 年度 年割額

令和
23,000 

令和
23,000 

4 4 

汚水公共
5 339,020 5 339,020 

資本的 束芋女 備 下 水 道
665,550 6 323,020 1,115,260 6 355,320 

支 出 事業費 未 普 及 地 区
整備事業 7 3,510 7 420,920 

8 425,620 

， 4,600 

（企業債）

第4条予算第 6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次の

とおり改める。

（単位：千円）

起 債 の 目 的 区分 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

補正前
借入先の融資条件に

109,200 よる。ただし、企業

流域下水道事業
普通貸借又は

8％以内
財政その他の都合に

証 券 発 行 より繰上償還又は、

補正後 130,100 低利に借り換えるこ
とができる。

（注）借入れについては、翌年度に繰り越して借入れすることができる。

利率については、利率見薗し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構

資金について、利率の見虹しを行った後においては、当該見直し後の利率。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方市長伏見 隆
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令和 5年度大阪府枚方市下水道事業
1. 資本的収入

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計

資 本 的 収 入 2,552,974 20,900 2,573,874 

企 業 債 1,167,600 20,900 1,188,500 

流域下水道事業 債 109,200 20,900 130,100 

収 入 合 計 2,552,974 20,900 2,573,874 
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会計補正予算説明書（第 3号）
（単位：千円）

節

区 ノ刀‘ 入立 額
概 要

流域下水道事業債 20,900 1.流域下水道事業債

説

寝屋川北部流域下水道事業
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2. 資本的支出

款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計

資 本 的 支 出 6,955,319 21,007 6,976,326 

固定資 産 購入費 115,830 21,007 136,837 

無形固定資産購 入費 110,801 21,007 131,808 

支 出 合 計 6,955,319 21,007 6,976,326 
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節

区 ハ刀 金 額

寝 屋 JI I 北 部
21,007 

流域下水道費

（単位：千円）

概 要 説 明

千円

1.寝屋川北部流域下水道事業建設負担金 21,007 
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継 続 費 に

継続費について前前事業年度末までの支払義務発生額、前事業年度末までの支払義務発生

全 体 計 画

款 項 事業名
同 左 財 浙i

年 度 年割額
企業債

国 府 他会計
補助金 出資金等

補正前の額 23,000 20,700 
令和

補 正 額
4 

補正後の額 23,000 20,700 

補正前の額 339,020 302,700 15,000 

5 補 正 額

補正後の額 339,020 302,700 15,000 

補正前の額 323,020 279,100 10,000 

6 補 正 額 32,300 5,600 26,600 

補正後の額 355,320 284,700 36,600 

汚水公共 補正前の額 3,510 3,100 

資本的支出 整備事業費
下水道

7 補 正 額 417,410 320,700 66,500 
未普及地区
整備事業 補正後の額 420,920 323,800 66,500 

補正前の額

8 補 正 額 425,620 316,100 82,000 

補正後の額 425,620 316,100 82,000 

補正前の額， 補 正 額 4,600 4,100 

補正後の額 4,600 4,100 

補正前の額 688,550 605,600 25,000 

計 補 正 額 879,930 646,500 175, 100 

補正後の額 1,568,480 1,252,100 200,100 
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関 す る 調 書

見込額及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進捗状況等に関する調書

前前年度末 前年度末 当該年度 当該年度 翌 年 度 以 継続費の
内 訳 ま で の までの支払 支払義務 末までの支 降 の 支 払 総額に対

備 考
建設改良 益当年勘度定預留

支払義務 義務発生 発 生 払義務発生 義務 発生 する進捗

積立金
発生額 （見込）額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 率（％）

保資金

2,300 7,840 7,840 1. 2 逓次繰越

15,160 

2,300 7,840 7,840 0. 5 

21,320 354,180 354,180 51. 4 

21,320 354,180 354,180 22.6 

33,920 323,020 

100 32,300 

34,020 355,320 

410 3,510 

30,210 417,410 

30,620 420,920 

27,520 425,620 

27,520 425,620 

500 4,600 

500 4,600 

57,950 7,840 354,180 362,020 326,530 52. 6 

58,330 879,930 

116,280 7,840 354,180 362,020 1,206,460 23. 1 

（単位：千円）
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議案第 100 号

枚方市学校事故等調査委員会条例の制定について

次のとおり枚方市学校事故等調査委員会条例を制定するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市学校事故等調査委員会を設置するため。
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枚方市条例第 号

枚方市学校事故等調査委員会条例

（設置）

第 1条 枚方市立の小学校又は中学校で発生した重大な事故等の事実関係及び再発防止対策を調査

審議するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の 4第 3項の規定に基づき、教育委

員会の附属機関として、枚方市学校事故等調査委員会（以下「委員会」という。）を罹く。

（担任事務）

第 2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校事故等の事実関係及び再発防止対策について調

査審議する。

2 前項の学校事故等は、次に掲げる事故等で枚方市空の小学校又は中学校に係るものとする。

(1) 独立行政法人日本スポーツ振典センター法施行令（平成15年政令第369号）第 5条第 2項に

規定する学校の管理下において発生した事故で教育委員会が重大であると認めるもの

(2) 総合型放課後事業において発生した事故で教育委員会が重大であると認めるもの

(3) その理由が学校生活と密接に関係すると教育委員会が認める児童又は生徒の自殺（自殺が疑

われる死亡を含む。）でいじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第28条第 1項に規定す

る重大事態に該当しないもの

(4) 前 3号に掲げるもののほか、これらに類する事故等で教育委員会が特に認めるもの

（組織）

第 3条 委員会は、委員 6人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

（委員の委嘱）

第 4条 委員の委嘱期間は、 2年（委員を増員する場合その他特別の事情がある場合にあっては、

2年以内）とする。

2 補欠の委員の委嘱期間は、前委員の委嘱期間の残期間とする。

3 委員の再度の委嘱は、妨げない。

（臨時委員）

第 5条 教育委員会は、委員会の担任事務に関し必要があると認めるときは、臨時委員を委嘱する

ことができる。

（委員の報酬）

第 6条 委員（臨時委員を含む。以下同じ。）の報酬の額は、枚方市報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和23年枚方市条例第105号）別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職務の区分に応

じ、当該各号に定める額とする。

(1) 委員会の会議への出席 日額22,000円

(2) 関係者からの聴取等による調査又は当該調査に係る資料の作成 時間額11,000円

（委員長及び副委員長）
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第 7条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。ただし、副委員長については、委員長が

必要と認めるときは、その指名により定めることができる。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を行う。

（会議）

第 8条 委員会の会議は、委員長（委員長が定められていない場合にあっては、教育委員会）が招

集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の 2分の 1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

4 前 3項に定めるもののほか、委員会の会議については、枚方市附属機関条例（平成24年枚方市

条例第35号）第 5条第 2項の規定の例による。

（会議の非公開等）

第 9条 委員会の会議は、非公開とする。

2 委員会の会議の議事については、会議録を作成しなければならない。

（部会）

第10条 委員会は、 2以上の学校事故等に関して諮問を受けた場合において、必要があると認める

ときは、部会を置き、その決議をもって委員会の決議とすることができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 第 7条第 2項から第 4項までの規定は部会長及び副部会長について、前 2条の規定は部会の会

議について準用する。

（関係者に対する協力要請）

第11条 委員会は、担任事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提供、説明

その他の必要な協力を求めることができる。

（委員の守秘義務）

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様と

する。

（委任）

第13条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が

別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 101 号

枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止について

次のとおり枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を廃止するにつき、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を廃止するため。
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枚方市条例第 号

枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を廃止する条例

枚方市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市条例第25号）

は、廃止する。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 102 号

枚方市土砂埋立て等の規制に関する条例の廃止について

次のとおり枚方市土砂埋立て等の規制に関する条例を廃止するにつき、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制を行うこととするため。
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枚方市条例第 号

枚方市士砂埋立て等の規制に関する条例を廃止する条例

枚方市士砂埋立て等の規制に関する条例（平成30年枚方市条例第28号）は、廃止する。

附則

（施行期日）

1 この条例は、令和 6年4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた廃止前の枚方市士砂埋立て等の規

制に関する条例（以下「旧条例」という。）第11条第 1項若しくは第 2項又は第13条第 2項の規

定による許可又は変更許可の申請であって、この条例の施行の際、許可又は変更許可をするかど

うかの処分がされていないものについての許可又は変更許可の処分については、なお従前の例に

よる。

3 この条例の施行の際現に旧条例第 7条第 1項の許可を受けている者又は施行日以後に前項の規

定によりなお従前の例によることとされる同条第 1項の許可を受ける者に関する旧条例第 9条第

3項、第12条第 1項、第13条第 5項、第14条から第21条まで、第22条（休止に係る部分を除

く。）、第23条、第24条第 1項及び第 3項から第 5項まで並びに第25条から第31条までの規定の

適用については、当該許可の期間が満了する日までの間（施行日から当該許可の期間が満了する

日までに旧条例第24条第 1項及び第 3項から第 5項まで並びに第25条第 1項の規定による命令を

受けた者にあっては、当該命令に係る事由が消滅する日又は当該許可の期間が満了する日のいず

れか遅い日までの間、施行日以後に当該許可に係る旧条例第 2条第 1項に規定する士砂埋立て等

を2月以上休止する者にあっては、当該休止をする日から起算して 2月を経過する日又は当該許

可の期間が満了する日のいずれか早い日までの間）は、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にされた旧条例第24条の規定による命令を受けた者に係る旧条例第12条第 1

項第 4号及び第 5号、第19条第 2項、第29条第 1項並びに第30条の規定の適用については、当該

命令に係る事由が消滅する日までの間は、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為並びに附則第 3項及び前項の規定によりなお従前の例によること

とされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。
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議案第 103 号

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

次のとおり枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 補償基礎額を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

枚方市消防団員等公務災害補償条例（昭和40年枚方市条例第39号）の一部を次のように改正す

る。

第 5条第 2項第 2号中「8,900円」を「9,100円」に改める。

別表団長及び副団長の項中「12,440円」を「12,500円」に、 「13,320円」を「13,350円」に改

め、同表分団長及び副分団長の項中「10,670」を「10,800」に、 「11,550」を「11,650」に、

「12,440」を「 12,500」に改め、同表部長、班長及び団員の項中「8,900」を「9,100」に、

「9,790」を「9,950」に、 「10,670」を「10,800」に改める。

附則

（施行期日）

1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第 5条第 2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた

損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償

年金及び遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべ

き事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日

前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
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議案第 103 号参考資料

枚方市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（補償基礎額） （補償基礎額）

第 5条 ［略］ 第 5条 ［略］

|
1
7
7
|
 

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) ［略］

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措罹の業務に従事したことによ

り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによ

る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合

には、 9,100円とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入の

3・4 

日額に比して公正を欠くと認められるときは、 14,200円を超えない範

囲内においてこれを増額した額とすることができる。

［略］

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) ［略］

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」という。）が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによ

り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによ

る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合

には、 8,900円とする。ただし、その額がその者の通常得ている収入の

3・4 

日額に比して公正を欠くと認められるときは、 14,200円を超えない範

囲内においてこれを増額した額とすることができる。

［略］

別表 補償基礎額表（第 5条関係） 別表 補償基礎額表（第 5条関係）

勤務年数 勤務年数

階 級
10年末満

団長及び副団長 12,500円

10年以上

20年末満

13,350円

20年以上

［略］

階

団長及び副団長

級
10年末満

12, 440円

10年以上

20年未満

13,320円

20年以上

［略］

分団長及び副分団長 10,800 1 1, 650 12,500 分団長及び副分団長 10, 670 11,550 12,440 



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） I日（現行）

1部長、班長及び団員 I 9,100 9,950 I 10,800 I 部長、班長及び団員 8,900 I 9,790 I 10,670 I 

備考 ［略］ 備考 ［略］

|178| 



議案第 104 号

枚方市人権尊重のまちづくり条例の一部改正について

次のとおり枚方市人権尊重のまちづくり条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 事業者の責務、市民の役割等を定めるため。

-179-



枚方市条例第 号

枚方市人権尊重のまちづくり条例の一部を改正する条例

枚方市人権尊重のまちづくり条例（平成16年枚方市条例第 1号）の一部を次のように改正する。

前文のうち第 1項中「すべて」を「全て」に改め、第 3項中「差別をなくし」を「人権侵害を許

さず」に改め、第 4項中「性別」の次に「、性的指向、性自認」を、 「障害」の次に「、疾病」を

加え、 「ことも事実である」を削り、第 6項を第 7項とし、第 5項中「人権尊重の機運が国際的に

高まる中で、私たち」を「私たちは、人権意識の醸成に努め、」に、 「、男女が共同して参画でき

るまちを築いていくことが、今こそ必要とされている」を「を築いていかなければならない」に改

め、同項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

それらが複合的に絡み合うことにより、被害がさらに深刻なものになるとともに、情報化の進展

や社会情勢の変化に伴い、人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいる。

第 1条中「の責務」を「及び事業者の責務並びに市民の役割」に、 「高揚」を「醸成」に、 「）

を」を「）の推進に必要な事項を定めることにより、人権施策を総合的かつ計画的に」に、 「すべ

て」を「全て」に改める。

第 2条第 1項中「積極的」を「総合的かつ計画的」に改め、同条第 2項中「努めるものとする」

を「努めなければならない」に改める。

第 3条を第 7条とし、第 2条の次に次の 4条を加える。

（事業者の責務）

第 3条 事業者は、人権尊重の視点に立って事業活動を行うとともに、人権が尊重されるまちづく

りを推進するよう努めなければならない。

（市民の役割）

第4条 市民は、互いの人権を尊重するとともに、自らがまちづくりの担い手として、人権が尊重

されるまちづくりを推進するよう努めるものとする。

（人権侵害行為の禁止）

第 5条 何人も差別的言動、いじめ、虐待、プライバシーの侵害その他あらゆる人権侵害行為（イ

ンターネットを通じて行われるものを含む。）を行ってはならない。

2 市、事業者及び市民は、一体となって人権意識の醸成を図るとともに、人権侵害行為の防止に

努めるものとする。

（基本計画）

第 6条 市長は、人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権施策に関する基本理念並び

に人権教育及び人権啓発の推進、人権相談及び支援体制の充実その他人権施策を効果的に推進す

るために必要な事項を定める基本的な計画を策定するものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 104 号参考資料

枚方市人権尊重のまちづくり条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

拿二の人間は、生まれながらにして自由であり、

|
1
8
1
1
 

かつ、尊厳と権利とに

ついて平等である。

また、個人として尊重され、基本的人権を享有することは、人類普遍の

原理である。

この理念をまちづくりに生かし、あらゆる人権侵害を許さず、一人ひと

りを大切にするまちを実現することは、私たちの願いである。

しかしながら、今日もなお、人種、民族、信条、性別、性的指向、性自

認、障害、疾病、社会的身分等による人権侵害が存在している。

それらが複合的に絡み合うことにより、被害がさらに深刻なものになる

とともに、情報化の進展や社会情勢の変化に伴い、人権に関する課題の複

雑化及び多様化が進んでいる。

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と

について平等である。

また、個人として尊重され、基本的人権を享有することは、人類普遍の

原理である。

この理念をまちづくりに生かし、あらゆる差別をなくし、一人ひとりを

大切にするまちを実現することは、私たちの願いである。

しかしながら、今日もなお、人種、民族、信条、性別、障害、社会的身

分等による人権侵害が存在していることも事実である。

私たちは、人権意識の醸成に努め、一人ひとりがまちづくりの主体とな

ってお互いを思いやる心豊かな住みよいまちを築いていかなければならな

巳。

そこで、世界人権宣言及び日本国憲法の理念並びに本市の人権尊重都市

宣言の趣旨にのっとり、私たち一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり

ここに、この条例を制定する。を進めていくため、

（目的）

第 1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関する市及び事業者の責務

並びに市民の役割を明らかにするとともに、人権意識の醸盛及び人権擁

人権尊重の機運が国際的に高まる中で、私たち一人ひとりがまちづくり

の主体となってお互いを思いやる心豊かな住みよいまち、男女が共同して

参画できるまちを築いていくことが、今こそ必要とされている。

そこで、世界人権宣言及び日本国憲法の理念並びに本市の人権尊重都市

宣言の趣旨にのっとり、私たち一人ひとりの人権が尊重されるまちづくり

ここに、この条例を制定する。を進めていくため、

（目的）

第 1条 この条例は、人権尊重のまちづくりに関する市の責務を明らかに

するとともに、人権意識の凸量及び人権擁護に資する施策（以下「人権



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

護に資する施策（以下「人権施策」という。） の推進に必要な事項を定

めることにより、人権施策を総合的かつ計画的に推進し、もって全二の

人の人権が尊重されるまちづくりに寄与することを目的とする。

（市の責務）

第 2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の視点をあらゆる施

策に生かすよう努めるとともに、人権施策を総合的かつ計画的に推進す

るものとする。

2 市は、人権施策の推進に当たっては、国、大阪府、関係団体等との連

携を図るとともに、必要な推進体制の充実に努めなければならない。

（事業者の責務）

施策」という。し土推進し、もってすべての人の人権が尊重されるまち

づくりに寄与することを目的とする。

（市の責務）

第 2条 市は、前条の目的を達成するため、人権尊重の視点をあらゆる施

策に生かすよう努めるとともに、人権施策を積極的に推進するものとす

る。

2 市は、人権施策の推進に当たっては、国、大阪府、関係団体等との連

携を図るとともに、必要な推進体制の充実に努めるものとする。

|
1
8
2
|
 

第 3条 事業者は、人権尊重の視点に立って事業活動を行うとともに、人

権が尊重されるまちづくりーを推進するよう努めなければならない。

t宙民の設割）

第 4条 市民は、互いの人権を尊重するとともに、自らがまちづくりの担

い手として、人権が尊重されるまちづくりを推進するよう努めるものと

する。

（人権侵害行為の禁止）

第 5条 何人も差別的言動、いじめ、虐待、プライバシーの侵害その他あ

らゆる人権侵害行為（イ＿ンターネットを通じて行われるものを含む。）

を行ってはならない。＿

2 市、事業者及び市民は、一体となって人権意識の醸成を図るとともに、

人権侵害行為の防止に努めるものとする。

（基本計画）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第 6条 市長は、人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人権施

策に関する基本理念並びに人権教育及び人権啓発の推進、人権相談及び

支援体制の充実その他人権施策を効果的に推進するために必要な事項を

定める基本的な計画を策定するものとする。

［略］第 7条 第 3条 ［略］

|
1
8
3
1
 



議案第 105 号

枚方市事務分掌条例の一部改正について

次のとおり枚方市事務分掌条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 部の分掌する事務を変更するため。
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枚方市条例第 号

枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例

枚方市事務分掌条例（昭和46年枚方市条例第19号）の一部を次のように改正する。

第 2条の表市民生活部の項中第 8号を第 9号とし、第 7号を第 8号とし、第 6号を第 7号とし、

第 5号の次に次の 1号を加える。

(6) 介護保険料に関すること。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 105 号参考資料

枚方市事務分掌条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（事務分掌）

第 2条 部及び室の分掌する事務は、次のとおりとする。

（事務分掌）

第 2条 部及び室の分掌する事務は、次のとおりとする。

市民生活部

(l),._,__,(5) ［略］

凸介護保険料に関すること。

凹［略］

市民生活部

(l)"--'(5) ［略］

|
1
8
6
1
 

⑧
-
⑨
-

［略］

［略］

⑥
-
⑦
-
⑧
-

［略］

［略］

［略］



議案第 106 号

枚方市職員給与条例及び枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正について

次のとおり枚方市職員給与条例及び枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会

の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 級別基準職務を整理するため。

2 教育職に係る給料月額を改定するため。
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枚方市条例第 号

枚方市職員給与条例及び枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例

（枚方市職員給与条例の一部改正）

第 1条 枚方市職員給与条例（昭和23年枚方市条例第103号）の一部を次のように改正する。

「1 係長の職務
別表第 1の 1の表 4級の項中「係長の職務」を に改め、

2 主査の職務」

「1 監督の職務
別表第 1の2の表 5級の項中「監督の職務」を に改め、

2 業務主査の職務」

別表第 1の3の表 2級の項中「 3 相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務」を

「3 主査の職務
に改める。

4 相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務」

別表第 5を次のように改める。
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別表第5 （第5条関係）
教育職給料表

職員の区分
＼職務

の級
1級 2級 3級

号給 給料月額 給料月額 給料月額
定年前再任用 1 178,300円 194,300円 296,900円
短時間勤務職 2 179,800 196,300 299,600 
員以外の職員 3 181,300 198,400 302,600 

4 182,800 200,400 305,400 
5 184,500 202,100 307,700 
6 186,400 204,200 310,400 
7 188,200 206,200 313,200 
8 190,000 208,300 315,800 ， 191,700 210,300 318,300 
10 193,700 213,100 321,100 
1 1 195,700 215,600 323,900 
12 197,500 218,100 326,800 
13 199,200 220,900 329,700 
14 201,300 222,500 331,800 
15 203,300 223,800 334,100 
16 205,400 225,400 336,400 
17 207,400 227,000 338,600 
18 210,000 227,800 340,800 
19 212,300 228,600 343,100 
20 214,600 229,400 345,300 
21 217,000 230,400 347,500 
22 218,600 231,600 349,800 
23 220,000 233,700 352,200 
24 221,600 235,700 354,600 
25 222,900 237,200 357,000 
26 223,600 239,300 359,000 
27 224,300 241,300 361,000 
28 225,000 243,200 363,000 
29 225,800 244,200 364,900 
30 226,900 246,800 366,800 
31 228,700 249,600 368,600 
32 230,500 252,300 370,500 
33 231,800 255,000 372,500 
34 233,600 257,600 374,400 
35 235,400 260,000 376,200 
36 237,000 262,400 378,000 
37 237,700 264,000 379,900 
38 239,300 266,300 381,700 
39 240,900 268,900 383,400 
40 242,500 271,500 385,100 
41 244,100 274,000 386,800 
42 245,400 276,000 388,600 
43 246,600 278,000 390,400 
44 247,900 280,000 392,100 
45 248,500 282,100 393,700 
46 249,900 284,000 395,500 
47 251,400 286,100 397,300 
48 252,900 288,100 399,200 
49 254,100 289,800 400,900 
50 255,300 292,100 402,600 
51 256,400 294,400 404,300 
52 257,300 296,700 405,900 
53 258,000 298,400 407,300 
54 259,200 300,700 408,600 
55 260,300 303,000 409,800 
56 261,400 305,100 411,000 
57 262,200 306,800 412,600 
58 263,200 309,200 413,800 
59 264,100 311,600 415,100 
60 265,000 313,900 416,400 
61 265,900 315,800 417,400 
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62 267,000 318,000 418,800 
63 268,000 320,400 420,100 
64 269,000 322,600 421,500 
65 269,700 324,500 422,500 
66 270,900 326,800 423,600 
67 272,100 329,100 424,800 
68 273,300 331,300 426,000 
69 274,400 333,400 426,800 
70 275,500 335,600 428,000 
71 276,700 337,700 429,200 
72 277,900 339,800 430,400 
73 278,600 341,900 431,300 
74 279,800 344,100 431,900 
75 281,000 346,300 432,500 
76 282,200 348,500 433,100 
77 283,400 350,400 433,800 
78 284,500 352,200 434,400 
79 285,500 354,000 435,000 
80 286,500 355,900 435,600 
81 287,500 357,700 436,000 
82 288,600 359,500 436,500 
83 289,700 361,100 437,000 
84 290,800 362,900 437,500 
85 291,600 364,400 437,800 
86 292,600 366,100 438,100 
87 293,600 367,700 438,400 
88 294,600 369,400 438,700 
89 295,400 371,100 439,100 
90 296,300 372,500 439,400 
91 297,200 373,800 439,700 
92 298,100 375,200 440,000 
93 298,500 376,800 440,200 
94 299,300 378,100 440,500 
95 300,100 379,400 440,800 
96 300,900 380,700 441,100 
97 301,800 381,800 441,400 
98 302,600 382,600 441,700 
99 303,400 383,500 442,000 
100 304,200 384,400 442,300 
101 305,000 385,500 442,600 
102 305,500 386,500 442,800 
103 306,000 387,500 443,000 
104 306,400 388,500 443,200 
105 306,600 389,400 443,400 
106 306,800 390,400 443,600 
107 307,100 391,300 443,800 
108 307,300 392,300 444,000 
109 307,500 393,100 444,200 
110 307,800 394,100 444,400 
111 308,000 395,100 444,600 
112 308,300 396,100 444,800 
113 308,500 396,700 445,000 
114 308,800 397,600 
115 309,100 398,500 
116 309,400 399,400 
117 309,600 400,300 
118 309,900 401,100 
119 310,200 401,900 
120 310,400 402,700 
121 310,600 403,500 
122 310,800 404,300 
123 311,000 405,000 
124 311,200 405,800 
125 311,400 406,100 
126 311,600 406,500 
127 311,800 407,100 
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128 312,000 407,400 
129 312,200 407,900 
130 312,400 408,300 
131 312,600 408,900 
132 312,800 409,300 
133 313,000 409,600 
134 313,200 410,000 
135 313,400 410,400 
136 313,600 410,800 
137 313,800 411,200 
138 314,000 411,600 
139 314,200 412,000 
140 314,400 412,400 
141 314,600 412,800 
142 314,800 413,100 
143 315,000 413,400 
144 315,200 413,700 
145 315,400 413,900 
146 315,600 414,200 
147 315,800 414,500 
148 316,000 414,800 
149 316,200 415,100 
150 316,400 415,300 
151 316,600 415,500 
152 316,800 415,700 
153 317,000 415,900 
154 317,200 416,100 
155 317,400 416,300 
156 317,600 416,500 
157 317,800 416,700 
158 416,900 
159 417,100 
160 417,300 
161 417,500 

定年前再任用
短時間勤務職 182,160 221,840 265,680 
員

備考
1この表は、教育職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円（定年
前再任用短時間勤務職員にあっては、当該額に勤務時間条例第2条第4項の規定による当該職員の勤務時間
の数を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額（その数に10円未満の端数を生じたとき
は、 5円未満はこれを切り捨て、 5円以上はこれを10円に切り上げる。））をそれぞれ加算した額とする。
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（枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第 2条 枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年枚方市条例第 2号）

の一部を次のように改正する。

別表第 4を次のように改める。
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別表第4 （第4条関係）

讐
教育職給料表

1級

給粧月額

14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-3-3-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-5-5-5-5-5-6 

178,300円
179,800 
181,300 
182,800 
184,500 
186,400 
188,200 
190,000 
191,700 
193,700 
195,700 
197,500 
199,200 
201,300 
203,300 
205,400 
207,400 
210,000 
212,300 
214,600 
217,000 
218,600 
220,000 
221,600 
222,900 
223,600 
224,300 
225,000 
225,800 
226,900 
228,700 
230,500 
231,800 
233,600 
235,400 
237,000 
237,700 
239,300 
240,900 
242,500 
244,100 
245,400 
246,600 
247,900 
248,500 
249,900 
251,400 
252,900 
254,100 
255,300 
256,400 
257,300 
258,000 
259,200 
260,300 
261,400 
262,200 
263,200 
264,100 
265,000 
26恥900
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62 267,000 
63 268,000 
64 269,000 
65 269,700 
66 270,900 
67 272,100 
68 273,300 
69 274,400 
70 275,500 
71 276,700 
72 277,900 
73 278,600 
74 279,800 
75 281,000 
76 282,200 
77 283,400 
78 284,500 
79 285,500 
80 286,500 
81 287,500 
82 288,600 
83 289,700 
84 290,800 
85 291,600 
86 292,600 
87 293,600 
88 294,600 
89 295,400 
90 296,300 
91 297,200 
92 298,100 
93 298,500 
94 299,300 
95 300,100 
96 300,900 
97 301,800 
98 302,600 
99 303,400 
100 304,200 
101 305,000 
102 305,500 
103 306,000 
104 306,400 
105 306,600 
106 306,800 
107 307,100 
108 307,300 
109 307,500 
110 307,800 
111 308,000 
112 308,300 
113 308,500 
114 308,800 
115 309,100 
116 309,400 
117 309,600 
118 309,900 
119 310,200 
120 310,400 
121 310,600 
122 310,800 
123 311,000 
124 311,200 
125 311,400 
126 311,600 
127 311,800 
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128 312,000 
129 312,200 
130 312,400 
131 312,600 
132 312,800 
133 313,000 
134 313,200 
135 313,400 
136 313,600 
137 313,800 
138 314,000 
139 314,200 
140 314,400 
141 314,600 
142 314,800 
143 315,000 
144 315,200 
145 315,400 
146 315,600 
147 315,800 
148 316,000 
149 316,200 
150 316,400 
151 316,600 
152 316,800 
153 317,000 
154 317,200 
155 317,400 
156 317,600 
157 317,800 

備考この表は、教育職員に適用する。
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附則

1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。ただし、第 1条中枚方市職員給与条例別表第 5

の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第 1条の規定による改正後の枚方市職員給与条例（以下「新給与条例」という。）別表第 5の

規定は、令和 5年 4月 1日から適用する。この場合において、同条の規定による改正前の枚方市

職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみな

し、その差額があるときは、当該差額は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後最初の給

料の支給の日に支給する。
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議案第 106 号参考資料

枚方市職員給与条例及び枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

別表第 1 （第 5条関係） 別表第 1 （第 5条関係）

級 別 基 準 職 マタ
花勺 表 級 別 基 準 職 務 表

1 行政職給料表級別基準職務表

I三三□J/／／/／/V三///VI

|
1
9
7
|
 

Iい／ ／J＼～1̀／/／／／//¥9‘//／＼‘□'ゾ//＼／／I
2 技能労務職給料表級別基準職務表

I 口三□/‘ぐ□///:／／三;亨vvv▽/＼、//I

1 行政職給料表級別基準職務表

I職務の級 1 基準となる職務 I 

、`J＼ハ／＼／＼／＼ハゾヘゾ／＼＼9＼／¥／＼／¥/¥＼い／＼／＼／＼／＼／＼／＼＼＼＼＼い／／＼ハvハ▽ハ▽ヘゾヘ／＼／＼／＼，＼

I ¥；：ハ／； 系 ; ` ` “ / ／ ／ い い ハ ／ ／ ／ ‘ ¥ハ／べI

VVい八へ～V V▽/～～へVVVVゾゾふ八へ勺Vゾ＼へ八り／JVV＼へへ^八＼E///］／/／/：／¥／//／＼’＼いい//// 9`べ／’／＼I

2 技能労務職給料表級別基準職務表

I 職務の級 1 基準となる職務 l 

¥/＼/＼/¥／¥／＼／¥/＼/vハ▽ハゾヅ＼／＼／／へ9¥／//＼／＼／ヽ ／へvヘゾヘ／へ／＼／＼／＼／＼／へヘへ、ヘ
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主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

3 医療職給料表級別基準職務表 3 医療職給料表級別基準職務表

職務の級 基 準 と な る 職 花マ女ヵ 職務の級 基 準 と な る 職 務

1 級 ［略］ 1 級 ［略］

2 級 1 課長代理の職務 2 級 1 課長代理の職務

2 係長の職務 2 係長の職務

3 主査の職務 立相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う

4~ 相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う 墨墜

墨

3 級 ［略］ 3 級 ［略］

|1981 

4 級 ［略］ 4 級 ［略］



議案第 107 号

市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について

次のとおり市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 地方自治法の改正に伴い、所要の整備を行うため。
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枚方市条例第 号

市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例

市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和 2年枚方市条例第26号）の一部を次のよう

に改正する。

第 1条中「第243条の 2第 1項」を「第243条の 2の7第 1項」に、 「第243条の 2の2第 3項」

を「第243条の 2の8第 3項」に改める。

第 2条第 2項中「第243条の 2第 1項」を「第243条の 2の 7第 1項」に、 「第173条第 1項第 1

号」を「第173条の 4第 1項第 1号」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 107 号参考資料 

 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正について 

 主要な改正部分の新旧対照表 

新（改正後） 旧（現 行） 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）第243条の２の７第１項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委

員若しくは委員又は職員（法第243条の２の８第３項の規定による賠償の

命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。）の市に対する損害

を賠償する責任の一部を免れさせることに関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 ［略］ 

２ 法第243条の２の７第１項の条例で定める額は、市長等に係る地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号）第173条の４第１項第１号に規定する普

通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる市長等の区

分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。）第243条の２第１項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若

しくは委員又は職員（法第243条の２の２第３項の規定による賠償の命令

の対象となる者を除く。以下「市長等」という。）の市に対する損害を賠

償する責任の一部を免れさせることに関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （損害賠償責任の一部免責） 

第２条 ［略］ 

２ 法第243条の２第１項の条例で定める額は、市長等に係る地方自治法施

行令（昭和22年政令第16号）第173条第１項第１号に規定する普通地方公

共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、

当該各号に定める数を乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ ［略］ 

 

 

20100161
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議案第 108 号

枚方市附属機関条例の一部改正について

次のとおり枚方市附属機関条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市公共施設への電力供給等業務事業者選定審査会の設僅等を行うため。
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枚方市条例第 号

枚方市附属機関条例の一部を改正する条例

枚方市附属機関条例（平成24年枚方市条例第35号）の一部を次のように改正する。

別表 1の表小中学校体育館空調設備整備DBO事業者選定審査会の項を削り、同表枚方市健康増

進計画審議会の項の次に次のように加える。

枚方市公共 公共施設への電力供給等業務を行 5人 (1) 学識経験を有する者 答申

施設への電 う事業者の選定に関する審査 以内 (2) 経理に関する専門的知識 の日

力供給等業 を有する者 まで

務事業者選 (3) 関係行政機関の職員

定審査会

別表 1の表枚方市風俗営業等審査会の項の次に次のように加える。

枚方市ふる ふるさと寄附金推進事業を支援す 5人 (1) 学識経験を有する者

さと寄附金 る事業者の選定に関する審査 以内 (2) 経理に関する専門的知識

推進事業支 を有する者

援事業者選 (3) 関係団体を代表する者

定審査会

別表 1の表枚方市包括外部監査人選定審査会の項の次に次のように加える。

枚方市歩行 歩行者利便増進道路における公募 4人 (1) 学識経験を有する者 答申

者利便増進 占用指針の策定及び利便増進誘導 以内 (2) 市民団体又は関係団体を の日

道路占用予 区域の占用予定者の選定に関する 代表する者 まで

定者選定委 審査

貝＝ム＝ 

別表 1の表枚方市予防接種健康被害調査会の項の次に次のように加える。

枚方市空小 市立の小学校及び中学校の教室等 5人 (1) 学識経験を有する者 答申

中学校教室 の空調設備の更新に伴う設計、施 以内 (2) 経理に関する専門的知識 の日

等空調設備 工及び維持管理を行う事業者の選 を有する者 まで

更新DBO 定に関する審査 (3) 関係行政機関の職員

事業者選定

審査会

枚方市立総 枚方市立総合福祉会館の施設の E 5人 (1) 学識経験を有する者 答申

合福祉会館 SCO事業者の選定に関する審査 以内 (2) 経理に関する専門的知識 の日

ESCO事 を有する者 まで

業者選定審 (3) 関係行政機関の職員

査会

別表 1の表枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会の項の次に次のように加える。

翌云丞兌筈I:：ェ；：塁：：9；:::：i用I:: [／信翌ぎ［吾□已：已尻り／本： ：： 
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会 代表する者

(4) 前 3号に掲げる者のほ

か、当該審査に関し市長が

適当と認める者

別表 2の表に次のように加える。

枚方市立中 市立の中学校の全ての生徒に対す 5人 (1) 学識経験を有する者 答申

学校全員給 る給食を実施するための調理施設 以内 (2) 経理に関する専門的知識 の日

食事業 PF の整備及び運営事業者の選定に関 を有する者 まで

I事業者選 する調査審議 (3) 教育に関する専門的知識

定審査会 を有する者

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 108 号参考資料

枚方市附属機関条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

別表（第 1条、第 2条関係）

市長の附属機関ー

別表（第 1条、第 2条関係）

市長の附属機関ー

名 称 担 任 事 務 員 の 構 名 称 担 任 事 マタ
花勺 員 の 構 成

|
2
0
5
|
 

障害者地域

生活支援事

業者選定審

査会

［略］ ［略］ ［略］ 障害者地域

生活支援事

業者選定審

査会

小中学校体

育館空調設

備整備DB

0事業者選

定審査会

［略］

市立の小学校及び

中学校の体育館の

空調設備の設計、

施工及び維持管理

を行う事業者の選

定に関する審査

［略］

立

麟

［略］

山学識経験を有

する者

図~ 関係行政機関

の職員

答申の

日まで

ヘ＼
I 
枚方市健康

増進計画審

議会

［略］ ［略］ ［略］ 枚方市健康

増進計画審

議会

［略］ ［略］ ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

枚方市公共

施設への電

力供給等業

務事業者選

定審査会

公共施設への電力供

給等業務を行う事業

者の選定に関する審

査

豆

込

山学識経験を有

する者

盆経理に関する

専門的知識を有

する者

図関係行政機関

の職員

答申の

日まで

|206| 
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枚方市風俗 ［略］ ［略］ ［略］

営業等審査

会

枚方市ふる ふるさと寄附金推進 旦 山学識経験を有

さと寄附金 事業を支援する事業 旱 する者

推進事業支 者の選定に関する審 図経理に関する

援事業者選 直 専門的知識を有

定審査会 する者

凶 関 係 団 体 を 代

表する者

枚方市包括 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

外部監査人

選定審査会

枚方市風俗

営業等審査

会

［略］ ［略］ ［略］

枚方市包括

外部監査人

選定審査会

［略］ ［略］ ［略］ ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

枚方市歩行 歩行者利便増進道路 彗 山学識経験を有 答申の

者利便増進 における公葛占用指 旱 する者 Hまで

道路占用予 針の策定及び利便増 図市民団体又は

定者選定委 進誘導区域の占用予 関係団体を代表

ノ昌‘会 定者の選定に関する する者

童

枚方市窓口 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 枚方市窓口 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

関連業務等 関連業務等

最適化検討 最適化検討

|207| 

支援事業者 支援事業者

選定審査会 選定審査会

枚方市予防 ［略］ ［略］ ［略］ 枚方市予防 ［略］ ［略］ ［略］

接種健康被 接種健康被

害調査会 害調査会

枚方市立小 市立の小学校及び中 互 山学識経験を有 答申の

中学校教室 学校の教室等の空調 ” する者 日まで

等空調設備 設備の更新に伴う設 図経理に関する

更新］JBO 計、施工及び維持管 専門的知識を有

事業者選定 理を行う事業者の選 する者

審査会 定に関する壷査 凶関係行政機関

の職員



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

枚方市立総 枚方市立総合福祉会 彗 山学識経験を有 答申の

合福祉会館 館の施設のESCO 以 する者 日まで

ESCO事 事業者の選定に関す 凶経理に関する

業者選定審 る審査 専門的知識を有

査会 する者

固関係行政機関

の職員

枚方市克地 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 枚方市立地 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

域活性化支 域活性化支
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援センター 援センター

利用環境充 利用環境充

実事業者選 実事業者選

定審査会 定審査会

枚方市立保 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］ 枚方市立保 ［略］ ［略］ ［略］ ［略］

育所民営化 育所民営化

に係る運営 に係る運営

法人選定審 法人選定審

査会 査会

枚方市立幼 枚方市立幼児療育園 昌 山学識経験を有 答申の

児療育園跡 の跡地を活用する事 以 する者 日まで

地活用事業 業者の選定に関する 図経理に関する

者選定壺査 壷 専門的知識を有

ム する者三



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

凶市民団体又は

関係団体を代表

する者

出前3号に掲げ

る者のほか、当

該審査に関し市

長が適当と認め

盃

2
 

教育委員会の附属機関 2
 

教育委員会の附属機関

|
2
0
9
|
 

名 称 担 任 事 務 員 の 構 名 称 担 任 事 務 員 の 構 成

枚方市支援

教育充実審

議会

［略］ ［略］ ［略］ 枚方市支援

教育充実審

議会

［略］ ［略］ ［略］

枚方市立中

学校全員給

食事業PF

I事業者選

定審査会

市立の中学校の全て

の生徒に対する給食

を実施するための調

理施設の整備及び運

営事業者の選定に関

する調査審議

立

込

山 学 識 経 験 を 有

する者

図経理に関する

専門的知識を有

する者

図教育に関する

専門的知識を有

答申り

日まて



新（改正後） 旧（現行）

I I I する者 I I I I I I I 
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議案第 109 号

枚方市国民健康保険条例の一部改正について

次のとおり枚方市国民健康保険条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由

1 大阪府国民健康保険運営方針を踏まえ、保険料率等を見直すため。

2 退職被保険者に関する規定を削除するため。
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枚方市条例第 号

枚方市国民健康保険条例の一部を改正する条例

枚方市国民健康保険条例（昭和54年枚方市条例第37号）の一部を次のように改正する。

第 6条の 2第 1項中第 1号を削り、第 2号を第 1号とし、同項第 3号中「第37条第 1項に規定す

る医療（結核に係るものに限る。）又は感染症法」を削り、同号を同項第 2号とし、同条第 2項中

第 2号を削り、第 3号を第 2号とし、第 4号を第 3号とし、同項第 5号中「、精神保健福祉法」を

削り、同号を同項第 4号とし、同条第 3項中「第 1項第 2号に掲げる医療又は第 1項第 3号」を

「第 1項各号」に改める。

第10条の 3の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条各号列記以外の部分中「一般被保険

者（法附則第 7条第 1項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被

保険者をいう。以下同じ。）に係る」を削り、同条第 1号イ中「（一般被保険者に係るものに限

る。）」を削り、同号口中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、 「大阪府が行う国民健康保険

の一般被保険者に係るものに限り、」を削り、同号へ中「退職被保険者等に係る療養の給付に要す

る費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入

院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療餐費

及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者

に係る」及び「及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用」を削

り、同条第 2号口中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、同号ハ中「（二において「国民健康

保険保険給付毀等交付金」という。） （退職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第22

条の規定により読み替えられた法第70条第 1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下

同じ。）に係るものを除く。）」を削り、同号二中「収入」の次に「の額」を加え、 「法附則第 9

条第 1項の規定により読み替えられた、」及び「並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被

保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）」を削り、 「除く。）の額」を「除

く。）」に改める。

第11条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に係る」を削り、 「一

般被保険者につき」を「被保険者につき」に改め、 「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の

世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割

額）」を削り、 「100円未満」を「 1円未満」に改める。

第12条の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条第 1項中「一般被保険者」を「被保険

者」に改める。

第13条の見出し及び同条第 1項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同項各号

を次のように改める。

(1) 所得割 法第82条の 3第 1項及び第 3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村

標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」という。）のうち、基礎賦課額の保険料率におけ

る所得割の率

-212-



(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等

割の額

(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めると

ころにより算定した額

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率に

おける世帯別平等割の額

ロ 特定世帯（特定同一世帯所属者（法第 6条第 8号に該当したことにより被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をい

う。以下同じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以

下「特定月」という。）以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険

者がいない場合に限る。）をいう。以下同じ。） イに定めるところにより算定した額に 2

分の 1を乗じて得た額

ハ 特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって

特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。以下同じ。） イに定めるとこ

ろにより算定した額に 4分の 3を乗じて得た額

第13条第 2項中「小数点以下第4位未満の端数又は10円末満」を「 1円末満」に改める。

第14条から第16条までを次のように改める。

第14条から第16条まで 削除

第16条の 2を削る。

第17条中「又は第14条」及び「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合に

は、第11条の基礎賦課額と第14条の基礎賦課額との合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24

条第 1項において同じ。）」を削り、 「650,000円」を「各年度において法第82条の 3第 3項の規

定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の 7第 2項第 9号

に掲げる額」に改める。

第17条の 2の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同条第 1号

中「係る部分であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るもの」を「充てる部分」

に改め、同条第 2号イ中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、同号口中「法附則第 9条第 1項

の規定により読み替えられた、」を削る。

第17条の 3の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者に」を「被保険者

に」に改め、 「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一

般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）」を削り、 「100円未満」を「 1円

未満」に改める。

第17条の 4の見出し中「一般被保険者に係る」を削り、同条中「一般被保険者」を「被保険者」

に改める。

第17条の 5の見出し及び同条第 1項各号列記以外の部分中「一般被保険者に係る」を削り、同項

第 1号及び第 2号を次のように改める。
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(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割

の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率におけ

る被保険者均等割の額

第17条の 5第 1項第 3号イを次のように改める。

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率における世帯別平等割の額

第17条の 5第 2項中「小数点以下第4位未満の端数又は10円未満」を「 1円未満」に改める。

第17条の 6から第17条の 9までを次のように改める。

第17条の 6から第17条の 9まで削除

第17条の10中「又は第17条の 6」及び「（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属す

る場合には、第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額と第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額と

の合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24条第 1項において同じ。）」を削り、 「200,000

円」を「各年度において法第82条の 3第 3項の規定による通知が行われた日において施行されてい

た国民健康保険法施行令第29条の 7第 3項第 8号に掲げる額」に改める。

第17条の11第 2号イ中「附則第22条」を「附則第 7条」に改め、同号口中「法附則第 9条第 1項

の規定により読み替えられた」を削る。

第17条の12中「100円未満」を「 1円未満」に改める。

第17条の14第 1項各号を次のように改める。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険

者均等割の額

第17条の14第 2項中「小数点以下第 4位未満の端数又は10円未満」を「 1円未満」に改める。

第17条の15中「170,000円」を「各年度において法第82条の 3第 3項の規定による通知が行われ

た日において施行されていた国民健康保険法施行令第29条の 7第4項第 8号に掲げる額」に改め

る。

第19条第 3項中「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削り、同項ただし書中「すべ

て」を「全て」に改める。

第20条第 1項中「増加」を「増加し、」に、 「減少し、又は」を「減少し、若しくは」に、 「な

った若しくは」を「なった、若しくは」に改め、 「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」

を削り、 「又は第17条の12」を「、第17条の12」に、 「又は第24条第 1項各号に定める額若しくは

同条第 3項若しくは第 4項の規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める」を「、第24

条第 1項各号（同条第 3項又は第 4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額、第24条の 4第 1項（同条第 3項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の 5を

乗じて得た額、第24条の 4第 4項第 1号（同条第 6項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に掲げる額、第24条の 5第 1項各号（同条第 3項又は第 4項の規定によ
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り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に掲げる額又は同条第 5項各号（同条第

7項又は第 8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に掲げる」

に、 「する。）又は」を「する。）若しくは」に、 「日又は」を「日若しくは」に改め、同条第 2

項中「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削り、 「又は」を「、」に、 「若しくは同

条第 3項若しくは第 4項の規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める」を「、第24条

の4第 1項に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の 5を乗じて得た額、

第24条の 4第4項第 1号に掲げる額、第24条の 5第 1項各号に掲げる額又は同条第 5項各号に掲げ

る」に改める。

第24条第 1項各号列記以外の部分中「又は第14条」を削り、同項第 2号中「290,000円」を

「295,000円」に改め、同項第 3号中「535,000円」を「545,000円」に改め、同条第 3項中「又は

第14条」及び「又は第17条の 6」を削り、同条第4項中「又は第14条」を削る。

第24条の 4第 1項中「又は第16条」を削り、同条第 3項中「又は第16条」及び「又は第17条の

8」を削り、同条第 4項第 1号中「又は第16条」を削り、同条第 6項中「又は第16条」及び「又は

第17条の 8」を削る。

第24条の 5第 1項中「又は第14条」を削り、同条第 3項中「又は第14条」及び「又は第17条の

6」を削り、同条第 4項及び第 5項中「又は第14条」を削り、同条第 7項中「又は第14条」及び

「又は第17条の 6」を削り、同条第 8項中「又は第14条」を削る。

第26条第 1項中「20日以内」を「30日以内」に改める。

第27条第 3項中「ついて」の次に「、規則で定める」を加える。

第29条第 2項中「は、」の次に「規則で定めるやむを得ない理由があると認める場合を除き、納

期限までに」を加える。

附則

1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。ただし、第19条の改正規定（同条第 3項中「若

しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削る部分を除く。）、第20条の改正規定（同条第

1項中「若しくは第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削る部分前びに同条第 2項中「若しく

は第14条」及び「若しくは第17条の 6」を削る部分を除く。）、第26条の改正規定及び第27条の

改正規定並びに附則第 3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の枚方市国民健康保険条例（第20条及び第26条を除く。）の規定は、令和 6年度以後の

保険料について適用し、令和 5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正後の第20条の規定は、附則第 1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に賦課する保険

料について適用する。

-215-



議案第 109 号参考資料

枚方市国民健康保険条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（精神・結核医療給付金）

第 6条の 2 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属

する世帯の世帯主に対し、当該医療に要した費用について、精神・結核医

療給付金を支給する。

|
2
1
6
1
 

田
―
②
-

［略］

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号。以下「感染症法」

する医療

という。）第37条の 2第 1項に規定

（精神・結核医療給付金）

第 6条の 2 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属

する世帯の世帯主に対し、当該医療に要した費用について、精神・結核医

療給付金を支給する。

山精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要した費用の額 I2 

から当該医療について次に定める額を控除した額とする。

(1) ［略］

図
③
＿
出

［略］

［略］

被保険者が法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律及び感染症法以外の法令の規定により医療に関する給付を受

以下「精神保健福祉法」

に規定する医療

［略］②
-

という。）第29条第 1項又は第29条の 2第1項

凶感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号。以下「感染症法」という。）第37条第 1項に規定する

医療（結核に係るものに限る。）又は感染症法第37条の 2第 1項に規定

する医療

精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要した費用の額

から当該医療について次に定める額を控除した額とする。

(1) ［略］

盆精神保健福祉法の規定により負担される額（精神保健福祉法第31条の

規定により徴収された費用の額を除く。）

凶［略］

心

固

［略］

被保険者が法、精神保健福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律及び感染症法以外の法令の規定により灰療



主要な改正部分の新l日対照表

新（改正後） 旧（現行）

けることができる者であるときは、当該給付により負担される額 に関する給付を受けることができる者であるときは、当該給付により負

担される額

3 本市は、被保険者が第 1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保

険者が保険医療機関等に支払うべき当該医療に要した費用について、精

神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給

すべき額の範囲内において、世帯主に代わり、支払うことができる。

4
 

［略］

（基礎賦課総額）
|

2

1

7
ー

第10条の 3 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第24条、第24条の4及び第

24条の 5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」とい

う。）は、第 1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相

当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、

保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額

3 

る医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該

4
 

本市は、被保険者が第 1項第2号に掲げる医療又は第 1項第3号に掲げ

医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の

属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の範囲内において、世帯主に代わ

り、支払うことができる。

［略］

（一般被保険者に係る基礎賦課総額）

第10条の 3 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第 7条第 1項に規

定する退職皮保険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険

者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第24条、第24条の 4及び第24

条の 5の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」という。）

は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した

額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る ）の額

から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入

院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪

問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療

養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第 7条の規定により読み替えら

れた法第75条の 7第 1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下こ

の条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後

期高齢者支援金等（以下「後期裔齢者支援金等」という。）、高齢者

医療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」

という。）及び介護保険法（平成 9年法律第123号）の規定による納

付金（以下「介護納付金」

分を除く。）の額

|
2
1
8
1
 

ハ～ホ ［略］

という。）の納付に要する費用に充てる部

へ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）の額を除く。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第22条の規定により読み替えら

れた法第75条の 7第 1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下こ

の条において同じ。）の納付に要する費用（大阪府が行う国民健康保

険の一般被保険者に係るものに限り、大阪府の国民健康保険に関する

(2) 

特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢

者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確

保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」とい

う。）及び介護保険法（平成 9年法律第123号）の規定による納付金

ハ～ホ

（以下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を

除く。）の額

［略］

へ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要

する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除し

た額並びに入院時食事療義費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、

療養費、訪間看護療養費、特別療義費、移送費、高額療養費及び高額

介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民健

康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する

後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係る国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。）

当該年度における次に掲げる額の合算額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

イ ［略］ イ ［略］

ロ 法附則第 7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により ロ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高 （大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用 齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用

に充てる部分に限る。以下この口において同じ。）に係るものを除く。） に充てる部分に限る。以下この口において同じ。）に係るものを除く。）

及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納 及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額

ハ 法第75条の 2第 1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額のう ハ 法第75条の 2第 1項の国民健康保険保険給付費等交付金（二におい

ち、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和34年政令 て「国民健康保険保険給付費等交付金」という，） （退職被保険者等

|2191 

第41号。以下「算定政令」という。）第 6条第6項第 1号から第 3号 の療整の給付等に要する費用（法附則第22条の規定により読み替えら

までに掲げる額の合算額を除く額 れた法第70条第 1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう，以

下同じ。）に係るものを除く。）の額のうち、国民健康保険の国庫負

担金等の算定に関する政令（昭和34年政令第41号。以下「算定政令」

という。）第 6条第6項第 1号から第 3号までに掲げる額の合算額を

除く額

二 その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行 二 その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行

に要する費用を除く。）のための収入四顛（法第72条の 3第 1項、第 に要する費用を除く。）のための収入（法附則第9条第 1項の規定に

72条の 3の2第 1項及び第72条の 3の3第 1項の規定による繰入金 より読み替えられた、法第72条の 3第 1項、第72条の 3の2第 1項及

の額並びに算定政令第 6条第 6項第 1号から第 3号までに掲げる額 び第72条の 3の3第 1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保

を除く。） 険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係

るものに限る。）の額並びに算定政令第 6条第6項第 1号から第 3号

までに掲げる額を除く。）の額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

（基礎賦課額）

第11条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、その世帯に属する被保険者に

2立一算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。この場合において、

その額に 1円末満の端数があるときは、これを切り捨てる。

|
2
2
0
1
 

（基礎賦課額の所得割額の算定）

第12条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所

得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の 2第 1項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得

の金額（同法附則第33条の 2第 5項に規定する上場株式等に係る配当所得

等の金額（同法附則第35条の 2の6第 8項又は第11項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の 3第 5項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡

所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の 4第 1項若

しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3第 1項、第

35条第 1項、第35条の 2第 1項、第35条の 3第 1項又は第36条の規定の適

用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第 1項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則

第35条第 5項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第33条の 4

第 1項若しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3第

（一般被保険者に係る基礎賦課額）

第11条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、その世帯

に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険

者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被

保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とす

これをる。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、

切り捨てる。

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定）

第12条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の 2第 1項に規定

する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額（同法附則第33条の 2第 5項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額（同法附則第35条の 2の6第 8項又は第11項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の 3第 5項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期

譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の 4第 1

項若しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3第 1項、

第35条第 1項、第35条の 2第 1項、第35条の 3第 1項又は第36条の規定の

滴用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第 1項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附

則第35条第 5項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措罹法第33条の

4第 1項若しくは第 2項、第34条第 1項、第34条の 2第 1項、第34条の 3



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

|

2

2

1
ー

1項、第35条第 1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規

定の適用により同法第32条第 1項に規定する短期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の 2第5項に規定する

一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 3第15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の 2の2第5

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 2の

6第11項又は第35条の 3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の 4の2第7項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第8

条第2項（同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含

む。第24条第 1項第 1号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、

同法第8条第4項（同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する

場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税

条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。同号において「租税条約等実施特例法」という。）

第3条の 2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計

額から地方税法第314条の 2第2項の規定による控除をした後の総所得金

額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の

合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」

の保険料率を乗じて算定する。

という。）に、次条の所得割

第 1項、第35条第 1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの

規定の適用により同法第32条第 1項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の 2第5項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 3第15項の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の 2の2第

5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の 2

の6第11項又は第35条の 3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の 4第4項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第

8条第2項（同法第12条第5項及び第16条第 2項において準用する場合を

含む。第24条第 1項第 1号において同じ。）に規定する特例適用利子等の

額、同法第8条第4項（同法第12条第6項及び第16条第3項において準用

する場合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。同号において「租税条約等実施特例法」と

いう。）第3条の 2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第

12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）

の合計額から地方税法第314条の 2第2項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」 という。）に、次条の

所得割の保険料率を乗じて算定する。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 ［略］ 2 ［略］

（基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率）

第13条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 第13条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

山所得割 法第82条の 3鐙 1項及び第3項の規定により大阪府が算定 山 所 得 割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100公の48.2に相当する

し、及び通知する市町村標準保険料率（以下「市町村橙準保険料率」と 額を一般被保険者に係る基礎控除後の総近得金額等（国民健康保険法施

いう。）のうちユ基礎賦課額の保険料率における所得割の率 行令璽29条の 7第2項第4号ただし書に規定する場合にあってl丸国民

盆被保険者均等割 市町村橿準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率 健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号）笙32条の 9に規定する

における被保険者均等割の額 方法により補正された後の金額とする。）の総額で除して得た数

凶世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応らそれぞれイ 盆被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の31.1に
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からハまでに定めるところにより算定した額 相当する額を当該年度の前年度及びその直前の 2箇年度の各年度にお

4 口又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基 ける一般被保険者の数等を鞄案して算定した数で除して得た額

礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 凶世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応らそれぞれイ

三特定世帯（特定同一世帯所属者（法璽 6条璽8号に該当したことに からハまでに定めるところにより鐙定した額

より被保険者の資格を喪失した者であって□当該資格を喪失した日の 4 口又はハに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課

前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）と同一 総額の100分の20.7に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の

の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月（以下 2箇年度の各年度における一般盤保険者が屈する世帯の数等を懃案

「特定月」という。）以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当 して簑定した数から特定同一世帯所属者（法第6条鐙 8号に該当した

該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をいう。以下同じQ) ことにより被保険者の資格を喪失した者であって3 当該資格を喪失し

イに定めるところにより算定した額に 2公の 1を乗じて得た額 た日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう g 以下同じ。）

公特定継続世帯（特定同一世帯酉属者と同一の世帯に属する被保険者 と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属

が属する世帯であって特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定 する月（以下「特定月」という，）以後 5年を経過する月までの間に

月以後 8年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険 あるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定

者がいない場合に限る，）をいう，以下同じ。） イに定めるところ 世帯」という。）の数に 2合の 1を乗じて得た数と特定同一世帯所属



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

により算定した額に4分の 3を乗じて得た額 者と同一の世帯に属する一般披保険者が属する世帯であって特定月

以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を経過する月まで

の間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る2 以下

「特定継続世帯」という。）の数に4公の 1を乗じて得た数の合計数

を控除した数で除して得た額

ロ 特定世帯 イに定めるところにより算定した額に 2分の 1を乗じ

て得た額

公特定継続世帯 イに定めるところにより算定した額に 4分の 3を

乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、 1円未満の端数があ 2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未
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るときは、これを切り上げるものとする。 満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。

3 ［略］ 3 ［略］

（退職被保険者等に係る基礎賦課額）

第14条から第16条まで削陸 第14条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、その世

帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び披保険者均等割

額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計

額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、近

得割額及び披保険者均等割額の合算額の総額）とする2 この場合において、

その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

（退職被保険者等に係る基礎琶課額の近得割額の算定）

鐙15粂 前条の近得割額は旦退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額

等に、第13条の所得割の保険料率を乗じて算定する，



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定）

第16条 第14条の被保険者均等割額は、第13条の規定により算定した額と同

額とする。

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定）

第16条の 2 第14条の世帯別平等割額は、第 1号から第 3号までに掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ第 1号から第 3号までに定める額とする。

山次号又は第 3号に掲げる世帯以外の世帯 第13条第 1項第 3号イに

定めるところにより算定した額

図 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する法附則第 6条第 1項の規
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定による退職被保険者（以下「退職被保険者」という。）の属する世帯

であって特定月以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。） 第13条第 1項第 3号口に定める

ところにより算定した額

図特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。） 第13条第 1項第 3号ハに定めるところにより算定した額

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額）

第17条 第11条の基礎賦課額は、各年度において法第82条の 3第3項の規定 第17条 第11条又は第14条の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等と

による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令 が同一の世帯に属する場合には、第11条の基礎賦課額と第14条の基礎賦課

第29条の 7第2項第 9号に掲げる額を超えることができない。 額との合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24条第 1項において同

じ。）は、 650,000円を超えることができない。

（後期高齢者支援金等賦課総額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第17条の 2

24条の 4及び第24条の 5の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額

保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第24条、第

するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）の

総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第 1号に掲げ

る額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号において同じ。）
|
2
2
5
1
 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第 7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の 3第 1項、

第72条の 3の 2第 1項及び第72条の 3の 3第 1項の規定による繰入

金を除く。）の額

（後期高齢者支援金等賦課額）

第17条の 3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯

第17条の 2

等賦課額（第24条、第24条の 4及び第24条の 5の規定により後期高齢者支

保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金

援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することに

なる額を含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）

は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額を控除した

額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支

援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、

大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号にお

いて同じ。）

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第 9条第1項の

規定により読み替えられた、法第72条の 3第 1項、第72条の 3の2第

1項及び第72条の 3の 3第 1項の規定による繰入金を除く。）の額

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額）

第17条の 3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算 に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の

額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。 合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険

この場合において、その額に 1円末満の端数があるときは、これを切り捨 者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被

てる。 保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額）の合計額とす

る。この場合において、その額に100円末満の端数があるときは、これを

切り捨てる。

（後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定）

第17条の 4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年 第17条の 4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗 前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率
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じて算定する。 を乗じて算定する。

（後期高齢者支援金等賦課額の保険糾率） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率）

第17条の 5 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 第17条の 5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、

次のとおりとする。

山所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保 山所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の48.4に相当する額を

険料率における所得割の率 一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令

第29条の 7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康

保険法施行規則第32条の 9の2に規定する方法により補正された後の

金額とする。）の総額で除して得た数

盆被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦 盆被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の31に相当す

課額の保険料率における被保険者均等割の額 る額を当該年度の前年度及びその直前の 2箇年度の各年度における一

般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ (3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ

からハまでに定めるところにより算定した額 からハまでに定めるところにより算定した額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

エロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後 エロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢

期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 者支援金等賦課総額の100分の20.6に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の 2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世

帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に 2分の 1を乗じ

て得た数と特定継続世帯の数に 4分の 1を乗じて得た数の合計数を

控除した数で除して得た額

ロ・ノ‘ ［略］ ロ・ノ‘ ［略］

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、 1円未満の端数があ 2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位末

るときは、これを切り上げるものとする。 満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。
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3 ［略］ 3 ［略］

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額）

第17条の 6から第17条の 9まで削墜 第17条の 6 保険糾の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援

金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額

及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世

帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に

属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額）とする。

この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り

捨てる。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定）

第17条の 7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得

金額等に、第17条の 5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

（退職被保険者等に係る後期扁齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

算定）

第17条の 8 第17条の 6の被保険者均等割額は、第17条の 5の規定により算

定した額と同額とする。

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算

匡

第17条の 9 第17条の 6の世帯別平等割額は、第 1号から第 3号までに掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ第 1号から第 3号までに定める額とする。

山次号又は第 3号に掲げる世帯以外の世帯第17条の 5第 1項第 3号

イに定めるところにより算定した額
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凶 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後 5年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。） 第17条の 5第 1項第 3号口に

定めるところにより算定した額

③ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世

帯であって特定月以後 5年を経過する月の翌月から特定月以後 8年を

経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。） 第17条の 5第 1項第 3号ハに定めるところにより算定した

堕

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額）

第17条の10 第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度において法 第17条の10 第17条の 3又は第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額（一般

第82条の 3第 3項の規定による通知が行われた日において施行されてい 被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、第17条の 3

た国民健康保険法施行令第29条の 7第 3項第 8号に掲げる額を超えるこ の後期高齢者支援金等賦課額と第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額

とができない。 との合算額をいう。第19条第 3項、第20条及び第24条第 1項において同



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

|
2
2
9
1
 

（介護納付金賦課総額）

第17条の11 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第24条及び第24条の

5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) ［略］

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第 7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法第72条の 3第 1項及

び第72条の 3の3第 1項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課額）

第17条の12 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該枇帯に属する

介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額とする。この場合において、その額に 1円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てる。

じ。）は、 200,000円を超えることができない。

（介護納付金賦課総額）

第17条の11 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第24条及び第24条の

5の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、

その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) ［略］

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

イ 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

に係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の

額

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第 9条第 1項の

規定により読み替えられた法第72条の 3第 1項及び第72条の 3の 3

第 1項の規定による繰入金を除く。）の額

（介護納付金賦課額）

第17条の12 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する

介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額とする。この場合において、その額に100円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率）

第17条の14 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率 第17条の14 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率

は、次のとおりとする。 は、次のとおりとする。

山所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率に 山所得割 介護納付金賦課総額の100分の44.9に相当する額を介護納付

おける所得割の率 金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行

図被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保 令第29条の 7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健

険料率における被保険者均等割の額 康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金

額とする。）の総額で除して得た数
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盆被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の55.1に相当する額を

当該年度の前年度及びその直前の 2箇年度の各年度における介護納付

金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、 1円末満の端数があ 2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未

るときは、これを切り上げるものとする。 満の端数又は10円末満の端数があるときは、これを切り上げるものとす

る。

3 ［略］ 3 ［略］

（介護納付金賦課限度額） （介護納付金賦課限度額）

第17条の15 第17条の12の介護納付金賦課額は、各年度において法第82条の 第17条の15 第17条の12の介護納付金賦課額は、 170,000円を超えることが

3第 3項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健 できない。

康保険法施行令第29条の 7第 4項第 8号に掲げる額を超えることができ

なし‘。

（普通徴収に係る保険料の納期等） （普通徴収に係る保険料の納期等）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第19条［略］

［略］2
 

第19条［略］

［略］2
 

3 第 1項に規定する各納期の納付額は、当該年度における第11条の基礎賦

課額、第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額及び第17条の12の介護納付

金賦課額の合算額を同項に規定する納期の数で除して得た額とする。ただ

し、納期ごとの分割金額に100円末満の端数があるときは、その端数金額

は、全工最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 

（賦課期日後において納付義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の異動

［略］

|
2
3
1
|
 

等があった場合）

第20条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は 1世帯に属する被保

険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは 1世帯に属する被保険者が介

護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の 7の2第 2項に規定する

特例対象被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場

合における当該納付義務者に係る第11条の基礎賦課額（被保険者数が璽加

三若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被

保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合

における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）、第17条の 3の

後期高齢者支援金等賦課額（被保険者数が増加し、若しくは減少した場合

（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合

を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者

3 第 1項に規定する各納期の納付額は、当該年度における第11条若しくは

第14条の基礎賦課額、第17条の 3若しくは第17条の 6の後期高齢者支援金

等賦課額及び第17条の12の介護納付金賦課額の合算額を同項に規定する

納期の数で除して得た額とする。ただし、納期ごとの分割金額に100円未

満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納期に係る分割金

額に合算するものとする。

［略］4 

（賦課期日後において納付義務の発生若しくは消滅又は被保険者数の異動

等があった場合）

第20条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は 1世帯に属する被保

険者数が璽皿若しくは減少し、又は 1世帯に属する被保険者が介護納付金

賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若

しくは国民健康保険法施行令第29条の 7の2第 2項に規定する特例対象

被保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合におけ

る当該納付義務者に係る第11条若しくは第14条の基礎賦課額（被保険者数

が堕加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより

被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場

合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）、第17条の 3

若しくは第17条の 6の後期高齢者支援金等賦課額（被保険者数が増加若し

くは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数

が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

に係る世帯別平等割額を除く。）、第17条の12の介護納付金賦課額、第24 当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）又は第17条の12の介護納

条第 1項各号（同条第 3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場 付金賦課額又は第24条第 1項各号に定める額若しくは同条第 3項若しく

合を含む。次項において同じ。）に定める額、第24条の 4第 1項（同条第 は第4項の規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める額の

3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。） 算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しく

に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の 5を は減少した日（法第 6条第 1号から第8号までの規定のいずれかに該当し

乗じて得た額、第24条の 4第4項第 1号（同条第6項の規定により読み替 たことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月

えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に掲げる額、第24条の 5 の初日であるときに限り、その前日とする。）又は 1世帯に属する被保険

第 1項各号（同条第 3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合 者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者

を含む。次項において同じ。）に掲げる額又は同条第 5項各号（同条第 7 でなくなった日又は特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割
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項又は第 8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において をもつて行う。

同じ。）に掲げる額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被

保険者数が増加し、若しくは減少した日（法第 6条第 1号から第 8号まで

の規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合にお

いては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）

若しくは 1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若

しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険

者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務 2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務

者に係る第11条の基礎賦課額、第17条の 3の後期高齢者支援金等賦課額斗 者に係る第11条若しくは第14条の基礎賦課額、第17条の 3若しくは第17

第17条の12の介護納付金賦課額.:,__第24条第 1項各号に定める額、第24条の 条の 6の後期高齢者支援金等賦課額又は第17条の12の介護納付金賦課額

4第 1項に定める第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10 塁第24条第 1項各号に定める額若しくは同条第 3項若しくは第 4項の

分の 5を乗じて得た額、第24条の 4第4項第 1号に掲げる額、第24条の 5 規定により読み替えて準用する同条第 1項各号に定める額の算定は、その

第 1項各号に掲げる額又は同条第 5項各号に掲げる額の算定は、その納付 納付義務が消滅した日（法第 6条第 1号から第 8号までの規定のいずれか



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

義務が消滅した日（法第 6条第 1号から第 8号までの規定のいずれかに該

当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が

月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、

月割をもつて行う。

|
2
3
3
|
 

（低所得者の保険料の減額）

第24条 次の各号に該当する納付義務者に課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第11条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減

額して得た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合

には、同条に規定する金額）とする。

(1) ［略］

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項第

1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の場

合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減じ

た数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に295,000円に当該年

度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

もの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額

に該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した

日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）の属する月の前月ま

で、月割をもつて行う。

（低所得者の保険料の減額）

第24条 次の各号に該当する納付義務者に課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第11条又は第14条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定

める額を減額して得た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を

超える場合には、同条に規定する金額）とする。

(1) ［略］

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項第

1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の場

合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減じ

た数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に290,000円に当該年

度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する

もの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

イ・ロ

(3) 第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

［略］

|
2
3
4
|
 

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項

第 1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に545,000円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前 2号に該当す

るもの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

イ・ロ

のの数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額

［略］

2
 

［略］

3....  

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

金等賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の 3」と、 「第17条」と

あるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第 2項」とあるのは「第17

条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の12」と、 「第17条」とある

2
 

イ・ロ

(3) 第 1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の 2第 2項

第 1号に定める金額（納付義務者等のうち給与所得者等の数が 2以上の

場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から 1を減

じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額）に535,000円に当該

年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合

は、その発生した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前 2号に該当す

るもの以外のもの イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるも

イ・ロ

［略］

のの数を乗じて得た額と口に掲げる額とを合算した額

［略］

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第11条又は第14条」とあるのは「第17条の 3又は第17

条の 6」と、 「第17条」とあるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第

2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、 「第11条又は第14条」 とあるのは「第17条の12」と、 「第17



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

のは「第17条の15」

14第 2項」と読み替えるものとする。

と、第 2項中「第13条第 2項」

（末就学児の被保険者均等割額の減額）

第24条の 4 当該年度において、その世帯に 6歳に達する日以後の最初の 3

月31日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合（第

4項に規定する場合を除く。）における当該未就学児に係る当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、 10分の 5を乗じて得た額（当

|
2
3
5
|
 

2
 

とあるのは「第17条の

該額に端数がある場合は、第13条第 2項の規定の例により端数の切上げを

行った後の額とする。）を控除して得た額とする。

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第13条」とあるのは「第17条の 5」と、 「第13条第 2

とある項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項中「第13条第 3項」

のは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第24条の規定により保険料を減額するものとした納

付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第 1号に掲げる額から第 2号

に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第13条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率

2
 

条」 とあるのは「第17条の15」と、第 2項中「第13条第 2項」

「第17条の14第 2項」と読み替えるものとする。

に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 

とあるのは

（末就学児の被保険者均等割額の減額）

第24条の 4 当該年度において、その世帯に 6歳に達する日以後の最初の 3

月31日以前である被保険者（以下「末就学児」という。）がある場合（第

4項に規定する場合を除く。）における当該末就学児に係る当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額は、第13条又は第16条の基礎賦課額の被保

険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、 10分の 5を乗じ

て得た額（当該額に端数がある場合は、第13条第 2項の規定の例により端

数の切上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする。

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第13条又は第16条」とあるのは「第17条の 5又は第17

条の 8」と、 「第13条第 2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項

中「第13条第 3項」とあるのは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものと

する。

4 当該年度において、第24条の規定により保険料を減額するものとした納

付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該

年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第 1号に掲げる額から第 2号

第13条又は第16条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

に第24条第 1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲

げる割合を乗じて得た額（同条第 2項において読み替えて準用する第13

条第 2項の規定の滴用がある場合には、その滴用後の額）を控除して得

た額

［略］

5
 

(2) 

［略］

6 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

|
2
3
6
|
 

金等賦課額」と、 「第13条」とあるのは「第17条の 5」と、 「第13条第 2

とある項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項中「第13条第 3項」

のは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものとする。

（出産被保険者の保険料の減額）

第24条の 5 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第29条の 7第 5項第 8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）

がある場合（第 5項に規定する場合を除く。）における当該世帯の納付義

務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第11条の基礎賦

課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額（当該減額して

同条に規定する金額）得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、

とする。

(1) • (2) 

2
 

［略］

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

5
 

2
 

該保険料率に第24条第 1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項

各号イに掲げる割合を乗じて得た額（同条第 2項において読み替えて準

用する第13条第 2項の規定の適用がある場合には、その適用後の額）を

控除して得た額

(2) ［略］

［略］

6 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第13条又は第16条」とあるのは「第17条の 5又は第17

条の 8」と、 「第13条第 2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と、前項

中「第13条第 3項」とあるのは「第17条の 5第 3項」と読み替えるものと

する。

（出産被保険者の保険料の減額）

第24条の 5 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

令第29条の 7第 5項第 8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）

がある場合（第 5項に規定する場合を除く。）における当該世帯の納付義

務者に対して課する保険料の賦課額のうち某礎賦課額は、第11条又は第14

全の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得た額（当

該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、同条に規定

する金額）とする。

(1) • (2) ［略］

［略］

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） IH （現行）

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」

金等賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の 3」と、 「第17条」と

とあるのは「後期高齢者支援

あるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第 2項」とあるのは「第17

条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「規定する出産被保険者」とあるのは「規

定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。）」と、 「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17

条の12」と、 「第17条」とあるのは「第17条の15」と、第 2項中「第13

条第 2項」とあるのは「第17条の14第 2項」と読み替えるものとする。
|
2
3
7
|
 

5 当該年度において、第24条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額

後の第11条の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を減額して得

6
 

た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場合には、同

条に規定する金額）とする。

［略］(1) • (2) 

［略］

7 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」と、 「第11条」とあるのは「第17条の 3」と、 「第17条」と

あるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第 2項」とあるのは「第17

条の 6」と、 「第17条」とあるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第

2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

4 第 1項及び第 2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 1項中「規定する出産被保険者」とあるのは「規

定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。）」と、 「基礎賦

課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第11条又は第14条」とある

のは「第17条の12」と、 「第17条」とあるのは「第17条の15」と、第 2項

中「第13条第 2項」とあるのは「第17条の14第 2項」と読み替えるものと

する。

5 当該年度において、第24条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の

納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額

後の第11条又は第14条の基礎賦課額から、次の各号に掲げる額の合算額を

減額して得た額（当該減額して得た額が第17条に規定する金額を超える場

6
 

この場合において、第 1項中「基礎賦課額」

金等賦課額」と、 「第11条又は第14条」とあるのは「第17条の 3又は第17

合には、同条に規定する金額）

(1) • (2) ［略］

［略］

とする。

とあるのは「後期高齢者支援

7 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。

この場合において、第 5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援

金等賦課額」

条の 6」

と、 「第11条又は第14条」とあるのは「第17条の 3又は第17

と、 「第17条」とあるのは「第17条の10」と、前項中「第13条第



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

8 第 5項及び第 6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世

帯に出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。以下この項において

同じ。）」と、 「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第

11条」とあるのは「第17条の12」と、 「第17条」とあるのは「第17条の15」

と、第 6項中「第13条第 2項」とあるのは「第17条の14第2項」と読み替

えるものとする。

|
2
3
8
|
 

（保険料の督促）

第26条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しない場合においては、市

長は、納期限後30日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならな

し‘。

2
 

［略］

（延滞金）

第27条［略］

［略］2
 
3 市長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことに

ついて、規則で定めるやむを得ない理由があると認める場合は、第 1項に

規定する延滞金を減免することができる。

2項」とあるのは「第17条の 5第 2項」と読み替えるものとする。

8 第 5項及び第 6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第 5項中「世帯に出産被保険者」とあるのは「世

帯に出産被保険者（介護納付金賦課被保険者に限る。以下この項において

同じ。）」と、 「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、 「第

11条又は第14条」とあるのは「第17条の12」と、「第17条」とあるのは「第

17条の15」と、第 6項中「第13条第 2項」とあるのは「第17条の14第2項」

と読み替えるものとする。

（保険料の督促）

第26条 納付義務者が納期限までに保険料を納付しない場合においては、市

長は、納期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発しなければならな

し‘。

2
 

2
 

［略］

（延滞金）

第27条［略］

［略］

3 市長は、納付義務者が納期限までにその保険料を納付しなかったことに

ついてや砂を得ない理由があると認める場合は、第 1項に規定する延滞金

を減免することができる。

（保険料の減免）

［略］

（保険料の減免）

第29条 第29条 ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、規則で定める

やむを得ない理由があると認める場合を除き、納期限までに次に掲げる事

3
 

項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付

して、市長に提出しなければならない。

(1),......,(3) ［略］

［略］

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付

して、市長に提出しなければならない。

3
 

(1)"-'(3) 

［略］

［略］

|

2

3

9
ー



議案第 110 号

枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

次のとおり枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正するにつ

き、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 個人番号を利用することができる事務及び情報の範囲を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年枚方市条例第34号）の一

部を次のように改正する。

別表第 1の3の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」の次に「、法第 9条第 3項に規定する

戸籍関係情報」を加え、同表 8の項中「実施」の次に「、就労自立給付金の支給、進学準備給付金

の支給」を加え、 「又は地方税関係情報」を「、地方税関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関

係情報」に改め、同表21の項中「による保護に準じた措置」を「に準じた保護」に改め、 「実施」

の次に「、就労自立給付金の支給、進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施」を

加え、 「又は地方税関係情報」を「、地方税関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報」に

改め、同表に次のように加える。

22 市長 若者の入院に係る医療費に対す 医療保険給付関係情報、生活保護実施関係情

る補助金の交付に関する事務で 報、国民健康保険関係情報、公的給付支給等

あって規則で定めるもの 口座登録簿関係情報又は外国人生活保護実施

関係情報であって規則で定めるもの

附則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 110 号参考資料

枚方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

別表第 1 （第 3条関係） 別表第 1 （第 3条関係）

項 執行機関 事 務 特定個人情報 項 執行機関 事 務 特定個人情報

1 1 

削 削

除 除

|242| 

2 ［略］ ［略］ ［略］ 2 ［略］ ［略］ ［略］

3 ［略］ ［略］ 医療保険給付関係情報、身体 3 ［略］ ［略］ 医療保険給付関係情報、身体

障害者手帳関係情報、精神障 障害者手帳関係情報、精神障

害者保健福祉手帳関係情報、 害者保健福祉手帳関係情報、

生活保護実施関係情報、地方 生活保護実施関係情報、地方

税関係情報、国民健康保険関 税関係情報、国民健康保険関

係情報、児童扶養手当法（昭 係情報、児童扶義手当法（昭

和36年法律第238号）による児 和36年法律第238号）による児

童扶養手当の支給に関する情 童扶養手当の支給に関する情

報（以下「児童扶養手当関係 報（以下「児童扶養手当関係

情報」という。）、義育医療関 情報」という。）、養育医療関

係情報、後期高齢者医療給付 係情報、後期高齢者医療給付

等関係情報、中国残留邦人等 等関係情報、中国残留邦人等



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

支援給付関係情報、法第 9条

第 3項に規定する戸籍関係情

盤、公的給付支給等口座登録

簿関係情報又は外国人生活保

護実施関係情報であって規則

で定めるもの

支援給付関係情報、公的給付

支給等口座登録簿関係情報又

は外国人生活保護実施関係情

報であって規則で定めるもの

ヘ/

8
 

［略］

|
2
4
3
|
 

生活保護法による保

護の決定及び実施-肱

労自立給付金の支給、

進学準備給付金の支

鯰又は徴収金の徴収

に関する事務であっ

て規則で定めるもの

身体障害者手帳関係情報、精

神障害者保健福祉手帳関係情

報、地方税関係情報又は公的

給付支給等口座登録簿関係情

翌であって規則で定めるもの

8
 

［略］ 生活保護法による保

護の決定及び実施又

は徴収金の徴収に関

する事務であって規

則で定めるもの

身体障害者手帳関係情報、精

神障害者保健福祉手帳関係情

報又は地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの

21 ［略］ 生活に困窮する外国

人に対する生活保護

法に準じた保護の決

定及び実施、就労自立

給付金の支給、進学準

身体障害者手帳関係情報、精

神障害者保健福祉手帳関係情

報、地方税関係情報又は公的

給付支給等口座登録簿関係情

墨であって規則で定めるもの

21 ［略］ 生活に困窮する外国

人に対する生活保護

法による保護に準じ

た措置の決定及び実

施又は徴収金の徴収

身体障害者手帳関係情報、精

神障害者保健福祉手帳関係情

報又は地方税関係情報であっ

て規則で定めるもの



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

備給付金の支給、被保 に関する事務であっ

護者健康管理支援事 て規則で定めるもの

業の実施又は徴収金

の徴収に関する事務

であって規則で定め

るもの

22 直区 若者の入院に係る医 医療保険給付関係情報、生活

療費に対する補助金 保護実施関係情報、国民健康

|244| 

の交付に関する事務 保険関係情報、公的給付支給

であって規則で定め 等口座登録簿関係情報又は外

るもの 国人生活保護実施関係情報で

あって規則で定めるもの



議案第 111 号

枚方市基金条例の一部改正について

次のとおり枚方市基金条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条

第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市新型コロナウイルス感染症対策応援基金を廃止するため。
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枚方市条例第 号

枚方市基金条例の一部を改正する条例

枚方市基金条例（昭和59年枚方市条例第25号）の一部を次のように改正する。

別表 1の表枚方市新型コロナウイルス感染症対策応援基金の項を削る。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 111 号参考資料

枚方市基金条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

別表（第 1条関係）

1 特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てる基金

I 名 称 1 設僅の目的 I 
＼八ゾJへ／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼＼／＼／＼／／＼／＼／＼／ハ/¥／¥／＼／¥／へャ

枚方市国民健康保険

財政調整基金

|
2
4
7
|
 

［略］

枚方市まち・ひと・し

ごと創生基金

枚方市ひらかた万博

推進基金

枚方宿地区賑わい創

出基金

［略］

［略］

［略］

別表（第 1条関係）

1 特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てる基金

I 名 称 1 設置の目的 I 
＼へへ＼シヘJへ／＼／＼／＼べ＼／＼＼／＼／＼／＼ハいJへ / ¥ ／ ¥ / ¥ ¥ ¥ / ＼ ハ ▽ ハ ▽ ヘ ゾ ヘ ゾ ヘ / へ / ¥ / ＼ ／ J 

〉へ／＼／＼ヘゾ＼/'vへ／＼／▽へ／＼／▽へ／＼/vv V VV  VV  VV  vvい＇へ八ハハ／パ／いハハ，＼へへへ

枚方市国民健康保険 ［略］

財政調整基金

枚方市新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症対策に係る支援に

イルス感染症対策応 要する資金に充てるため。

援基金

枚方市まち・ひと・し ［略］

ごと創生基金

枚方市ひらかた万博 ［略］

推進基金

枚方宿地区賑わい創 ［略］

出基金



議案第 112 号

枚方市介護保険条例の一部改正について

次のとおり枚方市介護保険条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 保険料率を改定するため。
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枚方市条例第 号

枚方市介護保険条例の一部を改正する条例

枚方市介護保険条例（平成12年枚方市条例第17号）の一部を次のように改正する。

第 4条第 1項中「令和 3年度」を「令和 6年度」に、 「令和 5年度」を「令和 8年度」に改め、

同項第 1号中「35,400円」を「34,300円」に改め、同項第 2号中「49,600円」を「47,800円」に

改め、同項第 3号中「53,100円」を「52,000円」に改め、同項第 4号中「63,700円」を「67,800

円」に改め、同項第 5号中「70,800円」を「75,300円」に改め、同項第 6号中「81,400円」を

「86,600円」に改め、同号口中「又は第14号口」を「、第14号口、第15号口又は第16号口」に改

め、同項第 7号中「85,000円」を「90,400円」に改め、同号口中「又は第14号口」を「、第14号

ロ、第15号口又は第16号口」に改め、同項第 8号中「88,500円」を「94,100円」に改め、同号イ中

「200万円」を「210万円」に改め、同号口中「又は第14号口」を「、第14号口、第15号口又は第16

号口」に改め、同項第 9号中「106,200円」を「113,000円」に改め、同号イ中「200万円」を「210

万円」に、 「300万円」を「320万円」に改め、同号口中「又は第14号口」を「、第14号口、第15号

ロ又は第16号口」に改め、同項第10号中「109,800円」を「128,000円」に改め、同号イ中「300万

円」を「320万円」に、 「400万円」を「420万円」に改め、同号口中「又は第14号口」を「、第14

号口、第15号口又は第16号口」に改め、同項第11号中「123,900円」を「146,900円」に改め、同号

イ中「400万円」を「420万円」に、 「600万円」を「520万円」に改め、同号口中「又は第14号口」

を「、第14号口、第15号口又は第16号口」に改め、同項第12号中「131,000円」を「158,200円」に

改め、同号イ中「600万円」を「520万円」に、 「800万円」を「620万円」に改め、同号口中「又は

第14号口」を「、第14号口、第15号口又は第16号口」に改め、同項第13号中「148,700円」を

「169,500円」に改め、同号イ中「800万円」を「620万円」に、 「1,000万円」を「720万円」に改

め、同号口中「又は次号口」を「、次号口、第15号口又は第16号口」に改め、同項第14号中

「162,900円」を「173,200円」に改め、同号イ中「1,000万円」を「720万円」に、 「1,500万円」

を「820万円」に改め、同号口中「部分を除く。）」の次に「、次号口又は第16号口」を加え、同

項第15号中「177,100円」を「222,200円」に改め、同号を同項第17号とし、同項第14号の次に次の

2号を加える。

(15) 次のいずれかに該当する者 192,000円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が820万円以上1,000万円末満であ

る者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る

部分を除く。）又は次号口に該当する者を除く。）

(16) 次のいずれかに該当する者 207,100円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円末満で

ある者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
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ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る

部分を除く。）に該当する者を除く。）

第 4条第 2項中「令和 3年度」を「令和 6年度」に、 「令和 5年度」を「令和 8年度」に、

「21,200円」を「21,500円」に改め、同条第 3項中「21,200円」を「21,500円」に、 「31,900

円」を「32,800円」に改め、同条第 4項中「21,200円」を「21,500円」に、 「49,600円」を

「51,600円」に改める。

附則

1 この条例は、令和 6年4月 1日から施行する。

2 改正後の第 4条の規定は、令和 6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和 5年度以前

の年度分の保険料については、なお従前の例による。
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議案第 112 号参考資料

枚方市介護保険条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（保険料率）

第 4条 令和 6年度から令和 8年度までの各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第 1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」

39条第 1項第 1号に掲げる者 34,300円

(2) 令第39条第 1項第 2号に掲げる者

|
2
5
1
1
 

(3) 

(4) 

令第39条第 1項第 3号に掲げる者

令第39条第 1項第4号に掲げる者

(5) 75,300円

次のいずれかに該当する者 86,600円

イ［略］

令第39条第 1項第 5号に掲げる者

(6) 

47,800円

52,000円

67,800円

という。）第

（保険料率）

第 4条 令和 3年度から令和 5年度までの各年度における保険料率は、次

の各号に掲げる第 1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める

額とする。

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」

39条第 1項第 1号に掲げる者 35,400円

(2) 令第39条第 1項第 2号に掲げる者

令第39条第 1項第 3号に掲げる者(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

令第39条第 1項第4号に掲げる者

令第39条第 1項第 5号に掲げる者

49,600円

53,100円

63,700円

70,800円

次のいずれかに該当する者 81,400円

イ［略］

という。）第

ロ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第 6条第 2項に規定する要保

護者（以下「要保護者」という。）であって、その者が課される保

険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば同法第

2条に規定する保護（以下「保護」という。）を必要としない状態

となるもの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ (1)に係る部分を除

く。）、次号口、第 8号口、第 9号口、第10号口、第11号口、第12

号口、第13号口、第14号口、第15号口又は第16号口に該当する者を

除く。）

ロ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第 6条第 2項に規定する要保

護者（以下「要保護者」という。）であって、その者が課される保

険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば同法第

2条に規定する保護（以下「保護」という。）を必要としない状態

となるもの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除

く。）、次号口、第 8号口、第 9号口、第10号口、第11号口、第12

号口、第13号口又は第14号口に該当する者を除く。）

(7) 次のいずれかに該当する者 90,400円 (7) 次のいずれかに該当する者 85,000円



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 1日（現行）

イ ［略］ イ ［略］

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、 もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、

次号口、第 9 号口、第10号口、第11号口、第12号口、第13号ロ-~ 次号口、第 9 号口、第10号口、第11号口、第12号口、第13号口区~

14号口、第15号口又は第16号口に該当する者を除く。） 第14号口に該当する者を除く。）

(8) 次のいずれかに該当する者 94,100円 (8) 次のいずれかに該当する者 88,500円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が120万 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が120万

円以上210万円末満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当 円以上200万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

|252| 

しないもの しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、 もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、

次号口、第10号口、第11号口、第12号口、第13号口、第14号口、第 次号口、第10号口、第11号口、第12号口、第13号口又は第14号口に

15号口又は第16号口に該当する者を除く。） 該当する者を除く。）

(9) 次のいずれかに該当する者 113,000円 (9) 次のいずれかに該当する者 106,200円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が210万 イ 当該保険粋の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が凶止互

旦以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当 旦以上300万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、 もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、

次号口、第11号口、第12号口、第13号口、第14号口、第15号口又は 次号口、第11号口、第12号口、第13号口又は第14号口に該当する者



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 1日（現行）

第16号口に該当する者を除く。） を除く。）

Q0) 次のいずれかに該当する者 128,000円 (10) 次のいずれかに該当する者 109,800円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が320万 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が300万

旦以上420万円末満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当 巴以上400万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、 もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、

次号口、第12号口、第13号口、第14号口、第15号口又は第16号口に 次号口、第12号口、第13号口又は第14号口に該当する者を除く。）

該当する者を除く。）
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(11) 次のいずれかに該当する者 146,900円 (11) 次のいずれかに該当する者 123,900円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が竺立互 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が400万

旦以上520万円末満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当 旦以上600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号 ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、 もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、

次号口、第13号口、第14号口、第15号口又は第16号口に該当する者 次号口、第13号口又は第14号口に該当する者を除く。）

を除く。）

(12) 次のいずれかに該当する者 158,200円 (12) 次のいずれかに該当する者 131,000円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が泣正互 イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が600万

旦以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当 旦以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの しないもの



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 1日（現行）

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、

次号口、第14号口、第15号口又は第16号口に該当する者を除く。）

(13) 

|
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(14) 

次のいずれかに該当する者 169,500円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が620万

旦以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。） -'--

次号口、第15号口又は第16号口に該当する者を除く。）

次のいずれかに該当する者 173,200円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が720万

旦以上820万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当

しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）.:,__

次号口又は第16号口に該当する者を除く。）

⑮
-

次のいずれかに該当する者 192,000円

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が820万

(13) 

(14) 

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）、

次号口又は第14号口に該当する者を除く。）

次のいずれかに該当する者 148,700円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が800万

旦以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該

当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険粋の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）又

は次号口に該当する者を除く。）

次のいずれかに該当する者 162,900円

イ 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1,000

互旦以上1,500万円末満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの

ロ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

（同号イ(1)に係る部分を除く。）にもの（令第39条第 1項第 1号イ

該当する者を除く。）

円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。） 又

は次号口に該当する者を除く。）

⑯一 次のいずれかに該当する者 207,100円

工 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1000 

万円以上＿1_,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

|
2
5
5
1
 

該当しないもの

旦 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号

の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となる

もの（令第39条第 1項第 1号イ（同号イ(1)に係る部分を除く。）

該当＿ずる者を除く。）

に

前各号のいずれにも該当しない者 222,200円

2 前項第 1号に掲げる第 1号被保険者については、保険料の減額賦課を

閻―

行うものとし、その者の令和 6年度から令和 8年度までの各年度におけ

る保険料率は、同号の規定にかかわらず、 21,500円とする。

3 前項の規定は、第 1項第 2号に掲げる第 1号被保険者について準用す

る。この場合において、前項中「21,500円」とあるのは、 「32,800円」

と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第 1項第 3号に掲げる第 1号被保険者について準用

する。この場合において、第 2項中

旦Jと読み替えるものとする。

「21,500円」 とあるのは、 「51,600

匝前各号のいずれにも該当しない者 177,100円

2 前項第 1号に掲げる第 1号被保険者については、保険料の減額賦課を

行うものとし、その者の令和 3年度から令和 5年度までの各年度におけ

る保険料率は、同号の規定にかかわらず、 21,200円とする。

3 前項の規定は、第 1項第 2号に掲げる第 1号被保険者について準用す

る。この場合において、前項中「21,200円」とあるのは、 「31,900円」

と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第 1項第 3号に掲げる第 1号被保険者について準用

する。この場合において、第 2項中

旦」と読み替えるものとする。

「21,200円」 とあるのは、 「49,600



議案第 113 号

枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例等の一部を改正する等について

次のとおり枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例等の一部を改正する等につ

き、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 指定地域密着型サービスに関する基準等を変更するため。
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枚方市条例第 号

枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例等の一部を改正する等の条例

（枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例の一部改正）

第 1条 枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例（平成24年枚方市条例第46号）

の一部を次のように改正する。

第26条中「第 6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第 6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第36条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に

加え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されるこ

とを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該

当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

第53条中「第47条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとす

る。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第47条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第61条の 9中「第61条の 2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則

で定める」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身

体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとす

る。
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(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第61条の 2に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱

方針に基づき規則で定めるところによるものとする。

第61条の30中「第61条の22に規定する基本方針に基づき規則で定める」を「次の各号に掲げ

る」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第61条の22に規定する基本方針に基づき規則で定めるところ

によるものとする。

第68条第 2項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法

律第83号）附則第130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条

の規定による改正前の法第48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。）」を

「健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の法第

48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。

第73条中「第62条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものと

する。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第62条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第93条の 2第 1項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措

置を講じなければならない。

第109条の次に次の 1条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第109条の 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所

における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取り組みの促

進を図るため、規則で定めるところにより、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討しなけれ

ばならない。
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第125条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を削る。

第129条中第 3項を第 8項とし、第 2項を第 7項とし、第 1項の次に次の 5項を加える。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当た

っては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、利用者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出

なければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（以下

「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型イ

ンフルエンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症

をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について

協議を行わなければならない。

6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院し

た後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

第132条中「及び第107条」を「、第107条及び第109条の 2」に改める。

第152条中第 2項を第 7項とし、第 1項の次に次の 5項を加える。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定め

るに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならな

1,,ヽ

゜
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間

で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市

長に届け出なければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関

である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関

に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該

指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

第154条中「及び第102条」を「、第102条及び第109条の 2」に改める。

第171条の 2中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療

機関」を加え、同条に次の 1項を加える。

-259-



2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、 1年に 1

回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法

の変更を行わなければならない。

第172条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第178条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第 1項中「入院治療を必要とする入

所者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、 「協力病院」を「協力医療機関」

に改め、同条中第 2項を第 7項とし、第 1項の次に次の 5項を加える。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たって

は、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なけ

ればならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生

時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議

を行わなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着

型介護老人福祉施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

第183条中「及び第61条の17第 1項から第 4項まで」を「、第61条の17第 1項から第4項まで

及び第109条の 2」に改める。

第194条中第 5項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研

修を受講するよう努めなければならない。

第196条中「第 4項まで」の次に「、第109条の 2」を加える。

第203条に次の 1項を加える。

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定め

る措置を講じなければならない。

第210条中「及び第109条」を「、第109条及び第109条の 2」に改める。

（枚方市指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例の一部改正）

第 2条 枚方市指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例（平成24年枚方市条例

第47号）の一部を次のように改正する。

第12条第 2項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法

律第83号）附則第130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条

の規定による改正前の法第48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。）」を

「健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定による改正前の法第
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48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。

第35条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加

え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されること

を目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当

するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

第45条中「第 6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第 6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第57条第 1項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で

定める措置を講じなければならない。

第67条の次に次の 1条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第67条の 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資す

る取組の促進を図るため、規則で定めるところにより、当該指定介護予防小規模多機能型居宅

介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討しなければならない。

第84条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を削る。

第88条中第 3項を第 8項とし、第 2項を第 7項とし、第 1項の次に次の 5項を加える。

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定め

るに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならな

し‘
゜

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間

で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市

長に届け出なければならない。

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する
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医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関

（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に

規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規

定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなけれ

ばならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関

である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。

6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関

に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるよう努めな

ければならない。

第91条中「及び第65条」を「、第65条及び第67条の 2」に改める。

（枚方市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第 3条 枚方市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市条例第

45号）の一部を次のように改正する。

第29条中第 2項を第 7項とし、第 1項の次に次の 5項を加える。

2 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては、規則で定める

要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

3 軽費老人ホームは、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合

等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

4 軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法

律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指

定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第

二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければな

らない。

6 軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の

病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所

させることができるよう努めなければならない。

第30条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 軽費老人ホームは、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気通信回線

に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求め
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に応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公

衆の閲覧に供しなければならない。

第42条第 1項中「、交付」を削る。

（枚方市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第4条 枚方市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市条例第

46号）の一部を次のように改正する。

第27条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第 1項中「入院治療を必要とする入所

者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、 「協力病院」を「規則で定める要件

を満たす協力医療機関」に改め、同条中第 2項を第 6項とし、第 1項の次に次の 4項を加える。

2 養護老人ホームは、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合

等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

3 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法

律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指

定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第

二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければな

らない。

5 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の

病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該養護老人ホームに速やかに入所

させることができるよう努めなければならない。

（枚方市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第 5条 枚方市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市条

例第47号）の一部を次のように改正する。

目次中「第32条の 2」を「第32条の 3」に改める。

第23条の 2中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機

関」を加え、同条に次の 1項を加える。

2 特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、 1年に 1回以上、緊急

時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わ

なければならない。

第28条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第 1項中「入院治療を必要とする入所

者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、 「協力病院」を「規則で定める要件

を満たす協力医療機関」に改め、同条中第 2項を第 6項とし、第 1項の次に次の 4項を加える。

2 特別養護老人ホームは、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した

場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならな

し‘
゜
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3 特別養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協

定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエン

ザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 特別養護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当

該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

5 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所

者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速や

かに入所させることができるよう努めなければならない。

第 2章中第32条の 2の次に次の 1条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第32条の 3 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、規則で定めるところに

より、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員

の負担軽減に資する方策を検討しなければならない。

第41条中第 5項を第 6項とし、第 4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講する

よう努めなければならない。

第43条中「第32条の 2」を「第32条の 3」に改める。

第49条中「、第32条及び第32条の 2」を「及び第32条から第32条の 3まで」に改める。

第53条中「、第32条の 2」を「から第32条の 3まで」に改める。

（枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正）

第 6条 枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市条例第48号）の一部を次のように改正する。

第25条中「第 6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第 6条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第35条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下この条に
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おいて単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定訪問介護事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気通信

回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの

求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同

じ。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

第55条中「第49条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第49条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第73条中「第65条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第65条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第86条中「第81条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないもの

とする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第81条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第96条中「次の各号に掲げる者」を「医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士

（第 3号において「医師等」という。）」に、 「第91条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき規則で定める」を「次の各号に掲げる」に改め、同条各号を次のように改

める。

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとす
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る。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第91条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、医師等の区分に応じ規則で定めるところによるものとする。

第106条中「第100条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第100条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき規則で定めるところによるものとする。

第141条中「第137条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又

は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないもの

とする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第137条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき規則で定めるところによるものとする。

第156条第 2項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）」を「身体的拘束等」に改め、同条中第 5項を第 6項とし、第4項を第 5項とし、第 3

項の次に次の 1項を加える。

4 指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講

じなければならない。

第167条の次に次の 1条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第167条の 2 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所における業務

の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、規

則で定めるところにより、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討しなければならない。

第175条中第 5項を第 6項とし、第 4項を第 5項とし、第 3項の次に次の 1項を加える。

4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定め

る措置を講じなければならない。

第180条中第 5項を第 6項とし、第 4項の次に次の 1項を加える。
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5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。

第191条第 2号を削り、同条第 3号中「（前号に該当するものを除く。）」を削り、同号を同

条第 2号とし、同条第4号中「前 2号」を「前号」に改め、同号を同条第 3号とし、同条第 5号

を同条第4号とする。

第192条第 2号を削り、同条第 3号中「（前号に該当するものを除く。）」を削り、同号を同

条第 2号とし、同条第4号中「前 2号」を「前号」に改め、同号を同条第 3号とし、同条第 5号

を同条第4号とする。

第193条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、 「又は病院の老人性認知症疾患療養病棟

（健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令（平成23

年政令第375号）第 1条の規定による改正前の介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第 4条

第 2項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）」を削る。

第195条中第 5項を第 6項とし、第 4項を第 5項とし、第 3項の次に次の 1項を加える。

4 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める措置を講

じなければならない。

第203条第 2号中「若しくは」を「又は」に改め、 「又は老人性認知症疾患療養病棟を有する

病院」を削る。

第205条中「及び第167条」を「、第167条及び第167条の 2」に改める。

第208条中「ユニット型指定短期入所療養介護の」を「介護老人保健施設であるユニット型指

定短期入所療養介護の」に、 「には、次の各号に掲げるユニット型指定短期入所療養介護事業所

の種類の区分に応じ、当該各号に定める設備を規則で定める基準に従い備えなければならない」

を「の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする」に改め、同条各号

を削り、同条に次の 3項を加える。

2 療養病床を有する病院又は診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関

する基準は、次の各号に掲げる設備を有することとする。

(1) ユニット

(2) 廊下

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

3 前項の設備の基準は、規則で定める。

4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、法に規定

する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限

る。）を有することとする。

第210条中第 5項を第 6項とし、第 4項を第 5項とし、第 3項の次に次の 1項を加える。

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定め
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る措置を講じなければならない。

第215条中第 5項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を

受講するよう努めなければならない。

第216条中第 2号を削り、第 3号を第 2号とする。

第229条の次に次の 1条を加える。

（口腔衛生の管理）

第229条の 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図り、自立

した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じ

た口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

第235条中第 2項を第 7項とし、第 1項の次に次の 5項を加える。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっ

ては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、利用者の

病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出な

ければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項にお

いて「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感

染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならな

し‘。

5 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合

においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協

議を行わなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に入院した

後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定特定施

設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

第238条中「及び第160条」を「、第160条及び第167条の 2」に改める。

第256条中「第250条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保

護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第250条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき規則で定めるところによるものとする。
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第257条第 3項中「福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を行

い」を「モニタリングの結果を踏まえ」に改め、同項を同条第 5項とし、同条第 2項の次に次の

2項を加える。

3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、福祉用具貸与計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行うものとする。ただし、対象福祉用具

に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始

時から 6月以内に少なくとも 1回モニタリングを行い、その継続の必要性について検討を行う

ものとする。

4 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居

宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。

第262条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下

この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条中第 3項を第4項とし、第 2項の次に次の 1

項を加える。

3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気

通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第274条中「第267条に規定する基本方針に基づき規則で定める」を「次の各号に掲げる」に改

め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとす

る。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第267条に規定する基本方針に基づき規則で定めるところに

よるものとする。

第275条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、特

定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を

行うものとする。

（枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部改正）

第 7条 枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準を定める条例（平成25年枚方市条例第49号）の一部を次のように改正する。

第56条の 4の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下この

条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を「重
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要事項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事

項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的とし

て公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを

除く。以下同じ。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

第60条中「第49条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体

を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないものとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第49条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき規則で定めるところによるものとする。

第78条中第 8項を第10項とし、第 7項の次に次の 2項を加える。

8 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

9 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第88条中第 5項を第 7項とし、第4項の次に次の 2項を加える。

5 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

し‘。

6 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第97条中「次の各号に掲げる者」を「医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士

（第 3号において「医師等」という。）」に、 「第89条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき規則で定める」を「次の各号に掲げる」に改め、同条各号を次のように改

める。

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないも

のとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第89条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針

に基づき、医師等の区分に応じ規則で定めるところによるものとする。

第127条中第 5項を第 7項とし、第4項の次に次の 2項を加える。
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5 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならな

し‘
゜

6 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第138条第 1項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める

措置を講じなければならない。

第141条第 2項中「第 5条」を「第 5条第 1項」に改め、 「担当職員」の次に「及び同条第 2

項に規定する介護支援専門員」を加える。

第142条の次に次の 1条を加える。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第142条の 2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防短期入所生活介護事

業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促

進を図るため、規則で定めるところにより、当該指定短期入所生活介護事業所における利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討しなければなら

なVヽ。

第159条中第 5項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。

第175条第 2号を削り、同条第 3号中「（前号に該当するものを除く。）」を削り、同号を同

条第 2号とし、同条第 4号中「前 2号」を「前号」に改め、同号を同条第 3号とし、同条第 5号

を同条第4号とする。

第176条第 2号を削り、同条第 3号中「（前号に該当するものを除く。）」を削り、同号を同

条第 2号とし、同条第 4号中「前 2号」を「前号」に改め、同号を同条第 3号とし、同条第 5号

を同条第4号とする。

第177条中「、診療所」を「又は診療所」に改め、 「又は病院の老人性認知症疾患療養病棟

（健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令（平成23

年政令第375号）第 1条の規定による改正前の介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第 4条

第 2項に規定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）」を削る。

第179条に次の 1項を加える。

3 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、規則で定める

措置を講じなければならない。

第181条第 2号中「若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院」を「又は診

療所」に改める。

第183条中「及び第142条」を「、第142条及び第142条の 2」に改める。
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第193条中「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の」を「介護老人保健施設であるユニ

ット型指定介護予防短期入所療養介護の」に、 「には、次の各号に掲げるユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める設備を規則で定める基準に従

い備えなければならない」を「の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設として必

要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することと

する」に改め、同条各号を削り、同条に次の 3項を加える。

2 療養病床を有する病院又は診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

設備に関する基準は、次の各号に掲げる設備を有することとする。

(1) ユニット

(2) 廊下

(3) 機能訓練室

(4) 浴室

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

3 前項の設備の基準は、規則で定める。

4 介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は、

法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関するも

のに限る。）を有することとする。

第196条中第 5項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニット型施設の管理等に係

る研修を受講するよう努めなければならない。

第197条中第 2号を削り、第3号を第 2号とする。

第212条の次に次の 1条を加える。

（口腔衛生の管理）

第212条の 2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康の保持を図

り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状

態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。

第216条中第 2項を第 7項とし、第 1項の次に次の 5項を加える。

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定める

に当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、

利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に

届け出なければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関

（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に

規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規

定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなけれ
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ばならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関で

ある場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応に

ついて協議を行わなければならない。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指

定介護予防特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

第219条中「第56条の 4」の次に「から第56条の 8まで、第56条の10」を加え、 「（第56条の

9第 2項を除く。）」を削り、 「及び第141条の 2」を「、第141条の 2及び第142条の 2」に改

める。

第236条中「第56条の 4」の次に「から第56条の 8まで、第56条の10」を加え、 「（第56条の

9第2項を除く。）」を削り、 「第213条まで」を「第212条まで、第213条」に改める。

第248条の見出し中「掲示」を「掲示等」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下

この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を

「重要事項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条中第 3項を第 4項とし、第 2項の次に次の 1

項を加える。

3 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事

項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

第252条中「第239条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものと

する。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第239条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき規則で定めるところによるものとする。

第266条中「第256条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

る」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。

(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないも

のとする。

(2) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。

(3) 前 2号に掲げるもののほか、第256条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方

針に基づき規則で定めるところによるものとする。

第267条の見出し中「作成」を「作成等」に改め、同条に次の 1項を加える。
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3 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっ

ては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載し

た目標の達成状況の確認を行うものとする。

（枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正）

第 8条 枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成25年枚方市条例第50号）の一部を次のように改正する。

第26条の 2中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機

関」を加え、同条に次の 1項を加える。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、 1年に 1回以上、緊

急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行

わなければならない。

第27条ただし書中「同一敷地内にある」を削る。

第35条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第 1項中「入院治療を必要とする入所

者のために」を「入所者の病状の急変等に備えるため」に、 「協力病院」を「規則で定める要件

を満たす協力医療機関」に改め、同条中第 2項を第 6項とし、第 1項の次に次の 4項を加える。

2 指定介護老人福祉施設は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変し

た場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならな

"‘ ゜
3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種

協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエ

ンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。

次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、

当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけ

ればならない。

5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入

所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に

速やかに入所させることができるよう努めなければならない。

第36条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「協力病院」を「協力医療機関」に改

め、 「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第

2項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項

を加える。

3 指定介護老人福祉施設は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気通

信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆から

の求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）に
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より公衆の閲覧に供しなければならない。

第42条の 2の次に次の 1条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第42条の 3 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設における業務の効率化、介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、規則で定めるとこ

ろにより、当該指定介護老人福祉施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及

び職員の負担軽減に資する方策を検討しなければならない。

第54条中第 5項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講す

るよう努めなければならない。

（枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改

正）

第 9条 枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平

成25年枚方市条例第51号）の一部を次のように改正する。

第18条第 1項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。

第33条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第 1項中「協力病院」を「規則で定め

る要件を満たす協力医療機関」に改め、同条中第 2項を第 6項とし、第 1項の次に次の 4項を加

える。

2 介護老人保健施設は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場

合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

3 介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年

法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ

等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。次項

において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該

第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければ

ならない。

5 介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者

の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護老人保健施設に速やかに

入所させることができるよう努めなければならない。

第34条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「協力病院」を「協力医療機関」に改

め、 「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第

2項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項

を加える。

3 介護老人保健施設は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気通信回

線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求
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めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により

公衆の閲覧に供しなければならない。

第36条の次に次の 1条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第36条の 2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の効率化、介護サービス

の質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、規則で定めるところによ

り、当該介護老人保健施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負

担軽減に資する方策を検討しなければならない。

第51条中第 5項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよ

う努めなければならない。

（枚方市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例の一部改正）

第10条 枚方市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例（平成26年枚方市条例第52号）の一

部を次のように改正する。

第4条第 4項中「法第115条の46第 1項に規定する地域包括支援センター」を「地域包括支援

センター（法第115条の46第 1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。）」に、

「法第46条第 1項に規定する指定居宅介護支援事業者」を「指定居宅介護支援事業者（法第46条

第 1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）」に改める。

第 5条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者」に改め、 「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」を削り、同条に次の 1

項を加える。

2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、

指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を、規則で定める員数その他の基

準に従い置かなければならない。

第 6条中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指定介護予防支援事

業所」という。）」に改める。

第 7条第 2項中「あらかじめ」の次に「、利用申込者又はその家族に対し」を加え、同条第 3

項中「利用者又は」を「利用申込者又は」に改め、 「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事

業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては、介護支援専門員。以下この節及び次節に

おいて同じ。）」を加える。

第13条に次の 2項を加える。

2 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、利用者の

選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合に

は、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。

3 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用の額に係る

サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容

及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
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第14条中「前条」を「前条第 1項」に改める。

第15条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介護予防

支援事業者」に改める。

第24条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定介護予防支援事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気

通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆か

らの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）

により公衆の閲覧に供しなければならない。

第33条中第 6項を第 8項とし、第 5項の次に次の 2項を加える。

6 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

7 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

（枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正）

第11条 枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に

関する基準を定める条例（平成26年枚方市条例第54号）の一部を次のように改正する。

第 7条第 2項中「あらかじめ」の次に「、利用申込者又はその家族に対し」を加え、 「、前 6

月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介

護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪間介護等」とい

う。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前 6月間に当該指定居宅

介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数の

うちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたも

のが占める割合」を削り、同条中第 6項を第 7項とし、第 3項から第 5項までを 1項ずつ繰り下

げ、第 2項の次に次の 1項を加える。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又

はその家族に対し、前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス

計画の総数のうちに訪間介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項

において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める

割合及び前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置

付けられた訪間介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型

サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るよう努め

なければならない。

第16条中第 6項を第 8項とし、第 5項の次に次の 2項を加える。
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6 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。

7 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

第25条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「重要事項」の次に「（以下この条に

おいて単に「重要事項」という。）」を加え、同条第 2項中「前項に規定する事項」を「重要事

項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項を加える。

3 指定居宅介護支援事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気

通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆か

らの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）

により公衆の閲覧に供しなければならない。

（枚方市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第12条 枚方市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成30年

枚方市条例第 2号）の一部を次のように改正する。

第18条第 1項中「協力病院」を「協力医療機関」に改める。

第33条の見出しを「（協力医療機関等）」に改め、同条第 1項中「協力病院」を「規則で定め

る要件を満たす協力医療機関」に改め、同条中第 2項を第 6項とし、第 1項の次に次の 4項を加

える。

2 介護医療院は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の

対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

3 介護医療院は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第

114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医

療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。次項におい

て同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならない。

4 介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種

協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならな

vヽ
゜

5 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状

が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該介護医療院に速やかに入所させるこ

とができるよう努めなければならない。

第34条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条第 1項中「協力病院」を「協力医療機関」に改

め、 「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」を加え、同条第

2項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、 「同項」を「前項」に改め、同条に次の 1項

を加える。

3 介護医療院は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事項を電気通信回線に接
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続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応

じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければならない。

第39条の 2の次に次の 1条を加える。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討）

第39条の 3 介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ

の他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、規則で定めるところにより、当該介護医

療院における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討しなければならない。

第51条中第 5項を第 6項とし、第4項の次に次の 1項を加える。

5 ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努め

なければならない。

（枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部改

正）

第13条 枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例等の一部を改正する条例（令和

3年枚方市条例第11号）の一部を次のように改正する。

附則第 2項及び第 3項を次のように改める。

（虐待の防止に関する経過措置）

2 令和 9年 3月31日までの間、第 6条の規定による改正後の枚方市指定居宅サービス事業者の

指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下

「新居宅サービス等基準条例」という。）第 3条第 3項（新居宅サービス等基準条例第92条に

規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第41条の 2 （新居宅サ

ービス等基準条例第99条において準用する場合に限る。）並びに第 7条の規定による改正後の

枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準を定める条例（以下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第 3条第 3項（新介護

予防サービス等基準条例第90条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される

場合に限る。）及び第56条の10の2 （新介護予防サービス等基準条例第95条において準用する

場合に限る。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、 「講

じるよう努めなければ」とする。

（業務継続計画の策定等に関する経過措置）

3 令和 9年 3月31日までの間、新居宅サービス等基準条例第33条の 2 （新居宅サービス等基準

条例第99条において準用する場合に限る。）及び新介護予防サービス等基準条例第56条の 2の

2 （新介護予防サービス等基準条例第95条において準用する場合に限る。）の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、 「実施

しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、 「行うものとする」とあるのは

「行うよう努めるものとする」とする。
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（枚方市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止）

第14条 枚方市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25

年枚方市条例第52号）は、廃止する。

附則

（施行期日）

1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に

定める日から施行する。

(1) 第 6条中枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例第73条、第86条、第96条及び第141条の改正規定並びに

第 7条中枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例第78条、第88条、第97条及び第127条の改正規定 令和 6年 6月 1

日

(2) 第 1条中枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例第36条の改正規定（同条

に1項を加える部分に限る。）、第 2条中枚方市指定地域密着型介護予防サービスに関する基

準を定める条例第35条の改正規定（同条に 1項を加える部分に限る。）、第 3条中枚方市軽費

老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第30条の改正規定（同条に 1項を加える

部分に限る。）、第 6条中枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第35条の改正規定（同条に 1項を加える

部分に限る。）及び第262条の改正規定（同条中第 3項を第4項とし、第 2項の次に 1項を加

える部分に限る。）、第 7条中枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防

サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第56条の 4の改正規定（同条に 1項を加える

部分に限る。）及び第248条の改正規定（同条中第 3項を第 4項とし、第 2項の次に 1項を加

える部分に限る。）、第 8条中枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例第36条の改正規定（同条に 1項を加える部分に限る。）、第 9条中

枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例第34条の

改正規定（同条に 1項を加える部分に限る。）、第10条中枚方市指定介護予防支援等に関する

基準を定める条例第24条の改正規定（同条に 1項を加える部分に限る。）、第11条中枚方市指

定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定める条例第25条の改正規定（同条に 1項を加える部分に限る。）並びに第12条中枚方市介護

医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例第34条の改正規定（同条に

1項を加える部分に限る。） 令和 7年 4月 1日

（身体的拘束等の適正化に関する経過措置）

2 令和 7年 3月31日までの間、第 1条の規定による改正後の枚方市指定地域密着型サービスに関

する基準を定める条例（以下「新地域密着型サービス基準条例」という。）第93条の 2第 3項及
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び第203条第 3項、第 2条の規定による改正後の枚方市指定地域密着型介護予防サービスに関す

る基準を定める条例（以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第57条第 3

項、第 6条の規定による改正後の枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新居宅サービス等基準条例」

という。）第156条第 4項（新居宅サービス等基準条例第182条の 3及び第189条において準用す

る場合を含む。）、第175条第4項、第195条第 4項及び第210条第4項並びに第 7条の規定によ

る改正後の枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例（以下「新介護予防サービス等基準条例」という。）第138条第 3項

（新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の 3及び第173条において準用する場合を含

む。）及び第179条第 3項（新介護予防サービス等基準条例第198条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、 「講じるよう努

めなければ」とする。

（利用者等の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策の検討に関す

る経過措置）

3 令和 9年 3月31日までの間、新地域密着型サービス基準条例第109条の 2 （新地域密着型サー

ビス基準条例第132条、第154条、第183条、第196条及び第210条において準用する場合を含

む。）、新地域密着型介護予防サービス基準条例第67条の 2 （新地域密着型介護予防サービス基

準条例第91条において準用する場合を含む。）、第 5条の規定による改正後の枚方市特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新特別養護老人ホーム基準条例」と

いう。）第32条の 3 （新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用す

る場合を含む。）、新居宅サービス等基準条例第167条の 2 （新居宅サービス等基準条例第182

条、第182条の 3、第189条、第205条（新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合

を含む。）及び第238条において準用する場合を含む。）、新介護予防サービス等基準条例第142

条の 2 （新介護予防サービス等基準条例第161条、第166条の 3、第173条、第183条（新介護予防

サービス等基準条例第198条において準用する場合を含む。）及び第219条において準用する場合

を含む。）、第 8条の規定による改正後の枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例（以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。）第42

条の 3 （新指定介護老人福祉施設基準条例第56条において準用する場合を含む。）、第 9条の規

定による改正後の枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例（以下「新介護老人保健施設基準条例」という。）第36条の 2 （新介護老人保健施設基準

条例第53条において準用する場合を含む。）及び第12条の規定による改正後の枚方市介護医療院

の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護医療院基準条例」と

いう。）第39条の 3 （新介護医療院基準条例第53条において準用する場合を含む。）の規定の適

用については、これらの規定中「検討しなければ」とあるのは、 「検討するよう努めなければ」

とする。

（口i訊衛生の管理に関する経過措置）
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4 令和 9年 3月31日までの間、新居宅サービス等基準条例第229条の 2及び新介護予防サービス

等基準条例第212条の 2の規定の滴用については、これらの規定中「行わなければ」とあるの

は、 「行うよう努めなければ」とする。

（協力医療機関との連携に関する経過措置）

5 令和 9年 3月31日までの間、新地域密着型サービス基準条例第178条第 1項（新地域密着型サ

ービス基準条例第196条において準用する場合を含む。）、第 4条の規定による改正後の枚方市

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第27条第 1項、新特別養護老人ホーム

基準条例第28条第 1項（新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用

する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準条例第35条第 1項（新指定介護老人福祉施設

基準条例第56条において準用する場合を含む。）、新介護老人保健施設基準条例第33条第 1項

（新介護老人保健施設基準条例第53条において準用する場合を含む。）及び新介護医療院基準条

例第33条第 1項（新介護医療院基準条例第53条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、 「定めておくよう努めなけれ

ば」とする。
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議案第 113 号参考資料

枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例等の一部改正等について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

［枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例関係］ ［枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例関係］

（指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護の具体的取扱方針） （指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護の具体的取扱方針）

第26条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・ 第26条 定期巡回・随時対応型訪間介護看護従業者の行う指定定期巡回・

随時対応型訪間介護看護の方針は、次の各号に掲げるところによるもの 随時対応型訪間介護看護の方針は、第 6条に規定する基本方針及び前条

とする。 に規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る。

山 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得

|2831 

ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行ってはならないものとする。

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

図 前 2号に掲げるもののほか、第 6条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（掲示等） （掲示）

第36条 指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業者は、指定定期巡回・ 第36条 指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業者は、指定定期巡回・

随時対応型訪間介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定 随時対応型訪間介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込 期巡回・随時対応型訪間介護看護従業者の勤務の体制その他の利用巾込



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条におい 者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな

て単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 らない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、重要事項を記載し 2 指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業者は、前項に規定する事

た書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業所に備え付け、 皇を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪間介護看護事業所

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前璽の規 に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

定による掲示に代えることができる。 り、回璽の規定による掲示に代えることができる。

立指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、前 2

項の規定による掲示に加え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自

動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの

|284| 

求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当す

るものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

（指定夜間対応型訪間介護の具体的取扱方針） （指定夜間対応型訪間介護の具体的取扱方針）

第53条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針 第53条 夜間対応型訪間介護従業者の行う指定夜間対応型訪間介護の方針

は、次の各号に掲げるところによるものとする。 は、第47条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

き規則で定めるところによるものとする。

山指定夜間対応型訪間介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第47条に規定する基本方針及び前条に



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

規定する基本取認方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針） （指定地域密着型通所介護の具体的取扱方針）

第61条の 9 指定地域密着型通所介護の方針は、次の各号に掲げるところ 第61条の 9 指定地域密着型通所介護の方針は、第61条の 2に規定する基

によるものとする。 本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところに

よるものとする。

山 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。
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図前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第61条の 2に規定する基本方針及び前

条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものと

する。

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） （指定療養通所介護の具体的取扱方針）

第61条の30 指定療養通所介護の方針は、次の各号に掲げるところによる 第61条の30 指定療養通所介護の方針は、第61条の22に規定する基本方針

ものとする。 に基づき規則で定めるところによるものとする。

山 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急や砂を得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならないものとする。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

図― 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第61条の22に規定する基本方針に基づ

き規則で定めるところによるものとする。

（利用定員等）

［略］第68条

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス

|
2
8
6
1
 

（法第

41条第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型サービス、指定居宅介護支援（法第46条第 1項に規定する指定居

宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第53条第 1項に規定す

る指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防

サービス（法第54条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防支援（法第58条第 1項に

規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設若しくは堡

康保険法等の一部を改＿正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定

による改正前の法第48条第 1項第 3号に規定する指定介護療義型医療施

設の運営（第125条及び附則第 3項において「指定居宅サービス事業等」

という。）について、 3年以上の経験を有する者でなければならない。

（利用定員等）

［略］第68条

2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービス （法第

41条第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型サービス、指定居宅介護支援（法第46条第 1項に規定する指定居

宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第53条第 1項に規定す

る指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域密着型介護予防

サービス（法第54条の 2第 1項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビスをいう。以下同じ。）若しくは指定介護予防支援（法第58条第 1項に

規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設若しくは担

定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第83号）附則第130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第 1項第 3号に

規定する指定介護療養型医療施設をいう。）の運営（第125条及び附則第

3項において「指定居宅サービス事業等」

の経験を有する者でなければならない。

という。）について、 3年以上



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） （指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針）

第73条 指定認知症対応型通所介護の方針は、次の各号に掲げるところに 第73条 指定認知症対応型通所介護の方針は、第62条に規定する基本方針

よるものとする。 及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるも

のとする。

山 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

凶前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。
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⑪ 前 2号に掲げるもののほか、第62条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第93条の 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型 第93条の 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は 居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ 身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利

てはならない。 用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っては

ならない。

2 ［略］ 2 ［略］

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図る

ため、規則で定める措置を講じなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策の検討）

第109条の 2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機

能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上そ

の他の生産性の向上に資する取り組みの促進を図るため、規則で定める

ところにより、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討しなければならない。

|
2
8
8
1
 

（管理者による管理）

第125条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービ

ス、指定地域密着型サービス（サテライト型指定認知症対応型共同生活

介護事業所の場合は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について 3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同

生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の

提供に係る支援を行うものが提供する指定認知症対応型共同生活介護を

除く。）、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービ

スの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者で

あってはならない。ただし、

は、この限りでない。

当該共同生活住居の管理上支障がない場合

（管理者による管理）

第125条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービ

ス、指定地域密着型サービス（サテライト型指定認知症対応型共同生活

介護事業所の場合は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について 3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同

生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事

業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知

症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の

提供に係る支援を行うものが提供する指定認知症対応型共同生活介護を

除く。）、指定介護予防サービス若しくは指定地域密着型介護予防サービ

スの事業を行う事業所、病院、診療所又は社会幅祉施設を管理する者で

あってはならない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあ

ること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、この限り



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

でない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第129条 ［略］ 第129条 ［略］

旦 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医

療機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関

を定めるよう努めなければならない。

立指定認知症対応型共同生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協力医療

機関との間で〕利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するととも

に、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。
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4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の

患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に

規定する第二種協定指定医療機関（以下「第二種協定指定医療機関」と

いう。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエン

ザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定す

る新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努め

なければならない。

立 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定

指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との

間で〕新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならな

し‘゜
旦指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その

他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

となった場合においては、再び当該指定認知症対応型共同生活介護事業

所に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

7 ［略］ 2 ［略］

8 ［略］ 3 ［略］

（準用） （準用）

第132条第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、 第132条第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、

第36条から第38条まで、第40条、第42条から第43条まで、第61条の11、 第36条から第38条まで、第40条、第42条から第43条まで、第61条の11、

第61条の16、第61条の17第 1項から第 4項まで、第102条、第105条-笙 第61条の16、第61条の17第 1項から第4項まで、第102条、第105条及立
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107条及び第109条の 2の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業 第107条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用す

について準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。 る。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第152条 ［略］ 第152条 ［略］

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力

医療機関を定めるよう努めなければならない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、 1年に 1回以上、

協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

るとともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第二種協定指定医

療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めな

ければならない。



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

5
 

指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協ーカ医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

7
 

院が可能となった場合においては、再び当該指定地域密着型特定施設に

速やかに入居させることができるよう努めなければならない。

［略］ 2
 

［略］

|
2
9
1
|
 

（準用）

第154条第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、第36条から第40

条まで、第42条から第43条まで、第61条の11、第61条の15、第61条の16、

第61条の17第 1項から第4項まで、第102条及び第109条の 2の規定は、

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

場合において必要な読替えは、規則で定める。

この

（緊急時等の対応）

第171条の 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状

の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第156条第 1

号に掲げる医師及び協力医療機関の＿協力を得て、当該医師及び当該協力

医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておか

（準用）

第154条第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、第36条から第40

条まで、第42条から第43条まで、第61条の11、第61条の15、第61条の16、

第61条の17第 1項から第4項まで及び第102条の規定は、指定地域密着型

特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

要な読替えは、規則で定める。

この場合において必

（緊急時等の対応）

第171条の 2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、現に指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供を行っているときに入所者の病状

の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第156条第 1

号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定め

ておかなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

なければならない。

旦指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の

協力を得て、 1年に 1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行

い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければなら

ない。

（管理者による管理） （管理者による管理）

第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域 第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならな 密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならな

い。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない い。ただし、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない
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場合は、他の事業所、施設等（規則で定める施設を含む。）の職務（規則 場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等（規則で定める施設を含

で定める職務を除く。）に従事することができる。 む。）の職務（規則で定める職務を除く。）に従事することができる。

（協力医療機関等） （協力病院等）

第178条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備 第178条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所

えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。 者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

旦 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の規定に基づき協力医療機

関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定

めなければならない。

旦指定地域密着型介護老人福祉施設は、 1年に 1回以上、協力医療機関

との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

土指定地域密着型介護老人福祉施設は、第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めなければならな



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

し‘゜
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定

医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の

医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能とな

った場合においては、再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に速や

かに入居させることができるよう努めなければならない。

7 ［略］ 2 ［略］
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（準用） （準用）

第183条第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、 第183条第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、

第36条、第38条、第40条、第42条の 2、第43条、第61条の11、第61条の 第36条、第38条、第40条、第42条の 2、第43条、第61条の11、第61条の

15、第61条の17第 1項から第4項まで及び第109条の 2の規定は、指定地 15及び第61条の17第 1項から第4項までの規定は、指定地域密着型介護

域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において必要な 老人福祉施設について準用する。この場合において必要な読替えは、規

読替えは、規則で定める。 則で定める。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第194条 ［略］ 第194条 ［略］

2 ~4  ［略］ 2 ~4  ［略］

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型

施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ［略］ 5 ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（準用）

第196条第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、

第36条、第38条、第40条、第42条の 2、第43条、第61条の11、第61条の

15、第61条の17第 1項から第4項まで、第109条の 2、第158条から第160

条まで、第164条、第167条、第169条から第173条まで及び第177条から第

182条までの規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設につい

て準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

|
2
9
4
|
 2

 

（身体的拘束等の禁止）

［略］第203条

［略］

3 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

（準用）

第210条第11条から第15条まで、第22条、第24条、第30条、第34条の 2、

第36条から第40条まで、第42条から第43条まで、第61条の11、第61条の

13、第61条の16、第61条の17、第90条から第93条まで、第96条から第98

条まで、第100条、第101条、第103条から第107条まで、第109条及び第109

条の 2の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用

する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

（準用）

第196条第11条、第12条、第14条、第15条、第24条、第30条、第34条の 2、

第36条、第38条、第40条、第42条の 2、第43条、第61条の11、第61条の

15、第61条の17第 1項から第4項まで、第158条から第160条まで、第164

条、第167条、第169条から第173条まで及び第177条から第182条までの規

定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。

この場合において必要な読替えは、規則で定める。

（身体的拘束等の禁止）

［略］第203条

［略］2
 

（準用）

第210条第11条から第15条まで、第22条、第24条、第30条、第34条の 2、

第36条から第40条まで、第42条から第43条まで、第61条の11、第61条の

13、第61条の16、第61条の17、第90条から第93条まで、第96条から第98

条まで、第100条、第101条、第103条から第107条まで及び第109条の規定

は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。

合において必要な読替えは、規則で定める。

この場



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

［枚方市指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例関

係］

（利用定員等）

［略］第12条

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービ

|
2
9
5
|
 

ス（法第41条第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、

指定地域密着型サービス（法第42条の 2第 1項に規定する指定地域密着

型サービスをいう。以下同じ。）、指定居宅介護支援（法第46条第 1項に

規定する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第53条

第 1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第58条第 1項に

規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設若しくは雙

康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）第26条の規定

による改正前の法第48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養型医療施

設の運営（第84条及び附則第 3項において「指定居宅サービス事業等」

という。）について、 3年以上の経験を有する者でなければならない。

（掲示等）

第35条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防

認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用巾込者のサービ

［枚方市指定地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例関

係］

（利用定員等）

［略］第12条

2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定居宅サービ

ス（法第41条第 1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。）、

指定地域密着型サービス（法第42条の 2第 1項に規定する指定地域密着

型サービスをいう。以下同じ。）、指定居宅介護支援（法第46条第 1項に

規定する指定居宅介護支援をいう。）、指定介護予防サービス（法第53条

第 1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。）、指定地域

密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援（法第58条第 1項に

規定する指定介護予防支援をいう。）の事業又は介護保険施設若しくは崖

定介護療義型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第83号）附則第130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有する

ものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第 1項第 3号に

規定する指定介護療養型医療施設をいう。）の運営（第84条及び附則第 3

項において「指定居宅サービス事業等」

経験を有する者でなければならない。

という。）について、 3年以上の

（掲示）

第35条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、介護予防

認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービ



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

スの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重 スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

要事項」という。）を掲示しなければならない。

2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、重要事項を記載した書 2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を

面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、 記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付

これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、薗墨の規定によ け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、回璽

る掲示に代えることができる。 の規定による掲示に代えることができる。

立指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、前2項の

規定による掲示に加え、重要事項を電気通信回線に接麓して行う自動公

衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求め
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に応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するも

のを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） （指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針）

第45条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、次の各号に掲げる 第45条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は、第 6条に規定する

ところによるものとする。 基本方針及び前条に規定する基本取返方針に基づき規則で定めるところ

によるものとする。

山指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体的拘束等」という，）を行ってはならないものとする。

盆前号の身体的拘束等を行う場合には3 その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに竪急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

凶前2号に掲げるもののほか、第 6条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第57条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小 第57条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定介護予防小

規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者 規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的 等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的

拘束等を行ってはならない。 拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。
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2 ［略］ 2 ［略］

3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正

化を図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策の検討）

第67条の 2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サー

ビスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、

規則で定めるところにより、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の

負担軽減に資する方策を検討しなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

|

2

9

8
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（管理者による管理）

第84条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービ

ス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着

型介護予防サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所の場合は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について 3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対し

て指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの

が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）の事業を行

う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはなら

ない。ただし、当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、

でない。

（協力医療機関等）

［略］

この限り

第88条

2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づ

き協力医療機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力

医療機関を定めるよう努めなければならない

3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、 1年に 1回以上、

協力医療機関との間で 利用者の病状が急変した場合等の対応を確認す

（管理者による管理）

第84条 共同生活住居の管理者は、同時に介護保険施設、指定居宅サービ

ス、指定地域密着型サービス、指定介護予防サービス若しくは地域密着

型介護予防サービス（サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活

介護事業所の場合は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福

祉に関する事業について 3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対

応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対し

て指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの

が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。）の事業を行

う事業所、病院、診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはなら

ない。ただし、これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等によ

旦当該共同生活住居の管理上支障がない場合は、

第88条

この限りでない。

（協力医療機関等）

［略］

るとともに協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条

第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定

指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する

新型インフルエンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同

条第 9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の

対応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第

二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療

機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ
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ばならない。

立指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療

機関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退

院が可能となった場合においては、再び当該指定介護予防認知症対応型

共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるよう努めなけれ

ばならない。

7 ［略］ 2 ［略］

8 ［略］ 3 ［略］

（準用） （準用）

第91条第14条、第15条、第17条、第18条、第26条、第27条、第29条、第 第91条第14条、第15条、第17条、第18条、第26条、第27条、第29条、第

31条の 2、第34条から第37条まで、第39条から第42条まで（第40条第 5 31条の 2、第34条から第37条まで、第39条から第42条まで（第40条第 5

項及び第41条第4項を除く。）、第60条、第63条、第65条及び第67条の 2 項及び第41条第4項を除く。）、第60条、第63条及び第65条の規定は、指



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用 定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場

する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。 合において必要な読替えは、規則で定める。

［枚方市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例関係］ ［枚方市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例関係］

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第29条 ［略］ 第29条 ［略］

2 軽費老人ホームは、前項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当た

っては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めなけ

ればならない。
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3 軽費老人ホームは、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名

称等を'市長に届け出なけれぱならない〇

土軽費老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指

定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなけ

ればならない。

立軽費老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場

合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。

旦軽費老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院し



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

た後に、当該入所者の病状が軽央し、退院が可能となった場合において

は、再び当該軽費老人ホームに速やかに入所させることができるよう努

7
 

めなければならない。

［略］

（掲示等）

第30条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営

規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重

|
3
0
1
1
 

要事項」という。）を掲示しなければならない。

2 軽費老人ホームは、重要事項を記載した書面を当該軽費老人ホームに

備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、

煎璽の規定による掲示に代えることができる。

3 軽費老人ホームは、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重

要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接

受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲

覧に供しなければならない。

（電磁的記録等）

第42条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、保存その他これらに類す

るもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識する

ことができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条に

2
 

［略］

（掲示）

第30条 軽費老人ホームは、当該軽費老人ホームの見やすい場所に、運営

規程の概要、職員の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 軽費老人ホームは、前項に規定する事項を記載した書面を当該軽費老

人ホームに備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させる

ことにより、回璽の規定による掲示に代えることができる。

（電磁的記録等）

第42条 軽費老人ホーム及びその職員は、作成、交付、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認

識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

おいて同じ。）で行うことが規定されているもの又は想定されるもの（次 の条において同じ。）で行うことが規定されているもの又は想定されるも

項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る の（次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面

電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報 認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 る情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

2 ［略］ 2 ［略］

［枚方市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例関係］ ［枚方市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例関係］

（協力医療機関等） （協力病院等）

|302| 

第27条 養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あらか 第27条 養護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、あら

じめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めておかなければな かじめ、協力病院を定めておかなければならない。

らなし‘。

2 養護老人ホームは、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者

の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名

称等を、市長に届け出なければならない。

3 養護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指

定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間

で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなけ

ればならない。

4 義護老人ホームは、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

合においては、 当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。

5 養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院し

た後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努

6
 

めなければならない。

［略］

|
3
0
3
1
 

［枚方市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例関

係］

目次

第 1章

第 2章

第 3章

第 4章

第 5章

第 6章

附則

［略］

設備及び運営に関する基準（第4条一第32条の 3)

［略］

［略］

［略］

［略］

（緊急時等の対応）

第23条の 2 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者

の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第12

条第 2号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当

2
 

［略］

［枚方市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例関

係］

目次

第 1章

第 2章

第 3章

第 4章

第 5章

第 6章

附則

［略］

設備及び運営に関する基準（第4条一第32条の 2)

［略］

［略］

［略］

［略］

（緊急時等の対応）

第23条の 2 特別養護老人ホームは、現に処遇を行っているときに入所者

の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第12

条第 2号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） I日（現行）

該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定め を定めておかなければならない。

ておかなければならない。

旦特別養護老人ホームは、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、

1年に 1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応

じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

（協力医療機関等） （協力病院等）

第28条 特別養護老人ホームは、入所者の病状の急変等に備えるため、あ 第28条 特別餐護老人ホームは、入院治療を必要とする入所者のために、

らかじめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めておかなけれ あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

|304| 

ばならない。

旦特別養護老人ホームは、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入

所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関

の名称等を、市長に届け出なければならない。

旦 特別義護老人ホームは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協

定指定医療機関（次項において「第―種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染

症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努め

なければならない。

土特別養護老人ホームは、協力医療機関が第―種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

5 特別養護老人ホームは、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入

院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合にお

いては、再び当該特別義護老人ホームに速やかに入所させることができ

るよう努めなければならない。

6 ［略］ 2 ［略］

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策の検討）

第32条の 3 特別養護老人ホームは、当該特別養護老人ホームにおける業

務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取

|3051 

組の促進を図るため、規則で定めるところにより、当該特別養護老人ホ

ームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負

担軽減に資する方策を検討しなければならない。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第41条 ［略］ 第41条 ［略］

2 ~4  ［略］ 2 ~4  ［略］

5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等

に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ［略］ 5 ［略］

（準用） （準用）

第43条 第4条から第 7条まで、第 9条、第10条、第13条から第15条まで、 第43条 第4条から第 7条まで、第 9条、第10条、第13条から第15条まで、



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第19条、第21条から第24条まで、第25条の 2及び第27条から第32条の 3

までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。

場合において必要な読替えは、規則で定める。

この

（準用）

第49条 第4条から第10条まで、第13条から第16条まで、第18条から第30

条まで及び第32条から第32条の 3までの規定は、地域密着型特別養護老

人ホームについて準用する。

定める。

|
3
0
6
|
 

この場合において必要な読替えは、規則で

（準用）

第53条第4条から第 7条まで、第 9条、第10条、第13条から第15条まで、

第19条、第21条から第24条まで、第25条の 2、第27条から第30条まで、

第32条から第32条の 3まで、第34条、第35条、第37条、第39条から第42

条まで及び第48条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム

について準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

［枚方市指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例関係］

（指定訪問介護の具体的取扱方針）

第25条 訪間介護員等の行う指定訪間介護の方針は、次の名号△に掲げると

ころによるものとする。

第19条、第21条から第24条まで、第25条の 2及び第27条から第32条の 2

までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。

場合において必要な読替えは、規則で定める。

この

（準用）

第49条 第4条から第10条まで、第13条から第16条まで、第18条から第30

条まで、第32条及び第32条の 2の規定は、地域密着型特別義護老人ホー

ムについて準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

（準用）

第53条 第4条から第 7条まで、第 9条、第10条、第13条から第15条まで、

第19条、第21条から第24条まで、第25条の 2、第27条から第30条まで、

第32条、第32条の 2、第34条、第35条、第37条、第39条から第42条まで

及び第48条の規定は、ユニット型地域密溶型特別養護老人ホームについ

て準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

［枚方市指定居宅サービス事業者の指定拉びに指定居宅サービス等の事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例関係］

（指定訪間介護の具体的取扱方針）

第25条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、第 6条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところに

よるものとする。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

山 指定訪間介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急や砂を得ない場合を除き、身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならないものとする。

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第 6条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

|307| 

（掲示等） （掲示）

第35条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の見やすい場所に、 第35条 指定訪問介護事業者は、指定訪間介護事業所の見やすい場所に、

運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサー 運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重 ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

要事項」という。）を掲示しなければならない。

2 指定訪間介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護 2 指定訪問介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指

事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ 定訪間介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲

とにより、肌璽の規定による掲示に代えることができる。 覧させることにより、回皇の規定による掲示に代えることができる。

3 指定訪間介護事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、

重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直

接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行

うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。）に
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新（改正後） 旧（現行）

より公衆の閲覧に供しなければならない。

（指定訪間入浴介護の具体的取扱方針） （指定訪問入浴介護の具体的取扱方針）

第55条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪間入浴介護の方針は、次の各号 第55条 訪間入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は、第49条に

に掲げるところによるものとする。 規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定め

ゑところによるものとする。

山 指定訪間入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならないものとする。

|3081 

図前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに堅急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第49条に規定する某本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（指定訪間看護の具体的取扱方針） （指定訪問看護の具体的取扱方針）

第73条 看護師等の行う指定訪間看護の方釘は、次の各号に掲げるところ 第73条 看護師等の行う指定訪間看護の方針は、第65条に規定する基本方

によるものとする。 針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによる

ものとする。

山 指定訪間看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないものとする。
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盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第65条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（指定訪間リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定訪間リハビリテーションの具体的取扱方針）

第86条 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の行う指定訪問リハビリ 第86条 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の行う指定訪問リハビリ

テーションの方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。 テーションの方針は、第81条に規定する基本方針及び前条に規定する基

|3091 

本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとする。

山 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

③ 前2号に掲げるもののほか、第81条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（指定居宅療簑管理指導の具体的取扱方針） （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針）

第96条 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士（第 3号に 第96条 次の各号に掲げる者の行う指定居宅療養管理指導の方針は、第~



主要な改正部分の新l日対照表

新（改正後） 旧（現行）

おいて「医師等」という。）の行う指定居宅療養管理指導の方針は、送竺 条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で

各号に掲げるところによるものとする。 定めるところによるものとする。

山 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利 山医師又は歯科医師

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、 盆 薬 剤 師

身体的拘束等を行ってはならないものとする。 図歯科衛生士又は管理栄養士

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第91条に規定する基本方針及び前条に

|310| 

規定する基本取扱方針に基づき、医師等の区分に応じ規則で定めると

ころによるものとする。

（指定通所介護の具体的取扱方針） （指定通所介護の具体的取扱方針）

第106条 指定通所介護の方針は、次の各号に掲げるところによるものとす 第106条 指定通所介護の方針は、第100条に規定する基本方針及び前条に

る。 規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとする。

山指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならないものとする。

図前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凸 前2号に掲げるもののほか、第100条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

る
゜

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第141条 指定通所リハビリテーションの方針は、次の各号に掲げるところ

によるものとする。

るものとする。

山指定通所リハビリテーションの提供に当たっては、

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を

当該到用者又は

除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

|
3
1
1
|
 

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

③ 前 2号に掲げるもののほか、第137条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定め＿るところによるものとす

る
゜

（指定短期入所生活介護の取扱方針）

［略］第156条

2 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当た

っては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

3
 

［略］

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

第141条 指定通所リハビリテーションの方針は、第137条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによ

（指定短期入所生活介護の取扱方針）

［略］第156条

2 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当た

3
 

っては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体的拘束等」

［略］

という。）を行ってはならない。



主要な改正部分の新l日対照表

新（改正後） 旧（現行）

4
 

指定短期入F生活介護事業者は、身体的拘束等の滴正ヒを図るため

5
-
6
 

規則で定める措習を講じなければならない。

［略］

［略］

4
-
5
 

［略］

［略］

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職ノの 担軽減に資

する方策の検討）

|
3
1
2
1
 

第167条の 2 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所生活介護

事業所における業務の効率化 介護サービスの質の向上その他の生産性

の向上に資する取組の促進を図るため、規則で定めるところにより、当

該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービ

スの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討しなければならな

し‘
゜

（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第175条

2 • 3 

［略］

［略］

土 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の滴正化を

5
-
6
 

図るため 規則で定める措置を講じなければならない。

［略］

［略］

（勤務体制の確保等）

（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第175条

2 • 3 

［略］

［略］

4
-
5
 

［略］

［略］

（勤務体制の確保等）



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

第180条

2 ~ 4 

［略］

［略］

第180条

2 ~4  

［略］

［略］

5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は、＿竺ニット型施設

6
 

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない

［略］

|
3
1
3
1
 

第191条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養

介護事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所

療養介護事業所」という。）ごとに、次の各号に掲げる指定短期入所療養

介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める従業者（以下「短期

入所療養介護従業者」という。）を規則で定める員数その他の基準に従い

置かなければならない。

(1) ［略］

凶療義病床（医療法（昭和23年法律第205号）第 7条第 2項第4号に規

定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同

5
 

［略］

第191条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養

介護事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所

療養介護事業所」という。）ごとに、次の各号に掲げる指定短期入所療養

介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める従業者（以下「短期

入所療養介護従業者」という。）を規則で定める員数その他の基準に従い

罹かなければならない。

(1) ［略］

盆健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第

130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第26条の規定による改正前の法（以下「平成18年旧介護保険法」と

いう。）第48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養型医療施設（以下

「指定介護療養型医療施設」という。）である指定短期入所療養介護事

皇医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法

士及び栄養士

凶療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第 7条第 2項第4号に規

定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指

定短期入所療養介護事業所（前号に該当するものを除く。） 医師、薬



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

法に規定する看護補助者をいう。）、理学療法士又は作業療法士及び栄

養士

凶診療所である指定短期入所療養介護事業所（煎旦：に該当するものを

除く。） 看護職員又は介護職員

出［略］

第192条 指定短期入所療養介護事業所には、次の各号に掲げる指定短期入

所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める設備を規則で

定める基準に従い備えなければならない。

(1) ［略］

|
3
1
4

ー

盆療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業

所 医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要と

される設備

凶診療所である指定短期入所療養介護事業所（肌豆に該当するものを

除く。） 浴室、機能訓練を行うための場所及び規則で定める床面積を

有する病室

出［略］

（対象者）

剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、理

学療法士又は作業療法士及び栄養士

凶診療所である指定短期入所療養介護事業所（前 2号に該当するもの

を除く。） 看護職員又は介護職員

固［略］

第192条 指定短期入所療養介護事業所には、次の各号に掲げる指定短期入

所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める設備を規則で

定める基準に従い備えなければならない。

(1) ［略］

盆指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所 疇

18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として必要とさ

れる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（枚方市指定介護療養

型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25

年枚方市条例第52号） 40条に規定するユニット型指定介護療養型医

療施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）

固療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業

所（前号に該当するものを除く。） 医療法に規定する療養病床を有す

る病院又は診療所として必要とされる設備

出診療所である指定短期入所療養介護事業所（前 2号に該当するもの

を除く。） 浴室、機能訓練を行うための場所及び規則で定める床面積

を有する病室

固［略］

（対象者）



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

第193条

状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、

又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一

指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病

時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他

必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しく

は介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短

期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供す

るものとする。

|
3
1
5
1
 

5
-
6
 

（指定短期入所療養介護の取扱方針）

［略］第195条

2 • 3 ［略］

4 指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

規則で定める措置を講じなければならない。

［略］

［略］

（定員の遵守）

第203条 指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる指定短期入所

第193条

状により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、

又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一

4
-
5
 

指定短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若しくは病

時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他

必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設若しく

は介護医療院の療餐室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指定短期

入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟ーー（健

康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政合の整理に

関する政令（平成23年政令第375号）第 1条の規定による改正前の介護保

険法施行令（平成10年政令第412号）第4条第 2項に規定する病床により

構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定短期入所療養介護を提

供するものとする。

（指定短期入所療養介護の取扱方針）

［略］第195条

2 • 3 

［略］

［略］

［略］

（定員の遵守）

第203条 指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる指定短期入所



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

|
3
1
6
1
 

療養介護事業所の種類の区分に応じ、規則で定める定員を超える数の利

用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介

護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第175条に規定する指定介護

予防短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定

短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予

防サービス等基準条例第174条に規定する指定介護予防短期入所療養介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又

は指定介護予防短期入所療義介護の利用者）に対して同時に指定短期入

所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得

ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ［略］

(2) 療養病床を有する病院区且診療所である指定短期入所療養介護事業

所

(3) • (4) 

（準用）

［略］

第205条第11条から第15条まで、第17条、第18条、第21条、第23条、第28

条、第33条の 2、第35条、第36条、第38条から第42条まで（第40条第 2

項を除く。）、第57条、第109条、第111条、第145条、第153条、第154条第

2項、第167条及び第167条の 2の規定は、指定短期入所療養介護の事業

について準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

療義介護事業所の種類の区分に応じ、規則で定める定員を超える数の利

用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介

護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第175条に規定する指定介護

予防短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、指定

短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護（指定介護予

防サービス等基準条例第174条に規定する指定介護予防短期入所療養介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定短期入所療養介護又

は指定介護予防短期入所療養介護の利用者）に対して同時に指定短期入

所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得

ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ［略］

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院である指定短期入所療義介護事業所

(3) • (4) ［略］

（準用）

第205条第11条から第15条まで、第17条、第18条、第21条、第23条、第28

条、第33条の 2、第35条、第36条、第38条から第42条まで（第40条第 2

項を除く。）、第57条、第109条、第111条、第145条、第153条、第154条第

2項及び第167条の規定は、指定短期入所療養介護の事業について準用す

る。この場合において必要な読替えは、規則で定める。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第208条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護の事 第208条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニッ

業を行う者（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業者」という。） ト型指定短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短期入所療養介護事業 下「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」という。）には、次の各号

所」という。）の設備に関する基準は、法に規定する介護老人保健施設と に掲げるユニット型指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、

して必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関する 当該各号に定める設備を規則で定める基準に従い備えなければならな

ものに限る。）を有することとする。 し‘
―° 
山介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユ

ニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）

盆 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事

|317| 

睾豆平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設とし

て必要とされる設備（ユニット型指定介護療義型医療施設に関するも

のに限る。）

凶療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業

直 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を

有する病院に限る。）に関するものに限る。）

出療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事

墜匝平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設とし

て必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療義病床

を有する診療所に限る。）に関するものに限る。）

図介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所介護医

療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療院に関す



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

るものに限る。）

2 療養病床を有する病院又は診療所であるユニット型指定短期入所療養

介護事業所の設備に関する基準は、次の各号に掲げる設備を有ずること

とする。

山

図

③
-
囚
-
固
-

|
3
1
8
1
 

5
-
6
 

ユニット

痙

機能訓練室

疇

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

旦前項の設備の基準は、規則で定める。

4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所の設備に関

する基準は、法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備

を有することとする。（ユニット型介護医療院に関するものに限る。）

（指定短期入所療養介護の取扱方針）

第210条

2 • 3 

［略］

［略］

4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を

図るため、規則で定める措置を講じなければならない。

［略］

［略］

（勤務体制の確保等）

（指定短期入所療養介護の取扱方針）

［略］第210条

2 • 3 ［略］

4
-
5
 

［略］

［略］

（勤務体制の確保等）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第215条

2 ~4  

［略］

［略］

第215条

2 ~4  

［略］

［略］

5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニ＿＿ツ一ート型施設

6
 

の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

［略］

（定員の遵守）

|
3
1
9
1
 

第216条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げるユ

ニット型指定短期入所療養介護事業所の区分に応じ、規則で定める定員

を超える数の利用者（当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サービス

等甚準条例第193条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所

療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指

定介護予防サービス等基準条例第191条に規定するユニット型指定介護

予防短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定

短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用

者）に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

(1) ［略］

この限りでない。

5
 

［略］

（定員の遵守）

第216条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げるユ

ニット型指定短期入所療義介護事業所の区分に応じ、規則で定める定員

を超える数の利用者（当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サービス

等基準条例第193条に規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定短期入所

療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指

定介護予防サービス等基準条例第191条に規定するユニット型指定介護

予防短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定

短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用

者）に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ［略］

図 ユニット型指定介護療義型医療施設であるユニット型指定短期入所

療養介護事業所

図― ［略］ ③
-

［略］



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

（口i匂衛生の管理）

第229条の 2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の口腔の健康

の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の

管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に

行わなければならない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第235条 ［略］ 第235条 ［略］

|3201 

旦指定特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療

機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医療機関を

定めるよう努めなければならない。

3 指定特定施設入居者生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協力医療機

関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、

協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

4 指定特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規

定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機

関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフ

ルエンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に

規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り

決めるよう努めなければならない。

立 指定特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二種協定指



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間

で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

6 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他

の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能と

なった場合においては、再び当該指定特定施設に速やかに入居させるこ

とができるよう努めなければならない。

7 ［略］ 2 ［略］

（準用） （準用）

第238条第13条、第14条、第23条、第28条、第33条の 2、第35条から第37 第238条第13条、第14条、第23条、第28条、第33条の 2、第35条から第37

|3211 

条まで、第38条、第39条、第41条から第42条まで、第56条、第57条、第 条まで、第38条、第39条、第41条から第42条まで、第56条、第57条、第

111条、第112条、第160条及び第167条の 2の規定は、指定特定施設入居 111条、第112条及び第160条の規定は、指定特定施設入居者生活介護の事

者生活介護の事業について準用する。この場合において必要な読替えは、 業について準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

規則で定める。

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第256条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、次の各号 第256条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は、第250条

に掲げるところによるものとする。 に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき規則で定

麟ところによるものとする。

山 指定福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者

等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならないものとする。

凶前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

③ 前 2号に掲げるもののほか、第250条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜
（福祉用具貸与計画の作成等） （福祉用具貸与計画の作成等）

第257条 ［略］ 第257条 ［略］

2 ［略］ 2 ［略］

3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、福祉用具貸与計

|3221 

画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を

行うものとする。ただし、対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供

に当たっては、幅祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から 6

月以内に少なくとも 1回モニタリングを行い、その継続の必要性につい

て検討を行うものとする。

土福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサ

ービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業

者に報告しなければならない。

5 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて、 3 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸

当該福祉用具貸与計画の変更を規則で定める基準に従い行うものとす 与計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて、当該福祉用具貸与計画

る。 の変更を規則で定める基準に従い行うものとする。

（掲示等及び目録の備え付け） （握主及び目録の備え付け）

第262条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程 第262条 指定福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要 の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項（以下この条において単に「重要事項」という。）を掲示しなければ 事項を掲示しなければならない。

ならない。

2 指定福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定福祉 2 指定福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当

用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧 該指定福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

させることにより、凹皇の規定による掲示に代えることができる。 自由に閲覧させることにより、回璽の規定による掲示に代えることがで

きる。

3 指定福祉用具貸与事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に

加え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆

の閲覧に供しなければならない。

|3231 

4 ［略］ 3 ［略］

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） （指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針）

第274条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、送竺 第274条 幅祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は、第

各号に掲げるところによるものとする。 267条に規定する基本方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る。

山指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならないものとする。

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

図 前2号に掲げるもののほか、第267条に規定する基本方針に甚づき規



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第275条

［略］2
 

則で定めるところによるものとする。

（特定福祉用具販売計画の作成等）

［略］ 第275条

［略］2
 

（特定福祉用具販売計画の住座）

［略］

3 福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の

提供に当たっては、特定福祉用具販売計画の作成後、当該特定福祉用具

販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。

|
3
2
4
|
 

［枚方市指定介護予防サービス事業者の指定拉びに指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例関係］

（掲示等）

第56条の 4 指定介護予防訪間入浴介護事業者は、指定介護予防訪間入浴

介護事業所の見やすい場所に、第56条に規定する規程の概要、介護予防

訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」

という。）を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪間入浴介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該

指定介護予防訪間入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関

係者に自由に閲覧させることにより、皿皇の規定による掲示に代えるこ

とができる。

旦指定介護予防訪間入浴介護事業者は、原則として、前 2項の規定によ

る掲示に加え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公

［枚方市指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例関係］

（掲示）

第56条の 4 指定介護予防訪間入浴介護事業者は、指定介護予防訪間入浴

介護事業所の見やすい場所に、第56条に規定する規程の概要、介護予防

訪問入浴介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択

に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防訪間入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した

書面を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、回岨の規定による掲示

に代えることができる。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動

的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。

以下同じ。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） （指定介護予防訪間入浴介護の具体的取扱方針）

第60条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪間入浴介護の 第60条 介護予防訪間入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の

方針は、次の各号に掲げるところによるものとする。 方針は、第49条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に

基づき規則で定めるところによるものとする。

山 介護予防訪間入浴介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

|3251 

身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」

という。）を行ってはならないものとする。

凶前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

図前2号に掲げるもののほか、第49条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜

（指定介護予防訪間看護の具体的取扱方針） （指定介護予防訪間看護の具体的取扱方針）

第78条 ［略］ 第78条 ［略］

2 ~ 7 ［略］ 2 ~ 7 ［略］

旦~ 指定介護予防訪間看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。

， 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

し‘゜
10 ［略］ 8 ［略］

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定介護予防訪間リハビリテーションの具体的取扱方針）

第88条 ［略］ 第88条 ［略］

|3261 

2 ~4 ［略］ 2 ~4 ［略］

5 指定介護予防訪間リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

6 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

し‘゜
7 ［略］ 5 ［略］

（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針）

第97条 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士（第 3号に 第97条 次の各号に掲げる者の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針

おいて「医師等」という。）の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針 は、第89条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づ

は、次の各号に掲げるところによるものとする。 き規則で定めるところによるものとする。

山 指定介護予防居宅療義管理指導の提供に当たっては、当該利用者又 山医師又は歯科医師



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合 盆薬剤師

を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。 凸歯科衛生士又は管理栄養士

凶前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほか、第89条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき、医師等の区分に応じ規則で定めると

ころによるものとする。

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針） （指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針）

|327| 

第127条 ［略］ 第127条 ［略］

2 ~4  ［略］ 2 ~4  ［略］

5 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

6 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

し‘゜
7 ［略］ 5 ［略］

（身体的拘束等の禁止） （身体的拘束等の禁止）

第138条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所 第138条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予防短期入所

生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は 生活介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っ

てはならない。

2
 

［略］ 2
 

ならない。

［略］

旦

るため、規則で定める措置を講じなければならない。

指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

（定員の遵守）

［略］

|
3
2
8
1
 

第141条

2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基

準条例第 5条第 1項に規定する担当職員及び同条第 2項に規定する介護

支援専門員が緊急に指定介護予防短期入所生活介護を受けることが必要

と認めた者に対し、介護予防サービス計画に位置付けられていない指定

介護予防短期入所生活介護を提供する場合であって、当該利用者及び他

の利用者の処遇に支障がないときは、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する利用者の定員を超えて、静養室において指定介護予防短期入所

生活介護を行うことができるものとする。

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」 という。）を行っては

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策の検討）

（定員の遵守）

［略］第141条

2 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定介護予防支援等基

準条例第 5条に規定する担当職員が緊急に指定介護予防短期入所生活介

護を受けることが必要と認めた者に対し、介護予防サービス計画に位置

付けられていない指定介護予防短期入所生活介護を提供する場合であっ

て、当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がないときは、前項の規定

にかかわらず、同項に規定する利用者の定員を超えて、静養室において

指定介護予防短期入所生活介護を行うことができるものとする。

第142条の 2 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、当該指定介護予防

短期入所生活介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向

上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、規則で定める



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

ところにより、

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全

しなければならないQ

（勤務体制の確保等）

［略］第159条

2 ~4 ［略］

豆ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、ユニッ

ト型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

［略］6
 |

3
2
9
1
 

第175条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護

予防短期入所療養介護事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以

下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに、次の各号

に掲げる指定介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当

該各号に定める従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」とい

う。）

(1) 

を規則で定める員数その他の基準に従い置かなければならない。

［略］

（勤務体制の確保等）

［略］第159条

2 ~4 ［略］

5
 

［略］

第175条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護

予防短期入所療養介護事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以

下「指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）ごとに、次の各号

に掲げる指定介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当

該各号に定める従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」とい

う。）を規則で定める員数その他の基準に従い置かなければならない。

(1) ［略］

盆健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則第

130条の 2第 1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

法第26条の規定による改正前の法（以下「平成18年旧介護保険法」と

いう。）第48条第 1項第 3号に規定する指定介護療養型医療施設（以下

「指定介護療養型医療施設」という。）である指定介護予防短期入所療



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

養介護事業所

|

3

3

0
ー

盆療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第 7条第 2項第4号に規

定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指

定介護予防短期入所療養介護事業所 医師、薬剤師、看護職員、介護

職員（同法に規定する看護補助者をいう。）、理学療法士又は作業療法

士及び栄養士

凶診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所（前号に該当す

るものを除く。） 看護職員又は介護職員

出［略］

第176条 指定介護予防短期入所療養介護事業所には、次の各号に掲げる指

定介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定

める設備を規則で定める基準に従い備えなければならない。

(1) ［略］

盆療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養

介護事業所 医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所とし

て必要とされる設備

医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は

作業療法士及び栄養士

凶療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第 7条第2項第4号に規

定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院又は診療所である指

定介護予防短期入所療養介護事業所（前号に該当するものを除く。）

医師、薬剤師、看護職員、介護職員（同法に規定する看護補助者をい

う。）、理学療法士又は作業療法士及び栄養士

凶診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所（前 2号に該当

するものを除く。） 看護職員又は介護職員

回［略］

第176条 指定介護予防短期入所療養介護事業所には、次の各号に掲げる指

定介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定

める設備を規則で定める基準に従い備えなければならない。

(1) ［略］

盆指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業

近 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型だ定介護療養型医療施設（ 方市指定

介護療養型医療施設の人 設『及び運営にする基準を定める条例

（平成25年枚方市条例第52号）第40条に規定するユニット型指定介護

療養型医療施設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）

凶療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養

介護事業所（前号に該当するものを除く。） 医療法に規定する療養病

床を有する病院又は診療所として必要とされる設備



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

③
-

診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所（煎~に該当す

るものを除く。） 浴室、機能訓練を行うための場所及び規則で定める

床面積を有する病室

出→ ［略］

（対象者）

|
3
3
1
1
 

第177条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若

しくは病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由によ

り、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設

若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室又は診療所の

指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室において指定介護予防短

期入所療養介護を提供するものとする。

④
-

診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所（前 2号に該当

（身体的拘束等の禁止）

第179条［略］

［略］2
 
立 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図

するものを除く。） 浴室、機能訓練を行うための場所及び規則で定め

る床而積を有する病室

回［略］

（対象者）

第177条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の心身の状況若

しくは病状により、又はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由によ

り、一時的に入所して看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に、介護老人保健施設

若しくは介護医療院の療養室、病院の療養病床に係る病室、診療所の指

定介護予防短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾

2
 

患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関

係政令の整理に関する政令（平成23年政令第375号）第 1条の規定による

改正前の介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第4条第 2項に規定

する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定介護予

防短期入所療養介護を提供するものとする。

（身体的拘束等の禁止）

［略］第179条

［略］

るため、規則で定める措置を講じなければならない。
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新（改正後） 旧（現行）

|

3

3

2
ー

（定員の遵守）

第181条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる指定

介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、規則で定める定

員を超える数の利用者（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指

定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第191条に規定

する指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護（指定居

宅サービス等基準条例第190条に規定する指定短期入所療養介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は

指定短期入所療養介護の利用者）に対して同時に指定介護予防短期入所

療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。

(1) ［略］

(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養

介護事業所

(3) • (4) ［略］

（準用）

第183条第52条の 3から第52条の 7まで、第52条の 9、第52条の10、第52

条の13、第53条の 2、第53条の 3、第55条、第56条の 2の2、第56条の

4、第56条の 5、第56条の 7から第56条の11まで（第56条の 9第 2項を

除く。）、第122条の 2、第122条の 4、第123条、第135条、第136条第 2項土

（定員の遵守）

第181条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次の各号に掲げる指定

介護予防短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ、規則で定める定

員を超える数の利用者（当該指定介護予防短期入所療養介護事業者が指

定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第191条に規定

する指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護（指定居

宅サービス等基準条例第190条に規定する指定短期入所療養介護をいう。

以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合にあっては、当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は

指定短期入所療養介護の利用者）に対して同時に指定介護予防短期入所

療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は、この限りでない。

(1) ［略］

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病

棟を有する病院である指定介護予防短期入所療養介護事業所

(3) • (4) ［略］

（準用）

第183条第52条の 3から第52条の 7まで、第52条の 9、第52条の10、第52

条の13、第53条の 2、第53条の 3、第55条、第56条の 2の2、第56条の

4、第56条の 5、第56条の 7から第56条の11まで（第56条の 9第 2項を

除く。）、第122条の 2、第122条の 4、第123条、第135条、第136条第2項



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第142条及び第142条の 2の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事 及び第142条の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準

業について準用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。 用する。この場合において必要な読替えは、規則で定める。

第193条 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療義 第193条 ユニット型指定介護予防短期入所療義介護の事業を行う者（以下

介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護 「ユニット型指定介護予防短期入所療蓑介護事業者」という。）が当該事

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護 業を行う事業所（以下「ユニット型指定介護予防短期入所療蓑介護事業

予防短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は、法に規 所」という。）には、次の各号に掲げるユニット型指定介護予防短期入所

定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型 療養介護事業所の種類の区分に応じ、当該各号に定める設備を規則で定

介護老人保健施設に関するものに限る。）を有することとする。 める基準に従い備えなければならない。

山介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護

|3331 

事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び

設備（ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）

盆 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療

施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設に

関するものに限る。）

凶療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養

介護事業所 平成18年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施

設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療

養病床を有する病院に限る。）に関するものに限る。）

出療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療

養介護事業所 平成18年I日介護保険法に規定する指定介護療養型医療

施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（療



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

養病床を有する診療所に限る砂に関するものに限る。）

固介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所

介護医療院として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護医療

院に関するものに限る。）

呈療養病床を有する病院又は診療所であるユニット型指定食護予防短期

入所療養介護事業所の設備に関する基準は:送の各号に掲げる設備を有

することとする。

山ユ ニ ッ ト

盆鹿

|3341 

凶機能訓練室

出塗窒

固 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

旦前項の設備の基準は、規則で定める。

土介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の

設備に関する基準l丸法に規定する介護医療院として必要とされる施設

及び設備（ユニット型介護医療院に関するものに限る，）を有することと

する。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第196条 ［略］ 第196条 ［略］

2 ~4 ［略］ 2~4 ［略］

旦ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、ユニッ

ト型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

6
 

［略］

（定員の遵守）

5
 

［略］

（定員の遵守）

|
3
3
5
1
 

第197条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次の各号に

掲げるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の区分に応じ、

規則で定める定員を超える数の利用者（当該ユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者（指定

居宅サービス等基準条例第208条に規定するユニット型指定短期入所療

養介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護

予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業

（指定居宅サービス等基準条例第206条に規定するユニット型指定短期

入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防

短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療養介護の利用者）に対

して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

(1) ［略］

②
-

［略］

遠（口胚衛生の管理）

この限りでない。

第212条の 2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者のロ

腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、ロ

第197条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、次の各号に

掲げるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の区分に応じ、

規則で定める定員を超える数の利用者（当該ユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護事業者（指定

居宅サービス等基準条例第208条に規定するユニット型指定短期入所療

義介護事業者をいう。）の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護

予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業

（指定居宅サービス等基準条例第206条に規定するユニット型指定短期

入所療養介護の事業をいう。）とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所におけるユニット型指定介護予防

短期入所療養介護又はユニット型指定短期入所療義介護の利用者）に対

して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) ［略］

図 ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防

短期入所療養介護事業所

③
-

［略］



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

腔衛生の管理体制を整備し、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を

計画的に行わなければならない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第216条 ［略］ 第216条 ［略］

2 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき

協力医療機関を定めるに当たっては、規則で定める要件を満たす協力医

療機関を定めるよう努めなければならない。

3 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、 1年に 1回以上、協

|336| 

力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認する

とともに、協力医療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。

4 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、感染症の予防及び感

染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第

17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指

定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新

型インフルエンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条

第 9項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対

応を取り決めるよう努めなければならない。

5 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第二

種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機

関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければ

ならない。

6 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

関その他の医療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院

が可能となっ＿た場合においては、再び当該指定介護予防特定施設に速や

7
 

かに入居させることができるよう努めなければならない。

［略］

（準用）

第219条第52条の 5、第52条の 6、第53条の 2から第55条まで、第56条の

2の2、第56条の 4から第56条の 8まで、第56条の10から第56条の11ま

で、第122条の 4、第141条の 2及び第142条の 2の規定は、指定介護予防

特定施設入居者生活介護の事業について準用する。
|
3
3
7
|
 

要な読替えは、規則で定める。

この場合において必

（準用）

第236条第52条の 5、第52条の 6、第53条の 2から第55条まで、第56条の

2の2、第56条の 4から第56条の 8まで、第56条の10から第56条の11ま

で、第122条の 4、第141条の 2、第209条から第212条まで、第213条及び

第215条から第217条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特

定施設入居者生活介護の事業について準用する。

な読替えは、規則で定める。

この場合において必要

（掲示等及び目録の備え付け）

第248条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、

第244条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者の

2
 

［略］

（準用）

第219条第52条の 5、第52条の 6、第53条の 2から第55条まで、第56条の

2の2、第56条の 4から第56条の11まで（第56条の 9第2項を除く。）、

第122条の 4及び第141条の 2の規定は、指定介護予防特定施設入居者生

活介護の事業について準用する。

則で定める。

活介護の事業について準用する。

則で定める。

この場合において必要な読替えは、規

（準用）

第236条第52条の 5、第52条の 6、第53条の 2から第55条まで、第56条の

2の2、第56条の 4から第56条の11まで（第56条の 9第2項を除く。）、

第122条の 4、第141条の 2、第209条から第213条まで及び第215条から第

217条までの規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生

この場合において必要な読替えは、規

（艦丞及び目録の備え付け）

第248条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の見やすい場所に、

第244条に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者の



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

サービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単 サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 し‘
゜

2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、重要事項を記載した書面を事業 2 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した

所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることに 書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

より、麟の規定による掲示に代えることができる。 せることにより、回璽の規定による掲示に代えることができる。

立指定介護予防福祉用具貸与事業者は、原則として、前 2項の規定によ

る掲示に加ぶ重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信に

より公衆の閲覧に供しなければならない。

4 ［略］ 3 ［略］

|338ー

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） （指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針）

第252条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、 第252条福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は、

次の各号に掲げるところによるものとする。 第239条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき

規則で定めるところによるものとする。

山指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束等を行ってはならないものとする2

盆前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間3 その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないものとする。

凶前2号に掲げるもののほ力＼第239条に規定する基本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

ゑ



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） （指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針）

第266条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方 第266条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方

針は、次の各号に掲げるところによるものとする。 針は、第256条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基

づき規則で定めるところによるものとする。

山 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。

盆 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

|3391 

らないものとする。

凶 前2号に掲げるもののほか、第256条に規定する某本方針及び前条に

規定する基本取扱方針に基づき規則で定めるところによるものとす

る゜
（特定介護予防福祉用具販売計画の作成等） （特定介護予防福祉用具販売計画の生盛）

第267条 ［略］ 第267条 ［略］

2 ［略］ 2 ［略］

旦福祉用具専門相談員は、対象福祉用具に係る指定特定介護予防福祉用

具販売の提供に当たっては、特定介護予防福祉用具販売計画の作成後、

当該特定介護予防福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を

行うものとする。

［枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する ［枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

基準を定める条例関係］

（緊急時等の対応）

第26条の 2 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの

提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な

場合のため、あらかじめ、第 6条第 1号に掲げる医師及び協力医療機関

の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊

急時等における対応方法を定めておかなければならない。

2 指定介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、

1年に 1回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応

|
3
4
0
|
 

じて陀急時等における対応方法の変更を行わなければならない。

（管理者による管理）

第27条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施

設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介

護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、他の事業所、施設等（規則

で定める施設を含む。）

（協力医療機関等）

の職務に従事することができる。

第35条 指定介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、

あらかじめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めておかなけ

基準を定める条例関係］

（緊急時等の対応）

第26条の 2 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの

提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な

場合のため、あらかじめ、第6条第 1号に掲げる医師との連携方法その

他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。

（管理者による管理）

第27条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施

設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介

護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業

所、施設等（規則で定める施設を含む。）の職務に従事することができる。

（協力病院等）

第35条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、

あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

ればならない。

2 指定介護老人福祉施設は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、

入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機

関の名称等を、市長に届け出なければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

3 指定介護老人福祉施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種

協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）

との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感

染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感

染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努

めなければならない。

4 指定介護老人福祉施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関で

ある場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染

症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

|341| 

5 指定介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合に

おいては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させることが

できるよう努めなければならない。

6 ［略］ 2 ［略］

（掲示等） （掲示）

第36条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい 第36条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい

場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料 場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その

その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条に 他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければな

おいて単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 らなし‘。

2 指定介護老人福祉施設は、重要事項を記載した書面を当該指定介護老 2 指定介護老人福祉施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該

人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させ 指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

ることにより、煎璽の規定による掲示に代えることができる。 に閲覧させることにより、同璽の規定による掲示に代えることができる。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） I日（現行）

3 指定介護老人福祉施設は、原則として、前 2項の規定による掲示に加

え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によっ

て直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信

を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公

衆の閲覧に供しなければならない。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策の検討）

第42条の 3 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設におけ

|342| 

る業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資す

る取組の促進を図るため、規則で定めるところにより、当該指定介護老

人福祉施設における入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討しなければならない。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第54条 ［略］ 第54条 ［略］

2 ~ 4 ［略］ 2 ~4  ［略］

5 ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理

等に係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ［略］ 5 ［略］

［枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 ［枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例関係］ を定める条例関係］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（医療提供困難時の対応等） （医療提供困難時の対応等）

第18条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状を勘案し、当該介護老 第18条 介護老人保健施設の医師は、入所者の病状を勘案し、当該介護老

人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認め 人保健施設において自ら必要な医療を提供することが困難であると認め

た場合は、協力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のた た場合は、協力病院その他適当な病院若しくは診療所への入院のための

めの措懺を講じ、又は他の医師の対診を求める等の診療についての適切 措置を講じ、又は他の医師の対診を求める等の診療についての適切な措

な措置を講じなければならない。 置を講じなければならない。

2~4 ［略］ 2 ~4  ［略］

（協力医療機関等） （協力病院等）

第33条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるために、あ 第33条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるために、あ

|343| 

らかじめ、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めておかなけれ らかじめ、協力病院を定めておかなければならない。

ばならない。

旦介護老人保健施設は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、利用

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の

名称等を、市長に届け出なければならない。

旦介護老人保健施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との

間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、

同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症を

いう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなけ

ればならない。

土介護老人保健施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の

発生時等の対応について協議を行わなければならない。

旦介護老人保健施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院

した後に、当該入所者の病状が軽快ら退院が可能となった場合におい

ては、再び当該介護老人保健施設に速やかに入所させることができるよ

う努めなければならない。

6 ［略］ 2 ［略］

（掲示等） （掲示）

第34条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、 第34条 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設の見やすい場所に、

|3441 

運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他の 運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサー

サービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条において単 ビスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

2 介護老人保健施設は、重要事項を記載した書面を当該介護老人保健施 2 介護老人保健施設は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護

設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることに 老人保健施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧さ

より、煎璽の規定による掲示に代えることができる。 せることにより、回璽の規定による掲示に代えることができる。

旦介護老人保健施設は、原則として、前2項の規定による掲示に加え、

重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直

接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行

うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の

閲覧に供しなければならない。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策の検討）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第36条の 2 介護老人保健施設は、当該介護老人保健施設における業務の

効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の

促進を図るため、規則で定めるところにより、当該介護老人保健施設に

おける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減

に資する方策を検討しなければならない。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第51条 ［略］ 第51条 ［略］

2 ~ 4 ［略］ 2 ~4  ［略〕

5 ユニット型介護老人保健施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に

|345| 

係る研修を受講するよう努めなければならない。

6 ［略］ 5 ［略］

［枚方市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例関係］ ［枚方市指定介護予防支援等に関する基準を定める条例関係］

第4条 ［略］ 第4条 ［略］

2 • 3 ［略］ 2 ・ 3 ［略］

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括 4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、法第115条

支援センター（法第115条の46第 1項に規定する地域包括支援センターを の46第 1項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法（昭和38年法

いう。以下同じ。）、老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の 7の2 律第133号）第20条の 7の2に規定する老人介護支援センター、法第46条

に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者（法第46条 第 1項に規定する指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業

第 1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。）、他の指 者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活 ための法律（平成17年法律第123号）第51条の17第 1項第 1号に規定する

を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第51条の17第 1 指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） I日（現行）

項第 1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動

によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に

5 ・ 6 

努めなければならない。

［略］

（従業者の員数）

第 5条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

|
3
4
6
|
 

は、当該指定に係る事業所ごとに、指定介護予防支援の提供に当たる必

要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員

（以下「担当職員」という。）を、規則で定める員数その他の基準に従い

置かなければならない。

旦 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定

に係る事業所ごとに、指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護

支援専門員を、規則で定める員数その他の基準に従い置かなければなら

なし＼

（管理者）

第 6条 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所（以下「指定

介護予防支援事業所」という。）ごとに、管理者を規則で定める基準に従

い置かなければならない。

（重要事項の説明等）

［略］第 7条

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用巾込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画が

第4条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるもので

めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならな

し‘
゜

5 • 6 ［略］

（従業者の員数）

第 5条 指定介護予防支援事業者は、 当該指定に係る事業所（以下「指定

介護予防支援事業所」という。）ごとに、指定介護予防支援の提供に当た

る必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職

員（以下「担当職員」という。）を、規則で定める員数その他の基準に従

い僅かなければならない。

（管理者）

第 6条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、管

理者を規則で定める基準に従い懺かなければならない。

（重要事項の説明等）

［略］第 7条

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、介護予防サービス計画が第4条に規定する基本方針及び利

用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定介護予



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

あり、利用者は複数の指定介護予防サービス事業者（法第53条第 1項に

規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。）等を紹介する

よう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければな

らない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、利用者について、病院又

は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員（指定居宅介護支

援事業者である指定介護予防支援事業者の場合にあっては、介護支援専

門員。以下この節及び次節において同じ。）の氏名及び連絡先を当該病院

|
3
4
7
|
 

4~  6 

又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

［略］

（利用料等の受領）

［略］第13条

旦 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利

用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居

宅を訪問して指定介護予防支援を行う場合には、それに要した交通費の

支払を利用者から受けることができる。

旦 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規

定する費用の額に係るサービスの提供に当たっ文[i、あらかじめ、利用

者又はその-族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行

い、利用者の同意を得なければならない。

（保険給付の請求のための証明書の交付）

防サービス事業者（法第53条第 1項に規定する指定介護予防サービス事

業者をいう。以下同じ。）等を紹介するよう求めることができること等に

つき説明を行い、理解を得なければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診

療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当

該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。

4 ~ 6 

（利用料等の受領）

［略］第13条

［略］

（保険給付の請求のための証明書の交付）



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

第14条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について

前条第 1項の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載

した指定介護予防支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。

（指定介護予防支援の委託）

第15条 地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者

|
3
4
8
|
 

は、法第115条の23第 3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託す

る場合には、中立性及び公正性の確保を図るため枚方市附属機関条例（平

成24年枚方市条例第35号）別表 1の表に規定する枚方市地域包括支援セ

ンター運営等審議会の議を経なければならないことその他規則で定める

事項を遵守しなければならない。

（掲示等）

第24条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい

場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条におい＿て崖

に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定介護

予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、朗璽の規定による掲示に代えることができる。

旦指定介護予防支援事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に

加え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信＿i公衆によ

第14条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について

疇の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載した指

定介護予防支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。

（指定介護予防支援の委託）

第15条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第 3項の規定により指

定介護予防支援の一部を委託する場合には、中立性及び公正性の確保を

図るため枚方市附属機関条例（平成24年枚方市条例第35号）別表 1の表

に規定する枚方市地域包括支援センター運営等審議会の議を経なければ

ならないことその他規則で定める事項を遵守しなければならない。

（掲示）

第24条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい

場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者の

サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならな

し‘
゜

2 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当

該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、回皇の規定による掲示に代えることがで

きる。

って直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により

公衆の閲覧に供しなければならない。

（指定介護予防支援の具体的取扱方針）

［略］第33条

2 ~ 5 ［略］

6 指定介護予防支援の提供に当たっては、

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

当該利用者又は他の利用者等

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

|
3
4
9
|
 

を行ってはならない。

7 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

日者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

し‘
゜

8
 

［略］

［枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例関係］

（重要事項の説明等）

［略］第 7条

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、居宅サービス計画（法第

8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。）が第4条に

規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利

（指定介護予防支援の具体的取扱方針）

［略］第33条

2 ~ 5 ［略］

6
 

［略］

［枚方市指定居宅介護支援事業者の指定拉びに指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準を定める条例関係］

（重要事項の説明等）

第 7条 ［略］

2 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、居宅サービス計画（法第 8条第24項に規定する居宅サービ

ス計画をいう。以下同じ。）が第4条に規定する基本方針及び利用者の希

望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることがで 業者等を紹介するよう求めることができること、前 6月間に当該指定居

きること等につき説明を行い、理解を得なければならない。 宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この

項において「訪間介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サー

ビス計画の数が占める割合、前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪間介護等ごとの

回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービ

ス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理

解を得なければならない。

|350| 

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、

あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、前 6月間に当該指定居宅

介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪

間介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項

において「訪間介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービ

ス計両の数が占める割合及び前 6月間に当該指定居宅介護支援事業所に

おいて作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの

回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービ

ス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解

を得るよう努めなければならない。

4 ［略］ 3 ［略］

5 ［略］ 4 ［略］

6 ［略］ 5 ［略］

7 ［略］ 6 ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

［略］第16条

2 ~ 5 

6 指定居宅介護支援の提供に当たっては、

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

［略］

当該利用者又は他の利用者等

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。

7 前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

|
3
5
1
|
 

し‘
゜

8
 

［略］

（掲示等）

第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい

場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条にお

いて単に「重要事項」という。）を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅

介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧

させることにより、皿璽の規定による掲示に代えることができる。

3
 

指定居宅介護支援事業者は、原則として、前 2項の規定による掲示に

（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

［略］第16条

2 ~ 5 ［略］

6
 

［略］

（掲示）

第25条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい

場所に、運営規程の概要、介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当

該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、回星の規定による掲示に代えることがで

きる。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

加え、重要事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によ

って直接受信されることを且的として公衆からの求めに応じ自動的に送

信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により

公衆の閲覧に供しなければならない。

|
3
5
2
|
 

［枚方市介護医療院の人員、施設及び設備並びに連営に関する基準を定め

る条例関係］

（医療提供困難時の対応等）

第18条 介護医療院の医師は、入所者の病状を勘案し、当該介護医療院に

おいて自ら必要な医療を提供することが困難であると認めた場合は、脇

力医療機関その他適当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講

じ、又は他の医師の対診を求める等の診療についての適切な措置を講じ

2 ~ 4 

なければならない。

［略］

（協力医療機関等）

第33条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるために、 あらかじ

め、規則で定める要件を満たす協力医療機関を定めておかなければなら

［枚方市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例関係］

（医療提供困難時の対応等）

第18条 介護医療院の医師は、入所者の病状を勘案し、

おいて自ら必要な医療を提供することが困難であると認めた場合は、藍

力病院その他滴当な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ、

又は他の医師の対診を求める等の診療についての適切な措置を講じなけ

2 ~ 4 

ればならない。

［略］

（協力病院等）

当該介護医療院に

第33条 介謹医療院は、入所者の病状の急変等に備えるために、

め、協力病院を定めておかなければならない。

あらかじ

なし‘。

旦介護医療院は、 1年に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病

状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等

3
 

を、市長に届け出なければならない。

介護医療院は、感染症の予防及＿び感染症の患者に対する医療に関する



主要な改正部分の新l日対照表

新（改正後） 旧（現行）

法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医

療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。）との間で、

新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条

第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めなけれ

ばならない。

土介護医療院は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合に

おいては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時

等の対応について協議を行わなければならない。

互 介護医療院は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後

|353| 

に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、

再び当該介護医療院に速やかに入所させることができるよう努めなけれ

ばならない。

6 ［略］ 2 ［略］

（掲示等） （掲示）

第34条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、蓮営規程の概 第34条 介護医療院は、当該介護医療院の見やすい場所に、運営規程の概

要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利用料その他のサービスの選 要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に

択に資すると認められる重要事項（以下この条において単に「重要事項」 資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

という。）を掲示しなければならない。

2 介護医療院は、重要事項を記載した書面を当該介護医療院に備え付け、 2 介護医療院は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護医療院

かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、皿皇の規 に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることによ

定による掲示に代えることができる。 り、回皇の規定による掲示に代えることができる。

立介護医療院は、原則として、前 2項の規定による掲示に加え、重要事



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信

されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこと

をいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に

供しなければならない。

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資

する方策の検討）

第39条の 3 介護医療院は、当該介護医療院における業務の効率化、介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るた

|354| 

め、規則で定めるところにより、当該介護医療院における入所者の安全

並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

しなければならない。

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等）

第51条 ［略］ 第51条 ［略］

2~4 ［略］ 2 ~4  ［略］

旦 ユニット型介護医療院の管理者は、ユニット型施設の管理等に係る研

修を受講するよう努めなければならない。

6 ［略］ 5 ［略］

［枚方市指定地域密溶型サービスに関する基準を定める条例等の一部を改 ［枚方市指定地域密着型サービスに関する基準を定める条例等の一部を改

正する条例関係］ 正する条例関係］

附則 附則



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（虐待の防止に関する経過措置） （虐待の防止に関する経過措置）

旦令 和 9年 3月31日までの間、第 6条の規定による改正後の枚方市指定 旦令和 6年 3月31日までの間、第 1条の規定による改正後の枚方市指定

居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設 地域密着型サービスに関する基準を定める条例（以下「新地域密着型サ

備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新居宅サービス等基準条 ービス基準条例」という。）第 3条第 3項及び第42条の 2 （新地域密着型

例」という。）第 3条第 3項（新居宅サービス等基準条例第92条に規定す サービス基準条例第61条、第61条の20、第61条の20の3、第61条の38、

る指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第41条の 第83条、第111条、第132条、第154条、第183条、第196条及び第210条に

2 （新居宅サービス等基準条例第99条において準用する場合に限る。）並 おいて準用する場合を含む。）、第 2条の規定による改正後の枚方市指定

びに第 7条の規定による改正後の枚方市指定介護予防サービス事業者の 地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める条例（以下「新地域

指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに 密着型介護予防サービス基準条例」という。）第 3条第 3項及び第41条の
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指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に 2 （新地域密着型介護予防サービス基準条例第69条及び第91条において

関する基準を定める条例（以下「新介護予防サービス等基準条例」とい 準用する場合を含和。）、第 3条の規定による改正後の枚方市軽費老人ホ

う。）第 3条第 3項（新介護予防サービス等基準条例第90条に規定する指 ームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新軽費老人ホー

定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。）及び第56 ム基準条例」という。）第 3条第4項、第35条の 2 （新軽費老人ホーム基

条の10の 2 （新介護予防サービス等基準条例第95条において準用する場 準条例第41条及び附則第11条において準用する場合を含む。）及び附則第

合に限る。）の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」 4条第4項、第4条の規定による改正後の枚方市養護老人ホームの設備

とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。 及び運営に関する基準を定める条例（以下「新養護老人ホーム基準条例」

という。）第 3条第4項及び第32条、第 5条の規定による改正後の枚方市

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新

特別養護老人ホーム基準条例」という。）第 3条第 5項（新特別簑護老人

ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。）、第32条の 2 （新

特別義護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用す

る場合を含む。）及び第34条第 3項（新特別養護老人ホーム基準条例第53



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

条において準用する場合を含む。）、第 6条の規定による改正後の枚方市

指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新居宅サービス等

基準条例」という。）第 3条第 3項及び第41条の 2 （新居宅サービス等基

準条例第43条の 3、第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、

第114条、第116条、第136条、第147条、第169条（新居宅サービス等基準

条例第182条において準用する場合を含む。）、第182条の 3、第189条、第

205条（新居宅サービス等基準条例第217条において準用する場合を含

む。）、第238条、第249条、第264条、第266条及び第277条において準用す
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る場合を含む。）、第 7条の規定による改正後の枚方市指定介護予防サー

ビス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例（以下「新介護予防サービス等基

準条例」という。）第 3条第 3項及び第56条の10の2 （新介護予防サービ

ス等基準条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条（新

介護予防サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。）、第

166条の 3、第173条、第183条（新介護予防サービス等基準条例第198条

において準用する場合を含む。）、第219条、第236条、第250条、第255条

及び第264条において準用する場合を含む。）、第 8条の規定による改正後

の枚方市指定介護老人福祉施設の指定並びに人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。）

第 3条第4項、第42条の 2 （新指定介護老人福祉施設某準条例第56条に

おいて準用する場合を含む。）及び第46条第 3項、第 9条の規定による改



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

正後の枚方市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関す

る基準を定める条例（以下「新介護老人保健施設基準条例」という。）第

3条第4項、第39条の 2 （新介護老人保健施設基準条例第53条において

準用する場合を含抄。）及び第43条第 3項、第10条の規定による改正後の

枚方市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（以下「新介護療養型医療施設基準条例」という。）第 3条第4

項、第37条の 2 （新介護療養型医療施設基準条例第51条において準用す

る場合を含む。）及び第41条第 3項、第11条の規定による改正後の枚方市

指定介護予防支援等に関する基準を定める条例（以下「新指定介護予防

支援等基準条例」という。）第4条第 5項及び第29条の 2 （新指定介護予
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防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。）、第12条の規定

による改正後の枚方市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介

護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例（以下「新指

定居宅介護支援等基準条例」という。）第4条第 5項及び第30条の 2 （新

指定居宅介護支援等基準条例第33条において準用する場合を含む。）並び

に第13条の規定による改正後の枚方市介護医療院の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例（以下「新介護医療院基準条例」

という。）第 3条第4項、第39条の 2 （新介護医療院基準条例第53条にお

いて準用する場合を含む。）及び第43条第 3項の規定の適用については、

これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるように努めなけれ

ば」とする。

（業務継続計画の策定等に関する経過措僅） （業務継続計画の策定等に関する経過措置）

立令 和 9年 3月31日までの間、新居宅サービス等基準条例第33条の 2（新 旦令和 6年 3月31日までの間、新地域密着型サービス基準条例第34条の



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

居宅サービス等基準条例第99条において準用する場合に限る。）及び新介 2 （新地域密着型サービス基準条例第61条、第61条の20、第61条の20の

護予防サービス等基準条例第56条の 2の2 （新介護予防サービス等基準 3、第61条の38、第83条、第111条、第132条、第154条、第183条、第196

条例第95条において準用する場合に限る。）の規定の適用については、こ 条及び第210条において準用する場合を含む。）、新地域密着型介護予防サ

れらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」 ービス基準条例第31条の 2 （新地域密着型介護予防サービス基準条例第

と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行 69条及び第91条において準用する場合を含む。）、新軽費老人ホーム基準

うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。 条例第26条の 2 （新軽翡老人ホーム基準条例第41条及び附則第11条にお

いて準用する場合を含む。）、新養護老人ホーム基準条例第25条の 2、新

特別養護老人ホーム基準条例第25条の 2 （新特別養護老人ホーム基準条

例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含砂。）、新居宅サ
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ービス等基準条例第33条の 2 （新居宅サービス等基準条例第43条の 3、

第48条、第60条、第64条、第80条、第90条、第99条、第114条、第116条、

第136条、第147条、第169条（新居宅サービス等基準条例第182条におい

て準用する場合を含む。）、第182条の 3、第189条、第205条（新居宅サー

ビス等基準条例第217条において準用する場合を含む。）、第238条、第249

条、第264条、第266条及び第277条において準用する場合を含む。）、新介

護予防サービス等基準条例第56条の 2の2 （新介護予防サービス等基準

条例第64条、第76条、第86条、第95条、第125条、第144条（新介護予防

サービス等基準条例第161条において準用する場合を含む。）、第166条の

3、第173条、第183条（新介護予防サービス等基準条例第198条において

準用する場合を含む。）、第219条、第236条、第250条、第255条及び第264

条において準用する場合を含む。）、新指定介護老人福祉施設基準条例第

31条の 2 （新指定介護老人福祉施設基準条例第56条において準用する場

合を含抄。）、新介護老人保健施設基準条例第29条の 2 （新介護老人保健



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

施設基準条例第53条において準用する場合を含む。）、新介護療養型医療

施設基準条例第27条の 2 （新介護療養型医療施設基準条例第51条におい

て準用する場合を含む。）、新指定介護予防支援等基準条例第21条の 2（新

指定介護予防支援等基準条例第35条において準用する場合を含む。）、新

指定居宅介護支援等基準条例第22条の 2 （新指定居宅介護支援等基準条

例第33条において準用する場合を含む。）並びに新介護医療院基準条例第

29条の 2 （新介護医療院基準条例第53条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは

「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施す

るよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努め
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るものとする」とする。



議案第 114 号

枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について

次のとおり枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人

員、設備及び蓮営に関する基準を定める条例等の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 指定障害福祉サービスに関する基準等を変更するため。
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枚方市条例第 号

枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

（枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及

び蓮営に関する基準を定める条例の一部改正）

第 1条 枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市条例第53号）の一部を次のように改正す

る。

目次中「第131条の 4」を「第131条の 5」に、 「第177条の20」を「第177条の19」に改める。

第 7条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該指定居宅介護事業所以外」に改める。

第26条中第4号を第 5号とし、第 3号を第4号とし、第 2号を第 3号とし、第 1号の次に次の

1号を加える。

(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮すること。

第27条第 2項中「当該居宅介護計画を」の次に「利用者及びその同居の家族並びに当該利用者

又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援（法第51条の17第 2項に規定する指定計画相談支

援をいう。）又は指定障害児相談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第24条の26第 2項

に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者に」を加え、同条第 3項中「サービス提供責

任者は、」の次に「第 1項の」を加える。

第31条に次の 1項を加える。

4 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。

第46条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該基準該当居宅介護事業所以外」に改める。

第51条第 2項中「（昭和22年法律第164号）」を削り、同条第 3項中「第 6条の 2の2第 3

項」を「第 7条第 2項」に改める。

第59条中第 3項を第 4項とし、第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第61条に次の 1項を加える。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。

第80条中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

第87条の 2 第 1 項中「障害者就業•生活支援センター」の次に「（障害者の雇用の促進等に関
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する法律（昭和35年法律第123号）第27条第 2 項に規定する障害者就業•生活支援センターを

いう。以下同じ。）」を加える。

第106条中第 3項を第 4項とし、第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第120条中第 3項を第 4項とし、第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自吃した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第123条中「第30条」の次に「、第31条第 4項」を加える。

第125条中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

第 8章第 5節中第131条の 4を第131条の 5とし、第131条の 3を第131条の 4とし、第131条の

2の次に次の 1条を加える。

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者の基準）

第131条の 3 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準第111条第 1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をい

う。）が当該事業に関して満たすべき基準は、規則で定めるとおりとする。

第132条中「基準該当障害福祉サービス（」の次に「第132条の 3に規定する病院等基準該当自

立訓練（機能訓練）事業者が行う自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービスを除

く。」を加える。

第132条の 2の次に次の 1条を加える。

（病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス（自立訓練）に関する基準）

第132条の 3 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等により自吃訓練

（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して病院又は診療所（以下この条において「病

院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者」という。）が行う自立訓練（機能訓練）に係る基

準該当障害幅祉サービスに関して病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者が満たすべき基

準は、規則で定めるとおりとする。

第160条第 2項中「（昭和35年法律第123号）」を削る。

第173条及び第177条中「第129条」の次に「、第163条第 6項」を加える。

第177条の 6に次の 1項を加える。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。

第177条の 7中「過去 3年間において平均 1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させ

ている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者」を「生活介護、自立訓練（機能訓練）、

自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型に係る指定障害

福祉サービス事業者であって、過去 3年以内に当該事業者の事業所の 3人以上の利用者が新たに

通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センター」に改める。
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第177条の17を削る。

第177条の18の見出し中「訪間」を「訪問等」に改め、同条中「おおむね週に 1回以上、利用

者の居宅を訪問すること」を「定期的な利用者の居宅への訪問その他規則で定める方法」に改

め、同条を第177条の17とする。

第177条の19を第177条の18とし、第177条の20を第177条の19とする。

第178条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、 「効果的に」の次に「行い、又はこれに

併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当該日常生活への移行

及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る援助その他居宅における自立した日常生活へ

の移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に」を加える。

第182条第 3項中「援助を」の次に「行い、又はこれに併せて居宅における自立した日常生活

への移行後の定着に必要な援助を」を加える。

第185条中第 5項を第 6項とし、第 4項を第 5項とし、第 3項を第 4項とし、第 2項の次に次

の 1項を加える。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第186条に次の 1項を加える。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。

第186条の次に次の 1条を加える。

（地域との連携等）

第186条の 2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又

はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、

地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市の担当者等により構成され

る規則で定める協議会（以下この条及び第194条の 10において「地域連携推進会議」とい

う。）を開催し、おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状

況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1年に 1回以上、当

該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならな

し‘。

4 指定共同生活援助事業者は、第 2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するととも

に、当該記録を公表しなければならない。

5 前 3項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部

の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの

を講じている場合には、適用しない。

第193条に次の 2項を加える。
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3 指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二

種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフル

エンザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をい

う。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、第 1項の医療機関が第二種協定指定医療機関である場合におい

ては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行

わなければならない。

第194条中「、第76条」を削る。

第194条の 2中「入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の」を「相談、入浴、排せつ

若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した

日常生活への移行及び移行後の定着に必要な」に改める。

第194条の 3中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、 「の援助」の次に「又はこれに併せ

て行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。

第194条の10の見出しを「（地域との連携等）」に改め、同条第 2項中「前項の」の次に「協

議会等における」を加え、同項を同条第 7項とし、同条第 1項中「、日中サービス支援型指定共

同生活援助の提供に当たっては」を削り、 「実施状況」の次に「及び第 2項の報告、要望、助言

等の内容又は前項の評価の結果」を加え、同項を同条第 6項とし、同条に第 1項から第 5項まで

として次の 5項を加える。

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提

供に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流

を図らなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提

供に当たっては、地域連携推進会議を開催し、おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議に

おいて、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けな

ければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね

1年に 1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が日中サービス支援型指定共同生活援助事業

所を見学する機会を設けなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第 2項の報告、要望、助言等についての記

録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前 3項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその提供する日中サービス

支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ

れに準ずる措償として市長が定めるもの（次項に規定するものを除く。）を講じている場合に

は、適用しない。

第194条の11中「、第76条」を削る。

第195条中「相談その他の日常生活上の援助」の次に「又はこれに併せて行われる居宅におけ
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る自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。

第196条中「又は食事」を「若しくは食事」に改め、 「の援助」の次に「又はこれに併せて行

われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助」を加える。

第205条中「、第76条」を削る。

第207条第 1項中「第131条の 4」を「第131条の 5」に、 「第177条の20」を「第177条の19」

に改める。

附則第 2項及び第 3項中「令和 6年 3月31日」を「令和 9年 3月31日」に改める。

第 2条 枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。

目次中「 第 6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第143条ー第144条）」を

「 第 6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第143条ー第144条）

第 9章の 2 就労選択支援

第 1節基本方針（第144条の 2)

第 2節 人員に関する基準（第144条の 3.第144条の 4)

第 3節 設備に関する基準（第144条の 5)

第4節 遅営に関する基準（第144条の 6ー第144条の 9) 」

に改める。

第27条第 2項中「指定計画相談支援をいう」の次に「。以下同じ」を加える。

第 9章の次に次の 1章を加える。

第 9章の 2 就労選択支援

第 1節基本方針

第144条の 2 就労選択支援に係る指定障害幅祉サービス（以下「指定就労選択支援」とい

う。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法施行規

則第 6条の 7の 2に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じ

て、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに法施行規則第 6条の 7の3に規定する事項

の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、法施行規則第 6条

の7の4に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならない。

第 2節 人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第144条の 3 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労選択支援事業者」という。）

は、当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択支援事業所」という。）に、就労選択支援員

（指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。）を、利用者

の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置の基準に従い置かなけ

ればならない。

（準用）

第144条の 4 第52条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。

第 3節設備に関する基準

第144条の 5 第83条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用する。
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第4節運営に関する基準

（実施主体）

第144条の 6 指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉

サービス事業者であって、過去 3年以内に当該事業者の事業所の 3人以上の利用者が新たに通

常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績

を有すると市長が認める事業者でなければならない。

（評価及び整理の実施）

第144条の 7 指定就労選択支援事業者は、規則で定めるところにより、短期間の生産活動その

他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに法施行規則第 6条の

7の3に規定する事項の整理を行うものとする。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第144条の 8 指定就労選択支援事業者は、前条の規定により実施した評価及び整理の結果を踏

まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連

絡調整を行わなければならない。

2 指定就労選択支援事業者は、法第89条の 3第 1項に規定する協議会への定期的な参加、公共

職業安定所への訪間等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に

関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努

めなければならない。

（準用）

第144条の 9 第10条から第21条まで、第24条、第29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条ま

で、第59条、第62条、第68条、第70条から第72条まで、第76条、第77条、第86条、第87条、第

88条から第94条まで、第128条及び第140条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用す

る。この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

第154条の次に次の 1条を加える。

（就労選択支援に関する情報提供）

第154条の 2 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援を行う者と連携

し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。

第168条中「及び第129条」を「、第129条及び第154条の 2」に改める。

第173条及び第177条中「第129条」の次に「、第154条の 2」を加える。

（枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正）

第 3条 枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成25年枚方市条例第54号）の一部を次のように改正する。

第 3条に次の 2項を加える。

4 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者

の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第77条

第 3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と
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連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならな

し‘。

5 障害者支援施設は、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等

の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつ

つ、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意

向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必

要な援助を行わなければならない。

第 5条中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

第25条中第 3項を第 4項とし、第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 指定障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、

利用者の意思決定の支援に配慮しなければならない。

第27条に次の 1項を加える。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。

第27条の次に次の 2条を加える。

（地域との連携等）

第27条の 2 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又は

その自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、

地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市の担当者等により

構成される規則で定める協議会（以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催

し、おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告する

とともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3 指定障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1年に 1

回以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設を見学する機会を設けなければなら

ない。

4 指定障害者支援施設は、第 2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、

当該記録を公表しなければならない。

5 前 3項の規定は、指定障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部

の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるもの

を講じている場合には、適用しない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第27条の 3 指定障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の

当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者

の当該指定障害者支援施設以外における指定障害幅祉サービス等の利用に関する意向の定期的

な確認（以下この条において「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地域移
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行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければ

ならない。

2 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第77条第 3項各号に

掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域

における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援

を行うよう努めなければならない。

第50条に次の 2項を加える。

3 指定障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10

年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協

定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエン

ザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。次

項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4 指定障害者支援施設は、第 1項の医療機関が第二種協定指定医療機関である場合において

は、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わ

なければならない。

第57条を削り、第58条を第57条とし、第58条の 2を第58条とする。

（枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第4条 枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市

条例第55号）の一部を次のように改正する。

第16条中第 3項を第 4項とし、第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用

者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

第18条に次の 1項を加える。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。

第37条及び第50条中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

第52条第 1項中「第60条」を「第59条の 2」に改める。

第59条の次に次の 1条を加える。

（規模）

第59条の 2 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）は、 10人以上の人員を利用させること

ができる規模を有するものでなければならない。

第60条中「、就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）のうち」を削り、 「もの」を「就労移

行支援事業所」に改める。

第67条中「から第10条まで」を「、第 9条」に改める。
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第82条第 1項中「、指定医療型児童発達支援（同令第55条に規定する指定医療型児童発達支援

をいう。）の事業」を削る。

第 5条 枚方市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のよう

に改正する。

目次中「第 5章 自立訓練（生活訓練） （第54条ー第58条）」を

練） （第54条ー第58条）
に改める。

（第58条の 2ー第58条の 8) 」

第 5章の次に次の 1章を加える。

第 5章の 2 就労選択支援

（基本方針）

「第 5章 自立訓練（生活訓

第 5章の 2 就労選択支援

第58条の 2 就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、法施行規則第 6条の 7の2に規定する者につき、短期間の生産活動その他の活動の機

会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに法施行規則第 6条の 7の3

に規定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、法

施行規則第 6条の 7の4に規定する便宜を適切かつ効果的に供与するものでなければならな

し‘
゜
（規模）

第58条の 3 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「就労選択支援事業所」という。）は、 10人以上の人員を利用させること

ができる規模を有するものでなければならない。

（従業者の配置の基準）

第58条の 4 就労選択支援事業者は、就労選択支援事業所に、次に掲げる従業者を、利用者の支

援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置の基準に従い置かなければ

ならない。

(1) 管理者

(2) 就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをい

う。）

（実施主体）

第58条の 5 就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービ

ス事業者であって、過去 3年以内に当該事業者の事業所の 3人以上の利用者が新たに通常の事

業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有す

る事業者でなければならない。

（評価及び整理の実施）

第58条の 6 就労選択支援事業者は、規則で定めるところにより、短期間の生産活動その他の活

動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに法施行規則第 6条の 7の3
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に規定する事項の整理を行うものとする。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第58条の 7 就労選択支援事業者は、前条の規定により実施した評価及び整理の結果を踏まえ、

必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関す

る法律（昭和35年法律第123号）第27条第 2項に規定する障害者就業・生活支援センターをい

う。）その他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。

2 就労選択支援事業者は、法第89条の 3第 1項に規定する協議会への定期的な参加、公共職業

安定所への訪間等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関す

る情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めな

ければならない。

（準用）

第58条の 8 第 5条、第 8条、第 9条、第13条から第16条まで、第19条、第24条から第26条ま

で、第28条から第32条の 2まで、第34条から第36条まで、第39条、第41条、第42条及び第43条

から第47条までの規定は、就労選択支援の事業について準用する。この場合において、必要な

読替えは、規則で定める。

第66条の次に次の 1条を加える。

（就労選択支援に関する情報提供）

第66条の 2 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援（法第51条の17第 2項に

規定する指定計画相談支援をいう。）を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報

提供を行うものとする。

第73条第 2項中「（昭和35年法律第123号）」を削る。

第78条中「及び第63条から第65条まで」を「、第63条から第65条まで及び第66条の 2」に改め

る。

第81条中「第65条まで」の次に「、第66条の 2」を加える。

（枚方市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

第 6条 枚方市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年枚方市条例第

56号）の一部を次のように改正する。

第 3条に次の 2項を加える。

4 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地

域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第77条第 3

項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携

を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。

5 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等（法

第29条第 1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等を把握す

るとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者

支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相

談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければなら
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なし＼

第11条中「又は作業療法士」を「、作業療法士又は言語聴覚士」に改める。

第17条中第 3項を第 4項とし、第 2項を第 3項とし、第 1項の次に次の 1項を加える。

2 障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用

者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

第19条に次の 1項を加える。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上

で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の

支援が行われるよう努めなければならない。

第19条の次に次の 2条を加える。

（地域との連携等）

第19条の 2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその

自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域

住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市の担当者等により構成

される規則で定める協議会（以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催し、

おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとと

もに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

3 障害者支援施設は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1年に 1回以上、地域連携推

進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会を設けなければならない。

4 障害者支援施設は、第 2項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該

記録を公表しなければならない。

5 前 3項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者

による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講

じている場合には、適用しない。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第19条の 3 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該

障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障

害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下

この条において「地域移行等意向確認等」という。）を滴切に行うため、地域移行等意向確認

等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。

2 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第77条第 3項各号に

掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域

における障害福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援

を行うよう努めなければならない。

第39条に次の 2項を加える。

3 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法
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律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指

定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等

感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染症をいう。次項に

おいて同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。

4 障害者支援施設は、第 1項の医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当

該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなけれ

ばならない。

第43条を削り、第44条を第43条とし、第45条を第44条とし、第46条を第45条とする。

（枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正）

第 7条 枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（令和元年枚方市条例第31号）の一部を次のように改正する。

「第 4章 医療型児童発達支援

第 1節基本方針（第67条）

目次中 第 2節人員に関する基準（第68条・第69条） を「第 4章削除」に改める。

第 3節設備に関する基準（第70条）

第4節 運営に関する基準（第71条ー第77条）」

第 3条（見出しを含む。）中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業

者」に改める。

第 5条中「指導及び訓練」を「支援をし、又はこれに併せて治療（上肢、下肢又は体幹の機能

の障害のある児童に対して行われるものに限る。以下同じ。）」に改める。

第 7条第 3項を次のように改める。

3 前 2項に定めるもののほか、指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、医療

法（昭和23年法律第205号）に規定する診療所として必要とされる数の従業者を圏かなければ

ならない。

第 7条第 4項を削る。

第 8条ただし書中「同一敷地内にある他」を「当該指定児童発達支援事業所以外」に改める。

第10条第 1項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第 2項中「指導及び訓練を供与

するため」を「支援」に改める。

第11条第 1項ただし書を削り、同項第 1号を次のように改める。

(1) 発達支援室

第11条第 1項中第 8号を第 9号とし、第 7号の次に次の 1号を加える。

(8) 静義室

第11条第 2項を次のように改める。

2 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項各号（第 4号を除く。）に掲

げる設備、備品等のほか、医療法に規定する診療所として必要な設備を設けなければならな

し‘
゜
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第11条第 3項中「指導及び訓練を供与するため」を「支援」に改める。

第24条第 2項中「当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額」を「次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ当該各号に定める額」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

(2) 治療を行う場合 前号に定める額のほか、当該指定児童発達支援のうち肢体不自由児通所

医療（食事療養（健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第 2項第 1号に規定する食事療

養をいう。）を除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算

定方法の例により算定した費用の額

第25条中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改める。

第26条第 1項中「障害児通所給付費」の次に「又は肢体不自由児通所医療費」を加える。

第27条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（指定児童発達支援の取扱方針）」を付

し、同条第 1項中「次条第 1項」を「第28条第 1項」に改め、同条第 5項中「前項の評価及び改

善の内容を」を「自己評価及び保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を保護者に示すとと

もに、」に改め、同項を同条第 7項とし、同条第 4項中「自ら評価」を「指定児童発達支援事業

所の従業者による評価を受けた上で、自ら評価（以下この条において「自己評価」という。）」

に、 「保護者による評価」を「通所給付決定保護者（以下この条において「保護者」という。）

による評価（以下この条において「保護者評価」という。）」に改め、同項を同条第 6項とし、

同条第 3項を同条第 5項とし、同条第 2項を同条第 3項とし、同項の次に次の 1項を加える。

4 指定児童発逹支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた指定児童発

達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び次条において同じ。）の確保並びに次項に規

定する指定児童発達支援の質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援

の提供に当たっては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わなければならな

し‘
゜

第27条第 1項の次に次の 1項を加える。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければなら

なし‘。

第27条の次に次の 2条を加える。

第27条の 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに指定児童発達支援プロ

グラム（前条第 4項に規定する領域との関連性を明確にした指定児童発達支援の実施に関する

計画をいう。）を策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならな

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推進）

第27条の 3 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利用することにより、地

域の保育、教育等の支援を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、

全ての児童が共に成長できるよう、障害児の地域社会への参加及び包摂の推進に努めなければ

ならない。
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第29条に次の 1項を加える。

2 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよ

う努めなければならない。

第31条の見出しを「（支援）」に改め、同条中「指導、訓練等」を「支援」に改める。

第36条中「特例障害児通所給付費」の次に「又は肢体不自由児通所医療費」を加える。

第40条中「指導訓練室」を「発達支援室」に改める。

第42条第 3項中「保護者」を「通所給付決定保護者」に改める。

第44条中「指定児童発達支援事業者」の次に「（治療を行うものを除く。）」を加える。

第50条第 1項中「第 5条第18項」を「第 5条第19項」に改める。

第61条第 1項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第 2項中「指導及び訓練を供与する

ため」を「支援」に改める。

第 4章を次のように改める。

第 4章削除

第67条から第77条まで削除

第78条中「必要な訓練」を「必要な支援」に、 「指導及び訓練」を「支援」に改める。

第81条第 1項中「指導訓練室」を「発達支援室」に改め、同条第 2項中「指導及び訓練を供与

するため」を「支援」に改める。

第87条第 1項中「指導訓練」を「発達支援」に改め、同条第 2項中「指導及び訓練を供与する

ため」を「支援」に改める。

第91条第 2項中「心理指導担当職員」を「心理担当職員」に、 「の指導、知識技能の付与」を

「及び知識技能の習褐」に、 「必要な訓練」を「必要な支援」に、 「「訓練等」という。）を行

い、及び」を「この項において単に「支援」という。）を行い、前びに」に、 「訓練等を」を

「支援を」に、 「訓練等に」を「支援に」に、 「職業訓練又は」を「職業訓練若しくは」に改め

る。

第97条中「第 4項及び第 5項を除く。）」を「第 6項及び第 7項を除く。）、第27条の 2」

に、 「第48条まで、第50条、第51条」を「第51条まで」に、 「、第53条から第55条まで及び第76

条」を「及び第53条から第55条まで」に改める。

第102条中「及び第 5項」を削り、 「第28条」を「第27条の 3」に、 「第48条まで、第50条、

第51条」を「第51条まで」に改め、 「、第76条」を削る。

第103条中「、第68条」及び「、第68条第 1項中「事業所（以下「指定医療型児童発逹支援事

業所」という。）」とあり、同条第 2項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあり」を削る。

第105条第 1項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事業者」に改め、

「、第77条」を削り、同条第 2項中「指定障害児通所支援事業者等」を「指定障害児通所支援事

業者」に改める。

附則
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（施行期日）

1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。ただし、第 2条及び第 5条の規定並びに第 7条

中枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例第50条第 1項の改正規定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律等の一部を改正する法律（令和 4年法律第104号）附則第 1条第 4号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。

（地域との連携等に関する経過措置）

2 令和 7年 3月31日までの間、第 1条の規定による改正後の枚方市指定障害福祉サービス事業者

の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（以

下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。）第186条の 2 （新指定障害福祉サービス基準

条例第205条において準用する場合を含む。以下同じ。）及び第194条の10、第 3条の規定による

改正後の枚方市指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

（以下「新指定障害者支援施設基準条例」という。）第27条の 2並びに第 6条の規定による改正

後の枚方市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「新障害者支援施設

基準条例」という。）第19条の 2の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準条例第

186条の 2第 2項及び第 3項並びに第194条の10第 2項及び第 3項、新指定障害者支援施設基準条

例第27条の 2第 2項及び第 3項並びに新障害者支援施設基準条例第19条の 2第 2項及び第 3項中

「設けなければ」とあるのは「設けるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例

第186条の 2第4項及び第194条の10第4項、新指定障害者支援施設基準条例第27条の 2第4項並

びに新障害者支援施設基準条例第19条の 2第 4項中「公表しなければ」とあるのは「公表するよ

う努めなければ」とする。

（地域移行等意向確認担当者の選任に関する経過措置）

3 令和 8年 3月31日までの間、新指定障害者支援施設基準条例第27条の 3第 1項及び新障害者支

援施設基準条例第19条の 3第 1項の規定の適用については、これらの規定中「選任しなければ」

とあるのは、 「選任するよう努めなければ」とする。

（枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措懺）

4 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和 4年法律第66号。以下「児童福祉法等改正法」とい

う。）附則第 4条第 1項の規定により児童福祉法等改正法第 2条の規定による改正後の児童福祉

法（昭和22年法律第164号。以下「新児章福祉法」という。）第21条の 5の 3第 1項の指定を受

けたものとみなされる者並びにこの条例の施行の際現に指定を受けている第 7条の規定による改

正前の枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（以下「旧指定通所支援基準条例」という。）第 7条第 3項に規定

する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第 4項に規定する主として重症

心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、第 7条の規定による改正後の枚方市

指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（以下「新指定通所支援基準条例」という。）第 7条の規定にかかわらず、令和
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9年 3月31日までの間、なお従前の例によることができる。

5 児童福祉法等改正法附則第 4条第 1項の規定により新児童福祉法第21条の 5の 3第 1項の指定

を受けたものとみなされる者並びにこの条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基

準条例第 7条第 3項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第 4

項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、新指定通

所支援基準条例第11条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

6 令和 7年 3月31日までの間、新指定通所支援基準条例第27条の 2 （新指定通所支援基準条例第

59条、第63条、第84条、第85条、第89条及び第97条において準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定の適用については、新指定通所支援基準条例第27条の 2中「公表しなければ」とあるの

は、 「公表するよう努めなければ」とする。
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議案第 114 号参考資料

枚方市指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

［第 1条関係］ ［第 1条関係］

目次 目次

第 1章 ［略］ 第 1章 ［略］

第 2章 ［略］ 第 2章 ［略］

第 3章 ［略］ 第 3章 ［略］

第 4章 ［略］ 第4章 ［略］

第 5章 ［略］ 第 5章 ［略］

第 6章 ［略］ 第 6章 ［略］

第 7章 ［略］ 第 7章 ［略］

第 8章 ［略］ 第 8章 ［略］

第 1節 ［略］ 第 1節 ［略］

第 2節 ［略］ 第 2節 ［略］

第 3節 ［略］ 第 3節 ［略］

第4節 ［略］ 第4節 ［略］

第 5節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第131条の 2ー第131 第 5節 共生型障害福祉サービスに関する基準（第131条の 2ー第131

条の 5) 条の 4)

第 6節 ［略］ 第 6節 ［略］

第 9章 ［略］ 第 9章 ［略］

第10章 ［略］ 第10章 ［略］

第11章 ［略］ 第11章 ［略］

第12章 ［略］ 第12章 ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第12章の 2

第12章の 3

第 1節

第 2節

第 3節

［略］

自立生活援助

［略］

［略］

［略］

第12章の 2

第12章の 3

第 1節

第 2節

第 3節

［略］

自立生活援助

［略］

［略］

［略］

第4節 蓮営に関する基準（第177条の17ー第177条の19)

［略］第13章

第4節運営に関する基準（第177条の17ー第177条の20)

［略］第13章
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第14章

第15章

附則

（管理者）

［略］

［略］

第14章

第15章

附則

（管理者）

［略］

［略］

第 7条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常時勤務

し、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業

所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、

施設等の職務に従事させることができるものとする。

（指定居宅介護の具体的取扱方針）

第26条 指定居宅介護事業者は、次に掲げる具体的な方針に基づいて指定

居宅介護を行わなければならない。

(1) ［略］

盆

第 7条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常時勤務

し、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、

指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業

所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事させることができるものとする。

指定居宅介護の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は

（指定居宅介護の具体的取扱方針）

第26条 指定居宅介護事業者は、次に掲げる具体的な方針に基づいて指定

居宅介護を行わなければならない。

(1) ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮す

ること。

凶［略］

出

固一

［略］

［略］

（居宅介護計画の作成等）

［略］第27条

2 サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成したときは、利用者及び

|
3
7
9
|
 

その同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を剋

用者及びその同居の一族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して

指定計画相談支援（法第51条の17第 2項に規定する指定計画相談支援を

いう。）又は指定障害児相談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第24条の26第 2項に規定する指定障害児相談支援をいう。）を行う者に

交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、第 1項の居宅介護計画の作成後においても、

当該居宅介護計両の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該届宅介護

4
 

計画の変更を行うものとする。

［略］

4
 

（管理者及びサービス提供責任者の責務）

［略］第31条

2 ・ 3 ［略］

サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

図
―
③
-
心

［略］

［略］

［略］

（居宅介護計画の作成等）

［略］第27条

2 サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成したときは、利用者及び

当該居宅介護計画を交その同居の家族にその内容を説明するとともに、

付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、居宅介護計画の作成後においても、当該居宅

介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計両の変

4
 

更を行うものとする。

［略］

（管理者及びサービス提供責任者の責務）

［略］第31条

2 • 3 ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならないQ

（管理者）

第46条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、専

らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該

当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事

業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事

|
3
8
0
|
 

業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

（従業者の配置の基準）

［略］第51条

2 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法第42条第

2号に規定する医療型障害児入所施設をいう。第53条第 3項において同

じ。）に係る指定障害児入所施設（同法第24条の 2第 1項に規定する指

定障害児入所施設をいう。第53条第 3項において同じ。）の指定を受

け、かつ、指定療養介護と指定入所支援（同法第24条の 2第 1項に規定

する指定入所支援をいう。次項及び第53条第 3項において同じ。）とを

同一の施設において一体的に提供している場合については、大阪府指定

障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成24年大阪府条例第105号）第53条に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準

（管理者）

第46条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、専

らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該

当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事

業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事させることができるものとする。

（従業者の配置の基準）

［略］第51条

2 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和22

年法律第164号）第42条第 2号に規定する医療型障害児入所施設をい

う。第53条第 3項において同じ。）に係る指定障害児入所施設（同法第

24条の 2第 1項に規定する指定障害児入所施設をいう。第53条第 3項に

おいて同じ。）の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援（同

法第24条の 2第 1項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第53条第

3項において同じ。）とを同一の施設において一体的に提供している場

合については、大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所

施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年大阪

府条例第105号）第53条に規定する人員に関する基準を満たすことをも



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

を満たしているものとみなすことができる。

3 指定療義介護事業者が、指定発達支援医療機関（児童福祉法第 7条第

2項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この項において同

じ。）の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援とを同一

の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関と

して適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保して

いることをもって、第 1項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。

（指定療養介護の取扱方針）

|
3
8
1
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第59条 ［略］

2 指定療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

肋ことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならな

し‘
゜

3
l
4
 

［略］

［略］

（サービス管理責任者の責務）

第61条［略］

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

3 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関（児童福祉法第 6条の

2の 2第 3項に規定する指定発達支援医療機関をいう。以下この項にお

いて同じ。）の設置者である場合であって、療養介護と指定入所支援と

を同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療

機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確

保していることをもって、第 1項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。

（指定療養介護の取扱方針）

第59条 ［略］

2
-
3
 

［略］

［略］

（サービス管理責任者の責務）

第61条［略］

ければならない，



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

（従業者の配罹の基準）

第80条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」

う。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」

とい

とい

う。）に、次に掲げる従業者を、利用者の支援に支障がない最小限のも

のとして規則で定める員数その他の配置の基準に従い置かなければなら

なし‘。

(1) ［略］

(2) 看護職員

|
3
8
2
|
 

（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同

じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

(3) ［略］

2 前項第 2号に掲げる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保す

ることが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。

（職場への定着のための支援等の実施）

第87条の 2 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するた

め、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事

業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センタ

- （障害者の燿用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第27

条第 2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同

二等の関係機関と連携して、

（従業者の配置の基準）

第80条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」

う。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」

う。）に、次に掲げる従業者を、利用者の支援に支障がない最小限のも

のとして規則で定める員数その他の配置の基準に従い置かなければなら

ない。

(1) ［略］

(2) 看護職員 （保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

(3) ［略］

とし‘

とい

以下同

当該障害者が就職した日から 6月以

2 前項第 2号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。

（職場への定着のための支援等の実施）

第87条の 2 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するた

め、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事

業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センタ

ー等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から 6月以上、職

業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 ［略］ 2 ［略］

（指定短期入所の取扱方針）

［略］第106条

2 指定短期入所事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならな

（指定短期入所の取扱方針）

［略］第106条

し‘
゜

3
-
4
 

［略］

［略］

2
-
3
 

［略］

［略］

|
3
8
3
|
 

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針）

［略］第120条

呈指定重度障害者等包括支援事業者は、利用者が自立した日常生活又は

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針）

［略］第120条

社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しな

3
-
4
 

ければならない。

［略］

［略］

（準用）

第123条第10条から第22条まで、第24条、第29条、第30条、第31条第 4

皇、第34条（第 1項及び第 2項を除く。）から第43条まで及び第68条の

規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合

2
-
3
 

［略］

［略］

（準用）

第123条 第10条から第22条まで、第24条、第29条、第30条、第34条（第

1項及び第 2項を除く。）から第43条まで及び第68条の規定は、指定重

度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、必要



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

において、必要な読替えは、規則で定める。 な読替えは、規則で定める。

|

3

8

4
ー

（従業者の配置の基準）

第125条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓

練（機能訓練）事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下

「指定自立訓練（機能訓練）事業所」という。）に、次に掲げる従業者

を、利用者の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数そ

の他の配置の基準に従い置かなければならない。

(1) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

(2) ［略］

2 前項第 1号に掲げる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保す

ることが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。

（共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハビリテーショ

ン事業者の基準）

（従業者の配置の基準）

第125条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓

練（機能訓練）事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下

「指定自立訓練（機能訓練）事業所」という。）に、次に掲げる従業者

を、利用者の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数そ

の他の配置の基準に従い置かなければならない。

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

(2) ［略］

2 前項第 1号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。

第131条の 3 共生型自立訓練（機能訓練）の事業を行う指定通所リハヒ‘‘

リテーション事業者（指定居宅サービス等基準第111条第 1項に規定す

が当該事業に関して満る指定通所リハビリテーション事業者をいう。）

たずべき基準は、規則で定めるとおりとする。

［略］第131条の 4

第131条の 5 ［略］

第131条の 3

第131条の 4

［略］

［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準）

第132条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第132

条の 3に規定する病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者が行う自

立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービスを除く。次条及び

|
3
8
5
|
 

第133条において「基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事業を

行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、指定通所介護事業者等で

あって、地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこと等

により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定

通所介護等を提供するものであることとし、人員、設備、運営等につい

て規則で定めるとおりとする。

（病院又は診療所における基準該当障害福祉サービス

する基準）

（自立訓練）に関

第132条の 3 地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこ

と等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して

病院又は診療所（以下この条において「病院等基準該当自立訓練（機能

訓練）事業者」という。）が行う自立訓練（機能訓練）に係る基準該当

障害福祉サービスに関して病院等基準該当自立訓練（機能訓練）事業者

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準）

第132条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス （次条

及び第133条において「基準該当自立訓練（機能訓練）」という。）の事

業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、指定通所介護事業者

等であって、地域において自立訓練（機能訓練）が提供されていないこ

と等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して

指定通所介護等を提供するものであることとし、人員、設備、運営等に

ついて規則で定めるとおりとする。

が満たすべき基準は、規則で定めるとおりとする。

（実施主体） （実施主体）

第160条 ［略］ 第160条 ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 

第44条第 1項に規定する子会社以外の者でなければならない。

指定就労継続支援A型事業者は、障害者の屈用の促進等に関する法律

ければならない。

|
3
8
6
|
 

（準用）

第173条第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第76条、第77条、第86条、第88条

から第94条まで、第128条、第129条、第163条第 6項及び第164条から第

166条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律

（昭和35年法律第1-23号） 第44条第 1項に規定する子会社以外の者でな

（準用）

第177条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第21

条、第23条、第24条（第 1項を除く。）、第29条、第34条の 2、第36条の

2から第42条まで、第53条、第59条から第62条まで、第70条、第72条、

第76条、第77条、第86条、第89条、第90条、第92条から第94条まで、第

128条（第 1項を除く。）、第129条、第163条第 6項、第164条から第166

条まで及び第169条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業につい

て準用する。この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

（準用）

第173条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第76条、第77条、第86条、第88条

から第94条まで、第128条、第129条及び第164条から第166条までの規定

は、指定就労継続支援 B型の事業について準用する。

て、必要な読替えは、規則で定める。

この場合におい

（準用）

第177条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第21

条、第23条、第24条（第 1項を除く。）、第29条、第34条の 2、第36条の

2から第42条まで、第53条、第59条から第62条まで、第70条、第72条、

第76条、第77条、第86条、第89条、第90条、第92条から第94条まで、第

128条（第 1項を除く。）、第129条、第164条から第166条まで及び第169

条の規定は、某準該当就労継続支援B型の事業について準用する。

場合において、必要な読替えは、規則で定める。

この

（サービス管理責任者の責務）

［略］第177条の 6

（サービス管理責任者の責務）

［略］第177条の 6



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。

（実施主体） （実施主体）

第177条の 7 指定就労定着支援事業者は、生活介護、自立訓練（機能訓 第177条の 7 指定就労定着支援事業者は、過去 3年間において平均 1人

練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労 以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る

継続支援B型に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去 3年以 指定障害福祉サービス事業者でなければならない。

内に当該事業者の事業所の 3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇

用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない。

|387| 

（実施主体）

第177条の17 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者

（居宅介護、重度訪間介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練又は

共同生活援助の事業を行う者に限る。）、指定障害者支援施設又は指定相

談支援事業者でなければならない。

（定期的な訪問等による支援） （定期的な肪問による支援）

第177条の17 指定自立生活援助事業者は、定期的な利用者の居宅への訪 第177条の18 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に 1回以上、利用

間その他規則で定める方法により、当該利用者の心身の状況、その置か 者の居宅を訪問することにより、当該利用者の心身の状況、その置かれ

れている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提 ている環境及び日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供

供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等と 及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との

の連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生 連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活

活を営むために必要な援助を行わなければならない。 を営むために必要な援助を行わなければならない。



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

第177条の18 ［略］

第177条の19

第178条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス

［略］

活援助」という。）の事業は、利用者が地域において共同して自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住

民との交流の下で、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境

に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護

その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行い、又はこれに併せ

|
3
8
8
|
 

（以下「指定共同生

て、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき当

該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談、住居の確保に係る

援助その他居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着に

必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

（入居及び退居）

［略］第182条

［略］2
 
3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏

まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な

4
 

援助を行い、又はこれに併せて居宅における自立した日常生活への移行

後の定着に必要な援助を行わなければならない。

［略］

第177条の19

第177条の20

第178条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス

第182条

［略］2
 

［略］

［略］

（以下「指定共同生

活援助」という。）の事業は、利用者が地域において共同して自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、家庭的な環境と地域住

民との交流の下で、当該利用者の心身の状況及びその置かれている環境

に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その

他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならな

し‘。

（入居及び退居）

［略］

3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居の際は、利用者の希望を踏

まえた上で、退居後の生活環境や援助の継続性に配慮し、退居に必要な

援助を行わなければならない。

4
 

［略］

（指定共同生活援助の取扱方針） （指定共同生活援助の取扱方針）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第185条 ［略］ 第185条 ［略］

2 ［略］ 2 ［略］

3 指定共同生活援助事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければな

らない。

4 ［略］ 3 ［略］

5 ［略］ 4 ［略］

6 ［略］ 5 ［略］

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第186条 ［略］ 第186条 ［略］
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2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。

（地域との連携等）

第186条の 2 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当

たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等

の地域との交流を図らなければならない。

呈指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、

利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を

有する者並びに市の担当者等により構成される規則で定める協議会（以

下この条及び第194条の10において「地域遮携推進会議」という。）を開

催し、おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議において、事業の運



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむ

ね 1年に 1回以上、当該地域連携推進会議の構成員が指定共同生活援助

事業所を見学する機会を設けなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、第 2項の報告、要望、助言等についての

記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前 3項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生

活援助の質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又
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はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、滴

用しない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第193条 ［略］ 第193条 ［略］

2 ［略］ 2 ［略］

旦指定共同生活援助事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第

二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエン

ザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定す

る新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決め

るように努めなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、第 1項の医療機関が第二種協定指定医療



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新

興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

（準用）

第194条第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第

24条、第29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第55条、第60

条、第62条、第68条、第72条、第77条、第90条、第92条、第94条及び第

140条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

において、必要な読替えは、規則で定める。

（この節の趣旨）

|
3
9
1
1
 

この場合

第194条の 2 第 1節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支

援型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活

援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する

者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる相談、入浴、排せ

つ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併せて行わ

れる居宅における自立＿し仁日常生活への移行及び移行後の定着に必要な

援助をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「 H中サービス支援型

指定共同生活援助事業者」という。）の基本方針前びに人員、設備及び

運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

（基本方針）

第194条の 3 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支

援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及

び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、当該利用者の心身の状況及びにその罹かれている環境に応

（準用）

第194条 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第

24条、第29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第55条、第60

条、第62条、第68条、第72条、第76条、第77条、第90条、第92条、第94

条及び第140条の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。

この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

（この節の趣旨）

第194条の 2 第 1節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支

援型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活

援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により、常時介護を要する

者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食

事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。）の事業を行う

者（以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。）の

基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、

定めるところによる。

この節に

（基本方針）

第194条の 3 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支

援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及

び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、当該利用者の心身の状況及びにその置かれている環境に応



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の

他の日常生活上の援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した 日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

日常生活への移行及び移行後の定着に必要な援助を適切かつ効果的に行

うものでなければならない。

（地域との連携等） （協議の場の設置等）

第194条の10 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サー 第194条の10

ビス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければ
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ならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型

指定共同生活援助の提供に当たっては、地域運携推進会議を開催し、お

おむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る

状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけれ

ばならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の

開催のほか、おおむね 1年に 1回以上、当該地域連携推進会議の構成員

が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けな

ければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、第 2項の報告、要

望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなけ

ればならない。

立 前 3項の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者がその



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

提供する日中サービス支援型指定共同生活援助の質に係る外部の者によ

る評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として市長

が定めるもの（次項に規定するものを除く。）を講じている場合には、

適用しない。

6 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、法第89条の 3第 1項

に規定する協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの

（以下この項において「協議会等」という。）に対して定期的に日中サ

ービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況及び第 2項の報告、要

|
3
9
3
|
 

望、助言等の内容又は前項の評価の結果等を報告し、協議会等による評

価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設

けなければならない。

7 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の協議会等にお

旦報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならな

し‘

（準用）

第194条の11 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21

条、第24条、第29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第55

条、第60条、第62条、第68条、第72条、第77条、第90条、第92条、第94

条、第140条、第182条から第186条まで及び第189条から第193条までの

規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用す

る。この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

（この節の趣旨）

第195条 第 1節から第 4節までの規定にかかわらず、外部サービス利用

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型

指定共同生活援助の提供に当たっては、法第89条の 3第 1項に規定する

協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの（以下この

項において「協議会等」という。）に対して定期的に日中サービス支援

型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価

を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設け

なければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、

要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

（準用）

第194条の11 第10条、第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21

条、第24条、第29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第55

条、第60条、第62条、第68条、第72条、第76条、第77条、第90条、第92

条、第94条、第140条、第182条から第186条まで及び第189条から第193

条までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について

準用する。この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

（この節の趣旨）

第195条 第 1節から第 4節までの規定にかかわらず、外部サービス利用



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる第205条にお

いて準用する第60条の規定により作成する計画（以下「外部サービス利

用型共同生活援助計画」という。）の作成、相談その他の日常生活上の

援助又はこれに併せて行われる居宅における自立した日常生活への移行

|
3
9
4
|
 

及び移行後の定着に必要な援助（第197条第 1項において「基本サービ

ス」という。）及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業

者（以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。）が

委託する指定居宅介護事業者（以下「受託居宅介護サービス事業者」と

いう。）により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行

われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助（以下「受

託居宅介護サービス」という。）をいう。以下同じ。）の事業を行うもの

の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節

に定めるところによる。

（基本方針）

第196条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス

利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による

受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が

地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、当該利用者の心身の

状況及びその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入

浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助又はこれに併

せて行われる居宅における自立した日常生活への移行及び移行後の定着

型指定共同生活援助（指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援

助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる第205条にお

いて準用する第60条の規定により作成する計画（以下「外部サービス利

用型共同生活援助計画」という。）の作成、相談その他の日常生活上の

援助（第197条第 1項において「基本サービス」という。）及び当該指定

共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者（以下「外部サービス利用

型指定共同生活援助事業者」という。）が委託する指定居宅介護事業者

（以下「受託居宅介護サービス事業者」という。）により、当該外部サ

ービス利用型共同生活援助計両に基づき行われる入浴、排せつ、食事の

介護その他の日常生活上の援助（以下「受託居宅介護サービス」とい

う。）をいう。以下同じ。）の事業を行うものの基本方針並びに人員、設

備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

（基本方針）

第196条 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス

利用型共同生活援助計両に基づき、受託居宅介護サービス事業者による

受託居宅介護サービスを滴切かつ円滑に提供することにより、利用者が

地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、当該利用者の心身の

状況及びその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入

浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的

に行うものでなければならない。



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

（準用）

第205条第12条、第13条、第15条から第18条まで、第21条、第24条、第

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第55条、第60条、第62

条、第68条、第72条、第77条、第90条、第92条、第94条、第140条、第

182条から第188条まで及び第191条から第193条までの規定は、外部サー

ビス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

て、必要な読替えは、規則で定める。

|
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旱、第142条、第142条の 4、

この場合におい

（電磁的記録等）

第207条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存そ

の他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されているもの又

は想定されるもの（第11条第 1項（同条第 4項において準用する場合を

含む。） （第44条、第44条の 4、第49条、第95条、第95条の 5、第123

条、第131条、第131条の 5、第142条、第142条の 4、第155条、第168

条、第173条、第177条、第177条の12及び第177条の19において準用する

場合を含む。）、第15条（第44条、第44条の 4、第49条、第78条、第95

条、第95条の 5、第110条、第110条の 4、第123条、第131条、第131条

第155条、第168条、第173条、第177条、

（準用）

第205条第12条、 第13条、第15条から第18条まで、第21条、第24条、第

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第55条、第60条、第62

条、第68条、第72条、第76条、第77条、第90条、第92条、第94条、第

140条、第182条から第188条まで及び第191条から第193条までの規定

は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

の場合において、必要な読替えは、規則で定める。

こ

（電磁的記録等）

第207条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、保存そ

の他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されているもの又

は想定されるもの（第11条第 1項（同条第4項において準用する場合を

含む。） （第44条、第44条の 4、第49条、第95条、第95条の 5、第123

条、第131条、第131条の 4、第142条、第142条の 4、第155条、第168

条、第173条、第177条、第177条の12及び第177条の20において準用する

場合を含む。）、第15条（第44条、第44条の 4、第49条、第78条、第95

条、第95条の 5、第110条、第110条の 4、第123条、第131条、第131条

第168条、第173条、第177条、旱、第142条、第142条の 4、第155条、



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

第177条の12、第177条の19、第194条、第194条の11及び第205条におい

て準用する場合を含む。）、第54条第 1項（同条第 3項において準用する

場合を含む。）、第104条第 1項（第110条の 4において準用する場合を含

む。）、第183条第 1項（第194条の11及び第205条において準用する場合

を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

|
3
9
6
|
 

2
 

ができる。

［略］

附則

により行うこと

（指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事

業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合に関する特例）

2 第187条第 3項及び第194条の 8第4項の規定は、指定共同生活援助事

業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることがで

きる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定

の基準等に関する命令（平成26年厚生労働省令第 5号）第 1条第 5号に

規定する区分四、同条第 6号に規定する区分五又は同条第 7号に規定す

る区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生

活援助事業所又は当該H中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従

第177条の12、第177条の20、第194条、第194条の11及び第205条におい

て準用する場合を含む。）、第54条第 1項（同条第 3項において準用する

場合を含む。）、第104条第 1項（第110条の 4において準用する場合を含

む。）、第183条第 1項（第194条の11及び第205条において準用する場合

を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、害面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覧によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電

子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

ができる。

2 L略］

附則

により行うこと

（指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事

業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合に関する特例）

2 第187条第 3項及び第194条の 8第4項の規定は、指定共同生活援助事

業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることがで

きる者であって、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定

の基準等に関する命令（平成26年厚生労働省令第 5号）第 1条第 5号に

規定する区分四、同条第 6号に規定する区分五又は同条第 7号に規定す

る区分六に該当するものが、共同生活住居内において、当該指定共同生

活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

業者以外の者による居宅介護又は重度訪間介護の利用を希望する場合に

ついては、令和 9年 3月31日までの間、当該利用者については、適用し

なし‘。

3 第187条第 3項及び第194条の 8第 4項の規定は、指定共同生活援助事

業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する

命令第 1条第 5号に規定する区分四、同条第 6号に規定する区分五又は

同条第 7号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内におい

て、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るもの

|
3
9
7
|
 

に限る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、次に掲げる要件

当のいずれにも該当する場合については、令和 9年 3月31日までの間、

該利用者については、適用しない。

(1) • (2) ［略］

業者以外の者による居宅介護又は重度訪間介護の利用を希望する場合に

ついては、令和 6年 3月31日までの間、当該利用者については、適用し

なし‘。

3 第187条第 3項及び第194条の 8第 4項の規定は、指定共同生活援助事

業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、

障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する

命令第 1条第 5号に規定する区分四、同条第 6号に規定する区分五又は

同条第 7号に規定する区分六に該当するものが、共同生活住居内におい

て、当該指定共同生活援助事業所又は当該日中サービス支援型指定共同

生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護（身体介護に係るもの

に限る。以下この項において同じ。）の利用を希望し、次に掲げる要件

当のいずれにも該当する場合については、令和 6年 3月31日までの間、

該利用者については、適用しない。

(1) • (2) ［略］

［第 2条関係］

目次

［第 2条関係］

目次

第 1章

第 2章

第 3章

第4章

第 5章

第 6章

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

第 1章

第 2章

第 3章

第 4章

第 5章

第 6章

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第 7章

第 8章

［略］

［略］

第 7章

第 8章

［略］

［略］

第 9章 自立訓練（生活訓練）

第 1節

第 2節

第 3節

第4節

第 5節

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

第 9章 自立訓練（生活訓練）

第 1節

第 2節

第 3節

第 4節

第 5節

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

|
3
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8
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第 6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第143条ー第144

麟

第 6節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第143条ー第144

麟

第 9章の 2 就労選択支援

第 1節

第 2節

第 3節

第10章

第11章

第12章

某本方針（第14_4条の 2_）

人員に関する基準（第144条の 3.第144条の 4)

設備に関する基準（第144条の 5)

第4節 運営に関する某準（第144条の 6ー第144条の 9)

［略］

［略］

［略］

［略］

第10章

第11章

第12章

［略］

［略］

第12章の 2

第12章の 3 ［略］

［略］

［略］

［略］

第13章

第14章

第15章

［略］

［略］

第12章の 2

第12章の 3 ［略］

［略］第13章

第14章

第15章

［略］

［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

附則 附則

（居宅介護計画の作成等）

［略］第27条

2 サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成したときは、利用者及び

その同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計両を利

用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して

指定計画相談支援（法第51条の17第 2項に規定する指定計画相談支援を

いう。以下同じ。）又は指定障害児相談支援（児童幅祉法（昭和22年法

律第164号）第24条の26第 2項に規定する指定障害児相談支援をいう。）

|
3
9
9
|
 

3・4 

を行う者に交付しなければならない。

［略］

第 9章の 2

第 1節基本方針

就労選択支援

第144条の 2 就労選択支援に係る指定障害福祉サービス （以下「指定就

労選択支援」という。）の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができる＿よう、法施行規則第 6条の 7の 2に規定する者

につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に

関する適性、知識及び能力の評価並びに法施行規則第 6条の 7の3に規

定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の

結果に基づき、法施行規則第 6条の 7の4に規定する便宜を適切かつ効

（居宅介護計画の作成等）

［略］第27条

2 サービス提供責任者は、居宅介護計画を作成したときは、利用者及び

その同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を利

用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対して

指定計画相談支援（法第51条の17第 2項に規定する指定計画相談支援を

いう。）又は指定障害児相談支援（児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第24条の26第 2項に規定する指定障害児相談支援をいう。）

3・4 

を行う者に

交付しなければならない。

［略］

果的に供与するものでなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第2節人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第144条の 3 指定就労選択支援の事業を行う者（以下「指定就労選択支

援事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定就労選択

支援事業所」という。）に、就労選択支援員（指定就労選択支援の提供

に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。）を、利用者の支

援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置の基

準に従い置かなければならない。

（準用）

|400| 

第144条の 4 第52条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用す

る゜
第 3節設備に関する基準

第144条の 5 第83条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用す

る゜
第4節運営に関する基準

（実施主体）

第144条の 6 指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支

援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去 3年以内に当該事

業者の事業所の 3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたも

のその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有

すると市長が認める事業者でなければならない。

（評価及び整理の実施）

第144条の 7 指定就労選択支援事業者は、規則で定めるところにより、



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

短期間の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知

識及び能力の評価並びに法施行規則第 6条の 7の3に規定する事項の整

理を行うものとする。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第144条の 8 指定就労選択支援事業者は、前条の規定により実施した評

価及び整理の結果を堕まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就

業•生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければな

らなし‘。

旦指定就労選択支援事業者は、法第89条の 3第 1項に規定する協議会へ

の定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労

|401| 

支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努める

とともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めな

ければならない。

（準用）

第144条の 9 第10条から第21条まで、第24条、第29条、第34条の 2、第

36条の 2から第42条まで、第59条、第62条、第68条、第70条から第72条

まで、第76条、第77条、第86条、第87条、第88条から第94条まで、第

128条及び第140条の規定は、指定就労選択支援の事業について準用す

る。この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

（就労選択支援に関する情報提供）

第154条の 2 指定就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談

支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行う



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

ものとす一ーる_Q

（準用）

第168条第10条から第18条まで、 第20条、第21条、第23条、第24条、第

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第76条、第77条、第88条から第90

条まで、第92条から第94条まで、第128条、第129条及び第154条の 2の

規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第76条、第77条、第88条から第90

条まで、第92条から第94条まで、第128条及び第129条の規定は、指定就

いて、必要な読替えは、規則で定める。

|
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（準用）

第173条第10条から第18条まで、

この場合にお

第20条、第21条、第23条、第24条、第

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第76条、第77条、第86条、第88条

から第94条まで、第128条、第129条、第154条の 2、第163条第 6項及び

第164条から第166条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業につい

て準用する。 この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

（準用）

第177条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第21

条、第23条、第24条（第 1項を除く。）、第29条、第34条の 2、第36条の

2から第42条まで、第53条、第59条から第62条まで、第70条、第72条、

第76条、第77条、第86条、第89条、第90条、第92条から第94条まで、第

（準用）

第168条 第10条から第18条まで、 第20条、第21条、第23条、第24条、第

労継続支援A型の事業について準用する。

替えは、規則で定める。

（準用）

第173条 第10条から第18条まで、

この場合において、必要な読

第20条、第21条、第23条、第24条、第

29条、第34条の 2、第36条の 2から第42条まで、第59条から第62条ま

で、第68条、第70条から第72条まで、第76条、第77条、第86条、第88条

から第94条まで、第128条、第129条、第163条第 6項及び第164条から第

166条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

（準用）

第177条第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条、第21

条、第23条、第24条（第 1項を除く。）、第29条、第34条の 2、第36条の

2から第42条まで、第53条、第59条から第62条まで、第70条、第72条、

第76条、第77条、第86条、第89条、第90条、第92条から第94条まで、第



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

128条（第 1項を除く。）、第129条、第154条の 2、第163条第 6項、第 128条（第 1項を除く。）、第129条、第163条第 6項、第164条から第166

164条から第166条まで及び第169条の規定は、基準該当就労継続支援B 条まで及び第169条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業につい

型の事業について準用する。この場合において、必要な読替えは、規則 て準用する。この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

で定める。

［第 3条関係］ ［第 3条関係J

（基本方針） （基本方針）

第 3条 ［略］ 第3条 ［略］

2 • 3 ［略］ 2 • 3 ［略］

土 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援

|403| 

に配慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該

意向を定期的に確認するとともに、法第77条第 3項各号に掲げる事業を

行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携

を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講

じなければならない。

旦 障害者支援施設は、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指

定障害福祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己

決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者

支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定

期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携

を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第 5条 指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げる従業者を、利用者の支援に支障がない最小限のものと

して規則で定める員数その他の配置の基準に従い置かなければならな

し‘。

(1) 生活介護を行う場合

イ［略］

ロ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。次号にお

いて同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支

援員（利用者の生活を支援する者をいう。

|
4
0
4
|
 

ノ‘

じ。）

［略］

(2) 自立訓練（機能訓練）

員

ロ

(3)'"'-'(6) 

［略］

［略］

を行う場合

以下この項において同

イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

2 前項第 1号口又は第 2号イに掲げる理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生

活を営訂のに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

第 5条 指定障害者支援施設には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に掲げる従業者を、利用者の支援に支障がない最小限のものと

して規則で定める員数その他の配置の基準に従い置かなければならな

し‘。

(1) 生活介護を行う場合

イ［略］

ロ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。次号にお

いて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員（利用者

の生活を支援する者をいう。以下この項において同じ。）

ノ‘

イ

［略］

(2) 自立訓練（機能訓錬） を行う場合

看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

口

(3)"--'(6) 

［略］

［略］

2 前項第 1号口又は第 2号イに掲げる理学療法士又は作業療法士を確保

することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その

他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

（施設障害福祉サービスの取扱方針）

［略］第25条

（施設障害福祉サービスの取扱方針）

［略］第25条



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 指定障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮しなければならな

し‘゜
3 ［略］ 2 ［略］

4 ［略］ 3 ［略］

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第27条 ［略］ 第27条 ［略］

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

|405| 

える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。

（地域との連携等）

第27条の 2 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当た

っては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の

地域との交流を図らなければならない。

2 指定障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、

利用者及びその家族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについ

て知見を有する者並びに市の担当者等により構成される規則で定める協

議会（以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催し、

おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係

る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけ

ればならない。



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

3 指定障害者支援施設は、前項に規定する地域連携推進会議の測催のほ

か、おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議の構成員が指定障害者

支援施設を見学する機会を設けなければならない。

4 指定障害者支援施設は、第 2項の報告、要望、助言等についての記録

を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前 3項の規定は、指定障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サ

ービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又

はこれに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適

用しない。

|406| 

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第27条の 3 指定障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する

意向の把握、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者支援施設

以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確

認（以下この条において「地域移行等意向確認等」という。）を適切に

行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域

移行等意向確認担当者を選任しなければならない。

2 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、

法第77条第 3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービス

の体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行

うよう努めなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（協力医療機関等） （協力医療機関等）

第50条 ［略］ 第50条 ［略］

2 ［略］ 2 ［略］

3 指定障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種

協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」とい

う。）との間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエン

ザ等感染症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定す

る新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決め

るように努めなければならない。

|407| 

4 指定障害者支援施設は、第 1項の医療機関が第二種協定指定医療機関

である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感

染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

（地域との交流）

第57条 指定障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民との連

携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

第57条 ［略］ 第58条 ［略］

第58条 ［略］ 第58条の 2 ［略］

［第4条関係］ ［第4条関係］

（療養介護の取扱方針） （療養介護の取扱方針）

第16条 ［略］ 第16条 ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2
 

療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会＿生活ーを営むこ

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければ

3
-
4
 

ならない。

［略］

［略］

|
4
0
8
|
 

（サービス管理責任者の責務）

第18条［略］

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意息を決定することに困難を抱

える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならないQ

（従業者の配置の基準）

第37条 生活介護事業者は、生活介護事業所に、次に掲げる従業者を、利

用者の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の

配置の基準に従い置かなければならない。

(1) • (2) ［略］

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章

及び次章において同じ。）

及び生活支援員

(4) ［略］

、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

2 前項第 3号に掲げる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保す

2
-
3
 

［略］

［略］

（サービス管理責任者の責務）

第18条［略］

（従業者の配置の基準）

第37条 生活介護事業者は、生活介護事業所に、次に掲げる従業者を、利

用者の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の

配置の基準に従い置かなければならない。

(1) • (2) ［略］

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章

、理学療法士又は作業療法士及び生活支援及び次章において同じ。）

員

(4) ［略］

2 前項第 3号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

ることが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。

|
4
0
9
|
 

（従業者の配置の基準）

第50条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓

練）事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「自立訓練

（機能訓練）事業所」という。）に、次に掲げる従業者を、利用者の支

援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置の基

準に従い置かなければならない。

(1) ［略］

(2) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

［略］(3) 

2 前項第 2号に掲げる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保す

ることが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必

要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他

の者を機能訓練指導員として置くことができる。

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。

（従業者の配置の基準）

第50条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓

練）事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「自立訓練

（機能訓練）事業所」という。）に、次に掲げる従業者を、利用者の支

援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置の基

準に従い置かなければならない。

(1) ［略］

(2) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

(3) ［略］

2 前項第 2号に掲げる理学療法士又は作業療法士を確保することが困難

な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減

退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓

練指導員として置くことができる。

（地域生活への移行のための支援）

第52条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第59条の 2に規定する

就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携

し、必要な調整を行わなければならない。

（地域生活への移行のための支援）

第52条 自立訓練（機能訓練）事業者は、利用者が地域において自立した

日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第60条に規定する就労

移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必

要な調整を行わなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2
 

［略］ 2
 

［略］

（規模）

第59条の 2

という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」とい

就労移fj支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」

う。）は、 10人以上の人員を利用させることができる規模を有するもの

|
4
1
0
1
 

でなければならない。

（認定就労移行支援事業所の設備）

第60条 第67条において準用する第36条の規定にかかわらず、あん摩マツ

サージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217

号）第 2条第 1項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はき

ゅう師の養成施設として認定されている就労移行支援事業所（以下「認

定就労移行支援事業所」という。）の設備の基準は、同法の規定により

あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る養成施設として必

要とされる設備を有することとする。

（準用）

第67条第5条、第 8条、第 9条、第13条から第19条まで、第24条から第

26条まで、第28条から第32条の 2まで、第34条から第36条まで、第38

条、第39条、第41条、第42条、第43条から第47条まで及び第51条の規定

は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、必要な

（認定就労移行支援事業所の設備）

第60条 第67条において準用する第36条の規定にかかわらず、就労移行支

援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）が当該事業

を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）のうち、あん摩

マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第

217号）第 2条第 1項の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又

はきゅう師の養成施設として認定されている上立．（以下「認定就労移行

支援事業所」という。）の設備の基準は、同法の規定によりあん摩マッ

サージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る養成施設として必要とされる

設備を有することとする。

（準用）

第67条 第 5条、第 8条から第10条まで、第13条から第19条まで、第24条

から第26条まで、第28条から第32条の 2まで、第34条から第36条まで、

第38条、第39条、第41条、第42条、第43条から第47条まで及び第51条の

規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、必



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

読替えは、規則で定める。 要な読替えは、規則で定める。

|
4
1
1
1
 

（規模に関する特例）

第82条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業

所」という。）、自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓

練（機能訓練）事業所」という。）、自立訓練（生活訓練）事業所（以

下「多機能型自立訓練（生活訓練）事業所」という。）、就労移行支援

事業所（以下「多機能型就労移行支援事業所」という。）、就労継続支

援A型事業所（以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。）及

び就労継続支援B型事業所（以下「多機能型就労継続支援B型事業所」

という。） （以下「多機能型事業所」と総称する。）は、一体的に事業

を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指定児童発達支援

（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成24年厚生労働省令第15号）第4条に規定する指定児童発

達支援をいう。）の事業又は指定放課後等デイサービス（同令第65条に

規定する指定放課後等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機能型

児童発達支援事業等」という。）を一体的に行う場合にあっては、当該

事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定

員を除く。）の合計が20人以上である場合は、次の各号に掲げる多機能

型事業所の区分に応じ、当該各号に定める人数とすることができる。

(l)"-'(3) ［略］

（規模に関する特例）

第82条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業

所」という。）、自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓

練（機能訓練）事業所」という。）、自立訓練（生活訓練）事業所（以

下「多機能型自立訓練（生活訓練）事業所」という。）、就労移行支援

事業所（以下「多機能型就労移行支援事業所」という。）、就労継続支

援A型事業所（以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。）及

び就労継続支援B型事業所（以下「多機能型就労継続支援B型事業所」

という。） （以下「多機能型事業所」と総称する。）は、一体的に事業

を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型による指定児童発達支援

（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準（平成24年厚生労働省令第15号）第4条に規定する指定児童発

達支援をいう。）の事業、指定医療型児童発達支援（同令第55条に規定

する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業又は指定放課後等デイサ

ービス（同令第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。）の

事業（以下「多機能型児童発達支援事業等」という。）を一体的に行う

場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿

泊型自立訓練の利用定員を除く。）の合計が20人以上である場合は、次

の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に定める人数と

することができる。

(1)"--'(3) ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

2 • 3 ［略］ 2 • 3 ［略］

［第 5条関係］

目次

［第 5条関係］

目次

第 1章

第 2章

第 3章

第 4章

［略］

［略］

［略］

［略］

第 5章

第 5章の 2 就労選択支援（第58条の 2ー第5膨条の 8)

［略］

自〗闊)II練（生活訓練） （第54条ー第58条）

|
4
1
2
|
 

第 6章

第 7章

第 8章

第 9章

第10章

附則

［略］

［略］

［略］

［略］

第 1章

第 2章

第 3章

第 4章

第 5章

第 6章

第 7章

第 8章

第 9章

第10章

附則

［略］

［略］

［略］

［略］

自立訓練（生活訓練） （第54条ー第58条）

［略］

［略］

［略］

［略］

［略］

第 5章の 2

（基本方針）

就労選択支援

第58条の 2 就労選択支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、法施行規則第 6条の 7の2に規定する者

につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に

関する適性、知識及び能力の評価拉びに法施行規則第 6条の 7の 3に規



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

定する事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の

結果に基づき、法施行規則第 6条の 7の4に規定する便宜を適切かつ効

果的に供与するものでなければならない。

（規模）

第58条の 3 就労選択支援の事業を行う者（以下「就労選択支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「就労選択支援事業所」とい

う。）は、 10人以上の人員を利用させることができる規模を有するもの

でなければならない。

（従業者の配置の基準）

第58条の 4 就労選択支援事業者は、就労選択支援事業所に、次に掲げる

|4131 

従業者を、利用者の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める

員数その他の配置の基準に従い置かなければならない。

山管理者

盆就労選択支援員（就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大

臣が定めるものをいう。）

（実施主体）

第58条の 5 就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係

る指定障害福祉サービス事業者であって、過去 3年以内に当該事業者の

事業所の 3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその

他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する事

業者でなければならない。

（評価及び整理の実施）

第58条の 6 就労選択支援事業者は、規則で定めるところにより、短期間



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

の生産活動その他の活動の機会を通じて、就労に関する適性、知識及び

能力の評価並びに法施行規則第 6条の 7の3に規定する事項の整理を行

うものとする。

（関係機関との連絡調整等の実施）

第58条の 7 就労選択支援事業者は、前条の規定により実施した評価及び

整理の結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活

支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第

123号）第27条第 2項に規定する障害者就業・生活支援センターをい

う。）その他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。

|414ー

2 就労選択支援事業者は、法第89条の 3第 1項に規定する協議会への定

期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援

に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとと

もに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなけれ

ばならない。

（準用）

第58条の 8 第 5条、第 8条、第 9条、第13条から第16条まで、第19条、

第24条から第26条まで、第28条から第32条の 2まで、第34条から第36条

まで、第39条、第41条、第42条及び第43条から第47条までの規定は、就

労選択支援の事業について準用する。この場合において、必要な読替え

は、規則で定める。

（就労選択支援に関する情報提供）

第66条の 2 就労移行支援事業者は、利用者に対し、指定計画相談支援



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（法第51条の17第 2項に規定する指定計両相談支援をいう。）を行う者

と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供を行うものとする。

（実施主体）

第73条

2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44

［略］

条第 1項に規定する子会社以外の者でなければならない。

|
4
1
5
1
 

（準用）

第78条第5条、第 8条、第 9条、第13条から第19条まで、第24条から第

26条まで、第28条から第32条の 2まで、第38条、第39条、第43条から第

47条まで、第51条、第63条から第65条まで及び第66条の 2の規定は、就

労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第38条第

2項中「 6人」とあるのは「10人」と、第65条第 2項中「を行わなけれ

ば」とあるのは「に努めなければ」

は、規則で定める。

と読み替えるほか、必要な読替え

（準用）

第81条 第 5条、第 8条から第10条まで、第13条から第19条まで、第24条

から第26条まで、第28条から第32条の 2まで、第35条、第38条、第39

条、第41条、第43条から第47条まで、第51条、第63条から第65条までと

第66条の 2、第69条、第71条及び第72条の規定は、就労継続支援B型の

（実施主体）

第73条

2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律」脳

［略］

和35年法律第123一号） 第44条第 1項に規定する子会社以外の者でなけれ

ばならない。

（準用）

第78条第5条、第 8条、第 9条、第13条から第19条まで、第24条から第

26条まで、第28条から第32条の 2まで、第38条、第39条、第43条から第

47条まで、第51条及び第63条から第65条までの規定は、就労継続支援A

型の事業について準用する。この場合において、第38条第 2項中「 6

人」とあるのは「10人」と、第65条第 2項中「を行わなければ」とある

のは「に努めなければ」

める。

と読み替えるほか、必要な読替えは、規則で定

（準用）

第81条第5条、第 8条から第10条まで、第13条から第19条まで、第24条

から第26条まで、第28条から第32条の 2まで、第35条、第38条、第39

条、第41条、第43条から第47条まで、第51条、第63条から第65条まで、

第69条、第71条及び第72条の規定は、就労継続支援B型の事業について



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

事業について準用する。この場合において、第38条第 2項中「 6人」と 準用する。この場合において、第38条第 2項中「 6人」とあるのは「10

あるのは「10人」と読み替えるほか、必要な読替えは、規則で定める。 人」と読み替えるほか、必要な読替えは、規則で定める。

［第 6条関係］ ［第 6条関係］

（基本方針） （基本方針）

第 3条 ［略］ 第 3条 ［略］

2 • 3 ［略］ 2 • 3 ［略］

4 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配

慮しつつ、利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向

|4161 

を定期的に確認するとともに、法第77条第 3項各号に掲げる事業を行う

者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図

りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を講じな

ければならない。

5 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障

害福祉サービス等（法第29条第 1項に規定する指定障害福祉サービス等

をいう。以下同じ。）の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己

決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該障害者支援

施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的

に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図

りつつ、必要な援助を行わなければならない。

（従業者の配置の基準） （従業者の配置の基準）

第11条 障害者支援施設には、施設長及び第 1号から第 6号までの各号に 第11条 障害者支援施設には、施設長及び第 1号から第 6号までの各号に
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新（改正後） 旧（現行）

掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる従業者を、利用者の支援に支

障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置の基準に従

い置かなければならない。

(1) 生活介護を行う場合

イ［略］

ロ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。次号にお

いて同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

ノ‘

員（利用者の生活を支援する者をいう。

じ。）

［略］

|
4
1
7
|
 

(2) 自立訓練（機能訓練）

以下この項において同

を行う場合

イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援

員

ロ

(3)-----(6) 

第17条

2
 

［略］

［略］

2 前項第 1号口又は第 2号イに掲げる理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生

活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有す

る看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

（施設障害福祉サービスの取扱方針）

［略］

障害者支援施設は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる従業者を、利用者の支援に支

障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置の基準に従

い懺かなければならない。

(1) 生活介護を行う場合

［略］イ

ロ 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。次号にお

いて同じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員（利用者の

ノ‘

(2) 自立訓練（機能訓練）を行う場合

看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員イ

口

(3),.___,(6) 

第17条

生活を支援する者をいう。以下この項において同じ。）

［略］

［略］

［略］

2 前項第 1号口又は第 2号イに掲げる理学療法士又は作業療法士を確保

することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに

必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その

他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

（施設障害福祉サービスの取扱方針）

［略］
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新（改正後） 旧（現行）

とができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければ

ならない。

3 ［略］ 2 ［略］

4 ［略］ 3 ［略］

（サービス管理責任者の責務） （サービス管理責任者の責務）

第19条 ［略］ 第19条 ［略］

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定

の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱

|4181 

える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。

（地域との連携等）

第19条の 2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域

との交流を図らなければならない。

2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用

者及びその丞族、地域住民の代表者、施設障害福祉サービスについて知

見を有する者並びに市の担当者等により構成される規則で定める協議会

（以下この条において「地域連携推進会議」という。）を開催し、おお

むね 1年に 1回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状

況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければ

ならない。

3 障害者支援施設は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1年に
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新（改正後） 旧（現行）

1回以上、地域連携推進会議の構成員が障害者支援施設を見学する機会

を設けなければならない。

4 障害者支援施設は、第 2項の報告、要望、助言等についての記録を作

成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

5 前 3項の規定は、障害者支援施設がその提供する施設障害福祉サービ

スの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこ

れに準ずる措置として市長が定めるものを講じている場合には、適用し

なし‘。

（地域移行等意向確認担当者の選任等）

第19条の 3 障害者支援施設は、利用者の地域生活への移行に関する意向

|4191 

の把握、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービ

ス等の利用状況等の把握及び利用者の当該障害者支援施設以外における

指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認（以下この

条において「地域移行等意向確認等」という。）を適切に行うため、地

域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、地域移行等意向確

認担当者を選任しなければならない。

2 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、

法第77条第 3項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しく

は特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービス

の体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行

うよう努めなければならない。

（協力医療機関等） （協力医療機関等）
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新（改正後） 旧（現行）

第39条 ［略］ 第39条 ［略］

2 ［略］ 2 ［略］

立 障害者支援施設は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第 6条第17項に規定する第二種協定

指定医療機関（次項において「第―種協定指定医療機関」という。）と

の間で、新興感染症（同条第 7項に規定する新型インフルエンザ等感染

症、同条第 8項に規定する指定感染症又は同条第 9項に規定する新感染

症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるように

努めなければならない。

|420| 

土 障害者支援施設は、第 1項の医療機関が第二種協定指定医療機関であ

る場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応について協議を行わなければならない。

（地域との交流）

第43条 障害者支援施設は、その運営に当たっては、地域住民との連携及

び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

第43条 ［略］ 第44条 ［略］

第44条 ［略］ 第45条 ［略］

第45条 ［略］ 第46条 ［略］

［第 7条関係］ ［第 7条関係］

目次 目次

第 1章 ［略］ 第 1章 ［略］
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新（改正後） 旧（現行）

第 2章 ［略］ 第 2章 ［略］

第 3章 ［略］ 第 3章 ［略］

第4章則壁 第4章 医療型児童発達支援

第 1節基本方針（第67条）

第 2 節人員に関する基準（第68条•第69条）

第 3節設備に関する基準（第70条）

第4節 運営に関する基準（第71条ー第77条）

第 5章 ［略］ 第 5章 ［略］

第 6章 ［略］ 第 6章 ［略］

第 7章 ［略］ 第 7章 ［略］

|421| 

第 8章 ［略］ 第 8章 ［略］

第 9章 ［略］ 第 9章 ［略］

附則 附則

（指定障害児通所支援事業者の一般原則） （指定障害児通所支援事業者等の一般原則）

第 3条 指定障害児通所支援事業者は、通所給付決定保護者及び障害児の 第 3条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児

意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第28条 の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第28

第 1項において「通所支援計画」という。）を作成し、これに基づき障 条第 1項において「通所支援計画」という。）を作成し、これに基づき

害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続 障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継

的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対し 続的な評価を実施することその他の措慨を講ずることにより障害児に対

て道切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。 して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用 2 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を

する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った 利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

指定通所支援の提供に努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視した

運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第 5条第 1項に規定

する障害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。）を行う

者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者は、当該指定障害児通所支援事業者を利用

|
4
2
2
|
 

する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなけれ

ばならない。

第 5条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」 と

いう。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能

を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の

心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を

し、又はこれに併せて治療（上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児

童に対して行われるものに限る。以下同じ。） を行うものでなければな

らない。

第 7条［略］

［略］2
 
3
 

前 2項に定めるもののほか、指定児童発達支援事業所において、治療

った指定通所支援の提供に努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結びつきを重視し

た運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第 5条第 1項に規

定する障害福祉サービス（以下「障害福祉サービス」という。）を行う

者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を

利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じな

ければならない。

第 5条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」

3
 

と

いう。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能

を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の

心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及

び訓練を行うものでなければならない。

第 7条［略］

［略］2
 

前項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

を行う場合には、医療法（昭和23年法律第205号）に規定する診療所と 援事業所には、第 1項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げる従業者

して必要とされる数の従業者を置かなければならない。 （前項の規則で定める場合にあっては、第 3号に掲げる従業者を除

く。）を、障害児の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める

員数その他の配置の基準に従い置かなければならない。

山言語聴覚士

凶機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合

に限る。）

凸 日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けるこ

とが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合にあっては、看護職

ノ巨~ ヽ

|423| 

4 前 2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定

児童発達支援事業所には、第 1項各号に掲げる従業者のほか、次に掲げ

る従業者を、障害児の支援に支障がない最小限のものとして規則で定め

る員数その他の配置の基準に従い置かなければならない。

山看護職員

盆機能訓練担当職員

（管理者） （管理者）

第8条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、専 第 8条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに、専

らその職務に従事する管理者を懺かなければならない。ただし、指定児 らその職務に従事する管理者を罹かなければならない。ただし、指定児

童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定 童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定

児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定児童発達支援 児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の

事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。 事業所、施設等の職務に従事させることができる。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第10条

く。）は、発達支援室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備、

指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除

備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備、備品等は、第 5条に規定する玄扱に必要な基準

として規則で定めるものに従い設置しなければならない。

第11条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限

る。以下この条において同じ。）

なければならない。

|
4
2
4
|
 山発達支援室

［略］(2),...._,(7) 

凶静養室

［略］⑨
-

には、次に掲げる設備、備品等を備え

2 指定児童発達支援事業所において、治療を行う場合には、前項各号

（第4号を除く。）に掲げる設備、備品等のほか、医療法に規定＿ずる診

療所として必要な設備を設けなければならない。

3 前 2項に規定する設備は、第 5条に規定する玄援に必要な基準として

規則で定めるものに従い設置しなければならない。

第10条

く。）は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備、

備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備、備品等は、第 5条に規定する指導及び訓練を供

与するために必要な基準として規則で定めるものに従い設置しなければ

ならない。

第11条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限

る。以下この条において同じ。）には、次に掲げる設備、備品等を備え

なければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児

童発達支援事業所にあっては、第 2号から第 5号までに掲げる設備は、

障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。

山指導訓練室

(2),..__,(7) ［略］

⑧
-

指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除

［略］

2 前項各号に掲げる設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせ

る指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定

児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。

3 前 2項に規定する設備は、第 5条に規定する指導及び訓練を供与ずる

こ竺に必要な基準として規則で定めるものに従い設罹しなければならな

し‘

（通所利用者負担額の受領） （通所利用者負担額の受領）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第24条

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支

［略］

援を提供した際は、通所給付決定保護者から次の各号に掲げる場合の区

分に応じ当該各号に定める額の支払を受けるものとする。

第24条

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支

援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係

［略］

る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

山次号に掲げる場合以外の場合 当該指定児童発達支援に係る指定通

所支援費用基準額

図治療を行う場合 前号に定める額のほか、当該指定児童発達支援の

うち＿肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法（大正11年法律第

70号）第63条第 2項第 1号に規定する食事療養をいう。）を除く。以

下同じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定

|
4
2
5
|
 

3 ~ 5 

方法の例により算定した費用の額

［略］

（通所利用者負担額に係る管理）

第25条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の

月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の

指定障害児通所支援事業者が提供する指定通所支援を受けた場合におい

て、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指

定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合

計額（以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。）を算

定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業

者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の

上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給

付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援

3 ~ 5 ［略］

（通所利用者負担額に係る管理）

第25条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の

月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の

指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合にお

いて、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該

指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の

合計額（以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。）を

算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事

業者は、当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認

の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所

給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

事業者に通知しなければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第26条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支

援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた

場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障

害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければなら

なし‘。

2
 

［略］

（指定児童発達支援の取扱方針）

援事業者等に通知しなければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第26条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支

援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者

に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知し

なければならない。

2
 

［略］

（指定児童発達支援の取扱方針）

|
4
2
6
|
 

第27条 指定児童発達支援事業者は、第28条第 1項に規定する児童発達支

援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者に対する指定

児童発達支援を滴切に提供するとともに、指定児童発達支援の提供に当

たっては、必要な注意を払い、その内容が画ー的なものとならないよう

配慮しなければならない。

旦 指定児童発達支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をでき

る限り尊重するための配慮をしなければならない。

［略］3 

土指定児童発達支援事業者は、障害児の適性、障害の特性その他の事情

を踏まえた指定児童発達支援（治療に係る部分を除く。以下この条及び

次条において同＿じ。）の確保並びに次項に規定する指定児童発達支援の

質の評価及びその改善の適切な実施の観点から、指定児童発達支援の提

供に当仁＿つ＿ては、心身の健康等に関する領域を含む総合的な支援を行わ

第27条 指定児童発達支援事業者は、次条第 1項に規定する児童発達支援

計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者に対する指定児

童発達支援を適切に提供するとともに、指定児童発達支援の提供に当た

っては、必要な注意を払い、その内容が画ー的なものとならないよう配

慮しなければならない。

2
 

［略］



主要な改正部分の新IEl対照表

新（改正後） 旧（現行）

なければならない。

5 ［略］ 3 ［略］

6 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児 4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児

童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、規則で定める事項 童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、規則で定める事項

について、指定児童発達支援事業所の従業者による評価を受けた上で、 について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利

自ら評価（以下この条において「自己評価」という。）を行うととも 用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければな

に、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の通所給付決定保護 らない。

者（以下この条において「保護者」という。）による評価（以下この条

において「保護者評価Jという。）を受けて、その改善を図らなければ

ならない。

|427| 

工 指定児童発達支援事業者は、おおむね 1年に 1回以上、自己評価及び 立指定児童発達支援事業者は、おおむね 1年に 1回以上、前項の評価及

保護者評価並びに前項に規定する改善の内容を保護者に示すとともに、 び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなけれ

インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 ばならない。

第27条の 2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに

指定児童発達支援プログラム（前条第4項に規定する領域との関連性を

明確にした指定児童発達支援の実施に関する計画をいう。）を策定し、

インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

（障害児の地域社会への参加及び包摂の推進）

第27条の 3 指定児童発達支援事業者は、障害児が指定児童発達支援を利

用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けることができるよ

うにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共に成長でき

るよう、障害児の地域社会への参加及び包摂の推進に努めなければなら

なし‘。



主要な改正部分の新l日対照表

新（改正後） I日（現行）

（児童発達支援管理責任者の責務）

［略］第29条

（児童発達支援管理責任者の責務）

［略］第29条

旦児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立

した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び通所給

付決定保護者の意思をできる限り尊重する＿よう努めなければならない。
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（支援）

第31条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児

の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって互扱

2
 

を行わなければならない。

［略］

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限

り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に文~を行わなけ

ればならない。

4 指定児童発達支援事業者は、常時 1人以上の従業者を茎扱に従事させ

なければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所

給付決定保護者の負担により、指定児童発逹支援事業所の従業者以外の

者によるよ長を受けさせてはならない。

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知）

第36条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害

（指導、訓練等）

第31条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児

の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、遥切な技術をもって担

2
 

導、訓練等を行わなければならない。

［略］

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限

り健全な社会生活を営和ことができるよう、より適切に指導、訓練等を

行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、常時 1人以上の従業者を指導、訓練等に

従事させなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所

給付決定保護者の負担により、指定児童発達支援事業所の従業者以外の

者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知）

第36条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によって障害児通

所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の

支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその

旨を市町村に通知しなければならない。

（定員の遵守）

第40条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び発達支援室の定員を超

えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐

待を受けた障害児の保護その他やむを得ない事情がある場合は、

りでない。
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（安全計画の策定等）

［略］第42条

［略］2
 

この限

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して通所給付決

定保護者との連携が図られるよう、通所給付決定保護者に対し、安全計

4
 

画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

［略］

（協力医療機関）

第44条 指定児童発達支援事業者（治療を行うものを除く。）は、障害児

医療機関との間に協力体制を整備の病状の急変等に備え、あらかじめ、

（定員の遵守）

第40条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超

えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐

第42条

［略］2
 
3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との

連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等に

4
 

児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によって障害児通

所給付費若しくは特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようと

したときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければ

ならない。

待を受けた障害児の保護その他やむを得ない事情がある場合は、

りでない。

（安全計画の策定等）

［略］

ついて周知しなければならない。

［略］

（協力医療機関）

この限

第44条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備え、 あら

かじめ、医療機関との間に協力体制を整備しておかなければならない。

しておかなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（利益供与等の禁止）

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5条第19項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項

において「障害児相談支援事業者等」という。）、障害幅祉サービスを行

う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に当該指定児童発達

支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

|
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2
 

供与してはならない。

［略］

（設備）

第61条 基準該当児童発達支援事業所は、発達支援を行う場所を確保する

とともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えな

ければならない。

2 前項に規定する設備、備品等は、第 5条に規定する玄塁に必要な基準

として規則で定めるものに従い設置しなければならない。

第 4章則腔

第67条から第77条まで 則

（利益供与等の禁止）

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5条第18項

に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項

において「障害児相談支援事業者等」という。）、障害福祉サービスを行

う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に当該指定児童発達

支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を

2
 

供与してはならない。

［略］

（設備）

第61条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保する

とともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備、備品等を備えな

ければならない。

2 前項に規定する設備、備品等は、第 5条に規定する指導及び訓練を供

与するために必要な基準として規則で定めるものに従い設置しなければ

ならない。

第4章 医療型児童発達支援

第 1節基本方針

第67条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童

発達支援」という。）の事業は、障害児が日常生活における基本的動作



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、

当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効

果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第2節人員に関する基準

（従業者の配置の基準）

第68条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童

発達支援事業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定医

療型児童発達支援事業所」という。）に、次に掲げる従業者を、障害児

の支援に支障がない最小限のものとして規則で定める員数その他の配置

の基準に従い置かなければならない。
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山 医療法（昭和23年法律第205号）に規定する診療所として必要とさ

れる従業者

凶児童指導員

③ 保育士

出看護職員

固理学療法士又は作業療法士

凸児章発達支援管理責任者

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発逹支援事業所にお

いて日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担

当職員を置かなければならない。

（準用）

第69条 第8条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用す

る゜



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

第3節設備に関する基準

第70条 指定医療型児童発達支援事業所の設備は、第67条に規定する指導

及び訓練並びに治療を供与するために必要な基準として規則で定めるも

のに従い設置しなければならない。

第4節運営に関する基準

（利用定員）

第71条 指定医療型児童発達支援事業所の利用定員は、規則で定める。

（通所利用者負担額の受領）

第72条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提

|432| 

供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係

る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療

型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次に掲げる

費用の額の支払を受けるものとする。

山 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

盆 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事療

養（健康保険法（大正11年法律第70号）第63条第 2項第 1号に規定す

る食事療養をいう。）を除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険

の療蓑に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3 指定医療型児童発達支援事業者は、前 2項の支払を受ける額のほか、

指定医療型児童発達支援を提供するに当たり要する費用のうち、規則で

定めるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定医療型児童発達支援事業者は、前 3項の支払を受けた場合は、当



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に交

付しなければならない。

5 指定医療型児童発達支援事業者は、第 3項の費用に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービ

スの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得

なければならない。

（障害児通所給付費の額に係る通知等）

第73条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療

型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の

支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保

|433| 

護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知し

なければならない。

旦指定医療型児童発達支援事業者は、前条第 2項の法定代理受領を行わ

ない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、そ

の提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認め

られる事項を記載した証明書を通所給付決定保護者に交付しなければな

らない。

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知）

第74条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受

けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正の行為によ

って障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児

通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見

を付してその旨を市町村に通知しなければならない。



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 1日（現行）

（運営規程）

第75条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業

所ごとに、当該事業の運営についての規則で定める重要事項に関する規

程を定めておかなければならない。

（情報の提供等）

第76条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利

用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当

該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の

提供を行うよう努めなければならない。

|434| 

2 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業

者について広告をする場合において、その内容を虚偽のものとし、又は

誇大なものとしてはならない。

（準用）

第77条 第13条から第23条まで、第25条、第27条（第4項及び第 5項を除

く。）から第35条まで、第37条、第39条から第43条まで、第45条から第

48条まで、第50条から第53条まで及び第55条の規定は、指定医療型児童

発達支援の事業について準用する。この場合において、必要な読替え

は、規則で定める。

第78条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等 第78条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等

デイサービス」という。）の事業は、障害児が生活能力の向上のために デイサービス」という。）の事業は、障害児が生活能力の向上のために

必要な支援を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障 必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障

害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて滴切かつ効果的な 害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な

譴を行うものでなければならない。 指導及び訓練を行うものでなければならない。



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

第81条 指定放課後等デイサービス事業所は、発達支援室のほか、指定放

課後等デイサービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならな

し‘。

2 前項に規定する設備、備品等は、第78条に規定する玄扱に必要な基準

として規則で定めるものに従い設置しなければならない。
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（設備）

第87条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、発達支援を行う場所を

確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設

備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備、備品等は、第78条に規定する之旦に必要な某準

として規則で定めるものに従い設置しなければならない。

（従業者の配置の基準）

［略］第91条

2 前項第 1号に掲げる訪間支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは

心理担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）若し

くは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに

相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技

第81条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放

課後等デイサービスの提供に必要な設備、備品等を備えなければならな

し‘。

2 前項に規定する設備、備品等は、第78条に規定する指導及び訓練を供

与するために必要な基準として規則で定めるものに従い設置しなければ

ならない。

（設備）

第87条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を

確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設

備、備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備、備品等は、第78条に規定する指導及び訓練を｛共

与するために必要な基準として規則で定めるものに従い設置しなければ

ならない。

（従業者の配置の基準）

［略］第91条

2 前項第 1号に掲げる訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得後又は児童指導員若しくは

心理指導担当職員（学校教育法の規定による大学（短期大学を除く。）

若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれ

らに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法



主要な改正部分の新I日対照表

新（改正後） 旧（現行）

術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をい

う。）として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、食事

その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関

する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作及び知識技能の

麟、生活能力の向上のために必要な支援その他の支援（以下この項に

おいて単に「支援」という。）を行い、並びに当該障害児の支援を行う

者に対して支援に関する指導を行う業務その他職業訓練若しくは職業教

育に係る業務に 3年以上従事した者でなければならない。

の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

をいう。）として配置された日以後、障害児について、入浴、排せつ、

食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護

に関する指導を行う業務又は日常生活における基本的な動作の指導、知

識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援（以下

「訓練等」という。）を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対し

て訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業

務に 3年以上従事した者でなければならない。

|
4
3
6
|
 

（準用）

第97条 第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条（第 6項及び第

7項を除く。）、第27条の 2、第28条から第31条まで、第33条、第35条か

ら第37条まで、第39条、第39条の 2、第42条、第42条の 2第 1項、第43

条から第51条まで、第52条第 1項及び第53条から第55条までの規定は、

指定居宅訪間型児童発達支援の事業について準用する。

て、必要な読替えは、規則で定める。

この場合におい

第102条第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条

合において、必要な読替えは、規則で定める。

（第 4項を除

く。）、第27条の 3から第31条まで、第33条、第35条から第37条まで、第

39条、第39条の 2、第42条、第42条の 2第 1項、第43条、第45条から璽

51条まで、第52条第 1項、第53条から第55条まで及び第94条から第96条

までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

（準用）

第97条第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条（第4項及び第

5項＿を除く。）、第28条から第31条まで、第33条、第35条から第37条ま

で、第39条、第39条の 2、第42条、第42条の 2第 1項、第43条から璽些

条まで、第50条、第51条、第52条第 1項、第53条から第55条まで及び第

この場

互条の規定は、指定居宅訪間型児童発達支援の事業について準用する。

この場合において、必要な読替えは、規則で定める。

第102条 第13条から第23条まで、第25条、第26条、第27条（第 4項忍旦：

第 5項を除く。）、第28条から第31条まで、第33条、第35条から第37条ま

で、第39条、第39条の 2、第42条、第42条の 2第 1項、第43条、第45条

から第48条まで、第50条、第51条、第52条第 1項、第53条から第55条ま

で、第76条及び第94条から第96条までの規定は、指定保育所等訪間支援

の事業について準用する。この場合において、必要な読替えは、規則で



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

|
4
3
7
|
 

（従業者の配置の基準に関する特例）

第103条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型

事業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第 6条第 1項及び第 2

項、第 7条、第79条第 1項及び第 2項、第91条第 1項並びに第99条の規

定の適用については、第 6条第 1項中「事業所（以下「指定児童発達支

援事業所」という。）」とあり、同条第 2項中「指定児童発達支援事業

所」とあり、第 7条中「指定児童発達支援事業所」とあり、第79条第 1

項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。）」と

あり、同条第 2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあり、第91

条第 1項中「事業所（以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とい

う。）」とあり、及び第99条中「事業所」

とする。

とあるのは「多機能型事業所」

（電磁的記録等）

第105条 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書

類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが規定されているもの又は

想定されるもの（第14条第 1項（同条第4項において準用する場合を含

定める。

（従業者の配置の基準に関する特例）

第103条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型

事業所に限る。）に係る事業を行う者に対する第 6条第 1項及び第 2

項、第 7条、第68条、第79条第 1項及び第 2項、第91条第 1項並びに第

99条の規定の適用については、第 6条第 1項中「事業所（以下「指定児

童発達支援事業所」という。）」とあり、同条第 2項中「指定児童発達支

援事業所」とあり、第 7条中「指定児童発達支援事業所」とあり、第68

条第 1項中「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」とい

う。）」とあり、同条第 2項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあ

旦、第79条第 1項中「事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業

所」という。）」とあり、同条第 2項中「指定放課後等デイサービス事業

所」とあり、第91条第 1項中「事業所（以下「指定居宅訪間型児童発達

支援事業所」という。）」とあり、及び第99条中

「多機能型事業所」とする。

「事業所」とあるのは

（電磁的記録等）

第105条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保存そ

の他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知

覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されているもの又

は想定されるもの（第14条第 1項（同条第4項において準用する場合を



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

む。）

|
4
3
8
|
 

（第59条、第63条、第84条、第85条、第89条、

において準用する場合を含む。）、第18条（第59条、第63条、第84条、第

85条、第89条、第97条及び第102条において準用する場合を含む。）及び

次項に規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に

係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者及びその従業者は、交付、説明、同意その

他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例の

規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるもの

については、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が

障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所

給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつ

つ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法をいう。）

る。

第97条及び第102条

によることができ

含む。） （第59条、第63条、第77条、第84条、第85条、第89条、第97条及

び第102条において準用する場合を含む。）、第18条（第59条、第63条-'----

第77条、第84条、第85条、第89条、第97条及び第102条において準用す

る場合を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行

うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同意そ

の他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例

の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方

が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通

所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつ

つ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知

覚によって認識することができない方法をいう。）

る。

によることができ



議案第 115 号

枚方市手数料条例の一部改正について

次のとおり枚方市手数料条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 介護保険法に係る事務についての手数料を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市手数料条例の一部を改正する条例

枚方市手数料条例（昭和13年枚方市条例第 2号）の一部を次のように改正する。

別表第 2の 1の項の表10の項中「審査」の次に「（次項に規定する場合における審査を除

く。）」を加え、同表25の項を削り、同表24の項中「審査」の次に「 (11の項に規定する場合にお

ける審査を除く。）」を加え、同項を同表25の項とし、同表11の項から23の項までを 1項ずつ繰り

下げ、同表10の項の次に次のように加える。

11 法第79条の 2第 1項の指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請 10,000円

及び法第115条の31において準用する法第70条の 2第 1項の指定介護

予防支援事業者の指定の更新の申請が同時になされた場合（当該 2

の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとす

る場合に限る。）における当該 2の申請に対する審査

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。

-440-



議案第 115 号参考資料

枚方市手数料条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

別表第 2 （第 2条、第 3条関係） 別表第 2 （第 2条、第 3条関係）

民生関係事務に関する手数料表 民生関係事務に関する手数料表

1 介護保険法（平成 9年法律第123号。以下この項において「法」とい 1 介護保険法（平成 9年法律第123号。以下この項において「法」とい

う。）関係事務 申請 1件につき、次の表に定める額 う。）関係事務 申請 1件につき、次の表に定める額

項 ゾ＼／ 事 務 金額 v項/ヘゾヘ／＼ハゾヘ／＼ハゾヘ／＼八事/^、/•.,へ／＼ハ／ゾごゾヘ／＼ハゾヘ／＼／務 V 

金額
¥／¥/¥/＼/＼J'¥/¥／¥／¥／ヘヅ

/'v’ツヘf V^ゾvへfvへ／V¥／＼へ／V＼／＼へ／＼へ／‘``/＼へ／vへ／vへ／＼／＼ハJ¥～＼八／▽へ／＼9¥かJ ¥^/＼ハッ'¥／ゾ＼^ J¥八J＼へ／＼／＼かゾ＼か▽ 八▽▽ ゾヅ ▽ハ／V いい八八八八へ八＼V ゾいゾ▽Vゾ＼八勾▽^いい八べV ゾいハ八八べV ▽いハ八ハ八へへ＼

10 法第79条の 2第 1項の指定居宅介護支援事 ［略］ 10 法第79条の 2第 1項の指定居宅介護支援事 ［略］

業者の指定の更新の巾請に対する審査」立 業者の指定の更新の申請に対する審査

|441| 

項に規定する場合における甕査を除く。）

11 法第79条の 2第 1項の指定居宅介護支援事 10, 000円

業者の指定の更新の申請及び法第115条の

31において準用する法第70条の 2第 1項の

指定介護予防支援事業者の指定の更新の巾

請が同時になされた場合（当該 2の申請に

係る事業を同一の事業所において一体的に

運営しようとする場合に限る。）における

当該 2の申請に対する審査

12 ［略］ ［略］ 11 ［略］ ［略］

13 ［略］ ［略］ 12 ［略］ ［略］

14 ［略］ ［略］ 13 ［略］ ［略］

15 ［略］ ［略］ 14 ［略］ ［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

16 ［略］ ［略］ 15 ［略］ ［略］

17 ［略］ ［略］ 16 ［略］ ［略］

18 ［略］ ［略］ 17 ［略］ ［略］

19 ［略］ ［略］ 18 ［略］ ［略］

20 ［略］ ［略］ 19 ［略］ ［略］

21 ［略］ ［略］ 20 ［略］ ［略］

22 ［略］ ［略］ 21 ［略］ ［略］

23 ［略］ ［略］ 22 ［略］ ［略］

24 ［略］ ［略］ 23 ［略］ ［略］

|442| 

25 法第115条の31において準用する法第70条 ［略］ 24 法第115条の31において準用する法第70条 ［略］

の2第 1項の指定介護予防支援事業者の指 の 2第 1項の指定介護予防支援事業者の指

定の更新の申請に対する審査 (11の項に規 定の更新の申請に対する審査

定する場合における審査を除く。）

25 健康保険法等の一部を改正する法律（平成 16,000円

18年法律第83号）附則第130条の 2第 1項の

規定によりなおその効力を有することとさ

れた同法第26条の規定による改正前の法第

107条の 2第 1項の指定介護療義型医療施

設の指定の更新の申請に対する董査



議案第 116 号

枚方市保健所条例の一部改正について

次のとおり枚方市保健所条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市保健所の位置を変更するため。
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枚方市条例第 号

枚方市保健所条例の一部を改正する条例

枚方市保健所条例（平成25年枚方市条例第27号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 1号中「枚方市大垣内町 2丁目 2番 2号」を「枚方市禁野本町 2丁目 13番13号」に改め

る。

附則

この条例は、令和 8年 3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

-444-



議案第 116 号参考資料

枚方市保健所条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（位置及び所管区域） （位置及び所管区域）

第 2条 枚方市保健所の位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 

第 2条 枚方市保健所の位置及び所管区域は、次のとおりとする。

(1) 

(2) 

位置枚方市禁野本町 2丁目 13番13号

［略］ (2) 

位置枚方市大垣内町2丁目 2番2号

［略］

|
4
4
5
|
 



議案第 117 号

枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について

次のとおり枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 枚方市立桜丘北保育所を廃止するため。
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枚方市条例第 号

枚方市児童福祉施設等条例の一部を改正する条例

枚方市児童福祉施設等条例（昭和44年枚方市条例第24号）の一部を次のように改正する。

別表保育所の部枚方市立桜丘北保育所の項を削る。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 117 号参考資料

枚方市児童福祉施設等条例の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

別表（第 2条関係） 別表（第 2条関係）

種 類 名 称 位 置 種 類 名 称 位 置

助産施設 ［略］ ［略］ 助 産 施 設 ［略］

保 育 所 ［略］ ［略］ 保 育 所 ［略］

［略］

［略］

枚方市立楠葉野保育所

|
4
4
8
|
 

［略］

小規模保育事

業を行う胞設

［略］ ［略］ 小規模保育事

業を行う胞設

枚方市立楠葉野保育所

枚方市立桜丘北保育所

［略］

［略］

枚方市桜丘町20番 1号

［略］

I/／いI// ［略］ I `//／///／へ9/lI ／／/／□9‘/̀/／／、、T:`¥＼ヘパ///］



議案第 118 号

枚方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部改正について

次のとおり枚方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議

会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 重要事項の掲示に関する基準を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例

枚方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成26年

枚方市条例第35号）の一部を次のように改正する。

第23条の見出しを「（掲示等）」に改め、同条中「掲示しなければ」を「掲示するとともに、電

気通信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆から

の求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により

公衆の閲覧に供しなければ」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 118 号参考資料

枚方市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（掲示等）

第23条 特定教育・保育施設は、 当該特定教育・保育施設の見やすい場所

に、運営規程（第20条に規定する規程をいう。）の概要、職員の勤務体制、

利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると

認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う

自動公衆送信（公衆によって直接受信されることを目的＿とし文公衆から

の求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当

するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなければならない。

（掲示）

第23条 特定教育・保育施設は、

に、運営規程（第20条に規定する規程をいう。）の概要、職員の勤務体制、

利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると

当該特定教育・保育施設の見やすい場所

認められる重要事項を掲示しなければならない。

|
4
5
1
|
 



議案第 119 号

枚方市吃障害者社会就労センター条例及び市立ひらかた子ども発達支援センター条例の

一部改正について

次のとおり枚方市立障害者社会就労センター条例及び市立ひらかた子ども発達支援センター条例

の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議

会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正に伴い、所要の

整備を行うため。
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枚方市条例第 号

枚方市立障害者社会就労センター条例及び市立ひらかた子ども発逹支援センター条例の一部

を改正する条例

（枚方市立障害者社会就労センター条例の一部改正）

第 1条 枚方市立障害者社会就労センター条例（平成 5年枚方市条例第10号）の一部を次のように

改正する。

第 3条第 1号中「第 5条第14項」を「第 5条第15項」に改める。

（市立ひらかた子ども発達支援センター条例の一部改正）

第 2条 市立ひらかた子ども発達支援センター条例（平成31年枚方市条例第 2号）の一部を次のよ

うに改正する。

第 4条第 1号中「第 5条第18項」を「第 5条第19項」に改める。

第 6条第 3項中「第 5条第19項」を「第 5条第20項」に、 「同条第18項」を「同条第19項」に

改める。

第 9条第 1項中「第 6条の 2の 2第 9項」を「第 6条の 2の 2第 8項」に改め、同条第 3項中

「第 5条第18項」を「第 5条第19項」に改める。

附則

この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する

法律（令和 4年法律第104号）附則第 1条第 4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第

2条中市立ひらかた子ども発達支援センター条例第 9条第 1項の改正規定は、令和 6年 4月 1日か

ら施行する。
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議案第 119 号参考資料

枚方市立障害者社会就労センター条例及び市立ひらかた子ども発達支援センター条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

［枚方市立障害者社会就労センター条例関係］

（事業）

第 3条 センターは、主に知的障害者を対象として、次に掲げる事業を行

゜
スノ

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第 5条第15項に規定する就労継続支援に関する事

業

|
4
5
4
|
 

(2) ［略］

［市立ひらかた子ども発達支援センター条例関係］

（事業）

第 4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童発達支援、障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者

総合支援法」という。）第 5条第19項に規定する特定相談支援事業（以

下「特定相談支援事業」

(2)'"'-'(4) ［略］

としヽう。 ） 

［枚方市立障害者社会就労センター条例関係］

（事業）

第 3条 センターは、主に知的障害者を対象として、次に掲げる事業を行

゜
ぶ
ノ

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成17年法律第123号）第 5条第14項に規定する就労継続支援に関する事

業

(2) ［略］

［市立ひらかた子ども発達支援センター条例関係］

（事業）

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童発達支援、障害児相談支援及び障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者

総合支援法」という。）第 5条第18項に規定する特定相談支援事業（以

下「特定相談支援事業」

(2)"-'(4) ［略］

としヽう。 ） 

（対象児童等）

［略］第 6条

［略］2
 

（対象児童等）

第 6条［略］

［略］2
 



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

3 センターにおいて、特定相談支援事業のうち、障害者総合支援法鐙立

条第20項に規定する基本相談支援を受けることができる者は、障害児等、

障害児等の保護者及び障害児等の介護を行う者とし、同条第19項に規定

する計画相談支援を受けることができる者は、障害者総合支援法第51条

4
 

の17第 1項に規定する計画相談支援対象障害者等（障害児の保護者に限

る。以下「計画相談支援対象保護者」

［略］

という。）とする。

3 センターにおいて、特定相談支援事業のうち、障害者総合支援法菫旦

条第19項に規定する基本相談支援を受けることができる者は、障害児等、

障害児等の保護者及び障害児等の介護を行う者とし、同条第18項に規定

する計画相談支援を受けることができる者は、障害者総合支援法第51条

4
 

の17第 1項に規定する計画相談支援対象障害者等（障害児の保護者に限

る。以下「計画相談支援対象保護者」

［略］

という。）とする。

|
4
5
5
|
 

（児童発達支援等の利用に係る使用料）

第 9条 センターにおいて児童発達支援を受けた法第 6条の 2の2第 8項

に規定する通所給付決定保護者（以下「通所給付決定保護者」という。）

は、法第21条の 5の3第 2項第 1号に掲げる額を使用料として納付しな

2
 

ければならない。

［略］

4 ・ 5 

3 センターにおいて障害者総合支援法第 5条第19項に規定する計画相談

支援を受けた計画相談支援対象保護者は、障害者総合支援法第51条の17

第 2項に規定する額を使用料として納付しなければならない。

［略］

（児童発達支援等の利用に係る使用料）

第 9条 センターにおいて児童発達支援を受けた法第 6条の 2の2第 9項

に規定する通所給付決定保護者（以下「通所給付決定保護者」という。）

は、法第21条の 5の3第 2項第 1号に掲げる額を使用料として納付しな

ければならない。

［略］2 

3 センターにおいて障害者総合支援法第 5条第18項に規定する計画相談

支援を受けた計画相談支援対象保護者は、障害者総合支援法第51条の17

4・5 

第 2項に規定する額を使用料として納付しなければならない。

［略］



議案第 120 号

枚方市開発事業等の手続等に関する条例の一部改正について

次のとおり枚方市開発事業等の手続等に関する条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 宅地造成等規制法の改正に伴い、所要の整備を行うため。
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枚方市条例第 号

枚方市開発事業等の手続等に関する条例の一部を改正する条例

枚方市開発事業等の手続等に関する条例（平成17年枚方市条例第46号）の一部を次のように改正

する。

第 2条第 1号ハ中「宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第 8条第 1項」を「宅地造成及

び特定盛士等規制法（昭和36年法律第191号）第12条第 1項」に改める。

第 7条第 1項中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 120 号参考資料

枚方市開発事業等の手続等に関する条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（定義）

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業 次に掲げるものをいう。

［略］イ・ロ

ハ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第12条

|
4
5
8
|
 

第 1項の規定による許可を要する行為

［略］

(2)------~9) 

2 • 3 

［略］

（開発事業に伴う事前協議）

第 7条 開発者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業につい

て、都計法、建基法及び宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可、

指定等の申請（以下「関係法令手続」という。）を行う前に、規則で定

めるところにより市長に申し出て、当該開発事業の計画について市長と

協議しなければならない。当該協議の内容を変更しようとするときも、

同様とする。

［略］

（定義）

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

(1) 開発事業 次に掲げるものをいう。

［略］イ・ロ

ハ 宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）第 8条第 1項の規定

による許可を要する行為

［略］

(2),.,.__,(19) ［略］

（開発事業に伴う事前協議）

第 7条 開発者は、開発事業を行おうとするときは、当該開発事業につい

て、都計法、建基法及び宅地造成等規制法に基づく許可、指定等の申請

（以下「関係法令手続」という。）を行う前に、規則で定めるところに

より市長に申し出て、当該開発事業の計画について市長と協議しなけれ

ばならない。当該協議の内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 • 3 ［略］



議案第 121 号

枚方市開発関係事務条例の一部改正について

次のとおり枚方市開発関係事務条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 宅地造成及び特定盛土等規制法に係る事務についての手数料を見直すため。
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枚方市条例第 号

枚方市開発関係事務条例の一部を改正する条例

枚方市開発関係事務条例（平成12年枚方市条例第 5号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛士等規制法」に改める。

第 2条中「宅地造成等規制法」を「宅地造成及び特定盛士等規制法」に、 「宅地造成等規制法施

行令」を「宅地造成及び特定盛上等規制法施行令」に、 「宅地造成等規制法施行規則」を「宅地造

成及び特定盛土等規制法施行規則」に改める。

別表10の項中「宅地造成等規制法第 8条第 1項本文」を「宅地造成及び特定盛士等規制法第12条

第 1項」に改め、 「基づく宅地造成」の次に「又は特定盛士等」を加え、同表12の項中「宅地造成

等規制法施行規則第30条」を「宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条」に、 「前 2項」を

「10の項から13の項まで」に、 「980円」を「650円」に、 「4,800円」を「5,500円」に改め、同項

を同表15の項とし、同表11の項中「宅地造成等規制法第12条第 1項」を「宅地造成及び特定盛士等

規制法第16条第 1項」に改め、 「基づく宅地造成」の次に「又は特定盛土等」を加え、 「付表 7」

を「付表 8」に改め、同項を同表12の項とし、同項の次に次のように加える。

13 宅地造成及び特定盛士等規制法第16条第 1項の規定に基づ 付表 9 に定める額

＜士石の堆積に関する工事の計画の変更許可の申請に対す

る審査

14 宅地造成及び特定盛士等規制法第18条第 1項の規定に基づ 付表 10に定める額

＜宅地造成又は特定盛土等（宅地造成及び特定盛上等規制

法第15条第 1項の規定の適用があったものを除く。）に関

する工事の検査

別表10の項の次に次のように加える。

n I宅地造成及び特定盛士等規制法第12条第 1項の規定に基づ 1付表 7 に定める額

く土石の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査

別表付表 6及び付表 7を次のように改める。

付表 6

宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可申請手数料表

盛士又は切士をする土地の面積 金 額

500平方メートル以下のもの 14,300円

500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以下のもの 25,900 

1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル以下のもの 37,300 

2,000平方メートルを超え、 3,000平方メートル以下のもの 57,300 

3,000平方メートルを超え、 5,000平方メートル以下のもの 71,600 

5,000平方メートルを超え、 10,000平方メートル以下のもの 96,300 

10,000平方メートルを超え、 20,000平方メートル以下のもの 150,600 
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20,000平方メートルを超え、 40,000平方メートル以下のもの 235,200 

40,000平方メートルを超え、 70,000平方メートル以下のもの 377,200 

70,000平方メートルを超え、 100,000平方メートル以下のもの 541,500 

100,000平方メートルを超えるもの 723,600 

付表 7

土石の堆積に関する工事許可申請手数料表

土石の堆積をする士地の面積 金 額

500平方メートル以下のもの 12, 100円

500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以下のもの 15, 100 

1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル以下のもの 17,800 

2,000平方メートルを超え、 3,000平方メートル以下のもの 22,000 

3,000平方メートルを超え、 5,000平方メートル以下のもの 30,800 

5,000平方メートルを超え、 10,000平方メートル以下のもの 34,800 

10,000平方メートルを超え、 20,000平方メートル以下のもの 41,700 

20,000平方メートルを超え、 40,000平方メートル以下のもの 56,700 

40,000平方メートルを超え、 70,000平方メートル以下のもの 77,400 

70,000平方メートルを超え、 100,000平方メートル以下のもの 115,400 

100,000平方メートルを超えるもの 144,200 

別表に次の 3表を加える。

付表 8

宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更許可申請手数料表

区 分 金 百
1
〈

方各

(1) 盛士又は切土をする士地（以下この表において 盛士等の士地の面積（次号に

「盛士等の土地」という。）に係る宅地造成又は特 規定する変更を伴う場合（併

定盛上等に関する工事の計画の変更（次号のみに該 せて当該計画の変更前の盛土

当する場合を除く。） 等の上地の面積が減少する場

合を除く。）にあっては当該

計画の変更前の盛土等の土地

の面積、当該計画の変更前の

盛土等の上地の面積が減少す

る場合にあっては当該計画の

変更前の盛土等の士地の面積

から当該減少に係る盛土等の

士地の面積を減じた面積）に
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応じ付表 6に規定する額に10

分の 1を乗じて得た額（その

額に50円末満の端数があると

きは、これを切り捨て、 50円

以上100円未満の端数がある

ときは、これを 100円に切り

上げるものとする。）

(2) 新たに盛土等の土地を加える宅地造成又は特定盛 新たに加える盛上等の士地の

士等に関する丁事の計画の変更 面精に応じ付表 6に規定する

額

(3) 前 2号以外の宅地造成又は特定盛土等に関するエ 13,500円

事の計画の変更

(4) 第 1号から前号までの 2以上の区分に該当するも それぞれに定める額を合算し

の た額（その額が723,600円を

超える場合にあっては、

723,600円）

付表 9

士石の堆積に関する工事変更許可申請手数料表

区 分 金 額

(1) 士石の堆積をする士地（以下この表において「上 土石堆積の土地の面積（次号

石堆積の上地」という。）に係る士石の堆積に関す に規定する変更を伴う場合

る工事の計画の変更（次号のみに該当する場合を除

く。）

（併せて当該計画の変更前の

上石堆積の上地の面積が減少

する場合を除く。）にあって

は当該計画の変更前の土石堆

積の土地の面積、当該計画の

変更前の土石堆積の上地の面

積が減少する場合にあっては

当該計画の変更前の土石堆積

の士地の面積から当該減少に

係る士石堆積の土地の面積を

減じた面積）に応じ付表 7に

規定する額に10分の 1を乗じ

て得た額（その額に50円末満

の端数があるときは、これを
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切り捨て、 50円以上100円未

満の端数があるときは、これ

を100円に切り上げるものと

する。）

(2) 新たに土石堆積の士地を加える士石の堆積に関す 新たに加える士石堆積の士地

る工事の計画の変更 の面積に応じ付表 7に規定す

る額

(3) 前 2号以外の士石の堆積に関する工事の計画の変 13,500円

更

(4) 第 1号から前号までの 2以上の区分に該当するも それぞれに定める額を合算し

の た額（その額が 144,200円を

超える場合にあっては、

144,200円）

付表10

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請手数料表

盛土又は切上をする上地の面積 金 額

500平方メートル以下のもの 3,900円

500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以下のもの 4,300 

1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル以下のもの 4,800 

2,000平方メートルを超え、 3,000平方メートル以下のもの 5,500 

3,000平方メートルを超え、 5,000平方メートル以下のもの 6,100 

5,000平方メートルを超え、 10,000平方メートル以下のもの 7,000 

10,000平方メートルを超え、 20,000平方メートル以下のもの 9,200 

20,000平方メートルを超え、 40,000平方メートル以下のもの 12,600 

40,000平方メートルを超え、 70,000平方メートル以下のもの 18, 100 

70,000平方メートルを超え、 100,000平方メートル以下のもの 24,600 

100,000平方メートルを超えるもの 31,800 

附則

（施行期日）

1 この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和 4年法律第55号。以下「改正法」という。）附

則第 2条第 2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法による改正前の宅地造成等

規制法（昭和36年法律第191号）第12条第 1項の規定による変更許可の申諮に係る手数料並びに
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同法第 8条第 1項本文（改正法附則第 2条第 1項の規定によりなお従前の例によることとされる

場合を含む。）の規定による許可及び改正法による改正前の宅地造成等規制法第12条第 1項（改

正法附則第 2条第 1項及び第 2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）

の規定による変更許可を受けたことを証する書面の交付に係る手数料については、なお従前の例

による。
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議案第 121 号参考資料

枚方市開発関係事務条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

|
4
6
5
1
 

（趣旨）

第 1条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」とい

う。）及び宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）に係

る事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第 2条 この条例における用語の意義は、法、都市計画法施行令（昭和44

年政令第158号）、都市計両法施行規則（昭和44年建設省令第49号。以下

「省令」という。）、宅地造成及び特定盛士等規制法、宅地造成及び特定

盛上等規制法施行令（昭和37年政令第16号）及び宅地造成及び特定盛土

等規制法施行規則（昭和37年建設省令第 3号）に定めるところによる。

別表（第4条、第 5条関係）

Iゾ三I /／い／／／口へへI 三／／口//、I

（趣旨）

第 1条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号。以下「法」とい

う。）及び宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）に係る事務の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条 この条例における用語の意義は、法、都市計画法施行令（昭和44

年政令第158号）、都市計画法施行規則（昭和44年建設省令第49号。以下

「省令」という。）、宅地造成等規制法、宅地造成等規制法施行令（昭和

37年政令第16号）及び宅地造成等規制法施行規則（昭和37年建設省令第

3号）に定めるところによる。

別表（第4条、第 5条関係）

10 宅地造成及び特定盛士等規制法第12条第

直の規定に基づく宅地造成又は特定盛

上笠に関する工事の許可の申請に対する

審査

［略］ 10 宅地造成等規制法第 8条第 1項本文の規

定に基づく宅地造成に関する工事の許可

の申請に対する審査

［略］

11 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第

1項の規定に基づく土石の＿堆積に関する

付表 7に定める額



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

工事の許可の申請に対する壷査

12 宅地造成及び特定盛上等規制法第16条第 付表 8に定める額 11 宅地造成等規制法第12条第 1項の規定に 付表 7に定める額

1項の規定に基づく宅地造成又は特定盛 基づく宅地造成に関する工事の計画の変

士等に関する工事の計両の変更許可の申 更許可の申請に対する審査

請に対する審査

13 宅地造成及び特定盛士等規制法第16条第 付表 9に定める額

1項の規定に基づく士石の堆積に関する

工事の計画の変更許可の申請に対する捉

査

|4661 

14 宅地造成及び特定盛上等規制法第18条第 付表10に定める額

1項の規定に基づく宅地造成又は特定盛

上等（宅地造成及び特定盛士等規制法第15

条第 1項の規定の適用があったものを除

く。）に関する工事の検査

15 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 10の項から 13の項 12 宅地造成等規制法施行規則第30条の規定 前 2項に規定する

第88条の規定に基づく書面の交付 までに規定する審 に基づく書面の交付 審査による許可に

査による許可に係 係るものにあって

るものにあっては は980円、その他の

650円、その他のも ものにあっては

のにあっては 4,800円

ふ500円



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

付表 6 付表 6

宅地造成又は特定盛士等に関する工事許可申請手数料表 宅地造成に関する工事許可巾請手数料表

盛土又は切土をする上地の面積 金 額 切上又は盛上をする士地の面積 金 額

500平方メートル以下のもの 14,300円 500平方メートル以下のもの 13,000円

500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以 25,900 500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以 23,000 

下のもの 下のもの

1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル 37,300 1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル 33,000 

以下のもの 以下のもの

2,000平方メートルを超え、 3,000平方メートル 57,300 2,000平方メートルを超え、 5,000平方メートル 51,000 
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以下のもの 以下のもの

3,000平方メートルを超え、 5,000平方メートル 71,600 

以下のもの

5,000平方メートルを超え、 10,000平方メート 96,300 5,000平方メートルを超え、 10,000平方メート 73,000 

ル以下のもの ル以下のもの

10,000平方メートルを超え、 20,000平方メート 150,600 10,000平方メートルを超え、 20,000平方メート 120,000 

ル以下のもの ル以下のもの

20,000平方メートルを超え、 40,000平方メート 235,200 20,000平方メートルを超え、 40,000平方メート 180, 000 

ル以下のもの ル以下のもの

40,000平方メートルを超え、 70,000平方メート 377,200 40,000平方メートルを超え、 70,000平方メート 270,000 

ル以下のもの ル以下のもの

70,000平方メートルを超え、 100,000平方メー 541,500 70,000平方メートルを超え、 100,000平方メー 360,000 

トル以下のもの トル以下のもの



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） I日（現行）

i 100, 000平方メートルを超えるもの I 723,600 I I 100, 000平方メートルを超えるもの I 460,000 I 

付表 7 付表 7

上石の堆積に関する工事許可申請手数料表 宅地造成に関する工事変更許可申請手数料表

士石の堆積をする土地の面積 ノ並 額 区 分 金 額

500平方メートル以下のもの 12, 100円 (1) 切士又は盛土をする士地（以下この表にお 切上等の土地の面

500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以 15, 100 いて「切士等の土地」という。）に係る宅地 積（次号に規定す

下のもの 造成に関する工事の計画の変更（次号のみに る変更を伴う場合

|4681 

1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル 17,800 該当する場合を除く。） （併せて当該計画

以下のもの の変更前の切土等

2,000平方メートルを超え、 3,000平方メートル 22,000 の土地の面積が減

以下のもの 少する場合を除

3,000平方メートルを超え、 5,000平方メートル 30,800 く。）にあっては

以下のもの 当該計画の変更前

5,000平方メートルを超え、 10,000平方メート 34,800 の切上等の士地の

ル以下のもの 面積、当該計画の

10,000平方メートルを超え、 20,000平方メート 41,700 変更前の切士等の

ル以下のもの 上地の面積が減少

20,000平方メートルを超え、 40,000平方メート 56,700 する場合にあって

ル以下のもの は当該計画の変更

40,000平方メートルを超え、 70,000平方メート 77,400 前の切土等の土地

ル以下のもの の面積から当該減



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

70,000平方メートルを超え、 100,000平方メー 115,400 少に係る切士等の

トル以下のもの 土地の面積を減じ

100,000平方メートルを超えるもの 144,200 た面積）に応じ付

表 6に規定する額

に10分の 1を乗じ

て得た額

(2) 新たに切土等の上地を加える宅地造成に 新たに加える切上

関する工事の計両の変更 等の上地の面積に

応じ付表 6に規定
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する額

(3) 前 2号以外の宅地造成に関する工事の計 12,000円

画の変更

(4) 第 1号から前号までの 2以上の区分に該 それぞれに定める

当するもの 額を合算した額（そ

の額が460,000円を

超える場合にあっ

ては、 460,000円）

付表 8

宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更許可申請手数料表

区 ノ刀＼ 金 額 I 



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

(1) 盛士又は切上をする士地（以下この表にお 盛士等の上地の面

いて「盛士等の土地」という。）に係る宅地 積（次号に規定す

造成又は特定盛士等に関する工事の計両の る変更を伴う場合

変更（次号のみに該当する場合を除く。） （併せて当該計画

の変更前の盛土等

の上地の面積が減

少 す る 場 合 を 除

く。）にあっては

当該計画の変更前
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の盛上等の士地の

面積、当該計画の

変更前の盛士等の

上地の面積が減少

する場合にあって

は当該計画の変更

前の盛土等の土地

の面積から当該減

少に係る盛士等の

士地の面積を減じ

た面積）に応じ付

表 6に規定する額

に10分の 1を乗じ

て得た額（その額

I 



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

に50円未満の端数

があるときは、こ

れを切り捨て、 50

円以上 100円未満

の端数があるとき

は、これを100円に

切り上げるものと

する。）

(2) 新たに盛士等の士地を加える宅地造成又 新たに加える盛士

は特定盛土等に関する工事の計画の変更 等の士地の面積に
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応じ付表 6に規定

する額

(3) 前 2号以外の宅地造成又は特定盛士等に 13,500円

関する工事の計画の変更

(4) 第 1号から前号までの 2以上の区分に該 それぞれに定める

当するもの 額を合算した額（そ

の額が723,600円を

超える場合にあっ

ては、 723,600円）

付表 9

士石の堆積に関する丁事変更許可申請手数料表



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 1日（現行）

区 ノ刀＼ 金 額

(1) 上石の堆積をする上地（以下この表におい 土石堆積の土地の

て「土石堆積の土地」という。）に係る士石 面積（次号に規定

の堆積に関する工事の計画の変更（次号のみ する変更を伴う場

に該当する場合を除く。） 合（併せて当該計

画の変更前の士石

堆積の士地の面積

が減少する場合を

除く。）にあって
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は当該計画の変更

前の上石堆積の上

地の面積、当該計

両の変更前の土石

堆積の士地の面積

が減少する場合に

あっては当該計両

の変更前の士石堆

積の上地の面積か

ら当該減少に係る

土石堆積の上地の

面積を減じた面

積）に応じ付表 7

に規定する額に10



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

分の 1を乗じて得

た額（その額に50

円未満の端数があ

るときは、これを

切り捨て、 50円以

上 100円未満の端

数があるときは、

これを 100円に切

り上げるものとす

る。）
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(2) 新たに土石堆積の士地を加える士石の堆 新たに加える土石

積に関する工事の計画の変更 堆積の上地の面積

に応じ付表 7に規

定する額

(3) 前 2号以外の上石の堆積に関する工事の 13,500円

計画の変更

(4) 第 1号から前号までの 2以上の区分に該 それぞれに定める

当するもの 額を合算した額（そ

の額が144,200円を

超える場合にあっ

ては、 144,200円）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

付表10

宅地造成又は特定盛上等に関する工事の中間検査申請手数料表

盛上又は切土をする土地の面積 金 額

500平方メートル以下のもの 3,900円

500平方メートルを超え、 1,000平方メートル以 4,300 

下のもの

1,000平方メートルを超え、 2,000平方メートル 4,800 

以下のもの
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2,000平方メートルを超え、 3,000平方メートル 5,500 

以下のもの

3,000平方メートルを超え、 5,000平方メートル 6,100 

以下のもの

5,000平方メートルを超え、 10,000平方メート 7,000 

ル以下のもの

10,000平方メートルを超え、 20,000平方メート 9,200 

ル以下のもの

20,000平方メートルを超え、 40,000平方メート 12,600 

ル以下のもの

40,000平方メートルを超え、 70,000平方メート 18,100 

ル以下のもの

70,000平方メートルを超え、 100,000平方メー 24,600 

トル以下のもの
I 



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

100, 000平方メートルを超えるもの 31,800 ] 
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議案第 122 号

枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市建築行政事務手数料条例の一部改正について

次のとおり枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市建築行政事務手数料条例の一部を改正する

につき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求め

る。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 既存の建築物に対する制限の緩和を受ける大規模の修繕等の認定の審査についての手数

料の額を定めるため。
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枚方市条例第 号

枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市建築行政事務手数料条例の一部を改正する条例

（枚方市建築基準法関係事務条例の一部改正）

第 1条 枚方市建築基準法関係事務条例（平成12年枚方市条例第 7号）の一部を次のように改正す

る。

別表 2の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消

贄性能の向上等に関する法律」に改め、同表中57の項を58の項とし、 56の項を57の項とし、 55の

項の次に次のように加える。

56 I政令第137条の12第 6項又は第 7項の規定に基づく認定の申請

に対する審査

27,000円

別表付表 4備考 1ただし書及び備考 2中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。

（枚方市建築行政事務手数料条例の一部改正）

第 2条 枚方市建築行政事務手数料条例（平成29年枚方市条例第 2号）の一部を次のように改正す

る。

別表第 4の 3の項中「建築主事」の次に「又は建築副主事」を加える。

別表第 5の 1の項の表備考 2第 2号中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、別表第 5の 3の項中「建築主

事」の次に「又は建築副主事」を加える。

別表第 6中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律」に改め、同表 3の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関す

る法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に改め、同

表 7の項中「建築主事」の次に「又は建築副主事」を加え、同表10の項から 12の項までの規定中

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律施行規則」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。

-477-



議案第 122 号参考資料

枚方市建築基準法関係事務条例及び枚方市建築行政事務手数料条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現 行）

［枚方市建築基準法関係事務条例関係］

別表（第 6条、第 7条関係）

項 1 事務

2
 

［略］

|
4
7
8
|
 

付表 3に定める額（聾笙

物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法

墾（平成27年法律第53

号）第 2条第 1項第 3号

に規定する建築物エネ

ルギー消費性能基準（以

下「建築物エネルギー消

費性能基準」という。）

に適合するかどうかの審

査（以下「建築物エネル

ギー消費性能基準逝合

性審査」という。）を行

う場合にあっては、当該

額に付表 4に定める額

を加算した額）

［枚方市建築基準法関係事務条例関係］

別表（第 6条、第 7条関係）

事務

2
 

［略］ 付表 3に定める額（建築

物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律

（平成27年法律第53号）

第 2条第 1項第 3号に

規定する建築物エネル

ギー消費性能基準（以下

「建築物エネルギー消

費性能基準」という。）

に適合するかどうかの審

査（以下「建築物エネル

ギー消費性能基準適合

性審査」という。）を行

う場合にあっては、当該

額に付表 4に定める額

を加算した額）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

55 ［略］ ［略］ 55 ［略］ ［略］

56 政令第137条の12第6項又は第 7項の規 27,000円

定に基づく認定の申請に対する査査

57 ［略］ ［略］ 56 ［略］ ［略］

58 ［略］ ［略］ 57 ［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

付表 1~3 ［略］ 付表 1~3 ［略］

付表4 付表4

表 ［略］ 表 ［略］

備考 備考

|479| 

1 この表の床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能基準に適 1 この表の床面積の合計は、建築物エネルギー消費性能基準に適

合させなければならない建築物の部分（増築（増築後に既存の建 合させなければならない建築物の部分（増築（増築後に既存の建

築物と当該増築に係る部分が 1の建築物となるものに限る。以下 築物と当該増築に係る部分が 1の建築物となるものに限る。以下

備考 1において同じ。）又は改築（以下備考 1において「増築等」 備考 1において同じ。）又は改築（以下備考 1において「増築等」

という。）をする場合において、当該建築物のうち当該増築等を という。）をする場合において、当該建築物のうち当該増築等を

する部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める する部分以外の部分に建築物エネルギー消費性能基準等を定める

経済産業省 経済産業省
省令（平成28年 令第 1号）第 1条第 1項第 1号ただ 省令（平成28年 令第 1号）第 1条第 1項第 1号ただ

国士交通省 国土交通省

し書の規定により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及 し書の規定により同号イに規定する設計一次エネルギー消費量及

び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、 び基準一次エネルギー消費量の計算を要しない部分があるときは、

当該部分を除く。以下「要基準適合部分」という。）について算 当該部分を除く。以下「要基準適合部分」という。）について算

定する。ただし、建築物の増築をする場合において、建築物のエ 定する。ただし、建築物の増築をする場合において、建築物のエ

ネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第 1項又は都市の ネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第 1項又は都市の低



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

低炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第55条第 1

項の変更の認定を受け、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第36条第 2項において準用する同法第35条第 8

項又は都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第 2項において

準用する同法第54条第 8項の規定により当該増築が建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第 3項の規定により

|
4
8
0
1
 

同条第 6項に規定する適合判定通知書の交付を受けたものとみな

されたときは、当該増築に係る要基準適合部分の床面積に当該増

築に係る部分以外の要基準適合部分の床面積の合計に 2分の 1を

乗じて得た面積を加えた面積とする。

2 この表において、 「建築物の用途」とは要基準適合部分の用途

をいい、 「非住宅部分」とは建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第11条に規定する非住宅部分をいい、 「工場等」

とは工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸

売市場、火葬場その他エネルギー（エネルギーの使用の合理化等

に関する法律（昭和54年法律第49号）第 2条第 1項に規定するエ

ネルギーをいう。）

しヽう。

3 

付表 5~10

［略］

［略］

の使用の状況に関してこれらに類するものを

［枚方市建築行政事務手数料条例関係］

別表第4 （第 2条関係）

炭素化の促進に関する法律（平成24年法律第84号）第55条第 1項

の変更の認定を受け、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第36条第 2項において準用する同法第35条第 8項又

は都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第 2項において準用

する同法第54条第 8項の規定により当該増築が建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第12条第 3項の規定により同条第

6項に規定する滴合判定通知書の交付を受けたものとみなされた

ときは、当該増築に係る要基準適合部分の床面積に当該増築に係

る部分以外の要基準適合部分の床面積の合計に 2分の 1を乗じて

得た面積を加えた面積とする。

2 この表において、 「建築物の用途」とは要基準適合部分の用途

をいい、 「非住宅部分」とは建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第11条に規定する非住宅部分をいい、 「工場等」と

は工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売

市場、火葬場その他エネルギー（エネルギーの使用の合理化等に

関する法律（昭和54年法律第49号）第 2条第 1項に規定するエネ

ルギーをいう。）

う。

3 

付表 5~10

［略］

［略］

の使用の状況に関してこれらに類するものをい

［枚方市建築行政事務手数料条例関係］

別表第4 （第 2条関係）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号。以下こ

の表において「法」という。）関係事務

［略］1 • 2 

3 法第 5条第 1項から第 5項までの規定による認定の申請に対する審

査（建築基準法第87条の 4に規定する昇降機に係る部分を含まない建

築基準関係規定適合審査の申出を伴う場合で、かつ、構進計算適合性

判定等を行う場合において同法第 6条の 3第 7項若しくは第18条第10

項の適合判定通知書又はそれらの写しの提出がないときに限る。） 巾

請 1件につき、次に掲げる額（構造計算適合性判定等を市の建築主事

又は建築副主事が行う場合にあっては、第 1号及び第 3号に掲げる額）

|
4
8
1
1
 4 ~ 9 

を合算した額

(l),...,__,(3) ［略］

［略］

別表第 5 （第 2条関係）

都市の低炭素化の促進に関する法律（以下この表において「法」という。）

関係事務

1 法第53条第 1項の規定による認定の申請又は法第55条第 1項の変更

の認定の申請（次の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の変更を同時

に行うもの又は床面積の増加を伴うものに限る。）に対する審査（建

築基準関係規定適合審査の申出（法第54条第 2項（法第55条第 2項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による申出をいう。次項から 5

の項までにおいて同じ。）を伴わない場合に限る。）

き、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

申請 1件につ

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第87号。以下こ

の表において「法」という。）関係事務

［略］1 ・ 2 

3 法第 5条第 1項から第 5項までの規定による認定の申請に対する審

査（建築基準法第87条の 4に規定する昇降機に係る部分を含まない建

築基準関係規定適合審査の申出を伴う場合で、かつ、構造計算適合性

判定等を行う場合において同法第 6条の 3第 7項若しくは第18条第10

項の適合判定通知書又はそれらの写しの提出がないときに限る。） 申

請 1件につき、次に掲げる額（構造計算適合性判定等を市の建築主事

が行う場合にあっては、第 1号及び第 3号に掲げる額）

4 ~ 9 

(l),,...__,(3) ［略］

［略］

を合算した額

別表第 5 （第 2条関係）

都市の低炭素化の促進に関する法律（以下この表において「法」という。）

関係事務

1 法第53条第 1項の規定による認定の巾請又は法第55条第 1項の変更

の認定の申請（次の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の変更を同時

に行うもの又は床而積の増加を伴うものに限る。）に対する審査（建

築基準関係規定適合審査の申出（法第54条第 2項（法第55条第 2項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による申出をいう。次項から 5

の項までにおいて同じ。）を伴わない場合に限る。） 申請 1件につ

き、同表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額



主要な改正部分の新1日対照表

新（改正後） 旧（現行）

表［略］

備考

ー ［略］

考

1

表

備

［略］

［略］

2 この表において

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) ［略］

「登録住宅性能評価機関等］とは、次の各号に

(2) 前号の認定以外の認定の場合 登録建築物エネルギー消費性

能判定機関（建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する＿法

墾第15条第 1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定

|
4
8
2
1
 

3・4 

機関をいう。）

［略］

2
 

［略］

3 法第53条第 1項の規定による認定の申請又は法第55条第 1項の変更

の認定の申請に対する審査（建築基準法第87条の 4に規定する昇降機

に係る部分を含まない建築基準関係規定適合審査の申出を伴う場合で、

かつ、構造計算適合性判定等を行う場合において同法第 6条の 3第 7

項若しくは第18条第10項の適合判定通知書又はそれらの写しの提出が

申請 1件につき、次に掲げる額（構造計算適合ないときに限る。）

性判定等を市の建築主事又は建築副主事が行う場合にあっては、第 1

号及び第 3号に掲げる額）

(1)----..,(3) ［略］

2
 

2 この表において

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) ［略］

(2) 前号の認定以外の認定の場合 登録建築物エネルギー消費性

能判定機関（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

第15条第 1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機

3 ・ 4 

関をいう。）

［略］

［略］

「登録住宅性能評価機関等」とは、次の各号に

3 法第53条第 1項の規定による認定の申請又は法第55条第 1項の変更

の認定の申請に対する審査（建築基準法第87条の 4に規定する昇降機

に係る部分を含まない建築某準関係規定適合審査の申出を伴う場合で、

かつ、構造計算適合性判定等を行う場合において同法第 6条の 3第 7

項若しくは第18条第10項の適合判定通知書又はそれらの写しの提出が

申請 1件につき、次に掲げる額（構造計算適合ないときに限る。）

性判定等を市の建築主事が行う場合にあっては、第 1号及び第 3号に

を合算した額

4 ~ 8 ［略］ 4 ~ 8 

掲げる額）を合算した額

(l)"-(3) ［略］

［略］

別表第 6 （第 2条関係） 別表第6 （第 2条関係）



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（以下この表におい

て「法」という。）関係事務

［略］1 ・ 2 

3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成

28年国士交通省令第 5号）第11条の規定による書面の交付の申請に対

それぞ

4 ~ 6 

する審査 1通につき、前項の表の左欄に掲げる区分に応じ、

れ同表の右欄に定める額

［略］

|
4
8
3
1
 

7 法第34条第 1項の規定による認定の巾請又は法第36条第 1項の変更

の認定の申請に対する審査（建築基準法第87条の 4に規定する昇降機

に係る部分を含まない建築基準関係規定適合審査の申出を伴う場合で、

かつ、構造計算適合性判定等を行う場合において同法第 6条の 3第 7

項若しくは第18条第10項の適合判定通知書又はそれらの写しの提出が

8 • 9 

ないときに限る。） 申請 1件につき、次に掲げる額（構造計算適合

性判定等を市の建築主事又は建築副主事が行う場合にあっては、第 1

号及び第 3号に掲げる額）

(1)"--'(3) ［略］

［略］

を合算した額

10 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条

の書面の交付の申請 (4の項の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の

変更を同時に行うものを除く。）に対する審査 1通につき、次の表

の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表［略］

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（以下この表において

「法」という。）関係事務

［略］1 ・ 2 

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

る審査 1通につき、前項の表の左欄に掲げる区分に応じ、

同表の右欄に定める額

［略］

（平成28

年国士交通省令第 5号）第11条の規定による書面の交付の申請に対す

それぞれ

4 ~ 6 

7 法第34条第 1項の規定による認定の申請又は法第36条第 1項の変更

の認定の申請に対する審査（建築基準法第87条の 4に規定する昇降機

に係る部分を含まない建築基準関係規定適合審査の申出を伴う場合で、

かつ、構造計算適合性判定等を行う場合において同法第 6条の 3第 7

項若しくは第18条第10項の適合判定通知書又はそれらの写しの提出が

ないときに限る。） 申請 1件につき、次に掲げる額（構造計算適合

性判定等を市の建築主事が行う場合にあっては、第 1号及び第 3号に

8 • 9 

掲げる額）を合算した額

(1)"--(3) ［略］

［略］

10 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の

書面の交付の申請 (4の項の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の変

更を同時に行うものを除く。）に対する審査 1通につき、次の表の

左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表［略］



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

備考 ［略］ 備考 ［略］

11 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条

の書面の交付の申請 (4の項の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の

変更を同時に行うものに限る。）に対する審査 1通につき、次の表

の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表［略］

備考

12 法第41条第 1項の規定による認定の申請に対する審査

|

4

8

4
ー

［略］

つき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

る額

表［略］

備考

1 ・ 2 

3 この表において

［略］

申請 1件に

それぞれ同表の右欄に定め

「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものを

しヽう。

(1) ［略］

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

4
 

第25条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

の通知に係る書面及び検査済証

(3) ［略］

［略］

11 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の

書面の交付の申請 (4の項の表の評価手法の区分欄に掲げる区分の変

更を同時に行うものに限る。）に対する審査 1通につき、次の表の

左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

表［略］

備考 ［略］

12 法第41条第 1項の規定による認定の申請に対する審査

つき、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、

る額

表［略］

備考

1 ・ 2 ［略］

3 この表において

しヽう。

4
 

(1) ［略］

申請 1件に

それぞれ同表の右欄に定め

「適合判定通知書等」とは、次に掲げるものを

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第

25条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の

通知に係る書面及び検査済証

(3) ［略］

［略］

13 ［略］ 13 ［略］



議案第 123 号

枚方市水道事業給水条例の一部改正について

次のとおり枚方市水道事業給水条例の一部を改正するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 水道整備・管理行政が厚生労働省から国士交通省等に移管されるため。
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枚方市条例第 号

枚方市水道事業給水条例の一部を改正する条例

枚方市水道事業給水条例（平成 9年枚方市条例第27号）の一部を次のように改正する。

第 4条第 1項及び第37条第 2項ただし書中「第16条の 2第 3項の厚生労働省令」を「第16条の 2

第 3項ただし書の国上交通省令」に改める。

第46条各号列記以外の部分中「ーに」を「いずれかに」に改め、同条第 1号中「第16条の 2第 3

項の厚生労働省令」を「第16条の 2第 3項ただし書の国士交通省令」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 123 号参考資料

枚方市水道事業給水条例の一部改正について
主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

（工事の申込み）

第4条 給水装僅の新設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以

下「法」という。）第16条の 2第 3項ただし書の国士交通省令で定める

給水装懺の軽微な変更を除く。）又は撤去をしようとする者は、上下水

あら道事業管理者（以下「管理者」という。）の定めるところにより、

2 • 3 

かじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

［略］

|
4
8
7
|
 

（給水装置の基準違反に対する措置）

［略］第37条

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装罹が、指定給水装置工事事業

者の施行した給水装罹工事に係るものでないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。た

だし、法第16条の 2第 3項ただし書の国士交通省令で定める給水装置の

軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が基準に適合

していることが確認されたときは、 この限りでない。

（過料）

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、 50,000円以下

の過料に処する。

(1) 第 4条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕（法第拉

（工事の申込み）

第 4条 給水装置の新設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177号。以

下「法」という。）第16条の 2第 3項の厚生労働省令で定める給水装置

の軽微な変更を除く。）又は撤去をしようとする者は、上下水道事業管

2 • 3 

理者（以下「管理者」という。）の定めるところにより、

理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

［略］

（給水装置の基準違反に対する措置）

［略］

あらかじめ管

第37条

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業

者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約

の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。た

だし、法第16条の 2第 3項の厚生労働省令で定める給水装僅の軽微な変

更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が基準に酒合している

ことが確認されたときは、 この限りでない。

（過料）

第46条 市長は、次の各号の二丘該当する者に対し、 50,000円以下の過料

に処する。

(1) 第 4 条の承認を受けないで、給水装置の新設、改造、修繕（法菫~



主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

条の＿2第 3項ただし書の国士交通省令で定める給水装置の軽微な変更 条の 2第 3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）

を除く。）又は撤去をした者

(2)"--'(6) ［略］

又は撤去をした者

(2),-.._,(6) ［略］

|
4
8
8
1
 



議案第 124 号

枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例等の一部改正について

次のとおり枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例等の一部を改正するにつき、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 地方自治法の改正に伴い、所要の整備を行うため。
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枚方市条例第 号

枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例等の一部を改正する条例

（枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例の一部改正）

第 1条 枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例（昭和41年枚方市条例第47号）の一部を次の

ように改正する。

第 9条中「第243条の 2の 2第 8項」を「第243条の 2の 8第 8項」に改める。

（枚方市病院事業の設置等に関する条例の一部改正）

第 2条 枚方市病院事業の設置等に関する条例（昭和41年枚方市条例第48号）の一部を次のように

改正する。

第 8条中「第243条の 2の 2第 8項」を「第243条の 2の8第 8項」に改める。

（枚方市監査委員条例の一部改正）

第 3条 枚方市監査委員条例（平成 6年枚方市条例第 1号）の一部を次のように改正する。

第 9条中「第243条の 2の2第 3項」を「第243条の 2の8第 3項」に改める。

附則

この条例は、令和 6年 4月 1日から施行する。
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議案第 124 号参考資料

枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例等の一部改正について

主要な改正部分の新旧対照表

新（改正後） 旧（現行）

［枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例関係］

（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第 9条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）鐙

243条の 2の8第 8項の規定により水道事業又は下水道事業の業務に従

事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。

|
4
9
1
1
 

［枚方市病院事業の設置等に関する条例関係］

（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第 8条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）笙

243条の 2の8第 8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠

当該賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、

償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。

［枚方市監査委員条例関係］

（請求又は要求による監査）

第 9条 監査委員は、法第75条第 1項、第98条第 2項、第199条第 6項若し

くは第 7項、第235条の 2第 2項、第242条第 1項若しくは第243条の 2の

8第 3項（地公企法第34条において準用する場合を含む。）又は地公企法

第27条の 2第 1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、速

やかに、監査に着手するものとする。

［枚方市水遁事業及び下水道事業に関する条例関係］

（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第 9条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）策

243条の 2の2第 8項の規定により水道事業又は下水道事業の業務に従

事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない

場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。

［枚方市病院事業の設置等に関する条例関係］

（議会の同意を要する賠償責任の免除）

第 8条 法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法律第67号）菫

243条の 2の2第 8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠

当該賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、

償責任に係る賠償額が500千円以上である場合とする。

［枚方市監査委員条例関係］

（請求又は要求による監査）

第 9条 監査委員は、法第75条第 1項、第98条第 2項、第199条第 6項若し

くは第 7項、第235条の 2第 2項、第242条第 1項若しくは第243条の 2の

2第 3項（地公企法第34条において準用する場合を含む。）又は地公企法

第27条の 2第 1項の規定による監査の請求又は要求があったときは、速

やかに、監査に着手するものとする。



議案第 12 5号

令和 6年度包括外部監査契約の締結について

次のとおり令和 6年度包括外部監査契約を締結するにつき、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第 25 2条の 36第 1項の規定により議会の議決を求める。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方市長伏見 隆

記

1. 契約の 相手方

2. 件 名

3. 目 的

4. 契約期間の始期

5.契約金額

6. 費用の支払方法

住所大阪市鶴見区横堤 1丁目 12番 13-207号

氏名横田慎一

資格公認会 計士

令和 6年度包括外部監査契約の締結

包括外部監査人の監査を受けるとともに、監査の結果に関する

報告の提出を受ける。

令和 6年 4月 1日

予算額を上限とする額

監査の結果に関する報告提出後に一括払い
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議案第 12 6号

財産（執務室等什器）の取得について

次のとおり財産を取得するにつき、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第 1項第 8号

の規定により議会の議決を求める。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

1.取得物件

2.契約先

3.取得金額

4. 用 途

5. 目 的

6.契約条項その他

枚方市長伏見 隆

記

枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品（執務室等什器） 一式

枚方市村野本町 19番 8号

株式会社ムラノ

代表取締役 殿浦啓維

金 52, 327, 000 円

執務室及び窓口等に設置される什器

令和 6年 9月より供用開始予定の③街区の複合施設に設置する市駅前行

政サービスフロアに整備される執務室及び窓口等にて使用するため。

契約内容に関しては、枚方市契約規則第 38条に定める事項を記載した契

約による。

-493-



議案第 12 6号参考資料

制限付き一般競争入札（物品希望型）

執行調書

名称 枚方市駅前行政サービス再編に係る什器及び備品購入

落札者名 （株）ムラノ

業務区分 物品

契約金額
金 52,327,000 円 （金 4,757,000 

（内消費税額）
円）

契約期間 自I 本契約締結日 に1
仕様書のとおり

公告日 令和5年12月1日 入札日 令和6年1月26日

予定価格
76,765,455 

（単位：円）

参加業者名
第1回目 第2回目 第3回目

入札書記載金額 入札書記載金額 入札書記載金額

入 （株）ムラノ 47,570,000 

札
（株）メーベル 49,500,000 

状

況 （株）規文堂 74,630,000 

①「契約金額」は、消費税及び地方消費税の額を含んだ法律上の契約金額です。
②「予定価格」及び「入札書記載金額」は、消費税及び地方消費税の額を含まない金額です。
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議案第 12 7号

枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館の指定管理者の指定について

次のとおり枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館の指定管理者の指定

につき、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 6項の規定により議会

の議決を求める。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方市長伏見 降

記

1. 施設の名称 枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館

2. 団体の名称 株式会社図書館流通センター

3. 指定の期間 令和 6年 6月 1日から令和 10年 3月 31日までの 3年 10ヶ月間
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議案第 12 7号参考資料

施設名称

指定候補者として

選定された団体
選定委員会への

諮問日

選定の概要

提案指定管理料の上限額 I 

枚方市指定候補者選定調書

枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館

令和 6年 6月 1日から
令和10年 3月31日まで

令和6年1月24日株式会二□□／ターロ；日：

枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館の指定候補者を選定

するため「枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館指定管理者

選定委員会」に諮間した。

募集要項等について、同選定委員会の意見を踏まえた上で、内容を確定し、

令和 5年 11月 14日から 12月 8日までの間、公募を行った。申請団体は 4団

体であった。

【選定委員会での審査概要】

同選定委員会で、申請団体から提出された事業計画書が募集要項に掲げた

条件を満たしているかについて審査が行われ、要求事項を満たしていること

が確認された。

その後、事業計画書に記載されている各提案内容について、申請団体のプ

レゼンテーションを実施し、提案内容等に対する申請団体への質疑を行った

後、選定基準の要求事項の項目ごとに評価を行い、指定管理料の額と合わせ

て総合評価を行った。

（評価方法）

評価については、事業計画に関する内容審査と指定管理料の額をそれぞれ

点数化し、それらを合算する総合評価方式で行った。内容審査は70点満点、

指定管理料の額は30点満点とし、これらの合計100点満点で評価を行った。

（選定委員会での主な意見と結果）

総合評価点が 1位である株式会社図書館流通センターについて、全国で582

施設の運営を行うなど図書館運営を中心とする豊富な経営実績を有し、これま

での経験を踏まえた着実な提案がなされている。また、専門社員から他の社員

が学ぶ機会を重視しているなど、健全で安定した運営が期待できる。

事業においても、施設の特徴を吟味した上で着実な提案がなされており、特

に図書館の事業提案は、地域の園・学校との連携の推進やビジネス支援を始

め、本施設の立地特性を活かした具体的、意欲的な提案がなされている点が高

評価であった。

また、数多くの事業提案に加え、乳幼児健診時に出張図書館を設けて読み聞

かせ等を行うなどの利用者への細やかな気配りには説得力が感じられたことか

ら、他の申請団体よりもすぐれており、指定候補者として選定する旨の答申

が提出された。

上記、選定委員会の答申に基づき、同年 1月 31日に指定候補者を選定した。

604,025,000円 調査基準価格 513,421,250円

事業計画に関す 提案された指定 総合評価点
提案指定管理料の額

申請団体
I (3年10ヶ月間の合計額）

る内容審査(A) 管理料の額(B) (A)+(B) I順位
70点満点 30点満点 100点満点

① Iアクティオ株式会社 593,468,652円 40.6点 16. 75点 57.35点 | 4 

② | 株式会社図書館
流通センター

604,000,000円 | 51. 6点 | 15.00点 I 66.60点 | 1 

③ I 株式会社ケイミックス I 
パブリックビジネス

594,166,000円 42.3点 16.63点 58.93点 3 

④ I株式会社リブネット 1 594,138,600円 43. 7点 16.64点 60.34点 2 

※「提案指定管理料の上限額」 「調査基準価格」 「提案指定管理料の額」には、消費税及び地方消費税を含む。
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◆評価結果【枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館】

事業計画に関する内容審査配点70点

3 

②指定管理者の指定を申請した理由 2 1.3 

③経営の継続性・安定性 2 1.3 

2. 30.5 

①施設の現状に対する考え方及び将来展望 2 1.3 

ア）管理経費・管理体制の提案 5 3.3 

イ）利用者サービス向上提案（生涯学習交流セン
10 I 5.o l 

ター）

ウ）利用者サービス向上提案（図書館） 10 6.5 

②施設運営に 1エ）事業提案（生涯学習交流センター） 6 4.8 
関する計画＇

オ）事業提案（図書館） 6 3.0 
・ニ・ ・ ----- ----------" - ---------- 一― --

カ）連携事業提案（生涯学習交流センター） 4 2.0 

キ）連携事業提案（図書館） 4 2.0 

Iク）利用者対応提案 4 2.6 

3施設の管理＇に~ヽ~』ヽ』』ヽ～関‘しする事項

施設の管理に関する事項
::——-. - ：::：:-. ::：：：.．ー：：：：：：：： :::———..:—:-.-..::—- :—::::::—:::::::::::-. ::—:::::—:::::::::::::—:::::—: ::——..::: ：:：:：::-. 

要3こ関する事項

その他

得点合計(A) (7o点満点）

指定管理料の額配点30点

指定管理料の得点(B) (30点満点）
【配点 (30点） X 〔基礎係数0.5十加算係数 [O.5x （上限額ー提案額）＋（上限額—調査基準価格））〕】
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1.31 
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51.6 

1.31 

2.5 
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5.0 
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0評価内容
＜申請団体1>アクティオ株式会社
指定管理施設や大型施設の管理運営など多様な施設運営の実績があり、信頼感は十分である。施設の現状認識のため人流データを用いた
解析を行うなど、枚方市駅前という立地条件を踏まえた運営が提案されている点や、「枚方市駅という、枚方市民の往来がある場所で、市民が
集い、体験・吸収したことが、市内全体に波及する可能性を見据えて、新たな出会いを創り出す未来づくりの場所へ」との管理運営コンセプト
が、本施設の経営方針に合致していて評価できる。
また、生涯学習交流センターの夜間利用者数の増加に向けて、主催事業だけでなく利用者による持ち込み企画を実施する仕組みの構築など、
意欲的な提案がなされている点も評価できる。
一方で、図書館事業や連携事業の提案について具体性に欠ける点があったほか、提案された事業等の目的や効果が十分に伝わらなかった
部分があり、全体的にコンセプトが先行している印象があった。

＜申請団体2>株式会社図書館流通センター
全国で582施設の運営を行うなど図書館運営を中心とする豊富な経営実績を有し、これまでの経験を踏まえた着実な提案がなされている。ま
た、専門社員から他の社員が学ぶ機会を重視しているなど、健全で安定した運営が期待できる。
事業においても、施設の特徴を吟味した上で着実な提案がなされており、特に図書館の事業提案は、地域の園・学校との連携の推進やビジネ
ス支援を始め、本施設の立地特性を活かした具体的、意欲的な提案がなされている点が高評価であった。
また、数多くの事業提案に加え、乳幼児健診時に出張図書館を設けて読み聞かせ等を行うなどの利用者への細やかな気配りには説得力が感
じられた。
これらのことから、他の申請団体よりも優れた提案内容であると評価する。
今後、生涯学習施設の運営においても、更なる経験を重ねて、サービス向上に繋げていくことを期待する。

＜申請団体3>株式会社ケイミックスパブリックビジネス
文化学習施設の豊富な運営実績を有する団体で、関西での実績は少ないものの信頼感があり、市内で唯一施設名に「交流」の語を用いている
点に着目するなど独自の視点から提案がなされているのは魅力的であった。
また、「偶然立ち寄った方々に新しい発見を提供する」という新たな視点で提案されている点や、商用データベースの閲覧サービスなどが具体
性をもって提案されている点など、これまでの経験を踏まえて本施設の特長を活かそうとしているところは高評価であった。
一方で、提案が一般論的な内容にとどまっている部分があり、具体的なサービスが十分に伝わらない部分もあった。独自の視点を更に具体化
させたイベント例などが豊富に提案されていれば、更なる評価に繋がった。

＜申請団体4>株式会社リブネット
枚方市内をはじめ、全国的に公共図書館・大学図書館を中心とした施設の運営を行うなど豊富な実績を有し、その経験に基づいて新しい着眼
点や魅力的なアイデアが提示されており、提案内容に説得力があった。
特に、業務繁忙時の実施体制におけるきめ細やかな人材配置計画、生涯学習交流センターヘの社会教育主事任用資格者の配置、
緊急時における対策での南海トラフ地震への言及、ユニバーサルガイドの設置など運営面での提案が充実している点が評価できる。
一方で、事業提案については、やや抽象的な提案に留まっているところがあり、事業実施に向けた意欲を十分に感じ取ることができなかった。
また、全体的に一般論的な提案内容となっている部分も散見され、本施設において効果的かは疑問がある。
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事業計画に関する確認事項一覧（枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館）

要求事項 確認事項

1．申請団体の経営方針等に関する事項

1．設立日的、経営実績、組織の状況及び運営方針の具体的な説明がなされているか。

2．育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定さ
れる休業制度が確保されているか。

3．公正採用への対応として、大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱、又は大阪
①経営方針 労働局公正採用選考人権啓発推進員設置要綱に基づき、「公正採用選考人権啓発推進

員」を設置しているか。

4．障害者廂用促進法に基づき障害者の雇用義務がある事業主にあっては、法定雇用率
が達成されているか（申請段階で未達成の場合は、本施設における雇用をはじめ、雇用
率が達成できるよう提案されているか）。

5．セクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメントの防止対策について提案されているか。

②指定管理者の指定を
6．申請した理由が、団体経営方針との関係を踏まえ明確に示されているか。

申請した理由

7．国税、市税（市内に事業所を有する者）に係る徴収金を完納しているか。

③経営の継続性・安定性
8．財務状況の健全性、運営体制、同種施設の運営実績等から、施設の安定的な管理運
営を期することができるか。

2．施設の経営方針に関する事項

①施設の現状に対する 9．施設の設置目的等を踏まえた現状認識及び今後の方向性が明確に提案されている
考え方及び将来展望 か。

10．提案上限額を下回り、かつ、適正な指定管理料が提案されているか。

11．関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った運営計画が提案さ

②施設運営に関する計 れているか。

画
12．業務繁忙時にも対応できるよう、施設に必要な従事者を適正に配置するとともに、利用ア）管理経費・管理体制

の提案 者サービスの向上、効果的・効率的な管理運営の観点を踏まえた実施体制等について提
案されているか。

13．センターと図書館の事務スペースが1ヶ所に集約されていることを踏まえ、業務を実施
するための従事者の兼任など有効な業務実施体制や人員配置及びスペースの有効活用
等に関して提案されているか。

14．諸室の利用率増加に向けた取組み及び活動する団体の登録数の増加に向けた取組
みが具体的に提案されているか。

15．ロビーを含む生涯学習交流センター全体の利用者数の増加に向けた取組みが具体的
イ）利用者サービス向上 に提案されているか。
提案（生涯学習交流セン
ター） 16．利用者にとって魅力的な物品販売や新たな備品の貸出など事務所サービスが具体的

に提案されているか。

17．生涯学習交流センターの魅カアップのための備品等の新規設置等について、具体的
なアイデアが提案されているか。
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要求事項 確認事項

18．図書館の新規利用登録者を増やすための取組みが提案されているか。

19．図書館の来館者を増やし、貸出冊数を増やすための取組みが提案されているか。
ウ）利用者サービス向上
提案（図書館）

20．図書館の魅カアップのための備品等の新規設置等について、具体的なアイデアが提
案されているか。

21．利用者の課題解決を支援するレファレンスサービス等について具体的なアイデアが提
案されているか。

22．生涯学習交流センターの認知度の向上・利用者数の増加につながるような魅力的な自
主事業が具体的に提案されているか。

23．屋上広場や屋上スペースの活用、オープニング事業やセンターまつりなどの自主事業
において、生涯学習交流センターの活性化・賑わいづくりにつながるような提案が具体的

エ）事業提案 にされているか。
（生涯学習交流センター）

24．ビジネスパーソンの獲得など、生涯学習交流センターの夜間利用者数の増加に向けた
事業等が具体的に提案されているか。

25．立地条件等を踏まえた新しい事業が積極的に提案されているか。

26．枚方市子ども読書活動推進計画の趣旨に沿った子ども向けの事業が提案されている
か。

27．一般成人を対象とした図害館読薯振興事業が提案されているか。
オ）事業提案
（図書館）

28．電子図書館の利用を増やすための取組みが提案されているか。

29．立地条件を踏まえた利用者分析に基づく事業が提案されているか。

30．生涯学習交流センターと図書館との施設連携事業の実施について、具体的に提案さ

カ）連携事業提案
れているか。

（生涯学習交流センター） 31．枚方市駅直結の立地を生かし、ビル内のテナントなど周辺施設等との連携を意識した
賑わいづくりや市民等の交流の機会の創出を目的とした事業について、具体的に提案さ
れているか。

32．こども家庭センターとの連携事業が提案されているか。
キ）連携事業提案
（図書館）

33．ビル内のテナントなど周辺施設等との連携を意識した事業が提案されているか。

34．利用者に対する接遇対応向上について提案されているか。

35．利用者が安全に利用できるよう施設内で発生するトラブルヘの対応方法や利用者等の
安全・秩序維持のための適切な対応方法等について提案されているか。

ク）利用者対応提案
36．利用者サービス向上の観点からセルフモニタリングの計画を提案するとともに、利用者
に対するアンケートの実施について提案されているか。

37．業務に従事する者が、人権について正しい認識を持って業務を遂行できるよう、人権
研修について提案されているか。
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要求事項 確認事項

3施設の管理に関する事項

38．関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置日的に沿った管理計画が提案さ
れているか。

39．基本仕様薯の規定に従い、資格を必要とする業務に有資格者を配置するなど適正な
人員配置が提案されているか。

40．日常的・定期的に施設を巡回・点検するなど、利用者が安全かつ快適に過ごせる環境
の整備について提案されているか。

41．備品管理に当たり、管理簿の整備及び責任所在について提案されているか。

42．環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、節電、節水、省エネルギー等具体的
に提案されているか。

43．業務に従事する者及び利用者の手指や備品の消毒、施設の換気等、感染症の拡大
防止策が提案されているか。

4情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項

44．枚方市情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関
する対応が明確に示されているか。

45．個人情報保護法及び関係法令の目的等を跨まえ、個人情報の保護に関する必要な
措置について明確に示されているか。

5緊急時における対策に関する事項

46．緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されているか。

47．緊急事態発生時又は発生が予測される場合における常時連絡可能な体制・方策が提
案されているか。

48．構成員間（本支社間含む）、市との間におけるリスク分担に対する考え方が明確に示さ
れ、かつ考え方に対応した分担内容となっているか。

6その他

49．高齢者・障害者サービスを維持・向上させる取組みについて提案されているか。

50．施設の利用促進に繋がる広報活動等について具体的な実施計画が提案されている
か。
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指定候補者選定の経過

令和5年10月17日

(2023年）

令和5年12月27日

(2023年）

令和6年1月24日

(2024年）

令和6年1月31日

(2024年）

枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館

指定管理者選定委員会への諮間

第 1回指定管理者選定委員会開催

管理運営状況、募集要項、基本仕様書の確認、

指定管理者選定基準及びプレゼンテーション実施方法

について審議

第 2回指定管理者選定委員会開催

申請状況等の報告

事業計画書の提案内容についてのプレゼンテーション

実施

第 3回指定管理者選定委員会開催

指定候補者についての審議

枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書

館指定管理者選定委員会からの答申

指定候補者の選定

枚方市立生涯学習交流センター・枚方市立市駅前図書館指定管理者選定委員会の構成

（委員名は五十音順）

／ 氏名（所属） 選出区分

会長 明石成司（弁護士）

学識経験のある者

副会長 平田義明（税理士）

委員
渥美 公 秀

（大阪大学大学院人間科学研究科教授）

委員
萩原 雅 也

専門的知識を有する者
（大阪樟蔭女子大学学芸学部ライフプランニング学科教授）

委員
原田隆史

（同志社大学大学院総合政策科学研究科教授）
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議案第 128 号

枚方市士地開発公社定款の一部変更について

次のとおり枚方市士地開発公社定款の一部を変更するにつき、公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和47年法律第66号）第14条第 2項の規定により議会の議決を求める。

令和 6 年 (2024年） 2 月 19 日提出

枚方市長伏見 隆

提案理由 理事の定数を見直すため。
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枚方市士地開発公社定款の一部を変更する定款

枚方市土地開発公社定款（昭和48枚大阪府指令地第1461号）の一部を次のように変更する。

第 6条第 1項第 1号中「13名」を「 9名以内」に改める。

附則

この定款は、大阪府知事の認可のあった日から施行する。
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議案第 128 号参考資料

枚方市上地開発公社定款の一部変更について

主要な変更部分の新旧対照表

新（変更後） 旧（現行）

（役員）

第 6条公社に次の役員をおく。

(1) 理事 9名以内

(2) ［略］

［略］

（役員）

第 6条公社に次の役員をおく。

2
 

2
 

(1) 理事

(2) ［略］

［略］

旱

|
5
0
5
|
 



議案第 12 9号

副市長の選任の同意について

次の者を本市副市長に選任したいので、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 16 2条の

規定により議会の同意を求める。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

枚方市長伏見 隆

記

1. 同意を求める者

所

名

住

氏

年月 日生
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議案第 13 0号

教育委員会委員の任命の同意について

次の者を本市教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び蓮営に関する法律

（昭和 31年法律第 16 2号）第 4条第 2項の規定により議会の同意を求める。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

1. 同意を求める者

住 所

氏名

記

年月 日生
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議案第 13 1号

公平委員会委員の選任の同意について

次の者を本市公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法（昭和 25年法律第 26 1号）

第 9条の 2第 2項の規定により議会の同意を求める。

令和 6年 (20 2 4年） 2月 19日提出

1. 同意を求める者

住所

氏 名

記

年月 日生
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